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●札幌市：2020年東京五輪の一部開催と冬季五輪候補地
決定
2019年11月、国際オリンピック委員会と国、東京都、大会

組織委員会のトップ会談が行われ、翌年の東京五輪のマラソ
ン・競歩を札幌市内で開催することが決定した。また、同年
12月には、市中心部の大通公園をスタートし、すすきのなどを
通過した後に北上し、北海道大学の構内や「赤れんが庁舎」
の愛称で知られる道庁旧本庁舎などを通って大通公園に戻る
コースが承認された。マラソンのコースをめぐっては、2019年9
月〜10月にカタールのドーハで開催された世界陸上競技選手
権大会で暑さを原因とした棄権者が続出したことを受け、国
際オリンピック委員会が翌年の東京五輪のマラソン・競歩の東
京以外での開催を検討していた（図Ⅳ-1-6）。

なお、新型コロナウイルスの拡大によって東京五輪の延期
が決定したが、マラソン･競歩の札幌市での開催地について
は変更しないことが決まっている。

●白老町：「民族共生象徴空間（ウポポイ）」が開業
アイヌの歴史と文化を学び伝える「ウポポイ（民族共生象徴

空間）」が2020年7月に開業した。白老町のポロト湖畔10.6ヘ
クタールの敷地に総工費約200億円をかけて整備した。

ウポポイは国立民族共生公園、国立アイヌ民族博物館、
慰霊施設などから構成されており、国立民族共生公園では
伝統芸能上演や伝統工芸品製作の実演等を通じてアイヌ文
化を体感することができる。国立アイヌ民族博物館は、北海
道では初の国立博物館で、1万点以上の文化資料を収蔵して
いる（図Ⅳ-1-7）。

当初は2020年4月に開業する予定だったが新型コロナウイ
ルスの感染拡大によって2回延期され、最終的に同年7月の開
業となった。

� （北海道大学　石黒侑介）

図Ⅳ-1-7	民族共生象徴空間「ウポポイ」の全体像（イメージ）とロゴ・国立アイヌ民族博物館外観

提供：公益財団法人アイヌ民族文化財団

図Ⅳ-1-6	マラソン･競歩のコースとなる北海道大学構内

提供：北海道大学
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訪日外国人宿泊者数185万人泊　1年前倒しで目標達成
東北６県の港湾へのクルーズ船寄港回数、

仙台空港の旅客数が過去最高に
ラグビーワールドカップ2019の開催
「令和元年東日本台風」による被害

（1）都道府県レベルの旅行者動向
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、2019年1月～12月の

東北地方の延べ宿泊者数は4,370万人泊となり、前年比4.3％
増加となった（図Ⅳ-2-1）。

県別にみると、青森県が9.0％減、岩手県が2.9％増、宮城
県が5.1％増、秋田県が4.2％増、山形県が2.6％増、福島県
が11.0％増となった。

外国人延べ宿泊者数は、185.2万人泊となり過去最高を更
新した（図Ⅳ-2-2）。前年比25.7％の大幅な伸び率は地方ブ
ロック別では2番目の高さとなった。

県別では青森県が2.1％増、岩手県が32.8％増、宮城県が
40.0％増、秋田県が12.9％増、山形県が43.2％増、福島県
が21.7％増となった。また、国別では台湾、中国、香港、タイ、
アメリカの順に多く、伸び率としてはタイ、シンガポール、イギ
リスの順に高くなった。

特に東北６県でのトップセールスやプロモーション、国際定
期便の新規就航やチャーター便の増加、受け入れ環境整備
などが誘客につながったとみられている。一方で、訪日市場
全体における東北の割合は1.7%にとどまった。

東北６県の港湾にクルーズ船が寄港した回数は91回となり、
過去最高となった。そのうち47回が外国船籍で、大型豪華
客船のクイーン・エリザベスやコスタ・セレーナなど6隻が初め
て寄港した。

2019年10月に仙台－バンコク線の運航を再開（週3往復）し
た仙台空港では、2019年度の旅客数が372万人（前年度比
2.9%増）となり、3年連続で過去最高となった。（図Ⅳ-2-3）
「明日の日本を支える観光ビジョン」（明日の日本を支える観

光ビジョン構想会議）では、2020年の東北６県の外国人延べ
宿泊者数目標として150万人泊を掲げ、観光資源の磨き上げ、
「復興観光拠点都市圏」の重点支援、福島県の国内観光
関連事業への支援等を行っていたが、1年前倒しで達成した。

Ⅳ-2  東北
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図Ⅳ-2-2	外国人延べ宿泊者数の推移（東北）

青森県 119 160 260 349 357 

岩手県 106 132 188 259 344 

宮城県 191 199 264 402 563 

秋田県 60 67 105 123 139 

山形県 76 88 118 163 234 

福島県 56 79 130 176 215 

� 単位：千人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作

図Ⅳ-2-1	延べ宿泊者数の推移（東北）
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青森県　　　　岩手県　　　　宮城県

秋田県　　　　山形県　　　　福島県

青森県 501 501 462 506 461 

岩手県 616 624 608 610 628 

宮城県 1,082 977 998 1,041 1,093 

秋田県 346 340 335 351 365 

山形県 597 544 524 543 557 

福島県 1,147 1,020 1,086 1,140 1,266 

� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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（2）観光地の主要な動き
①地方・都道府県レベル
●東北の夏まつりの動向

2019年の東北各県の代表的な夏まつり（６件）は8月1日～8
日までの間に、それぞれ2～6日間の会期で開催された。来場
者数は計918万人となり東日本大震災後最高となった。全ての
まつりの来訪者数が前年と比べて増加したが、その要因とし
ては天候に恵まれたこと、高速道路の開通、「来訪神：仮面・
仮装の神々」のユネスコ無形文化遺産への登録（2018年11
月）による知名度の上昇などが挙げられている。ラグビーワー
ルドカップ2019釜石開催実行委員会のパレード等もあわせて
行った「盛岡さんさ踊り」や、観光バスの利用が多かった「仙
台七夕まつり」は特に高い伸び率となった。

運営側の取り組みとしては、「写真映え」を意識したコンテ
ンツの強化や大型クルーズ船の乗客向けの臨時列車増便、
祭りの情報を多言語で閲覧できるスマホアプリの導入、スマホ
アプリを使用したタクシー配車サービスの実施といった受け入
れ体制の整備を行った。

また、東北絆まつりは2019年6月1日・2日の2日間にわたって
福島市で開催され、約31万人が来場した。なお、2020年5月
30日（土）・31日（日）の2日間の開催を予定していた「東北絆

まつり2020山形」は新型コロナウイルスの影響を鑑み1年延期
とし、2021年度に改めて山形市で開催予定であることが発表
された。

●「令和元年東日本台風」の被害と復興支援
台風19号は2019年10月12日〜13日にかけて東北地方を縦

断し、特に宮城県や福島県、岩手県などを中心に大規模な
河川の氾濫や土砂災害をもたらした。政府は激甚災害に指
定するとともに、9月に発生した台風15号もあわせた影響により
落ち込んだ観光需要の回復支援のため、被災した14都県へ
の旅行代金を1人1泊につき最大5,000円を割引する「ふっこう
割」を実施した。

77カ所の被害が発生した三陸鉄道では義援金窓口、
Yahoo！ネット基金などを開設し、復旧工事を行ったほか、2020
年3月には釜石-陸中山田間、普代-久慈間の復旧工事が完
了し、全線再開となった。

特に被害の大きかった宮城県丸森町では計18箇所が決壊
したことにより深刻な浸水被害等が発生し、被害総額は約
422 億１千万円にのぼった。同町では2019年12月に「丸森町
復旧・復興基本方針」を策定し、2020年度からの5年間にお
ける復旧・復興に向けた基本方針を示した。災害に強いまち
を目指すとともに、活気あふれる産業・なりわいの再建の1つと
して国内外からの観光客の誘致を図ることも挙げている。

●北海道・北東北の縄文遺跡群（北海道、青森県、秋田県、
岩手県の17史跡）、世界遺産への推薦決定
北海道、青森県、秋田県、岩手県の17史跡で構成される

北海道・北東北の縄文遺跡群は、2019年12月20日の閣議にお
いて、世界文化遺産への登録に向けた推薦書をユネスコに
提出することが了解され、2020年1月に推薦書が提出された。

青森県八戸市では、「八戸市景観計画」を改定し、「景
観拠点」として機能ごとに3つのエリア（都市景観拠点・観光
交流景観拠点・歴史文化景観拠点）を追加した他、縄文遺

図Ⅳ-2-3	仙台空港の旅客数の推移
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表Ⅳ-2-1	東北夏まつりの来場者数

祭事名 開催地 来場者数
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

青森ねぶた祭 青森県青森市 266万人 282万人 285万人 259万人 269万人 276万人 282万人 280万人 285万人
盛岡さんさ踊り 岩手県盛岡市 136万人 122万人 130万人 137万人 139万人 126万人 134万人 133万人 149万人
仙台七夕まつり 宮城県仙台市 203万人 200万人 206万人 204万人 218万人 228万人 179万人 203万人 225万人
秋田竿燈まつり 秋田県秋田市 130万人 139万人 141万人 126万人 140万人 132万人 131万人 130万人 131万人
山形花笠まつり 山形県山形市 91万人 100万人 90万人 63万人 98万人 100万人 99万人 97万人 98万人

福島わらじまつり 福島県福島市 23万人 25万人 24万人 25万人 26万人 26万人 28万人 29万人 30万人
資料：各種資料をもとに（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-2-2	東北六魂祭、東北絆まつりの開催概要
東北六魂祭 東北絆まつり

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

開催地
宮城県
仙台市

岩手県
盛岡市

福島県
福島市

山形県
山形市

秋田県
秋田市

青森県
青森市

宮城県
仙台市

岩手県
盛岡市

福島県
福島市 山形県山形市で

5月30日（土）～
31日（日）に開
催予定だったが
2021年度に延期

開催日程
7月16日（土） 

17日（日）
5月26日（土） 

27日（日）
6月1日（土） 

2日（日）
5月24日（土） 

25日（日）
5月30日（土） 

31日（日）
6月25日（土） 

26日（日）
6月10日（土） 

11日（日）
6月2日（土） 

3日（日）
6月1日（土） 

2日（日）
来場者数 約37万人 約24万人 約25万人 約26万人 約26万人 約27万人 約45万人 約30万人 約31万人
経済効果 約103億円 約22億円 約37億円 約25億円 約31億円 約29億円 約44億円 データ無し 約42億円

資料：各種資料をもとに（公財）日本交通公社作成
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跡群の一部である史跡・是川石器時代遺跡を核とした是川
景観重点地区の景観重点地区としての指定などを行った。

秋田内陸縦貫鉄道では、2020年3月に伊勢堂岱遺跡の最寄
り駅である小ケ田駅（北秋田市）を縄文小ケ田駅に改称した。

●みちのく潮風トレイル全線開通
環境省が策定した「グリーン復興プロジェクト」に基づき、

歩いて旅をする「ロングトレイル」の文化を日本に定着させるこ
とを目的とした「みちのく潮風トレイル」は、青森県八戸市か
ら福島県相馬市まで約1,000kmの全線が開通。2019年4月19
日には情報発信の拠点施設として「みちのく潮風トレイル名取
トレイルセンター」（宮城県名取市）がオープンし、6月9日には
全線開通記念式典・シンポジウムを開催した。トレイルの沿線
上では名取トレイルセンター以外に5つのサテライト施設（種差
海岸インフォメーションセンター、北山崎ビジターセンター、浄
土ヶ浜ビジターセンター、碁石海岸インフォメーションセンター、
南三陸・海のビジターセンター）でトレイルマップの配布や情報
提供などを行う。

●「第２次おもてなし山形県観光計画～ beyond2020～」
の策定
山形県では2024年度を目標年度とする「第２次おもてなし

山形県観光計画～ beyond2020～」を20年4月に策定した。
観光消費額2,600億円を掲げ、「山形ならでは」の特性・ 資
源を活用し、SDGｓの視点から条例に基づく基本的施策を４
本の柱として体系化し、「ICT等を活用したインバウンド拡大
の加速化（デジタルマーケティングの展開）」をはじめとしたリー
ディングプロジェクトを展開する。

●台湾、タイ向けの旅行者の誘客プロモーション、商品開発
2019年度は国やJNTO、各県、東北観光推進機構、民

間事業者などが連携し、インバウンドのうち高い割合を占める
台湾や、仙台空港への定期就航を再開したタイなどに向けた
プロモーションに力を入れた。

2019年10月には「Lonely Planet」が 発 表 する「Best 
in Travel 2020」において、2020年に訪れるべき世界の10
地域の第3位に「東北地方」が選出された他、2019年11月
にはナショナルジオグラフィック協会が発行する「National 
Geographic」において、2020年に訪れるべき25の旅先「Best 
Trips for 2020」の冒険部門で「東北」が選出されるなど、
海外からも注目されている。

東北観光推進機構、JNTO、日本観光振興協会東北支
部及び東北運輸局は、今年で6回目となる「日本東北遊楽日 
2019」を11月に台湾で開催し、現地企業とのタイアップによる来
場者への発信を行った。さらに現地旅行会社向けに東北観光
セミナーや商談会を実施し、東北への旅行商品造成及び販売
を促進する「東北プロモーション in 台湾2019」を開催した。

2019年8月24日～25日には、JNTOや東北観光推進機構が
連携し、一般消費者向けのPRイベント「日本東北観光フェア」

をバンコクで開催したほか、東北 6 県（青森県、岩手県、宮
城県、秋田県、山形県、福島県）と新潟県の知事・副知事
をはじめ、同機構、仙台市や東北の主な経済団体・観光関
係団体の代表などがバンコクを訪問しトップセールスを行った。

さらに、令和元年度「新しい東北」交流拡大モデル事業
の一環で行われた「タイを拠点とした東南アジア富裕層の誘
客拡大と受け入れ基盤の強化」では、青森・秋田・岩手・
山形・福島の5つのDMOが連携し、富裕層を対象としたコン
テンツ開発やファムトリップ等を実施した。

●東北周遊促進レンタカーキャンペーン「FUN FIND 東北
キャンペーン」の実施
また、トヨタ自動車とJR東日本は、東北地方に点在する観

光資源への誘客と二次交通の利便性向上を目的に東北周遊
促進レンタカーキャンペーン「FUN FIND 東北キャンペーン」
（2019年5月～9月）を実施した。列車の切符とレンタカーの
セット商品や対象車種レンタカーの割引に加え、東北観光周
遊に便利な観光情報やNEXCO東日本が実施する高速道路
のETC周遊割引「ドラ割」などの情報をキャンペーンサイト（英
語、中国語、韓国語、タイ語）で発信。その他、台湾、香港、
韓国、タイのインフルエンサーを誘致し、SNSでの発信を行っ
た他、現地旅行会社などと連携してレンタカーの告知や旅行
商品造成などを行った。6月にはニッポンレンタカーも参画した
他、東北のレンタカー会社が参画したことで充実した情報提
供やシームレスな取り組みが可能となった。

②広域・市区町村レベル
●ラグビーワールドカップ2019の開催

2019年9月20日（金）～11月2日（土）にかけて開催されたラグ
ビーワールドカップ2019では、公認チームキャンプ地として選ば
れた岩手県釜石市・宮古市・盛岡市・北上市、山形県山形市・
天童市、福島県において各国選手の受け入れが行われた。

開催都市に選ばれた釜石市では、鵜住居小学校・ 釜石
東中学校跡地に新たに建設された釜石鵜住居復興スタジア
ム（2018年竣工）において１試合（9月25日 フィジー対ウルグ
アイ）が開催された（全2試合の予定が台風により1試合は中
止）。同市では2016年10月にはAirbnbと観光促進に関する
覚書を締結した他、2017年3月に「釜石市観光振興ビジョン」
を策定。大会開催に向け、インバウンドの受け入れ態勢整備
を強化し、外国人おもてなし研修会の開催、多言語対応の
充実、パーク&ライド駐車場やバス乗降場等の確保、バスや
鉄道の増便・増結、Wi-Fi環境の整備、開催期間中の県内
旅行商品造成促進などを行った。

また、東日本大震災慰霊施設「釜石祈りのパーク」、防災
学習施設「いのちをつなぐ未来館」、観光交流拠点施設「鵜
の郷交流館」などで構成される「うのすまい・トモス」（19年3月）
や、飲食店舗にキッチンスタジオ、イベントスペースを併設した
「釜石魚河岸にぎわい館『魚河岸テラス』」（19年4月）をオー
プンした。
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●「復興五輪」に向けた取り組みとイベントの開催
東京オリンピック・パラリンピックは、震災からの復興状況を

世界に発信するとともに、被災地と連携した取り組みを行うこと
でさらなる復興を後押しする「復興五輪」の考え方を示してい
る。2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催は新型コロナ
ウイルスの影響で延期が決定したものの、2020年3月には航空
自衛隊松島基地でオリンピック聖火の到着式が開催された。

また、世界からの復興支援に対する感謝や復興の状況、
観光地としての東北の魅力を発信するため、高輪ゲートウェイ
駅前特設会場をメインとした「東北・新潟の情報発信拠点事
業『東北ハウス』」の準備を進め、2019年9月には東京・丸の
内、盛岡、釜石で「東北ハウス・プレイベント2019」を実施した。

また、参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交
流を図るホストタウンが創設され、青森県5市町村、岩手県8
市町、宮城県7市町、秋田県8市町村、山形県14市町、福
島県9市町村においてスポーツ立国、グローバル化、観光振
興、地域活性化を意識した交流事業が行われている。

●東北SDGs未来都市サミット
内閣府のＳＤＧｓ未来都市の選定を受けた宮城県東松島

市、秋田県仙北市、山形県飯豊町により2018年6月に発足し
た「東北SDGs未来都市サミット」は、2019年度に新たに加わっ
た岩手県陸前高田市、福島県郡山市を加え、「東北SDGs
未来都市サミットシンポジウムin仙北市」を開催した。

サミットでは、SDGsの達成や持続可能な地域づくりに取り
組む「東北SDGs未来都市サミット宣言」と、近年の異常気象
をふまえ、地球温暖化防止に資する取り組みを定める「気候
非常事態宣言」が採択された。

●高速道路の延伸・開通
2020年度中の全線開通を目指す復興道路・ 復興支援

道路のうち、宮古盛岡横断道路の田の沢IC ～手代森IC間
（3.4km）が19年12月に、宮古市下川井地区の古田トンネル
（2km）が2020年3月に、相馬福島道路の相馬IC ～相馬山
上IC間（6km）が2019年12月に、三陸沿岸道路の久慈北IC
～侍浜IC間（7.4km）が2020年に、気仙沼中央IC ～気仙沼
港IC間（1.7km）が2020年2月に開通した。

●東北自動車道津軽サービスエリアリニューアル
東北自動車道の津軽サービスエリアが2019年4月にリニュー

アルオープンした。東日本で初となる地域連携スペースを開設
し、青森県の観光・文化などの魅力を発信する。青森の伝
統技法を取り入れた地域情報発信コーナーでは、地域の工
芸品などの展示や観光映像などの上映を行う。また、地域の
伝統芸能などのイベント開催に活用する大屋根広場、商業
施設や一般道からのウォークインゲート、ベビーケアルームなど
の新設やリニューアルを行った。

●青森～台北線の定期便就航と青森空港ターミナルビルの
リニューアル
エバー航空による青森～台北線が2019年7月に就航。当初

は週2往復だったが11月には週5往復に増便した。
また、青森空港は旅客ターミナルビルの増築工事が終了し、

2019年7月にリニューアルオープンした。延べ床面積は11,000
㎡から14,500㎡に拡大し、国内線・ 国際線それぞれの到着
専用エスカレーターの新設、国内線の手荷物受け取りベルト
コンベアの増設、祈祷室の新設、飲食店のリニューアルなど
を行った。国際線の入国審査場ブースや税関審査場ブース
も増設され、短時間での手続きを可能としている。

●「TOHOKU MaaS 仙台trial」実証実験（STEP1）実施
JR東日本仙台支社と宮城県、仙台市は「仙台圏における

観光型MaaS」の第1弾実証実験を2020年2月1日から29日ま
で実施。デジタルチケット「仙台まるごとパス」を購入した人は
フリーエリアのＪＲ、地下鉄、バスでＱＲコードをかざすなどで
利用できる他、観光マップ、デジタルクーポン、経路検索、レ
ンタカー予約、食べ呑み歩きデジタルチケットなどをスマートフォ
ン一つで利用できる。20年9月には実施エリアを宮城県内に拡
大するとともに、交通系デジタルチケットの拡充や新たなサー
ビスを加えた第2弾の実証実験を行う予定にしている。

●常磐線（富岡駅～浪江駅間）の運転再開
東日本大震災の影響で運転を見合わせていたJR常磐線の

富岡駅～浪江駅間（20.8km）が2020年3月14日に運転を再開
した。帰還困難区域の一部における避難指示が解除される
ことに伴うもので、これにより常磐線は全線で運転を再開した。

●七里長浜港から津軽港へ名称変更
青森県は、2019年12月に鰺ヶ沢町にある七里長浜港の名称

を津軽港に変更した。全国的に知名度の高い津軽という名
称を活用し、「津軽への観光誘致･津軽の農林水産物の物
流拠点」として、さらなる経済産業振興と地域発展のための
利用促進を図ることを目的としている。

●観光地域づくり法人（DMO）の登録
2019年度は、（一財）VISITはちのへ、（株）インアウトバ

ウンド仙台・松島、（一社）しもきたTABIあしすと、（公社）
山形県観光物産協会の4件が地域連携DMOとして登録され、
（一社）宮古観光文化交流協会、（株）かまいしDMC、（一
社）十和田奥入瀬観光機構、（一社）郡山市観光協会、（一
社）にほんまつＤＭＯ、（一社）DEGAM鶴岡ツーリズムビュー
ローの６件が地域DMOとして登録された。

近年、東北では県を超えたDMO同士の連携強化が進ん
でおり、2019年5月に「北東北DMO連携会議」を立ち上げた
他、東北5県のDMOが連携して東南アジアの富裕層向けの
商品開発等を行った。

� （福永香織）



3 関東

第
Ⅳ
編

観
光
地

151旅行年報  2020

延べ宿泊者数は全都県で増加
各地で新たな切り口での魅力発見・創出の試みが続く
交通関連の社会実験も多様なフェイズで実施される

（1）都道府県レベルの旅行者動向
①宿泊者数の動向

観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、2019年1～12月の
関東地方1都8県の延べ宿泊者数は1億8,204万人泊で前年
比12.6％増と、全体として好調に推移している（図Ⅳ-3-1）。
都県別にみてもすべての都県において前年比で増加してお
り、特に東京都の前年比19.5％増、千葉県の前年比14.2％
増が目立つ他、新潟県が同11.9％増、埼玉県が同10.7％増と
2ケタの増加を示した。

外国人延べ宿泊者数は前年比22.3％増の4,102万人泊で、
こちらも関東全体で前年と同様、2ケタの増加を示した（図Ⅳ
-3-2）。都県別にみると、こちらも東京都が前年比26.5％増と
大きく伸びた他、新潟県（前年比18.7％増）、神奈川県（同
18.0％増）、千葉県（同16.6％増）の好調が目立つ。

一方、茨城県が前年比14.5％減（2018年は前年比10.2％
増）、埼玉県が同4.8％減（同前年比5.0％増）と前年の増加
から減少傾向に転じた。

（2）観光地の主要な動き
①地方・都道府県レベル
●マス釣り客による県内消費額の試算（栃木県）

中禅寺湖は男体山の噴火により生成した堰止め湖である
が、明治期以降、湖岸には欧米諸国の大使館別荘が建設
され当時の外交官らの避暑地として機能し、戦後には「いろ
は坂」が開通して同湖を含む奥日光エリアの観光地化が進ん
だ。そうした中、中禅寺湖漁業協同組合がマス類の養殖・
放流に注力し、中禅寺湖は「マス釣りの聖地」として多くの
釣り客に親しまれることとなった。しかしながら2011年3月の原
発事故に伴う放射性物質汚染によって一部魚類の持ち出し
が禁止される事態となり、中禅寺湖漁業協同組合と栃木県は
翌2012年に釣った魚を持ち帰らず湖に帰すキャッチ＆リリース
（以下、C&R）制を導入して釣りを解禁して釣り客の誘客に
取り組んできた。

Ⅳ-3  関東

茨城県 574 561 561 589 630 

栃木県 1,029 1,032 1,022 947 956 

群馬県 883 865 876 831 865 

埼玉県 433 447 459 491 544 

千葉県 2,257 2,188 2,464 2,559 2,923 

東京都 5,909 5,751 5,995 6,611 7,898 

神奈川県 1,907 1,875 2,076 2,302 2,388 

山梨県 843 835 802 861 907 

新潟県 1,026 1,020 1,020 977 1,093 

� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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図Ⅳ-3-1	延べ宿泊者数の推移（関東） 茨城県 201 225 231 254 217 

栃木県 232 252 272 323 355 

群馬県 160 214 291 289 292 

埼玉県 159 170 219 230 220 

千葉県 3,500 3,345 3,675 4,116 4,798 

東京都 17,561 18,060 19,776 23,195 29,351 

神奈川県 2,156 2,161 2,337 2,754 3,249 

山梨県 1,252 1,371 1,609 1,961 2,055 

新潟県 263 267 315 405 480 

� 単位：千人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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図Ⅳ-3-2	外国人延べ宿泊者数の推移（関東）



第
Ⅳ
編

観
光
地

152

こうした経緯のもと、栃木県水産試験場が「釣りによる地域
振興」という観点から中禅寺湖に来訪した釣り客による県内
消費額の試算を行った。その結果、観光客の県内消費額単
価9,687円と比べてマス岸釣客の県内消費額単価は7,020円、
同じくマス船釣客は14,576円であること（いずれも2018年の数
値）、2012年から2018年の7年間でC&R制を目的に来訪した釣
り客は延べ9万2千人、栃木県内での消費額は約7.7億円に
上ること等が推計された。

●群馬県立世界遺産センターの開館（群馬県）
2014年6月に「富岡製糸場と絹産業遺産群」がわが国14番

目の世界文化遺産に登録され6年が経過し、群馬県富岡市に
「群馬県立世界遺産センター」（愛称：「世界を変える生糸（い
と）の力」研究所、略称：セカイト）が開業した。

歴史的な倉庫群である「富岡倉庫」の1号倉庫を改修して
開設されたもので、世界遺産の構成資産である「富岡製糸
場」「田島弥平旧宅」「高山社跡」「荒船風穴」の価値や魅力
をわかりやすく紹介するとともに、大学等と連携して世界遺産
を中心とした絹にまつわる産業・歴史文化の研究に取り組み、
総合的な情報発信を行う施設となっている。

※当初2020年3月の開館を予定していたが、新型コロナウィ
ルス感染拡大の影響を受け、同6月に延期された。

●秩父地域でボランティアツーリズムの検討開始（埼玉県）
埼玉県では、秩父地域1市4町（秩父市、横瀬町、皆野町、

長瀞町、小鹿野町）の観光担当者や関係者が集い、ボランティ
アツーリズムを新たな切り口に観光客と地域住民の交流を通じ
て双方にとって意義を感じることができるような、社会的効果
を意識した観光について検討を開始した。

2020年3月5日に開催された秩父地域観光担当者会議では
参加者が「ボランティア（社会貢献）の場」、「ランチ」、「観光」
の素材を持ち寄ってグループワークを実施、これら3つの要素
を組み合わせ「どぶろく“花咲山”のルーツを巡るツアー」、「下
山祝いは日本酒で！秩父の名水武甲山伏流水を守るツアー」
等18のツアーコースイメージを提案した。

会議参加者は「ボランティア・ランチ・観光素材アイデア集」
と「ツアーイメージアイデア集」を共有し、2020年度は具体的
な実現可能性も考慮したツアーについてさらに検討を進める
予定である。

●「芝公園を核としたまちづくり構想」の策定（東京都）
東京都は芝公園（港区）を核とする地域について江戸・東

京の歴史文化の再生や新たな賑わいの創出等を通じて同公
園の機能を一層高めるため、地域の将来像や周辺のまちづく
りとの連携等について検討を進め、2020年2月「芝公園を核と
したまちづくり構想」を策定した。

構想の具体的な対象範囲は明治期の太政官布達による芝
公園の区域と定め、その将来像を「『江戸の杜』に集う：江
戸東京文化の体感と国際的な交流の促進」とした。江戸草

創期に遡る芝公園の資産を顕在化するとともに、歴史的資源
を活用して国際交流を促進するなど、都心に息づく江戸東京
のレガシーを体感できる地域を目指すものである。

まちづくりの方針としては1）江戸東京の資源再生、活用等
による国際的な観光・交流拠点を形成、2）市街地環境の向上、
3）地域の防災性向上の3点を掲げた。特に1）については歴史・
文化を発信する施設整備に加えて緑地や広場の配置による
往時の空間的な領域・軸線の再生等、地域が重ねてきた時
間の蓄積を重視しつつ、周辺市街地との結節点に多様な機
能を導入・集積させ新しい賑わいの拡充を打ち出している。

●３カ年度目を迎えた「TOKYO旅館ブランド構築・発信事業」
（東京都）
東京都は2017年度より「TOKYO旅館ブランド構築・発信

事業」として、旅館を中心とした地域グループが実施する、
東京の旅館ブランド構築に向けた外国人旅行者誘致等の新
たな取組に対する支援を行ってきた。補助期間は3ヶ年度以
内で補助率は補助対象経費の３分の２以内、補助額は１グ
ループあたり年間1,000万円程度が限度である。

これまでに地域グループ内の商店と連携した宿泊者に対す
る各種割引サービスの実施、地域の魅力や文化を活かした
イベントの実施、周辺施設マップの作成・提供など地域回遊
性の向上に向けた取組等が支援対象に選定されている。

事業開始後3ヶ年度目となる2019年度は日本橋浜町から日
本の手しごとの魅力を発信するグループ（UDS株式会社）と
浅草観音裏の地域活性化グループ（株式会社レッドテック）が
支援対象として選ばれた。前者では日本の職人の手しごとに
よる作品を部屋の一部として展示する他、外国人旅行者も参
加可能な寄席や周辺住民と交流できる着付け体験等のイベン
ト実施等を、後者では江戸時代の“駕籠”をイメージしたEV
バイクを利用した観音裏の案内、旅館周辺の飲食店等の英
語メニュー作成や購入・ 飲食代金を旅館でキャッシュレス決
済可能とする環境整備等を、それぞれ計画している。

●西多摩地域におけるシェアサイクル実証実験（東京都）
東京都と公益財団法人東京観光財団では、西多摩地域

の観光施設等を周遊するための交通手段として、シェアサイ
クルの有効性を検証することを目的とした実証実験を2020年2
月25日より１年間の予定で実施している。

同シェアサイクルは「東京渓谷サイクリング」と銘打たれ、
所定のWebサイトより会員登録を行うことで電動アシスト自転車
の利用が可能となる。秋川渓谷流域（あきる野・日の出エリア）
と御岳渓谷流域（青梅エリア）の両エリアに1カ所ずつ有人店
舗のポートがある他、無人ポートも設置されており、自転車を
借り受けたのと同一エリア内のポートに返却可能である。

利用料金は1日料金（借りた時刻から当日の23：59まで）が
2,500円、30分課金が8：00から20：00までが250円、20：00から
翌日8：00までが25円となっており、クレジットカードで決済する。
また、あわせて両エリア内を巡る「とっておきのルート10選」を
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設定し、「自転車NAVITIME」アプリによる案内サービスも
提供している。

●相模湾における海上タクシーの実証実験（神奈川県）
神奈川県では海洋拠点ネットワークの形成による海域の回

遊性向上と、海からでないと見ることのできない景観の観光コ
ンテンツ化を図る「かながわ海洋ツーリズム」を展開している。

その取組の一環として、2019年9月から12月にかけて渋滞を
気にせず海の魅力を体感しつつクルーズ気分で快適に移動
可能な海上タクシーの実現を目指す実証実験を実施した。旅
客定員12人以下の船舶（非旅客船）を用いて、三浦半島か
ら湘南海岸にかけての相模湾岸に整備されたマリーナ、港
湾、海の駅の決められた2地点間を結ぶものである。

計8つの航路を設定し、乗船料金（一艇の貸切料金）は船
舶の運行を行う事業者や航路によって片道で3,000円～25,000
円の予定であったが、悪天候や台風19号に伴う設備損傷等
の影響により実際には6航路（料金は3,000円～6,000円）となっ
た。この実施結果を受け、今後の事業化が検討される。

●「南アルプス観光振興ビジョン」を策定（山梨県）
山梨県では、2020年3月、南アルプスユネスコエコパークの

範囲内を計画対象とする「南アルプス観光振興ビジョン」（計
画期間は2020～2022年度）を策定した。

南アルプス地域がユネスコエコパークに登録され自然と人間
社会との共生を目指し、自然環境の保全と持続可能な方法で
利活用が強く求められていることを踏まえ、南アルプス観光の
目指すべき姿を「世界中の人々が何度も訪れたいと思えるグ
レードの高い南アルプス観光の確立」と定めている。

その上でユネスコエコパークのゾーニングに従いビジョンの
方向性を示した。核心地域は国立公園の特別保護区がその
多くを占めるため、自然保護を基本とした観光を、緩衝地域
はエコツーリズム、森林セラピー、教育・研究など自然を利用
した持続可能な観光を、移行地域では観光資源を連携させ
るとともに核心地域、緩衝地域とも連携した周遊観光を、そ
れぞれ推進することとしている。

●「『佐渡金銀山』保存・活用行動計画」の進捗状況評価（新
潟県）
新潟県では、世界文化遺産登録後を視野に入れ、構成

資産の将来的な価値保全と活用を目指し、2016年3月に「『佐
渡金銀山』保存・活用行動計画」を策定した。計画策定後
は同計画に基づく各種事業の進捗状況を把握するため、年
度ごとに事業内容を点検し、評価を行っている。

同計画に基づいて新潟県、佐渡市等が実施した2019年度
事業は「佐渡金銀山の保存管理」に係るものが20事業、「世
界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備」に係るものが
64事業、「世界遺産を核とした魅力ある地域づくり」に係るもの
が35事業で、合計119事業に上るが、これら事業の全てが計
画を上回る状況もしくは概ね順調に進捗していると評価された。

②広域・市町村レベル
●庭園間交流連携促進計画に基づく関東地方のガーデン
ツーリズム登録（茨城県、神奈川県、新潟県）
国土交通省が2019年４月に地域の活性化と庭園文化の普

及を目的として創設した「庭園間交流連携促進計画登録制度
（ガーデンツーリズム登録制度）」によって、庭園や公園が連
携して地域の魅力向上を図る取組の募集が行われた。

その結果、有識者による審査を経て第1回（2019年5月）、
第2回（同10月）合計で8件の庭園間交流連携促進計画が登
録された。関東では「ガーデンネックレス横浜」、「富士・箱根・
伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム」、「にいがた庭園街道」
（以上、第1回登録）、「いばらきガーデン＆オーチャードツー
リズム」、「湘南邸園文化ツーリズム」（以上、第2回登録）の
計5件が登録された（表Ⅳ-3-1）。

各計画の登録団体においては地域の特性を反映させた独
自のストーリーのもとにそれぞれの構成庭園を結びつけ、新た
な切り口で地域の魅力を発信するとともに、庭園巡りツアーや
庭園を題材とした講座等を実施していく。

●日光白根山火山防災マップの作成（群馬県沼田市・片品
村、栃木県日光市）
日光白根山は火山噴火予知連絡会が「火山防災のために

監視・観測体制の充実等の必要がある火山」として選定した
47の火山の一つである。地元の日光白根山火山防災協議会
（群馬県沼田市・片品村、栃木県日光市）では、2018年度
に同協議会が策定した「日光白根山ハザードマップ」並びに
「日光白根山火山防災避難計画」に基づいて「日光白根山
火山防災マップ」を作成、2019年12月に発行した。

登山客や観光客を対象として火山現象の影響範囲や避難
経路などの周知を図ることを目的として作成されたもので、日

表Ⅳ-3-1	ガーデンツーリズム登録制度 登録計画一覧
登録計画名 県名 構成庭園

ガーデンネックレ
ス横浜

神奈川県

山下公園、港の見える丘公園、横浜公園、
日本大通り、新港中央広場、横浜イング
リッシュガーデン、横浜山手西洋館、里
山ガーデン、八景島

富士・箱根・伊豆
｢皇室ゆかりの庭
園｣ツーリズム

神奈川県・
静岡県

恩賜箱根公園、三島市立公園楽寿園、沼
津御用邸記念公園、秩父宮記念公園

にいがた庭園街道 新潟県

普済寺、渡邉邸、清水園、五十公野御茶
屋、市島邸、五十嵐邸ガーデン、長生館
の庭園、孝順寺、椿寿荘、北方文化博物館、
旧小澤家住宅、北方文化博物館新潟分館、
新潟市旧齋藤家別邸

いばらきガーデン
＆オーチャード
ツーリズム

茨城県

偕楽園公園、弘道館公園、笠間つつじ公
園、国営ひたち海浜公園、七ツ洞公園、
涸沼自然公園、茨城県植物園、茨城県フ
ラワーパーク、水戸市植物公園

湘南邸園文化ツー
リズム

神奈川県

万代会館、山口蓬春記念館、蘆花記念公
園、旧山本条太郎別荘、旧モーガン邸、
俣野別邸庭園、茅ヶ崎館、大磯城山公園 
旧吉田茂邸地区、大磯城山公園 旧三井別
邸地区、明治記念大磯邸園、旧木下家別
邸、小田原邸園交流館 清閑亭、小田原文
学館 本館・別館、松永記念館・老欅荘

資料：国土交通省HPより（公財）日本交通公社作成
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光白根山の噴火警戒レベルについて解説し、日光白根山で
想定される火山現象、レベルに応じた登山道の規制、登山・
観光を行うに際しての注意事項、噴火した場合に取るべき行
動等について記載している。

●広域連携による冬のインバウンドスキー客周遊観光促進
（新潟県 上越市・糸魚川市・妙高市）
上越・糸魚川・妙高広域観光ブランド推進検討会では、3

市が連携した観光地域づくりを推進する取組の一環として、
冬のインバウンドスキー客の周遊促進のためのスタディーツ
アーを実施した。

妙高市赤倉の宿泊施設やスキー場の外国人スタッフ等を
対象に外国人利用客への案内力向上のため、上越周遊ルー
ト、糸魚川周遊ルート（いずれも2020年1月23日）を設定した。
前者では座禅、老舗料亭での伝統的な和食、水族館の見
学などを5名が、後者では酒造での日本酒試飲、フォッサマグ
ナムミュージアムでのガイドによる解説、漁港での昼セリの見学
などを7名が体験し、地域資源やその体験の魅力度、地図
やガイド等の案内・情報提供等についての意見が寄せられた。

●新東名高速道路（伊勢原JCT～伊勢原大山IC）が開通
新東名高速道路において、2020年3月、東名高速道路と接

続する伊勢原JCT（神奈川県伊勢原市）～伊勢原大山IC（同
左）間2.4kmが開通した。

伊勢原JCTはハーフジャンクションとなっており、伊勢原大
山IC方面と東名高速道路の静岡・ 名古屋方面の双方向、
新東名高速道路の下り線から東名高速道路の上り線（東京
方面）、東名高速道路の下り線から新東名高速道路の上り線
（海老名南JCT方面）は利用できない。

開通した距離は短いものの、伊勢原大山IC周辺の工業団
地等で物流の効率化が進む他、観光面では丹沢大山国定
公園に位置する大山への所要時間短縮と利用者増加の効果
が期待される。

●銚子で観光型MaaSの社会実験を実施（千葉県銚子市）
銚子市では2019年の夏休み期間中（7月19日～8月31日）、

株式会社ナビタイムジャパン、KDDI株式会社、銚子電気鉄
道株式会社と連携し、カーナビゲーションアプリ「NAVITIME
ドライブサポーター」を利用した観光型MaaSの社会実験を実
施した。同アプリの有料会員で、銚子電気鉄道の開業96周
年にちなみ96km以上走行して銚子を訪れた観光客を対象と
した。

犬吠駅前の無料駐車場と銚子電鉄1日乗車券、沿線観光
スポットの入場割引を組み合わせてパークアンドライドによる周
遊観光を推進する他、市内6つの観光スポットをチェックポイン
トにしたチェックインラリーを開催し、自動車移動によってより広
く銚子の魅力を知ってもらう仕組みとした。また、この他にも
銚子市と共同で設定した銚子のおすすめドライブコース等を
提供した。

●横浜で新たな魅力と賑わいを創出するナイトタイムエコノ
ミーなど支援（神奈川県横浜市）
公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローは、横

浜の新しい魅力と賑わいを創出することを狙いとして、市内経
済の発展及び都市ブランド向上につながる「横浜クリエーショ
ンスクラム助成事業」の公募を行った。対象となるのはナイトタ
イムエコノミーを推進する事業、市内の既存資源を利活用す
る事業、市域を越えて連携を図る事業のいずれかに合致する
ものとされ、審査委員会の審査により5件が選定された。

音楽や飲食など横浜港周辺で24時まで気軽に楽しめるよう
に地域連携によって宿泊者へ特典・優待を設定、宿泊客増
加を図る事業（ぴあ株式会社）、野毛・中華街・関内エリア
のナイトタイムコンテンツを楽しむためのウェブガイドマップを構
築、ナイトライフに特化したバリアフリー情報を発信する事業（ナ
イトタイムエコノミー株式会社）等、ナイトタイムエコノミーに関
連する事業が目立つ。

●江ノ電沿線住民等の移動円滑化の社会実験（神奈川県
鎌倉市）
鎌倉市は江ノ島電鉄株式会社の協力のもと、2019年のゴー

ルデンウィーク期間中（5月3日～5日）、江ノ電沿線の住民の日
常生活に影響が生じる状況を考慮し、その移動を円滑化す
る社会実験を実施した。この社会実験は2017年度にスタート
したもので、3年目となる今回は住民の声を反映させ、2018年
度に比べて対象者と実施期間を拡大した。

江ノ電の和田塚駅～腰越駅に在住・在勤・在学者を対象
に鎌倉市が事前に「江ノ電沿線住民等証明書」を発行、こ
れを社会実験期間中に江ノ電鎌倉駅西口改札で提示すると
乗車待ちの列が駅の構外まで及んだ場合も行列に並ばず改
札内に入場し、駅構内の列の最後尾に並ぶことが可能となる
ものである。

その結果、対象者約4万3千人に対して証明書発行枚数
は2,811枚で、発行枚数に対する使用割合は約4.8％（2018
年度は対象者約3万5千人に対して発行枚数1,471枚、発行
枚数に対する使用割合は約6％）であった。また、社会実験
初日に乗車待ちをしていた観光客等132名にアンケートを実施
した結果、124名（約9割）が今回の取組について理解できる
又はおおむね理解できると回答した。

� （淑徳大学　堀木美告）
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外国人延べ宿泊者数は昨年に続き、全県で増加傾向
台風被害を受け、長野県と静岡県で令和元年ふっこう割

分散型ホテル事業・PFIなど、新たな枠組みに基づく事業の展開

（1）都道府県レベルの旅行者動向
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、2019年1月～12月

の中部地方の延べ宿泊者数は9,388万人泊となり、前年比
4.4％の増加であった（図Ⅳ-4-1）。2018年に続き、2年連続の
増加となった。

県別にみると、延べ宿泊者数がもっとも多いのは静岡県で
あり、次点には愛知県、三番手には長野県が続いた。富山県、
石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県の延べ宿泊数は、
それぞれ前年比0.7％、0.8％、2.1％、6.6%、7.2%、13.7%の増
加となった。一方、長野県、三重県の延べ宿泊客数は、そ
れぞれ前年比1.5％、3.4％の減少となった。

2019年7月、長野県は県内のスキー場（営業83箇所）にお
ける2018年11月〜2019年5月の延べ利用者数について、3月
以降は気温の上昇に伴う雪解け・雪質の悪化により利用者が
減少し、4月以降の利用者数は前年比31.3%の大幅減となった
ことを発表した。春季スキー客の減少が、延べ宿泊数減少

Ⅳ-4  中部

の一因となった可能性が想定される。
2020年6月、三重県は2019年の観光レクリエーション入込

客数と観光消費額がともに過去最高となったことを発表し、想
定される要因として「改元を契機とした伊勢志摩エリアへの訪
問者の増加」などを指摘した。観光地・観光施設における
入込客数が伸長する一方、延べ宿泊客数は減少しており、
2019年は三重県内における観光動態が日帰り・周遊型にシフ
トした可能性が想定される。

延べ宿泊者数について、2015年〜2019年の伸び率がもっ
とも大きいのは愛知県であり、2019年の数値は2015年比で
16.3%の増加となった。同じく2015年比で、岐阜県は7.8%の
増加、石川県は5.4%の増加となった。

中部地方における外国人の延べ宿泊者数は1,119万人泊と
なり、前年比19.7％の増加であった（図Ⅳ-4-2）。2018年に続
き、2年連続で15%を超える顕著な増加率を示した。

県別にみると、外国人延べ宿泊者数がもっとも多いのは愛
知県であり、次点には静岡県、三番手には岐阜県が続いた。
各県の外国人延べ宿泊客数はいずれも増加したが、とりわけ
静岡県は39.0%、福井県は28.8%、富山県は16.9%、三重県
は14.2%と、いずれも高い前年比増加率を示した。岐阜県の
外国人延べ宿泊数は前年比11.9%増となり、長野県の数値

図Ⅳ-4-1	延べ宿泊者数の推移（中部）※図表数値未確定
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富山県　　　　石川県　　　　福井県　　　　長野県
岐阜県　　　　静岡県 愛知県　　　　三重県

2015 2016 2017 （年）2018 2019

富山県 399 341 390 378 381 
石川県 873 870 874 913 920 
福井県 416 371 359 406 414 
長野県 1,921 1,780 1,799 1,832 1,805 
岐阜県 678 638 621 685 730 
静岡県 2,253 2,124 2,078 2,186 2,343 
愛知県 1,662 1,656 1,719 1,701 1,934 
三重県 946 930 832 890 860 

� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-4-2	外国人延べ宿泊者数の推移（中部）※図表数値未確定
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2015 2016 2017 （年）

（千人泊）

富山県　　　　石川県　　　　福井県　　　　長野県
岐阜県　　　　静岡県 愛知県　　　　三重県

2018 2019

富山県 208 222 288 306 358 
石川県 517 623 777 974 985 
福井県 56 54 61 76 98 
長野県 947 1,135 1,290 1,527 1,578 
岐阜県 931 1,013 975 1,484 1,660 
静岡県 1,740 1,570 1,502 1,794 2,494 
愛知県 2,347 2,393 2,543 2,850 3,634 
三重県 392 352 334 341 389 

� 単位：千人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成 
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を上回った。その他各県の前年比増加率は、石川県が1.1%、
長野県が3.3%であった。

外国人延べ宿泊者数について、2015年から2019年までの
伸び率がもっとも大きいのは石川県であり、2019年の数値は
2015年比で90.3%の増加となった。同じく2015年比で、岐阜
県は78.4%の増加、福井県は74.6%の増加、富山県は72.2%
の増加となった。

（2）観光地の主要な動き
①地方・都道府県レベル
●令和元年ふっこう割等の展開（長野県・静岡県）

2019年9月に発生した令和元年房総半島台風（台風15
号）、ならびに同年10月に発生した令和元年東日本台風（台
風19号）の被害を受け、同年11月、観光庁は落ち込んだ旅
行需要の喚起と早期回復を目的として、「令和元年台風第15
号及び第19号観光支援事業費補助金」を創設した。観光庁
が対象の都県に対して、影響の程度に応じた交付限度額を
設定して補助金を交付するもので、中部地方においては長野
県と静岡県が補助対象となった。

長野県（交付限度額437,774千円）は、県内全域を対象と
したふっこう割事業を実施した。2019年12月17日〜2020年3月
14日（年末年始の一部期間を除く）に行われた旅行・宿泊の
料金に対して、1人１泊あたり最大5,000円の補助を行った。あ
わせて県の繰越金から34,500千円を支出し、観光プロモーショ
ンや情報発信、他県との連携による誘客促進などの事業を展
開した。

静岡県（交付限度額6,832千円）は、伊豆の国市と函南町
を対象としたふっこう割事業を実施した。2020年2月10日〜3月
6日に行われた旅行・宿泊料金に対して、1人１泊あたり最大
5,000円の補助を行った。

●ガーデンツーリズム登録制度の活用（静岡県ほか）
2019年4月、国土交通省は複数の官民庭園の連携による

魅力的な体験や交流を創出する取り組みを促し、もって地域
の活性化と庭園文化の普及を図ることを目的として、庭園間
交流連携促進計画登録制度（ガーデンツーリズム登録制度）
を創設した。国交省は、ガーデンツーリズムを「各地域の複
数の庭園の連携により、魅力的な体験や交流を創出する取
組」と位置づけ、同制度により各地のガーデンツーリズム計画
を登録し、他団体との連携促進や国内外への普及啓発を通
して取り組みを支援するとしている。同年5月、静岡県内の庭
園を含む「富士・箱根・伊豆『皇室ゆかりの庭園』ツーリズム」
ならびに「アメイジングガーデン・浜名湖」がガーデンツーリズ
ム計画としての登録を受けた。

2020年2月、クラブツーリズム株式会社は同制度で登録を
受けた地域のツアーを企画・販売すると発表した。このうち「ア
メイジングガーデン・浜名湖」の登録地域を訪問するツアーで
は、「はままつフラワーパーク」の専門家による園内案内を組
み込むとしている。

●立山カルデラ砂防体験ツアーを実施（富山県）
2019年9月〜10月にかけて、富山県は立山カルデラ砂防博

物館および国交省立山砂防事務所との連携協力により、周
辺の砂防施設群などを訪問する「立山カルデラ砂防体験ツ
アー」を開催した。三重交通株式会社が企画実施会社となり、
有料の日帰りツアーを延べ7日間提供した。

富山県は従前より立山黒部エリアの魅力向上に取り組んで
おり、「『立山黒部』世界ブランド化推進会議」などを設置し
て議論を行ってきた。あわせて、2015年には「黒部峡谷パノラ
マ展望ツアー」を催行、2018年10月には黒部ダムの管理・物
資輸送ルートを管理する関西電力株式会社と「黒部ルートの
一般開放・旅行商品化に関する協定」を締結するなど、旅
行商品の企画・展開についても積極的な取り組みがみられる。

●羽田-能登線が搭乗率71.2%を達成（石川県）
2019年7月6日、石川県は前年7月7日からの1年間において、

羽田空港-能登空港線の搭乗率（速報値）が71.2%であった
ことを発表した。同年8月9日、羽田-能登線の運送事業者で
ある全日本空輸株式会社（ANA）役員などが石川県知事を
表敬訪問し、販売促進協力金およそ37,000千円の目録を贈
呈した。

能登空港は石川県が設置・運営する地方管理空港である。
開港時、石川県は定期路線である羽田-能登線について、1
日2便の確保を目的として、「搭乗率保証制度」によりANAに
対して一定の搭乗率を保証した。

羽田-能登線における利用者数と搭乗率の推移は、表Ⅳ
-4-1に示す通りである。東日本大震災の発生した8年目を除
外すると、利用者数と搭乗率は9年目から11年目にかけて増
加に転じ、16年目には過去最大の利用者数と、2番目に高い
搭乗率を記録した。利用者数の内訳をみると、首都圏などの
利用者数の増加が顕著である一方、地元住民の利用は全体
として減少傾向にある。

●スキー場利用客数が減少に転じる（長野県）
2019年7月11日、長野県は県内のスキー場（営業83箇所）

における2018年11月1日〜2019年5月31日の延べ利用者数は
6,572千人であり、前シーズン比0.6%の減少となったことを発表
した。2016-17年シーズン以来、2年ぶりの減少となった。

2018年5月21日、（一財）長野経済研究所は長野県の主要
22ヶ所のスキー場を対象としたアンケート調査の結果（速報値）
として、2018年12月〜2019年3月のスキー場延べ利用者数は
4,721千人であり、前シーズン比0.6%の減少となったことを発表
した。2015-16年シーズン以来、3年ぶりの減少となった。

●静岡デスティネーションキャンペーンの展開（静岡県）
静岡県とJRグループ6社は、2019年4月から6月にかけて静岡

デスティネーションキャンペーンを実施した。キャッチコピーは「アッ
パレ　しずおか元気旅」とし、期間中に各種観光列車の運行、
企画きっぷの販売、施設入場料の割引等が実施された。
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●愛知県とCtripが協定を締結（愛知県）
2019年8月、愛知県と株式会社Ctrip（上海携程商務有限

公司）は、外国人旅行者誘致の促進を目的とした協定を締結
した。Ctrip株式会社は中国本土を中心に、宿泊予約、旅
券手配、ツアー販売などを行う大手オンライントラベルエージェ
ントである。

協定により、中国市場などでの愛知県の観光情報発信や
プロモーション、観光コンテンツの開発、外国人旅行者の受
入環境整備、観光事業者への支援等について連携し協力す
ることが定められた。同年9月、協定に基づく第一弾の取り組
みとして、愛知県内の観光関連事業者を対象としたインバウン
ド中国市場セミナーが開催された。

なお株式会社Ctripは同年9月に、大分県とも同様の協定
を締結している。また10月に社名をTrip.com（トリップドットコ
ムグループ）に変更している。

②広域・市区町村レベル
●明智光秀AIの提供（福井県を含む14自治体）

2019年12月16日、明智光秀AI協議会は「明智光秀AI」
の運用を開始した。

明智光秀AI協議会は、明智光秀にゆかりのある14自治体
（京都府福知山市、京都府亀岡市、岐阜県可児市、滋賀
県大津市、岐阜県岐阜市、京都府長岡京市、滋賀県、岐
阜県恵那市、京都府南丹市、京都府京都市、滋賀県近江
八幡市、岐阜県土岐市、京都府京丹後市、福井県（加盟順））
により、AIを活用した新しい観光体験の提案・創造を目的と
して設立された。サービスの提供にあたり、協議会はLINE
株式会社と「観光パートナーシップ提携」を締結し、株式会
社サイシードと共同で明智光秀AIを開発した。

明智光秀AIは、メッセージアプリ「LINE」公式アカウント上

で稼働するAIチャットボットである。ユーザーとの対話を通じ
た観光情報の発信、謎解きコンテンツの提供などにより、観
光客の誘致と利便性の向上を図る。

●白馬エリアの訪日外国人旅行者数が過去最高を記録（長
野県大町市・白馬村・小谷村）
2019年5月29日、HAKUBA VALLEY索道事業者プロモー

ションボード（以下、HVPB）は、2018-19年ウィンターシーズ
ンにHAKUBA VALLEYを訪れた外国人スキー来場延べ
客数は367千人であり、過去最高値を記録した前シーズン比
11%の増加となったことを発表した。総来場者数は約1,543千
人であり、全体の約24%を外国人旅行者が占めた。

HAKUBA VALLEYは長野県大町市、白馬村、小谷村
に位置する10のスキー場からなるスノーリゾートの名称である。
2016年、各スキー場を運営する事業者が合同でHVPBを設
立し、共通チケットとゲートシステムの導入、二次交通の整備、
プロモーションなどの事業を推進してきた。

インバウンドを中心とした需要の拡大に伴い、白馬エリア
では索道事業者を中心に、観光施設・ 商品に対する積極
的な投資がみられる。白馬岩岳山頂では2018年10月に絶
景テラス「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR」が、八方
尾根うさぎ平では2019年7月にリラクシングテラス「HAKUBA 
MOUNTAIN BEACH」が、栂池エリアでは同年12月にホス
テル「UNPLAN Village Hakuba」が、岩岳エリアでは同年
12月に複合宿泊施設「haluta hakuba」が、それぞれ開業した。

●鳥羽・志摩の海女漁の技術などが日本遺産に認定（三重
県鳥羽市、志摩市）
2019年5月20日、文化庁は「海女（Ama）に出逢えるまち

鳥羽・志摩～素潜り漁に生きる女性たち」を日本遺産として認

表Ⅳ-4-1	羽田〜能登線の利用者数と搭乗率の推移

年次
対象期間 利用者数 

（席） 搭乗率

利用者数内訳
保証金 

（県→ANA）
協力金 

（ANA→県）地元 首都圏等

自 至 利用者数 構成比 利用者数 構成比

01年目 03/07/07 04/07/06 151,015 79.5% 56,242 37.2% 94,773 62.8% - 97,329千円

02年目 04/07/07 05/07/06 155,623 64.6% 52,395 33.7% 103,228 66.3% - 15,989千円

03年目 05/07/07 06/07/06 160,052 66.5% 48,991 30.6% 111,061 69.4% - 20,000千円

04年目 06/07/07 07/07/06 156,945 65.1% 45,384 28.9% 111,561 71.1% - -

05年目 07/07/07 08/07/06 158,558 65.4% 36,039 22.7% 122,519 77.3% - -

06年目 08/07/07 09/07/06 150,365 62.3% 32,127 21.4% 118,238 78.6% - -

07年目 09/07/07 10/07/06 149,010 62.3% 33,426 22.4% 115,584 77.6% - -

08年目 10/07/07 11/07/06 132,698 55.8% 30,932 23.3% 101,766 76.7% ※震災により適用除外

09年目 11/07/07 12/07/06 149,117 62.0% 32,526 21.8% 116,591 78.2% - -

10年目 12/07/07 13/07/06 150,542 63.2% 35,041 23.3% 115,501 76.7% - -

11年目 13/07/07 14/07/06 147,129 62.7% 33,356 22.7% 113,773 77.3% - -

12年目 14/07/07 15/07/06 150,712 63.6% 31,428 20.9% 119,284 79.1% - -

13年目 15/07/07 16/07/06 152,834 63.7% 29,622 19.4% 123,212 80.6% - -

14年目 16/07/07 17/07/06 157,611 65.6% 28,319 18.0% 129,292 82.0% - -

15年目 17/07/07 18/07/06 162,903 69.2% 26,720 16.4% 136,183 83.6% - 22,764千円

16年目 18/07/07 19/07/06 169,840 71.2% 25,884 15.2% 143,956 84.8% - 37,000千円
能登空港「のと里山空港1年目 ～ 16年目の搭乗率」をもとに（公財）日本交通公社作成
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定した。三重県鳥羽市と志摩市が合同で申請を行っていた
遺産であり、ストーリーの構成文化財には「鳥羽・志摩の海
女漁の技術」「国崎の熨斗鰒づくり」「神島八代神社」「ニワの
浜」などが含まれる。

日本遺産（Japan Heritage）は、地域の歴史的魅力や特
色を通じて日本の文化・伝統を語る「ストーリー」を、文化庁
が認定する制度であり、2015年に創設された。ストーリーを
語る上で不可欠な要素が、構成文化財としてリスト化される。
市町村からの申請を日本遺産審査委員会が審査し、年に1回
認定が行われる。

●加賀市とANAが連携協定を締結（石川県加賀市）
2019年5月9日、加賀市とANAホールディングス株式会社は、

イノベーション推進に関する連携協定を締結した。ドローン・
シェアリングエコノミーなどの技術やビジネスモデルを、地域課
題の解決や産業振興に活用するための実証実験を、両者の
連携・協力により実施するとしている。

連携・協力を行う事項は広範にわたるが、このうち観光振
興に関する今後の主な取り組みとして、観光名所へのアバター
の設置による遠隔での観光体験の提供、スキルシェアなどの
推進による体験型素材の発掘や地元ガイド人財の育成が挙
げられている。

●分散型ホテル事業の展開（福井県小浜市）
株式会社まちづくり小浜おばま観光局は、小浜市内で運

営・展開する分散型ホテル「OBAMA MACHIYA STAY」
ブランドの宿泊施設として、2019年4月に4号店となる「八幡
参道みやけ」を、2020年3月に5号店となる「丹後街道つだ
OMOYA」を、それぞれオープンした。いずれも重要伝統的
建造物群保存地区である「小浜西組」内の、明治から大正
時代の町家を改修した施設であり、1棟につき1組貸切の一棟
貸しにより提供される。

分散型ホテルは、近接する複数の小規模施設群を1つの
宿泊施設として扱う業態である。本邦では2018年の旅館業
法改正において、宿泊施設における営業許可の区分、最低
客室数の制限、玄関帳場の設置義務などに係る基準が変更
されたことにより、営業が可能となった。先行する国内の事例
においては、古民家をリノベーションし宿泊施設とする（例：
兵庫県丹波篠山市 篠山城下町ホテルNIPPONIA）、宿泊
に加えて近隣の銭湯・食堂・商店・文化施設などで各種サー
ビスを提供する（例：東京都台東区 hanare）などの取り組み
により、付加価値を高める工夫がみられる。

●ポニーキャニオン本社に観光デスク設置（静岡県沼津市）
2019年7月25日、沼津市と株式会社ポニーキャニオンは、

同社本社（東京都港区）内に「沼津市観光プロモーション 東
京デスク」を設置することを発表した。同デスクは沼津市から
の業務委託により2020年3月まで設置され、在京メディア・旅
行代理店・映像制作会社への情報提供、首都圏関係者へ
のPR、ロケ誘致などの拠点として活用された。

ポニーキャニオンは2015年〜2017年にかけて、地方活性
化事業の専門部署として「エリアアライアンス部」を組成し、
動画制作・情報発信・シティプロモーションなどの業務を行っ
てきた。2018年には三重県桑名市と桑名ブランドPR業務に係
る契約を締結し、本社内に「桑名市東京ＰＲ事務局」を設置
していた。

●愛知県国際展示場が開業（愛知県常滑市）
2019年8月30日、愛知国際会議展示場株式会社は、愛

知県国際展示場（愛称: Aichi Sky Expo）を開業した。同
年9月20日に供用を開始した中部国際空港第2ターミナル、な
らびに2018年10月に開業した複合商業施設 FLIGHT OF 
DREAMSに隣接する。同展示場は展示会や見本市の出
品物に関税や消費税が課税されない「保税展示場」であり、
主催者は保税許可を取得するための手続きを省略することが
できる。常設の保税展示場は国内初。

愛知県国際展示場は、PFI法（民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律）に基づく公共施
設等運営権（コンセッション）方式により運営される。運営者
である愛知県国際会議展示場株式会社は、前田建設工業
株式会社とGL events（仏国）が共同で運営する特別目的会
社である。国交省によれば、同展示場におけるコンセッション
方式は独立採算型であり、運営にかかるコストはすべて利用
料金収入、テナント料などにより賄われる。ただし、開業5年
目までの赤字については運営権対価（9億円）などを原資とす
る基金により補填される。

� （那須將）
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・	百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録
・	京都市でオーバーツーリズム対策が本格的に

（1）都道府県レベルの旅行者動向
①宿泊者数の動向

観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、2019年1月〜12月の
近畿地方の延べ宿泊者数は1億566万人泊と過去5年間で最
大となり、前年比では22.5%の増加となった。府県別にみると、
滋賀県を除く2府3県では過去5年間で最も多くなった。前年
比をみると、京都府で50.4%増と急増したほか、大阪府で前
年比18.9%増、兵庫県で7.7%増、奈良県で6.0%増、滋賀県
で3.8%増、和歌山県で3.7%増と全ての府県でプラスを記録し
た（図Ⅳ-5-1）。

外国人延べ宿泊者数については、近畿地方全体では3,294
万人泊で前年比36.7%増となり、前年に続いて過去最大で初
めて3,000万人泊を超えた。府県別にみると、滋賀県を除く2
府3県で過去最大を記録した。前年比をみると、京都府で前
年比91.9%増と前年のほぼ2倍の数値を記録している。

そのほか、奈良県で前年比22.0%増、大阪府で18.5%増、
和歌山県で12.7%増、兵庫県で8.5%増、滋賀県で2.8%増と
なった。（図Ⅳ-5-2）。

延べ宿泊者数に占める外国人延べ宿泊者数を府県別にみ
ると、京都府で39.1%、大阪府で37.8%と4割に迫る比率であ
り、奈良県19.6%や和歌山県12.4%、兵庫県9.5%、滋賀県8.5%
に比べると圧倒的に大きくなっている。

②関西国際空港の利用動向
関西国際空港の運営を行っている関西エアポート株式会

社が2019年1月に発表した利用状況によると、2019年の国際線
と国内線を合わせた航空旅客数は3,191万人となり、初めて
3,000万人を突破した。国際線旅客数も暦年として過去最高
の2,493万人で、そのうち外国人旅客は1,677万人と、同じく
暦年として過去最高を記録した。（表Ⅳ-5-1）。

Ⅳ-5  近畿
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資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-5-2	外国人延べ宿泊者数の推移（近畿）
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資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-5-1	延べ宿泊者数の推移（近畿）

表Ⅳ-5-1	 関西国際空港の発着回数と旅客数
2018年（速報値） 2019年（速報値） 前年比

発着回数 187,114 206,777 10.5%

国際線 140,232 157,885 12.6%

旅客便 124,715 142,161 14.0%

貨物便 13,899 14,009 0.8%

その他 1,618 1,715 6.0%

国内線 46,882 48,892 4.3%

旅客便 44,537 46,302 4.0%

貨物便 574 488 -15.0%

その他 1,771 2,102 18.7%

旅客数 28,953,014 31,910,732 10.2%

国際線 22,439,283 24,928,962 11.1%

日本人 6,968,561 7,943,304 14.0%

外国人 15,284,148 16,770,154 9.7%

通過旅客 186,574 215,504 15.5%

国内線 6,513,731 6,981,770 7.2%

注：航空機発着回数のその他には空輸機・燃油給油機・プライベート機・特別機・回転翼機等を含む
出典：関西エアポート株式会社
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（2）観光地の主な動向
①地方・都道府県レベル
●百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録

2019年7月に百舌鳥・古市古墳群が世界遺産に登録され
た。構成資産は、百舌鳥エリア（大阪府堺市）と古市エリア（大
阪府羽曳野市・藤井寺市）にある45件49基の古墳群である。
これらは4世紀後半から5世紀後半の古墳時代の最盛期に、
当時の政治・文化の中心地の1つであり、大陸に向かう航路
の発着点であった大阪の平野に築造されたものである。

古墳時代の文化の物証および土製モニュメントの建築的到
達点としての価値が高く評価された。前者は、古墳時代に社
会階層の違いを示唆する高度に体系だった葬送文化が存在
し、古墳築造が社会の秩序を表現していたことを示すことと、
日本各地の古墳群が形づくる階層構造の頂点に位置し、日
本列島各地の古墳の規範として標準化されたものであった。
後者については、前方後円墳、帆立貝形墳、円墳、方墳の
4種類で墳長500m近くに達する前方後円墳から20m程度の
墳墓まで多様な形状の古墳が存在し、世界各地の墳墓とは
異なるユニークな建築デザインが認められる点が評価された。

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を受けて、8月に登
録記念シンポジウムが開催された。9月には周遊ガイドブック
「Discover百舌鳥・古市古墳群」が作成された。百舌鳥・
古市古墳群の価値や魅力に加えて、歴史的な建物や博物館、
老舗の和菓子店などで、地域の歴史や文化、食などを楽し
めるような工夫が施されている。

百舌鳥・ 古市古墳群の大半は宮内庁が管理し、非公開
のエリアが多い。このため、旅行商品としては工夫が必要で、
ヘリコプターに乗って上空から眺めるツアーやプライベートジェッ
ト機を利用する富裕層向けのツアーなどが造成された。また、
堺市博物館はドローンで上空300mから撮影した百舌鳥古墳
群の疑似体験ツアーを提供し、約1600年前の古墳築造時の
姿や内部の様子をVRで再現した。
●日本遺産「1300年つづく日本の終活の旅〜西国三十三所
観音巡礼」の認定
2019年5月に、和歌山県（3市）、大阪府（4市）、奈良県（2

市1町1村）、京都府（5市）、滋賀県（3市）、兵庫県（4市）、
岐阜県（1町）に広がる寺社からなる日本遺産「1300年つづく
日本の終活の旅〜西国三十三所観音巡礼」が認定された。
これを受けて、日本遺産に関連するグルメやお買い物、観光
スポットなどの情報を掲載したHPが公開された。
●大阪IRに向けた動き

大阪府は2017年から検討を続けて来た大阪IR基本構想を
2019年12月に策定した。基本構想では、大阪IRの目指す姿
として「大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなる世
界最高水準の成長型IR」が掲げられた。大阪IRが有すべき
機能・ 施設としては、①世界水準のオールインワンMICE拠
点の形成、②魅力の創造・発信拠点の形成、③日本観光の
ゲートウェイの形成、④利用者需要の高度化・多様化に対応
した宿泊施設の整備、⑤オンリーワンのエンターテイメント拠点、

リゾート空間の創出が明記されている。想定する事業モデル
としては、敷地面積約49ha、施設規模100万㎡（総延床面
積）、年間来場者数1,500万人、年間売上4,800億円を見込む。

なお、2019年12月に民間事業者の公募・選定手続きを開始
したものの、2020年6月末時点において国の基本方針が策定
されていないことや、新型コロナウイルス感染症の影響を見極
めていく必要があること等から公募締切期間を延長している。
●「好きなん、和歌山」キャンペーンの展開

和歌山県とJR西日本では、2019年7月に「紀伊山地の霊場
と参詣道」が世界遺産登録15周年を迎えたことから、高野山・
熊野エリアでの社寺特別企画やレンタカー、バス利用による
世界遺産の旅を提供するキャンペーンを2019年10月1日から12
月31日まで実施した。通常は非公開の高野山金剛峯寺の奥
殿の特別公開や世界遺産登録15周年を記念した特別御朱
印の授与、世界遺産ウォークやライトアップイベントが開催され
た。また、周遊促進として高野山から熊野三山をつなぐバス
の運行などが行われた。
●戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖の開催

2020年放映のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公であ
る明智光秀は滋賀県にゆかりがあることから、2019年10月か
ら2020年12月まで滋賀県に多く残る戦国時代の人物、史跡、
逸話・伝承などに焦点を当て、その魅力を体験できる観光キャ
ペーンを展開している。
●滋賀県自転車活用推進計画

国が2017年5月に「自転車活用推進法」を施行し、2018年に
自転車活用推進計画を策定したことを踏まえて、滋賀県では
これまでに「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例」、「ビワイチ推進総合ビジョン」の策定等に取り組んで
きた。そして、2019年12月に「滋賀県自転車活用推進計画〜
ビワイチからひろげる自転車文化〜」を策定した。計画では、
①自転車を利用しやすい環境の形成、②自転車活用の推進
による「健康しが」の実現と環境保全意識の醸成、③サイクル
ツーリズムによる観光誘客の推進と地域活性化、④自転車事
故のない安全で安心な環境づくり、が目標として掲げられた。
●食創造都市 大阪推進機構の設立

大阪商工会議所と（公財）大阪観光局は、大阪の食のブ
ランディング活動を通じて「食のまち・大阪」を世界に発信し、
大阪の都市ブランドを向上させることを目的に共同で「食創造
都市 大阪推進機構」を設立した。2025年開催の大阪・関西
万博を見据えた本組織は、「世界における大阪の食のブラン
ディング」を主たるミッションとし、①多様性のある大阪の食の
魅力発信、②ハイエンドな食に焦点を当てた取り組みの推進、
③料理人、料理店、美食家などと連携したプログラムの実施
に取り組んでいく予定である。
●ツーリズムEXPOが初めて大阪で開催

2014年より東京で開催されて来たツーリズムEXPOは、2019
年に初めて大阪で開催された（開催日：10月24日〜27日）。来
場者数は国内外（海外100カ国・地域）から151,099人を集め
た。19カ国の観光大臣、トップリーダーが出席する第3回TEJ
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観光大臣会合も開催され、「人と文化による地域活性化」を
テーマに各国の取り組み事例が紹介された。また、商談会
は事前アポイントメント制の精度を高め、スピードネットワーキン
グを導入した。商談件数は過去最高の8,392件を記録した。
●関西国際空港で防災機能強化対策事業計画策定

2018年台風21号の接近による潮位上昇から空港内への浸
水被害を受けた関西国際空港は、①越波防止対策、②浸
水被害防止対策、③排水機能確保対策からなる防災機能
強化対策事業計画を策定した。2020年2月には災害時の給水
源の確保を目的とした地下水浄水処理施設が新たに整備さ
れ、災害時に上下水道断水時にも給水ラインが確保でき、周
辺地域住民への非常用水としても供給可能となった。

②市町村レベル
●京都市、「市民生活との調和を最重要視した持続可能な
観光都市」の実現に向けた基本指針と具体的方策を発表
京都市では、外国人観光客の急増等に伴い発生している

一部の観光地や市バスの混雑やマナー問題等に対応するた
め，2019年5月に「市民生活と調和した持続可能な観光都市」
推進プロジェクトチームを庁内に設置した。そして、緊急の対
応が必要な「混雑への対応（観光地・市バス・道路）」，「宿
泊施設の急増に伴う課題への対応」，「観光客のマナー違反
への対応」について、表2のような取り組みを実施した。このう
ち、9月より実施の「観光快適度の見える化による分散化」とは、
京都観光のオフィシャルサイトである「京都観光Navi」でAIを
活用して、①エリアと時間帯別の観光快適度の予測、②好
みのテーマからモデルコースを自動で作成する観光コンシェル
ジュ機能、③訪問したい地点を指定することで最適なルート
を作成する「Japan Trip Planner」のサービスを提供するも
のである。

2019年11月に上記の3つの対応に「市民生活の豊かさ・地
域文化の継承へ市民の共感の輪の拡大」を加え、「市民・
観光客・事業者・未来四方よしの持続可能な観光地マネジメ
ントの実践」の考え方に基づいて、基本指針と具体的方策を
取りまとめた。

京都市では、2016年に「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」
を取りまとめていた。これは、市内宿泊客の増加が見込まれ
ることから、京都市として宿泊施設の拡充や誘致を図ろうとし
たものだったが、今回の基本方針と具体的方策では「市民の
安心、安全や地域文化の継承を重要視しない宿泊施設の参
入はお断り！」と明記された。
●京都市内に外資系ホテル開業

京都市内では2019年も外資系ホテルの開業が相次いだ。
10月には清水寺や高台寺に近接してパークハイアット京都が
開業した。11月には北区大北山鷲峯町にアマン京都が開業し
た。アマンによる日本で3施設目のリゾートホテルであり、約2
万4,000平方メートルの敷地内に全26室の客室を設けている。
●大阪城公園への施設整備が進む

大阪市では、2015年度より大阪城公園パークマネジメント事

業を導入し、大阪城パークマネジメント株式会社を代表者、
民間事業者5社を構成員とする大阪城パークマネジメント共同
事業体が指定管理者を担っている。2017年から順次公園内
に施設整備を行ってきたが、2019年は2月に劇場型文化集客
施設「COOL JAPAN PARK OSAKA」が開業した。6月に
は大阪の「うまいもん、ええもんを取りそろえた和のサードプレ
イス『大阪城下町』」が複合施設JO-TERRACE OSAKA
内にオープンした。
●奈良市、観光ゴミ回収実験

奈良市では、観光客にごみのストレスなく、気持ちよく市内
を観光していただけるよう、民間事業者や公共施設等が観
光客のごみを引き取る実証実験を2019年10月から12月に実施
した。市内11箇所で観光中に生じるペットボトルや空き缶等、
小さなごみを、協力店が手渡しで回収し、利用者数、ごみ
の種類、ごみの量を調査した。その結果、同期間中、1日平
均で12.1件のゴミの回収があり、観光客からも好評を得た。
●星野リゾートと奈良県明日香村が「地域活性化包括連携協
定」を締結
星野リゾートと奈良県明日香村は、2020年8月15日に「地域

活性化包括連携協定」を締結した。両者は2016年10月に「企
業立地に関するパートナーシップ協定」を締結しているが、新
たな協定を結ぶことで相互の連携を強化する。星野リゾート
は、2023年に村内に宿泊施設の開発を計画している。
●法隆寺参道に宿泊施設開業

2019年9月に法隆寺南大門前に門前宿「和空法隆寺」が
開業した。「ひとりでも多くの方に寺社へ足を運んでもらうため
に」を活動理念として掲げている一般社団法人全国寺社観
光協会の監修による「参道活性プロジェクト第1弾」となる宿泊
施設である。斑鳩町では、2014年に「法隆寺周辺地区特別
用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例」を
施行し、法隆寺周辺地区特別用途地区の指定を行う都市計

表Ⅳ-5-2	 2019年7月以降の京都市における観光対策
時期  取り組み 目的

7月～  地域協働・ 貢献型宿泊施設促
進制度の創設 

宿泊施設の急増に伴う課題へ
の対応 

9月～ 

観光快適度の見える化による
分散化の開始 混雑への対応（観光地）

旅行業界等へのマナー周知の
協力要請 

観光客のマナー違反への対応 
マナー啓発ステッカーの作成・
配布 

マナー啓発動画の作成・上映 

祇園町南側地区におけるマ
ナー対策実証事業 

宿泊施設の在り方に係る関係
業界への要請 

宿泊施設の急増に伴う課題へ
の対応 

10月～ 

JR西日本及び京阪電鉄と連携
した 訪日外国人向け企画乗車
券の発売 

混雑への対応（市バス）

伏見稲荷大社周辺における各
種対策 

混雑への対応（観光地・道路） 

観光客のマナー違反への対応 

11月～  バス運転士への聞き取り調査
結果を踏まえた秋の混雑対策  混雑への対応（市バス）

京都市役所HPより筆者作成
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画決定を行なっていたが、それによって宿泊施設の立地が可
能となっていた。
●平城宮跡歴史公園スマートチャレンジの実施

国営平城宮跡歴史公園は、2019年3月から「平城宮跡歴史
公園スマートチャレンジ」をスタートし、国営公園を舞台として
AI やIoT などの新技術を活用し、公園の抱える課題の抜本
的な解決や、公園利用者サービスの創出などによる一層の魅
力向上を目指す社会実験を行っている。主に、①モビリティサー
ビス、②AR等の歴史体験、③公園アプリ、④クラウド台帳、
⑤ドローン・人流解析、⑥データプラットフォームに対して、10
の民間事業者が参画して公園のスマート化を目指している。
●須磨海浜水族園・海浜公園の再整備

神戸市では、須磨海浜⽔族園の建て替えを機に、海浜公
園をより豊かな時間を過ごすための場とし、須磨海浜公園エ
リア全体の魅⼒を向上させることを⽬的に、Park-PFI制度を
活⽤して須磨海浜⽔族園及び海浜公園の⼀体的な再整備
に着手した。2019年12月に神⼾須磨Parks + Resorts共同事
業体による公募設置等計画が認定された。計画は、コミュニ
ティと観光客が交流する、「つながる」海浜リゾートパークを目
指し、にぎわい施設（松の杜ヴィレッジ）、水族館（神戸須磨シー
ワールド）、宿泊施設（神戸須磨パークス＆リゾーツホテル）と
いった特定公園施設を含めたパーク全体の総合的マネジメン
トを目指すものとなっている。
●たつの市龍野が重要伝統的建造物群保存地区選定

2019年12月に兵庫県たつの市の龍野城下町の一部である
「たつの市龍野伝統的建造物群保存地区」が国の重要伝
統的建造物群保存地区に選定された。同地区は、江戸時
代に西播磨の政治経済の中心地として栄え、17世紀後半の
醤油醸造開始以来、醸造業を中心に発展してきた。保存地
区内には醤油醸造に伴う土蔵造の建物や洋風建築などが残
り、醸造で発展した町の歴史的風致が感じられる。
●第0回豊岡演劇祭

2014年にオープンした城崎国際アートセンターや劇作家の
平田オリザ氏の移住と劇団「青年団」の移転、（仮称）国際
観光芸術専門職大学の誘致など、演劇のまち・豊岡を目指
す豊岡市では、その実現策の一環として2020年度から豊岡
演劇祭の本格開催を目指している。2019年度はそのプレ大会
として9月6日〜8日の3日間にわたり、第0回豊岡演劇祭を開催
した。
●大津びわこ競輪場跡地に複合施設開業

2019年11月に大津びわこ競輪場跡地に「ブランチ大津京」
が開業した。「公園の中の商業施設」を事業コンセプトとし、
地域コミュニティの形成、生涯スポーツの推進と健康支援、
未来を担う子どもの教育支援、新規ビジネスと女性雇用の創
出という4つのテーマを備えた施設となっている。

●南紀白浜空港の民営化
南紀白浜空港は2019年4月に民営化した。5月に明光バス

株式会社、JR西日本和歌山支社と包括連携協定を締結し、
利用者のシームレスな移動の実現や地域活性化を目指した。7
月には、三社共同で5つのモデルコースを作成した。乗り継ぎ
や交通機関間の接続の悪さを活用して待ち時間を駅や空港
で過ごすのではなく、街を観光できるようにと考案されたもので
ある。いずれのコースも交通機関の時刻表とともにコース案内
がなされている。

2019年6月には第2種旅行業登録を取得し、旅行商品の企
画・販売に着手した。空港運営会社としては初の旅行業登
録であり、空港を起点とした紀伊半島の周遊観光の旅行商
品の販売が期待される。
●三菱地所、白浜町にワーケーション用オフィス開設

2019年5月に三菱地所は白浜町にワーケーションオフィス
「WORK×ation Site 南紀白浜」を開業した。2018年8月に
三菱地所、和歌山県、白浜町の三者で進出協定を締結して
いた。施設は約60㎡で共用会議室や共用スペースからなる。
当施設のホームページには、周辺情報やアクティビティ情報が
掲載され、チームビルディングへの活用やCSR活動の一環と
して利用されることが想定されている。

� （立教大学　西川亮）

表Ⅳ-5-3	 平城宮跡歴史公園で実施のスマートチャレンジ
事業者名 実験内容

PerceptⅠn Limited 自動運転車を活用した無人タクシーサービス

（株）NTTドコモ
自動運転車・パーソナルモビリティ・シェア
バイクを複合的に活用したモビリティサービ
ス

凸版印刷（株） モビリティ（自動運転）と連携したVR技術によ
る歴史体験・解説サービス

（株）ジャパン・インフラ・
ウェイマーク AR技術を活用した歴史体験・解説サービス

凸版印刷（株） ポータルアプリやデジタルサイネージを活用
した情報受発信

ブルーイノベーション
（株）

ドローンのプログラミング教室を活用したド
ローン技術に係る人材育成

国際航業（株） クラウド等を活用した公園施設管理台帳シス
テムの構築

NTTコムウェア（株）
モビリティ（自動運転）やドローン等で取得さ
れる画像データを用いたAI画像解析によるイ
ンフラ点検のシステム構築

（株）ジャパン・インフラ・
ウェイマーク

ドローンを用いた空撮によるデータ取得、ネ
ストソリューションによる自動離発着

日本電気（株） カメラで得られる画像やWi-Fiセンサーを活用
した人流解析

西日本電信電話（株） 各実験で取得されるデータを収集・統合・分
析等するデータプラットフォーム

国営平城宮跡歴史公園HPより筆者作成
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エリア全体では延べ宿泊者数、外国人延べ宿泊者数ともに増加
広域でのイベントやキャンペーン、連携強化の動き多数

観光施設の新規オープンやリニューアルが相次ぐ

（1）都道府県レベルの旅行者動向
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると、2019年1～12月の

中国・四国地方全体の延べ宿泊者数は4,210万人泊となり、
前年比で5.4％の増加であった。

県別にみると、延べ宿泊者数が増加した県は、島根県（前
年比22.4％増）、広島県（同17.5％増）、徳島県（同15.5％増）、
香川県（同15.1％増）、愛媛県（同3.2％増）、岡山県（同0.8％
増）であった。一方、減少した県は、鳥取県（前年比18.9％
減）、山口県（同13.6％減）、高知県（同3.7％減）であった（図
Ⅳ-6-1）。

2019年1～12月の中国・四国地方全体の外国人延べ宿泊
者数は342万人泊となり、前年比で11.4％の増加であった。

県別にみると、外国人延べ宿泊者数が増加した県は、島
根県（前年比43.1％増）、香川県（同41.3％増）、高知県（同
20.5％増）、徳島県（同14.9％増）、広島県（同6.9％増）、岡

山県（同3.7％増）であった。一方、減少した県は、山口県（前
年比14.9％減）、愛媛県（同5.8％減）、鳥取県（同5.2％減）
であった（図Ⅳ-6-2）。

（2）観光地の主要な動き
①地方・都道府県レベル
●瀬戸内国際芸術祭2019　開催

2019年4月〜5月の春、7月〜8月の夏、9月〜11月の秋の3会
期、計107日間にわたり、瀬戸内海の12の島 と々2つの港周辺
を舞台に、「瀬戸内国際芸術祭2019」が開催された。

これまでの芸術祭に引き続き「海の復権」をテーマとして、
世界32の国と地域から230組のアーティストが参加し、瀬戸内
の資源に焦点を当てた作品や、体験型の作品を展開したほ
か、アジアの各地域と瀬戸内の島 と々の連携プロジェクト、島
の「食」を味わう食プロジェクト、パフォーミングアーツなどの多
様な展開に重点的に取り組んだ。

また、高松港周辺の北浜や屋島（四国民家博物館）、小
豆島の四海地区を新たに会場エリアに加え、作品展開を行っ
たほか、オフィシャルツアー、SETOUCHI企業フォーラム、
SETOUCHI ART BOOK FAIRなどの新たな取り組みや、

Ⅳ-6  中国・四国

図Ⅳ-6-1	延べ宿泊者数の推移（中国・四国）
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2015 2016 2017 20192018 （年）

（万人泊）

鳥取県　　　島根県　　　岡山県　　　広島県　　　山口県

徳島県　　　香川県　　　愛媛県　　　高知県

鳥取県 299 299 299 356 289 
島根県 342 347 319 298 364 
岡山県 516 535 583 561 566 
広島県 942 959 963 990 1,163 
山口県 485 466 444 435 376 
徳島県 231 238 230 222 257 
香川県 408 378 376 405 466 
愛媛県 377 404 470 425 439 
高知県 282 282 271 301 290 

� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-6-2	外国人延べ宿泊者数の推移（中国・四国）
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鳥取県　　　島根県　　　岡山県　　　広島県　　　山口県

徳島県　　　香川県　　　愛媛県　　　高知県

鳥取県 103 100 141 195 185 
島根県 43 58 48 73 104 
岡山県 171 282 439 469 487 
広島県 741 840 928 1,237 1,322 
山口県 109 93 117 123 104 
徳島県 58 69 103 116 134 
香川県 210 358 482 546 772 
愛媛県 107 147 179 230 216 
高知県 66 75 75 79 95 

� 単位：千人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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会場である島の住民のネットワークを構築する「島間交流事
業」、教育委員会や学校と連携した「学校連携事業」などに
も取り組んだ。

同実行委員会の総括報告によると、総来場者数について
は、今回初めてゴールデンウィークを会期に含んだこともあり、
3会期合わせて約118万人と過去最多となった。今回の特徴と
して、外国からの来場者の割合が約23％と前回から約10ポイ
ント伸びており、実行委員会では、海外の主要なメディアにも
取り上げられたことや高松空港の国際線ネットワークが充実し
たことなどを要因として分析している。また個別には、今回初
めて、高松－大島間が一般旅客定期航路としての運航を開
始したことで、大島への来場者が大きく増加したとしている。

●せとうちDMOが関係団体との連携を強化
せとうちDMO（（一社）せとうち観光推進機構及び（株）

瀬戸内ブランドコーポレーション）は、インバウンドを核とした観
光ビジネスの拡大による瀬戸内地域の活性化に向け、地域
DMOなどとの連携協定の締結を積極的に進めている。

具体的には、2019年7月に（一社）内子町観光協会、（一社）
キタ・マネジメント、内子町、大洲市と「せとうち拠点地区で
の観光地域経営に関する連携協定」を締結した。また同年
12月には、（一社）豊岡観光イノベーション及び豊岡市と「欧
米豪インバウンド集客の相互連携に関する協定」を締結した。
このことで、せとうちDMOが保有するインバウンドマーケティン
グの知見や欧米豪の旅行会社との関係といったプロモーショ
ン面での能力と、地域DMOが有するコンテンツを活用した商
品開発の能力を活かし、効果的なインバウンド誘客を図ってい
くとしている。

また、せとうちDMOは2019年9月、（一社）九州観光推進
機構と「インバウンドプロモーション連携に関する趣意書」を締
結した。この連携協定は、自然、歴史文化、アート、食といっ
た多くの魅力的資源を有する瀬戸内と九州の両地域が効果
的なプロモーションを行うことにより、インバウンド誘客を図り、
広く西日本エリアでの周遊や滞在の長期化を促進することを目
的としている。

2019年11月〜12月にかけて、この連携協定に基づき、イギ
リスの旅行会社など6社を対象に、瀬戸内と九州を横断する
連携視察ツアーを実施した。

●山陰デスティネーションキャンペーン　アフターキャンペーン　
開催
鳥取県、島根県とJR西日本は、2019年7月〜9月まで、「山

陰デスティネーションキャンペーン　アフターキャンペーン」を開
催した。

キャンペーン期間中は、「松江水燈路」の期間拡大や松江
堀川遊覧船「お茶船」など、2018年夏に開催した「山陰デス
ティネーションキャンペーン」で好評を得た観光素材を継続設
定するとともに、リニューアルから1周年を迎える「水木しげる
ロード」での期間限定影絵の投影や、「鳥取砂丘砂の美術

館」でのプレゼント企画、日御碕神社での出雲神楽定期公演
など、新たな企画も実施された。

また、2018年7月の運行開始以降、好評を得た観光列車「あ
めつち」のお盆期間の運転日増強や、アニメ「名探偵コナン」
のイラスト列車や石見神楽列車をリニューアルするなど、鉄道
の旅もより一層楽しめる内容となった。

●瀬戸大橋周遊観光ワークショップ　発足
2019年10月、有識者や民間事業者、DMO・ 観光協会、

国土交通省や環境省などの行政機関、岡山県、香川県の自
治体などの関係者により「瀬戸大橋周遊観光ワークショップ」
が設立され、第1回会合が開催された。

この組織は、瀬戸大橋地域の交流活性化等の観点から、
瀬戸内における多島美眺望の素晴らしさを活かした周遊型旅
行商品の広域周遊観光促進に資する多様な観光コンテンツ
の形成について議論や施策提言を行うことを目的として設置さ
れたものである。

●「美肌県しまね」冬旅キャンペーン　実施
島根県は、大手化粧品メーカーの株式会社ポーラが実施

した「ニッポン美肌県グランプリ」でこれまで7回実施されたう
ち5回で1位を獲得している。同県では、日照時間が短いた
めに紫外線の影響を受けにくく冬でも湿度が高い地理的条件
や、県内に数多く存在する温泉地などの観光資源を有してい
るなどの地域特性を活かし、「美肌県しまね」として各種PR
を行っている。

その一環として、2019年12月〜2020年3月にかけて、県内
の宿泊施設において“美肌”をテーマに温泉やグルメ、日本酒、
各種体験などが楽しめる宿泊プランを提供する「『美肌県しま
ね』冬旅キャンペーン」を実施した。

②広域・市町村レベル
●水木しげる記念館の建て替えに向けた検討

鳥取県境港市では、2019年9月に入館者数400万人を達成
した「水木しげる記念館」のあり方について検討委員会を設
置し検討を進めていたが、2020年2月に提言書が取りまとめら
れ、市に対して提出された。

提言書では、「老朽化が進んでいるが、慢性的な倉庫不
足などを解消するため、建て替えは必要」との指摘がなされ、
現在地での建て替えと移転新築の2案が提案されている。

提言書を受け取った境港市長からは、故・ 水木しげる氏
の生誕100年となる節目の年である2022年をめどに、構想をま
とめられるよう進めていきたいという思いが伝えられた。

●星空保全地域の新規指定
鳥取県では、鳥取県星空保全条例を制定し、優れた星

空環境を有する区域のうち、自然的社会的諸条件からみて
その区域における星空環境を保全することが特に必要なものを
「星空保全地域」として指定するとともに、保全措置や支援
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を行っている。
これまで「鳥取市佐治町地域」と「日南町全域」の2地域

が指定されていたが、2019年8月に「若桜町全域」、10月には
「倉吉市関金町全域」が新たに指定され、指定箇所は合
計で4箇所となった。

●大山で入山料の社会実験
鳥取県大山町の大山は、大山隠岐国立公園内にある西

日本を代表する山岳である。これまで一木一石運動をはじめ
とする関係者による山岳環境の保全活動が行われてきている
が、その一方で、近年ではし尿廃棄などの課題も指摘されて
いる。

大山町、鳥取県、環境省は、上記のような背景を受け、
山頂トイレの維持管理等、山岳環境の保全と持続可能な利
用の充実に対する受益者負担による仕組みと影響について検
討・分析するため、2019年の8月〜11月にかけて、登山者に対
して任意の協力金を募る社会実験を実施した。

2020年2月には実行委員会から大山山岳環境保全協議会
（仮称）準備会に対して、協力金収入が収受員の人件費
等の経費を上回り、大山の保全・管理のために一定額を充
当できると見込まれる社会実験の実施結果を踏まえて勧告が
行われた。

●10年に一度の神事ホーランエンヤ開催
2019年5月、日本三大船神事の一つとされ、10年に一度行

われる島根県松江市の城山稲荷神社の式年神幸祭（通称　
ホーランエンヤ）が行われた。

9日間の期間中、城山稲荷神社から神輿を船団で運ぶ「渡
御祭」、7日間の大祈祷が行われる中日に櫂伝馬踊りが奉納さ
れる「中日祭」、再び船団によって城山稲荷神社へと御神霊
を送る「還御祭」の3つの祭礼が行われ、主催者発表による
と期間中38.5万人の観客があった。

●足立美術館　日本庭園ランキング日本一・新館オープン
島根県安来市の足立美術館では、2019年10月に累計入

館者2,000万人を達成した。また、アメリカの日本庭園専門
誌『Sukiya Living Magazine：The Journal of Japanese 
Gardening』が、全国の日本庭園900カ所以上を対象に実施
した「2019年日本庭園ランキング」では、同館の日本庭園が
「17年連続日本一」に選ばれた。

●倉敷音楽祭　中止
岡山県倉敷市では、日本各地の特色ある芸能文化の紹介

や市民団体による公演などで構成する、倉敷市内最大の音
楽イベントとして「倉敷音楽祭」を毎年3月に開催しているが、
2020年3月に予定していた第34回倉敷音楽祭は国内での新
型コロナウィルスの感染が拡大していることを受けて中止となっ
た。

●広島平和記念資料館　リニューアルオープン
広島県広島市の広島平和記念資料館では、原爆の非人

道性や原爆被害の凄惨さを伝えていくため、本館・東館を合
わせた常設展示の全面的な更新を行ってきたが、本館の展
示整備が完了し、2019年4月にリニューアルオープンした。

広島平和記念資料館では、被爆の実相が理解できる施
設をめざし「平和記念資料館再整備事業」に取り組んできて
おり、2010年度に「広島平和記念資料館展示整備等基本計
画」を策定した後、有識者で構成する展示検討会議を設置
し、委員から展示構成や展示手法、展示資料の収集・選定
などについて指導・助言を受けながら、展示整備を進めてき
ていた。

今回の本館リニューアルにより常設展示の整備は完了し、
2017年4月にリニューアルオープンした東館と合わせ、全ての
常設展示が観覧できるようになった。

●湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージア
ム）　オープン
2019年4月、広島県三好市に「湯本豪一記念日本妖怪博

物館（三次もののけミュージアム）」が開館した。
開館の背景には、同市が江戸時代以降、絵本や絵巻、

漫画の題材にもなり全国の広い範囲にわたって伝承している
妖怪物語である「稲生物怪録（いのうもののけろく）」の舞台
となった地であることや、日本屈指の妖怪コレクターである湯
本豪一氏から約5,000点のコレクションの寄贈を受けたことなど
がある。

施設には「日本の妖怪」「稲生物怪録」といった展示室の
他、インタラクティブな作品を体験しながら妖怪について学べる
「チームラボ妖怪遊園地」があり、老若男女が楽しめるよう、
さまざまな工夫が凝らされている。

●ディスカバーリンクせとうちが古民家再生事業に参入
2019年10月、広島県尾道市で地域活性化事業を展開す

る株式会社ディスカバーリンクせとうちは、株式会社NOTE（兵
庫県丹波篠山市）と共同で、広島県福山市鞆の浦にて事業
者誘致事業を展開することを目的に、株式会社hitohi（ヒトヒ）
を設立した。

鞆の浦では、人口減少や高齢化、空き物件の増加に伴い、
町並みの保存や地域の活性化に課題を抱えており、課題解
決のため、同社では空き家や古民家を改修し、それを暮らす
人や訪れる人のニーズに応えた事業に活用するまちづくりを展
開することとしている。

現在、鞆の浦で古民家を宿泊施設として再生する事業を
計画中であり、2020年秋に完成を予定している他、福山市の
他地域での展開も予定している。

●宮島口旅客ターミナル　オープン
2020年2月、広島県廿日市市の宮島で建設中であった宮

島口旅客ターミナルが完成し、供用開始された。
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同ターミナルは、広島県が進めてきた厳島港港湾整備事業
（宮島口地区）の主要なプロジェクトの一つとなっている。

宮島へは、JR西日本宮島フェリーと宮島松大汽船がフェリー
を運航しているが、新たに建設されたターミナルでは、2社の
券売所から乗場までの各ルートが同じ屋根の下に配置され、
わかりやすく開放的な空間となっているのが特徴である。

●四国水族館　オープン
2020年3月、香川県宇多津町のうたづ臨海公園内に2018

年7月から建設中であった四国水族館が完成した。
宇多津町が約230年の塩づくりの歴史があること、また、う

たづ臨海公園が塩田跡地であることから、施設は宇多津の
塩をイメージした白を基調とした外観となっている。

また、展示は「四国水景」をテーマとして、四方を海に囲
まれ清流や湖沼なども豊富な、四国ならではの水中の世界を
ダイナミックに再現するとともに、単なる生物展示だけではなく、
四国の文化やそこで暮らす人の営みに関係する環境も水槽
内で表現する内容となっている。

施設はイルカ棟と本館棟、屋外施設で構成されており、6つ
のゾーンと海豚プール、特別展示室で計70の水景を展示して
いる。

同施設は、当初2020年3月中のグランドオープンを予定して
いたが、新型コロナウィルスの感染拡大とそれに伴う緊急事
態宣言などを受けて延期を決定し、同年6月から開館すること
となった。

●えひめさんさん物語　開催
2019年4月〜11月にかけて、愛媛県東予東部圏域（新居

浜市、西条市、四国中央市）を中心としたエリア一帯で、「東
予東部圏域振興イベント（えひめさんさん物語）」が開催され
た。このイベントは「東予アクティブライフの創造」をテーマとし、
圏域の魅力を発信することにより、一体的かつ持続的な発展
につなげることを目的として開催されたものである。

期間中、「ものづくり」「子ども」「水」「山」「あかがね」「紙」
といった3市に共通する地域資源を題材としたイベントが実施
されたほか、各種祭りなどの連携を行う「連携プログラム」や、
地域住民、企業・団体などと作る「チャレンジプログラム」も
実施された。

●道後温泉で道後アート2019・2020がスタート、道後温泉
本館ラッピングアート完成
愛媛県松山市の道後温泉では、アートを通じて交流人口を

増やし、将来にわたって継承可能な「道後らしさ」の再構築
を行うため、アーティストである日比野克彦氏の監修・参加の
もと、2019年5月〜2021年2月までの約2年間のプロジェクトとして
「日比野克彦×道後温泉　道後アート2019・2020『ひみつジャ
ナイ基地プロジェクト』」をスタートした。

プロジェクトでは、多様な関係者が集い、地域のアート事
業の拠点となる交流拠点を作る「ひみつジャナイ基地」（2020
年6月に完成）や、展示・パフォーマンス・トークなどさまざまな
表現方法でアートを発信していく人たちを公募する「オープン
コール・プロジェクト」など、各種プログラムが進行している。

また、道後温泉本館は2019年1月より営業しながらの保存
修理工事に着手しており、2019年7月には、文化財の保存修
理工事の際に建物の屋根や内部を風雨などから保護するた
めに使われる「素屋根」と、作業エリアを囲むための仮囲い
が設置された。

道後温泉では、漫画家の故・手塚治虫氏のライフワークで
ある「火の鳥」とコラボレーションした「道後REBORNプロジェ
クト」を進めており、設置された素屋根には、四方の壁面と
屋根面に巨大な「火の鳥」と道後温泉の歴史絵巻を装飾し、
仮囲いにはオリジナルアニメーション「火の鳥“道後温泉編”」
のキャラクターなどを描いたパネルを設置するなど、アートとし
て楽しめるようになっている。

●龍河洞　リニューアルオープン
高知県香美市の鍾乳洞「龍河洞」は、2016年から関係者

や地域住民、県、市などによる「龍河洞エリア活性化協議会
（旧龍河洞まちづくり協議会）」を設置し、リニューアルプロジェ
クトを進行していたが、2019年7月に「新・龍河洞」としてオー
プンした。

リニューアル後は、従来の鍾乳洞の神秘世界を楽しめるだ
けでなく、照明や音の演出、プロジェクションマッピングなどの
仕掛けにより、本来の鍾乳洞の魅力をより体感できるようになっ
ている。

� （菅野正洋）
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「祭りアイランド九州」の開催
熊本デスティネーションキャンペーンの開催

宮崎県観光振興計画、鹿児島県観光基本方針の策定

（1）都道府県レベルの旅行者動向
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年1月〜12月の

九州各県の延べ宿泊者数について、九州地方全体では5,869
万人泊となり、対前年比4.5％増となった（図Ⅳ-7-1）。延べ
宿泊者数が増加したのは、福岡県（対前年比22.0％増）、佐
賀県（対前年比1.8％増）、大分県（対前年比1.7%）、宮崎県
（対前年比3.9％増）となった。

一方で、延べ宿泊者数が減少したのは、長崎県（対前年
比7.7％減）、熊本県（対前年比5.2%減）、鹿児島県（対前
年比5.6%減）となった。

外国人延べ宿泊者数については、九州地方全体では868
万人泊となり、前年比5.5％増となった（図Ⅳ-7-2）。

外国人延べ宿泊者数が増加したのは、福岡県（対前年比
26.6％増）、鹿児島県（対前年比1.1％増）となった。

一方で、延べ宿泊者数が減少したのは、佐賀県（対前年
比8.3%減）、長崎県（対前年比12.4%減）、熊本県（対前年
比7.7％減）、大分県（対前年比16.3％減）、宮崎県（対前年
比0.1％減）となった。

なお、2019年の九州への外国人入国者数（通常入国者数
+船舶観光上陸者数）は422万人で、過去最高の外国人入
国者数（511万人）であった2018年に比べて17.5%減少となっ
た。要因としては、2019年7月以降の日韓関係の悪化により韓
国人旅行者が約70万人減少（対前年比29.2%減）したこと、
中国からのクルーズ船の寄港回数が減少したことが挙げられる
（約38万人減少）。

ラグビーワールドカップ2019（以下、RWC2019）の試合が
福岡県、熊本県、大分県で開催されたことにより欧米豪から
の入国者数は増加した。しかし、韓国人旅行者の減少により、
5県（佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県）では外
国人延べ宿泊者数が前年よりも減少した。

（２）観光地の主要な動き
①地方・都道府県レベル
●「祭りアイランド九州」の開催

祭りアイランド九州実行委員会（構成メンバー：九州地域戦
略会議1）は、RWC2019の開催期間に「祭りアイランド九州」
を開催した。「祭りアイランド九州」は、熊本地震からの創造

Ⅳ-7  九州

図Ⅳ-7-1	延べ宿泊者数の推移（九州）
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福岡県　　　　佐賀県　　　　長崎県　　　　熊本県

大分県　　　　宮崎県　　　　鹿児島県

福岡県 1,614 1,648 1,700 1,673 2,042 

佐賀県 305 304 297 275 280 

長崎県 867 738 772 786 725 

熊本県 713 728 790 805 763 

大分県 739 685 735 777 790 

宮崎県 379 364 419 416 432 

鹿児島県 797 720 799 886 837 

� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-7-2	外国人延べ宿泊者数の推移（九州）
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福岡県　　　　佐賀県　　　　長崎県　　　　熊本県

大分県　　　　宮崎県　　　　鹿児島県

福岡県 2,360 2,674 3,112 3,367 4,262 

佐賀県 191 250 385 392 359 

長崎県 872 725 779 860 753 

熊本県 715 519 808 1,013 935 

大分県 774 827 1,387 1,442 1,207 

宮崎県 202 245 297 327 326 

鹿児島県 416 481 744 831 840 

� 単位：千人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成

 1 �九州地域戦略会議：九州地方知事会（山口県、福岡県、佐賀県、長崎
県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）、九州経済連合会、
九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営者協会
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的復興に向けて九州（沖縄県含む）・山口地域の魅力を全
世界にPRすること、外国人観光客（欧米豪）の九州・山口
地域の周遊促進とリピーター化を目指すことを目的としており、
RWC2019の観戦で九州を訪れる訪日外国人客や国内客に対
して、同時期に九州・山口県各地で開催される祭りにも来訪
を促すよう官民一体となってPRに取り組むものである。本イベ
ントでは、「九州の祭り集結」「九州・山口の祭りめぐり（周遊
促進）」の2つの取り組みを行った。
「九州の祭り集結」では、2019年9月28日および29日に、熊

本市中心部に九州・山口の祭り（37団体）を集結させた。こ
のイベントでは、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「山・
鉾・屋台行事」のうち、九州の5つの祭り（博多祇園山笠行事、
戸畑祇園大山笠行事、唐津くんちの曳山行事、八代妙見祭
の神幸行事、日田祇園の曳山行事）が参加し、2日間で22万
人の来場となった。
「九州・山口の祭りめぐり（周遊促進）」では、2019年9月20日

～11月3日に九州・山口各地にて開催される57の祭りをPRした。

●「TRY!九州2019キャンペーン」の実施
一般社団法人九州観光推進機構（以下、九州観光推進

機構）は、2019年4月1日～2020年3月31日にかけて、「TRY！
九州2019」キャンペーンを実施した。このキャンペーンはテー
マを「行って、見て、食べて、体験。」とし、九州の宿泊・
観光施設、交通事業者、九州観光推進機構会員企業 316 
社と連携し、九州 7 県が一丸となり、九州 7 県の新しい素材・
テッパン素材を中心に、着地型商品のPRに取り組んだ。また、
九州観光推進機構サイト内に「TRY！九州2019」専用ページ
を設け、BtoCおよびBtoBそれぞれでの販売に取り組んだ。

●九州のインバウンドに関する調査の実施
2019年度、九州観光推進機構は、「九州エリアにおける訪日

外国人旅行者の旅行消費動向分析調査」及び「RWC2019で
九州を訪れた訪日外国人旅行者への満足度調査」を実施した。
「九州エリアにおける訪日外国人旅行者の消費動向分析調

査」は、匿名のクレジットカード取引データと観光統計データな
どを活用し、訪九人数や観光消費額の推計を行った。その
結果、九州での1人あたりの旅行消費額は7.9万円で全国の
6〜7割にとどまることや、富裕層の1人あたりの消費額が北海
道、首都圏、関西に比べて低いことなどを把握した。
「RWC2019で九州を訪れた訪日外国人旅行者への満足度

調査」は、対面アンケート調査及びSNSデータ分析等により、
満足度調査を行った。その結果、旅行者の満足につながっ
たポイントは、「人」「自然」「食事」であることなどを把握した。

●地域通訳案内士の導入
2018年1月に改正通訳案内士法が施行され、これまでの各

特例法に基づき導入されていた各地域の通訳ガイドは、通訳
案内士法の本則に位置づけられ、新たに「地域通訳案内士」
となった。これに伴い九州内では、2018年8月より大分県杵築

市「城下町きつき地域通訳案内士」、2019年3月より鹿児島県
「鹿児島県世界遺産地域通訳案内士」、同年6月より、熊
本県「阿蘇地域通訳案内士」、大分県中津市「中津市地域
通訳案内士」、大分県竹田市「竹田市地域通訳案内士」の
取り組みが始まった。2020年8月現在、九州内の地域通訳案
内士は以下の通り。

●観光列車や観光バスの運行
福岡県内の筑豊地区の鉄道を運航している平成筑豊鉄道

株式会社（以下、へいちく）は、2019年3月21日に観光列車「こ
とこと列車」の営業運転を開始した。この列車は、九州旅客
鉄道株式会社（以下、JR九州）の「クルーズトレイン　ななつ
星in九州」やD&S列車のデザインを手がける水戸岡鋭治氏
が車両デザインを手がけた。車内では、2016年に九州で初め
て「アジアのベストレストラン50」に選ばれた福山剛シェフが監
修したフレンチコース料理を味わうことができる。

西日本鉄道株式会社（以下、西鉄）は、2019年3月23日に
「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」の営業運転を開始
した。このレストラン列車では、運行している福岡県筑後地
域の食材を使った食事を提供しており、運行時間によってブラ
ンチ、ランチ、ディナーの3コースがある。列車内には、ピザ
窯が設置されており、ランチとディナーでは旬の食材のピザが
提供される。また、社内のインテリアには、沿線の大川家具
や城島瓦などの伝統工芸が活用されている。

西鉄は、2019年10月に、上質かつ特別なバスツアーブランド
「GRANDAYS」を立ち上げた。このツアーは、「One-Seat 
HOTEL」をコンセプトとし、乗車定員は12名（2席×6列）で、
大川家具などを使用した豪華バスを使用する。このツアーは、
まちおこしや地域創生に取り組むコンテンツパートナー4社（株
式会社VISIT 九州、IMD Alliance 株式会社、イデアパー
トナーズ株式会社、西鉄旅行株式会社）により、高級旅館
や食事だけでなく、まだ知られていない地域ならではの体験な
どが盛り込まれたツアーが企画・運行されている。

表Ⅳ-7-1	 九州内の地域通訳案内士一覧
名称 業務区域 導入年 言語

九州アジア観光アイラン
ド特区ガイド

九州（沖縄除く）全
域

2014年
3月

中国語、韓国語、
タイ語

長崎県地域限定通訳案内
士

長崎県内全域 2007年
4月

英語、中国語、
韓国語

阿蘇地域通訳案内士

熊本県阿蘇市・南小
国町・小国町・産山
村・高森町・南阿蘇
村・西原村・山都町

2019年
6月

英語

中津市地域通訳案内士 大分県中津市全域 2019年
6月

英語

竹田市地域通訳案内士 大分県竹田市全域 2019年
6月

英語

城下町きつき地域通訳案
内士

大分県杵築市全域
2018年
8月

英語

鹿児島県世界遺産地域通
訳案内士

旧集成館、寺山炭窯
跡、関吉の疎水溝

2019年
3月

英語

奄美群島地域通訳案内士 奄美群島
2017年
2月

英語、中国語、
韓国語

資料：観光庁、各市町村HPをもとに作成
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●福岡県内に高品質や新たなコンセプトの宿泊施設が新設
2019年7月にライフスタイルホテル「THE LIVELY福岡博

多」がオープンした。このホテルは、「世界中から人と情報と
機会が集まる場所」をコンセプトとしており、施設内にはゲスト
のライフスタイルに合わせた滞在を可能にするための充実した
パブリックスペースを有している。具体的には、レストラン、バー
だけでなく24時間利用可能なコワーキングスペース等の付帯
施設がある。また、ユニークな施設として通常の客室と別に、
安価なカプセルホテルタイプの「The Millennials Fukuoka」
を設置している。

2019年9月に福岡県福岡市に「都ホテル 博多」がオープン
した。このホテルは、2016年に福岡市が創設した「ハイクオリ
ティホテル建設促進制度」を活用した第1号のホテルである。
この制度は、①ゆとりある客室の提供（総客室の1/4以上が
30㎡超の客室を確保）、②ハイクオリティな施設（レストラン・
バー・ラウンジ、多言語のコンシェルジュデスク、スパ・フィット
ネスなど付帯設備の設置の2項目以上に取り組む）、③魅力
あるデザイン性の3つを満たすホテルに対して、インセンティブ
として最大50％の容積率緩和を行うものである。「都ホテル　
博多」は、全室30㎡以上、ホテル最上階にレストラン・バーと、
温泉スパとしてプールやプールサイドバー、内湯などを設置し
ている。

JR九州及びJR九州ホテルズ株式会社が創設した新ホテル
ブランド「THE BLOSSOM」の2番目の施設として、2019年9
月福岡市内に「THE BLOSSOM HAKATA Premier」が
オープンした。「THE BLOSSOM」はJR九州及びJR九州ホ
テルズの宿泊主体型ホテルの最上位ブランドであり、1番目の
開業は「THE BLOSSOM HIBIYA」（東京、2019年8月）。
ホテル内には、レストランやフィットネスジム等の付帯施設を設
置している。

太宰府市には、江戸末期や明治期の建物をリノベートした
古民家宿泊施設「ホテル　カルティア大宰府」が2019年10月
にオープンした。明治時代の母屋「古香庵」は、宿泊施設（4
室）とレストランに改装。今後、2棟の古民家を宿泊施設として
開設し、全13室3棟の施設となる。太宰府天満宮神職による
境内案内や夜間特別参拝、大宰府天満宮の神事やイベント
の連携企画など、宿泊施設周辺の施設と連携した体験プロ
グラムが企画されている。

●福岡県温泉地周遊促進キャンペーンの実施
福岡県は、2019年10月〜2020年1月、県内温泉地の周遊

促進のための「福岡の湯へGO!GO!キャンペーン」を実施した。
キャンペーンでは、県内の温泉施設の宿泊割引クーポン券の
抽選（ペア200組（400人相当）に県内30の温泉宿泊施設に、
宿泊する際の5,000円の割引クーポン券）、県内44の温泉施
設を対象としたスタンプラリーを実施した。

●「新JAPAN PROJECT福岡県（筑豊）」JALとのタイアッ
プ事業
福岡県は、日本航空株式会社（以下、JAL）とのタイアッ

プ事業「新JAPAN PROJECT福岡県（筑豊）」を2019年11
月の1か月間実施した。この事業では、JAL国内線・国際線
の機内誌への特集記事の掲載、機内ビデオの放映、福岡
県産の食材などを使った国内線のファーストクラス機内食の提
供などを行った。

国内線ファーストクラスの夕食は、福岡に店舗を持つフレンチ
シェフ（吉武広樹氏）による監修で、博多和牛や博多華味鳥
などを使用したメニューを提供した。機内誌や機内ビデオでは、
炭鉱で栄えていた筑豊地域を特集し、へいちくの「ことこと列
車」などを紹介した。また、JALダイナミックパッケージでは特
別プラン「スイーツに焼き物 福岡県筑豊エリアへ行こう！」を販
売。福岡空港・北九州空港を往復ともに利用し、福岡県内宿
泊施設で宿泊した場合、1人につき3,000円の助成を行った。

●アニメとのコラボによる誘客促進キャンペーン
佐賀県は、2019年7月1日～9月30日まで、佐賀県を舞台にし

たアニメ「ゾンビランドサガ」とコラボしたスタンプラリーを開催
した。

佐賀県内の観光施設・店舗及び宿泊施設の198スポットに、
「ゾンビランドサガ」に登場するキャラクター等のスタンプ計15
種類を設置し、「ゾンビランドサガ」オリジナルグッズや佐賀県
内宿泊券、佐賀牛などの抽選を行った。

なお、佐賀県は2018年10月には「ゾンビランドサガ」に登場
する7人組アイドルグループ「フランシュシュ」を佐賀県PR大使
として委嘱した。また、2020年8月には、佐賀市交通局によりラッ
ピングバスが運行される。

●豪雨からの早期回復「元気さが！宿泊キャンペーン」
2019年8月27日からの佐賀県、福岡県、長崎県を中心とす

る九州北部で集中豪雨（「令和元年8月の前線に伴う大雨」）
が発生した。この豪雨により、佐賀県内の宿泊施設では、約1.2
千人以上の予約キャンセルが発生した。一般社団法人佐賀
県観光連盟は、観光の早期回復を目的として、2019年9月から
佐賀県内での宿泊料金が1人あたり3,000円割引される「元気
さが！宿泊キャンペーン」を実施した。

●長崎県対馬「行っ得！つしま」
長崎県対馬市は、韓国・釜山から高速船で約1時間に位

置する国境の島であり、2018年の観光客のうち約3/4が韓国
からの来訪者であった。しかし、2019年7月より日韓貿易紛争
の影響を受け、韓国人旅行者数は2018年の41万人から2019
年26万人と大幅に減少した。長崎県及び一般社団法人長崎
県観光連盟は対馬市と連携し、対馬の観光復興対策として、
2019年11月～2020年2月末まで対馬市内での1泊あたり3,000
円分の宿泊クーポンを発行する「行っ得！つしま 宿泊割引キャ
ンペーン」を実施した。
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●熊本デスティネーションキャンペーン
熊本県とJRグループは、2019年7月1日～9月30日まで大型

観光キャンペーン「熊本デスティネーションキャンペーン（以下、
「熊本DC」）」を開催した。

熊本DCは、「五感、ひびく、観動旅 もっと、もーっと！くまもっ
と。」をキャッチコピーに、「くまもっと湯美人」、「くまもっとグルメ」、
「くまもっと遺産探訪」、「くまもっと観動絶景」、「くまもっと感
動体験」の5つをテーマとし、県内の観光素材やプランをPRし
た。

キャンペーンでは、以下4つのブランド・認証制度を設立し
た。①「くまもと感動プロジェクト100」新たな観光素材 100 件
を選出し、ガイドブックやWEBにより素材紹介。②「くまもっと
旅行社。」熊本旅行の相談を受け付けるプラットフォームを設
置（運営：九州産交ツーリズム株式会社）。熊本DC特別プラ
ンとして100 件を超える体験プランを販売。③「くまもっと観光
応援店」熊本の観光情報や食事などを提供している県外の
飲食店を認定し、そこでしか入手できない観光情報などを発
信する情報発信拠点を拡大。④「くまもっと湯美人」熊本の
温泉は美容・美肌作用を促す泉質（「弱アルカリ性単純温泉」
「硫黄泉」「硫酸塩泉」「炭酸水素塩泉」「塩化物泉」）が豊
富であることから、地域ごとの泉質をわかりやすく説明した専
用WEBサイトを立ち上げ。

DC特別企画としては、「産地と観光を食でつなぐ」を
コンセプトに「『レストランバス』で行く★旬を食する旅 in 
Kumamoto」ツアーの開催、熊本県内主要観光地へのJR券
と交通機関の乗り放題がセットになった周遊きっぷの設定、特
別列車の運行などを実施した。

●大分県初の外資系ラグジュアリーホテルの開業
2019年8月に大分県別府市に大分県初となる外資系ラグ

ジュアリーホテル「ANA インターコンチネンタル別府リゾート＆
スパ」が開業した。「温泉＆リゾート」をテーマとし、客室は
全89室、62～212㎡とゆとりのある客室で、スイートルーム10室
とクラブルーム11室の客室テラスにはプライベート露天風呂が
備えつけられている。付帯施設には、露天風呂や家族風呂
だけでなく、スパやフィットネスセンター、インフィニティプール
等がある。また、館内は、大分県産材である「日田杉」や、
別府で採れる「別府石」を使用、装飾品には特産品である「竹
細工」を使用することにより別府らしいリゾート感が演出されて
いる。

●宮崎県観光振興計画の策定
宮崎県は、宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」を

上位計画とする観光に関する分野別計画として、2019年度か
ら2022年度の4か年計画の「宮崎県観光振興計画」（2019年
7月）を策定した。

本計画の目標は「世界から選ばれる『観光みやざき』」とし、
「観光消費額の増」を図ることを最終目標として、各種観光
施策に取り組むとしている。

具体的な数値目標は、以下の通り。

基本施策として、マーケティングに基づく持続可能な観光
地域づくりを掲げ、宮崎版DMOの確立・ 推進に取り組む。
公益財団法人宮崎県観光協会は、日本版DMOの地域連携
DMOとして2019年3月に登録された。

●鹿児島県観光振興基本方針の策定
鹿児島県は、「観光立県かごしま県民条例（平成21年3月

27日公布・同年4月1日施行）に基づく基本方針」として、2020
年度から2024年度までを推進期間とする新たな「鹿児島県観
光振興基本方針」を策定した（2020年3月24日、本会議にて
議決）。

本方針の基本目標を「来て、見て、感動、世界を魅了す
る観光王国『KAGOSHIMA』づくり」とし、数値目標として
観光消費額、延べ宿泊者数、外国人延べ宿泊者数、クルー
ズ船乗客数、再訪希望を掲げた。

表Ⅳ-7-2	 宮崎県観光振興計画の指標
指標 目標値 現況値

観光消費額
1,660憶円 
［2022年］

1,551憶円 
［2017年］

延べ宿泊者数 455万人 
［2022年］

419万人 
［2017年］

うち訪日外国人 57万人 
［2022年］

30万人 
［2017年］

観光入込客数 1,610万人 
［2022年］

1,532万人 
［2017年］

スポーツキャンプ受入市町村数 26市町村 
［2022年度］

22市町村 
［2017年度］

県外からのスポーツキャンプ・
合宿延べ参加者数

205,000人 
［2022年度］

196,835人 
［2017年度］

国外からのクルーズ船寄港回数
50回 

［2022年］
9回 

［2018年］

MICE延べ参加者数
240,000人 

［2022年度］
216,321人 

［2017年度］
資料：「宮崎県観光振興計画（令和元年7月）」（宮崎県）をもとに作成

表Ⅳ-7-3	 鹿児島県観光振興基本方針の指標
指標 目標値 2018年

価値を高める 観光消費額
3,700憶円 
［2024年］

約3,016憶円

宿泊数を増やす
①延べ宿泊者数 990万人泊 

［2024年］
約886万人

泊

 ②うち外国人
延べ宿泊者数

150万人泊 
［2024年］

約83万人泊

クルーズ船による観光客
を増やす

クルーズ船乗客数 69万人 
［2024年］

約31万人

観光客の満足度を高め、
リピーターを増やす

再訪希望 100% 
［2024年度］

約76％

資料：「鹿児島県観光振興基本方針（令和2年3月）」（鹿児島県）をもとに作成
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②広域・市町村レベル
●訪日外国人専用1日乗車券の利用可能エリアの拡大

福岡市内の交通事業者（福岡市、西鉄、JR九州、昭和
自動車株式会社）が連携し発行している福岡市内公共交通1
日フリー乗車券「FUKUOKA TOURIST CITY PASS」は、
2019年12月より利用可能エリアを拡大した。

これにより、訪日外国人観光客に人気のある能古島・志賀
島にアクセスする福岡市営渡船航路の利用を開始、各交通
事業者の利用エリア拡大により糸島方面（インスタ映えスポット
が多く人気）や相島（猫の島として人気）方面など福岡市内
のほぼすべての路線が利用可能になった。

●JR九州「門司港駅」リニューアルオープン
2019年3月、2012年から約6年間の改修工事を行ってきた

JR九州「門司港駅」が大正3年の創建時の姿に復原された。
門司港駅は、大正3年に建築されたネオ・ルネッサンス様式の
駅舎で、1988年に鉄道駅として日本で初めて国の重要文化財
に指定された。今回のリニューアルにより、開業当初にあった
2階の高級レストラン「みかど食堂」を再現した「みかど食堂 
by NARISAWA」（レストラン監修：成澤由浩シェフ）もオープ
ンした。

なお、門司港駅横の旧JR九州本社ビルは、2021年夏ごろ
に約100室規模のホテルとして再生される予定である。門司
港周辺は、日本遺産に「関門“ノスタルジック”海峡　～時の
停車場、近代化の記憶～」として認定されており、今後、門
司港駅周辺の面的な魅力創出が期待される。

●JR別府駅に外国人観光客向け観光案内所を開設
別府市は、2019年4月5日に、JR別府駅内に新しく外国人

観光客向け案内所 Tourists’Hub & Lounge「WANDER 
COMPASS BEPPU」を開設した。

本観光案内所は、RWC2019 や2020東京オリンピック・パ
ラリンピックなどで今後増加する外国人観光客の満足度向上
や受け入れ環境の充実を図ることを目的に開設された。案内
所では、観光情報提供、Wi-Fi利用、充電サービス（携帯
電話、パソコン等）、外貨両替、手荷物預かり、ガイドサービ
スなどのサービスを提供している。

なお、「WANDER COMPASS」は東京急行電鉄株式会
社と株式会社Huber.が運営する観光案内所で、「WANDER 
COMPASS BEPPU」は日本で3か所目の開設となった。

� （一般社団法人九州観光推進機構　野間恵子）



第
Ⅳ
編

観
光
地

172

入域観光客数は1016.4万人（暦年）で初の1,000万人台を記録
／1人あたり観光消費額は横ばいで推移

（1）都道府県レベルの旅行者動向
観光庁「宿泊旅行統計調査」によると2019年1月～12月の

沖縄の延べ宿泊者数は3,287万人泊となり、前年比22.7％増
（607万人泊増）となった（図Ⅳ-8-1）。

一方、外国人延べ宿泊者数は775万人泊となり、前年比
25.0％増（155万人泊増）で、2018年に引き続き延べ宿泊者数・
外国人延べ宿泊者数ともに二桁の増加率となった。

沖縄県が推計している「入域観光客数（含ビジネス客）」は、
2019年（暦年）で1,016万4千人となり、前年比3.2％増（31.6
万人増）と7年連続で過去最高を更新、暦年で初の1,000万
人台を記録した。ただし増加率は、2014年から2016年にかけ
て3年連続で前年比10％以上の伸びを示したものの、2017年
以降は3年連続で一桁の増加率に留まっている（図Ⅳ-8-2）。

入域観光客数のうち、国内客は723万4千人（前年比4.2％
増）、外国人客は293万0千人（同0.9％増）だった（図Ⅳ-8-
3）。近年、外国人客比率は拡大傾向にあったが、2018年が
29.5％であったのに対して2019年は28.8％に留まった。また、
2012年以降、前年比二桁の伸びを示してきた外国人客数で
あるが、2019年の増加率は0.9％となっている。国籍別にみる
と、台湾94万0千人（前年比5.6％増）、中国75万4千人（同
19.3％増）、韓国38万1千人（同31.5％減）、香港25万7千人（同
5.9％増）、その他59万9千人（同2.59％増）で、韓国人観光
客の減少が外国人客全体の伸び悩みに大きく影響を与えた。

観光客1人あたり圏内消費額は、73,632円となり、前年比

0.1％減（同59円減）となった。
離島の動向をみると、沖縄県八重山事務所が公表してい

る八重山地域の入域観光客数は、2019年（暦年）が148万2
千人（前年比7.4％増）で2018年の減少傾向から再び増加。
一方、宮古島市が公表している宮古島の観光客数は113万
9千人となり、前年比2.3％増と八重山観光が好調な年となった
（図Ⅳ-8-4）。

Ⅳ-8  沖縄

図Ⅳ-8-1	延べ宿泊者数の推移（沖縄）
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� 単位：万人泊
資料：観光庁「令和元年宿泊旅行統計調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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図Ⅳ-8-2	入域観光客数と1人あたり観光消費額の推移

資料：沖縄県「観光統計実態調査」をもとに（公財）日本交通公社作成
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図Ⅳ-8-3	国内客数と外国人客数の推移

資料：「沖縄県入域観光客統計概況」をもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-8-4	八重山地域及び宮古島の入域観光客数の推移

資料：沖縄県「八重山入域観光客数統計概況（推計）」及び宮古島市「宮古の入域観光客数」を 
もとに（公財）日本交通公社作成
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（2）観光地の主要な動き
入域観光客数の拡大を受けて、2019年も国際線の増便、

宿泊施設及び商業施設などのオープンが相次いでいる。

●国際線の増便
調査月が異なるため単純比較はできないものの、2019年6月

1日現在の那覇空港及び新石垣空港の週あたりの便数は241
便で、前年（2018年6月1日現在）に比べ5.2％増（12便増）と
なった（図Ⅳ-8-5）。主な内訳は、台北65便（石垣便を含む）、
ソウル56便、香港33便（石垣便を含む）、上海21便、高雄
18便、釜山10便などとなっている。

●宿泊施設の開業
2019年〜2020年にかけてオープンした主な宿泊施設（名

称変更などによるリニューアルオープンを含む）を表Ⅳ-8-1に
示す。

外国人観光客をはじめ、観光客数の伸びはやや鈍化した
ものの、引き続き那覇市内、那覇市以外の沖縄本島、そし
て離島を含めて多くの宿泊施設が開業している。那覇市内
では、「グリーンリッチホテル那覇」（2019年3月）、「ホテルラン
タナ那覇国際通り」（同年4月）、「東急ステイ沖縄那覇」（2020
年2月）、「ホテルコレクティブ」（同年4月）、「ホテルストレータ
那覇」（同年4月）と150室以上の比較的大型のホテルの新規
開業が相次いだ。また、昨年までに引き続き、「グランドキャ
ビンホテル那覇小禄」（2019年2月）、「CABIN & HOTEL 
ReTIME」（同年10月）など、カプセルホテルの開業も多くみら
れた。

一方、那覇市以外の沖縄本島では、360室の「ハレクラニ
沖縄」（2019年7月）が、同ホテル2つ目、ハワイ以外では初の
ホテルとして開業している。その他、本島北部に「グリーンリッ
チホテル沖縄名護」（2020年1月）、「ヒルトン沖縄瀬底リゾート」
（同年7月）、宮古島に「ホテルシギラミラージュ『ベイサイド』」
（2019年4月）などの大型ホテルが開業した。

図Ⅳ-8-5	那覇空港及び新石垣空港（南ぬ島石垣空港）に 
おける国際線（直行便）の便数（週あたり）の推移

資料：沖縄県「観光要覧」をもとに（公財）日本交通公社作成
※ 2015年は9/1、2016年は8/1、2017年以降は6/1現在の便数を掲載。
※ �提供座席数は主な使用機材より独自に推計したもの。使用機材の変更等により実際の提供座席

数とは異なる可能性がある。
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表Ⅳ-8-1	 2019年から2020年にかけてオープンした
主な宿泊施設

年 月 宿泊施設名 所在地 室数

2019年2月 グランドキャビンホテル那覇小禄 那覇市 150キャビン

2月 クリアスホテル壺川マルシェ 那覇市 41室

3月 グリーンリッチホテル那覇 那覇市 165室

4月 RuGu（ル・グー） 宮古島市 16棟

4月 アラマハイナコンドホテル 本部町 100室

4月 ホテルシギラミラージュ「ベイサイド」宮古島市 120室

4月 ホテルWBF MARCHÉ（マルシェ）石垣島 石垣市 55室

4月 ホテルランタナ那覇国際通り 那覇市 162室

5月 the rescape 宮古島市 41室

5月
U-MUI Forest Villa Okinawa YAMADA 
GUSUKU

恩納村 18室

5月
Wayn-Zen恩納荘園（ウェインゼンおん
なしょうえん）（リニューアル）

恩納村 27室

6月 ビーチリゾーツホテルカラカウア 恩納村
22室+9棟
+10台

7月
GLAMDAY STYLE HOTEL&RESORT 
OKINAWA YOMITAN

読谷村 54室

7月 ハレクラニ沖縄 恩納村 360室

7月
フサキビーチリゾート
ホテル＆ヴィラズ「ノースウィング」

石垣市 150室

7月 ホテルシギラミラージュ「ヒルサイド」宮古島市 40室

7月
グランディ スタイル 沖縄 読谷 ホテル&
リゾート 

読谷村 54室

7月 ロワジール リビングスイーツ 瀬良垣 恩納村 105室

7月 マレアリゾート本部 本部町 18室

9月 Okinawa EXES Naha 那覇市 67室

9月 ホテル沖縄 with サンリオキャラクターズ 那覇市 66室

10月
CABIN & HOTEL ReTIME
（キャビン アンド ホテル リタイム）

那覇市 130室

10月 ホテル・トリフィート那覇旭橋 那覇市 136室

10月
星野リゾート 西表島ホテル
（リニューアル）

竹富町 138室

10月 カリーコンド美ら海 本部町 25室

12月 アンサ沖縄リゾート うるま市 123室

2020年1月 グリーンリッチホテル沖縄名護 名護市 155室

2月 ホテル アンテルーム那覇 那覇市 126室

2月
かりゆしコンドミニアムリゾート宮古島　　
ふくぎステイズ

宮古島市 18室

2月 東急ステイ沖縄那覇 那覇市 199室

3月 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート 北谷町 229室

4月 ホテル コレクティブ 那覇市 260室

4月 ホテル ストレータ 那覇 那覇市 221室

6月
ルネッサンスリゾートオキナワ
（リニューアル）

恩納村 377室

6月 Lalamare 古宇利 今帰仁村 16室

7月
星野リゾート リゾナーレ小浜島
（リニューアル）

竹富町 60室

7月 星のや沖縄 読谷村 100室

7月 THIRD石垣島 石垣市 28室

7月 コンフォートホテル石垣島 石垣市 81室

7月 KARIYUSHI LCH. RESORT on The Beach 名護市 117室

7月 ヒルトン沖縄瀬底リゾート 本部町 298室
資料：新聞記事やホームページなどをもとに（公財）日本交通公社作成
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●観光関連施設の開業
2018年〜2019年にかけてオープンした主な商業施設・ア

ミューズメント施設などをはじめとした観光関連施設を表Ⅳ
-8-2に示す。

2019年3月、外国人でも楽しめる言葉や台詞を使わない音
楽エンターテインメントショーを行う劇場「Comic Dojo TEE ! 
Family」が那覇市・国際通り沿いの商業施設内にオープンし
た。ただ、雨天時にも楽しめる屋内型施設として期待された
ものの、同年11月末日をもって閉館している。

一方、2020年5月には、4月の開業予定から新型コロナの影
響を受けて1か月ほど遅れて、「DMMかりゆし水族館」が本
島南部・豊見城市に開業している。広さや魚種数では、本
島北部・本部町の美ら海水族館に劣るものの、新しいカタチ
のエンターテインメント水族館を標榜し、最新の映像技術と実
際の水槽展示を組み合わせたユニークな施設となっている。

（３）沖縄観光成果指標の検証
沖縄県では2014年度から、観光政策の成果検証や沖縄

観光の現状を把握するため、経済、観光客、県民、環境、
マネジメントに係る40項目にわたる指標群「沖縄観光成果指
標」を設定し、計測結果を毎年公表している。この取り組みは、
観光地の持続可能性を計測・モニタリングする、いわゆる持
続可能性指標を国内で初めて取り入れたもので、本項では5
年が経過した同指標の現状について検証する。

持続可能性指標は、観光地の経済面や県民及び観光客
の意識などの社会面、自然・文化資源などの環境面をバラン
スよく把握することが求められるが、沖縄県の場合は、行政、
学識経験者及び業界関係者の協議・検討の結果、経済指
標12項目、観光客指標8項目、県民指標6項目、環境指標
10項目が定められている。ただし、2020年3月公表の沖縄観
光成果指標では、経済、観光客、県民の各指標はいずれも
計測が行われているものの、環境指標については設定10項
目中、半分の5項目のみの計測となっている状況である（図Ⅳ
-8-6）。計測ベースでみると県民指標と環境指標の数がやや
少なく、近年のオーバーツーリズムに関する報道が県内で多く
みられていた状況を鑑みると、両指標を補強する必要性があ
るといえる。

次に、指標の最新データにおける計測年を分野ごとにみて
みると、経済指標、観光客指標は8割以上が2018年以降のデー
タで構成されている一方で、県民指標の3分の2、環境指標の
4割が2年以上古いデータで構成されている（図Ⅳ-8-7）。古い
データでは現状の観光地の状況を正しく把握できないため、古
いデータの指標項目についてデータの取得・計測をこまめに行
う、あるいはそれが難しい場合には指標項目の差し替えを行う
ことが望まれる。

表Ⅳ-8-2	� 2019年〜2020年にかけてオープンした主
な観光関連施設・アミューズメント施設

年 月 施設名 所在地 概要

2019月
1月

デザイナーズチャ
ペル「白の教会」
（リニューアル）

本部町

ホテルオリオンモトブリゾート＆スパに
併設されたデザイナーズチャペル。幸せ
の木“ふくぎ”をモチーフにデザインされ
た。

1月 湊の教会／葵の教
会 宮古島市

宮古島・シギラリゾートに同時オープン
した教会。シギラビーチが目の前に広が
る絶景が魅力となっている。

3月 オキナワ ハナサキ
マルシェ 本部町

本部町・ アラマハイナ コンドホテルに
併設された複合商業施設。レストラン、
カフェ、フードコートなどが出店。

3月
「Comic Dojo 
TEE ！ Family」
常設劇場

那覇市

那覇市国際通りにオープンした、言葉や
台詞を使わない、ダンスやアクロバット、
音楽を取り入れたエンターテインメント
ショー専用の劇場。

6月 サンエー浦添西海
岸 PARCO CITY 浦添市

浦添市に開業した大型商業施設。店舗面
積約6万㎡、駐車場台数約4,000の建物に
県内外から約250のテナントが入る。

10月
ブレスド バイ・ザ・
シー

（リニューアル）
名護市

オキナワマリオットリゾート＆スパ内に
併設された結婚式場。小高い丘から海を
望むガラス張りのチャペルが特徴的。

10月
ナゴパイナップル
パーク

（リニューアル）
名護市

創業40周年を記念して施設をリニュー
アル。恐竜ロボット15体を設置した「ダ
イナソーアドベンチャーツアー」などが
新たにオープンした。

2020年
2月 国際通りのれん街 那覇市

国際通り沿いの商業施設に開業した飲食
店32店舗が集積した施設。国際通りの
賑わいに合わせて、祭りをイメージした
デザインとしている。

5月 DMMかりゆし水族
館 豊見城市

最新の映像表現と空間演出を駆使した新
しいカタチのエンターテインメント水族
館。4月開業予定が新型コロナの影響で5
月へ延期された。

5月 イオンタウン読谷
座喜味 読谷村 マックスバリュ座喜味店を核店舗に全8

テナントが出店。地元客向けの商業施設。

6月 イーアス沖縄豊崎 豊見城市

本島南部・豊見城市にオープンした大型
複合商業施設。店舗面積4.3万㎡、駐車
場台数3,100の建物に県内外から155の
テナントが入る。

7月 ⽷満市場
いとま～る 糸満市

糸満市公設市場を建て替えた商業施設。
鮮魚、精肉店など旧市場から移転した事
業者に加え、雑貨店、飲食店など36店
舗が入居。

資料：新聞記事やホームページなどをもとに（公財）日本交通公社作成

資料：沖縄県ホームページをもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-8-6　指標の設定項目と計測可能数

0 2 141210864
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県民

観光客
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また、公表されている過去10年の変動を分野別にみてみる
と、経済指標、観光客指標、県民指標は7割以上が良化し
ており、概ね問題がないと推察されるが、環境指標について
は良化4割、横ばい2割、悪化4割と状況の改善に向けた対
策を取ることが必要と考えられる（図Ⅳ-8-8）。ただし、本来
は時系列でみた際の良化、悪化だけでなく、各指標の望まし
い値に対して、達成しているか、あるいは達成に向けて良化

しているかをみる必要があり、各指標の望ましい値が設定さ
れていない沖縄観光成果指標では観光地の状況判断がし切
れない面がある。指標運用開始から5年が経ち、新たな沖縄
観光の10年後の姿を描く第6次沖縄県観光振興基本計画の
策定のこのタイミングにおいて、指標項目の見直しと各項目の
目標値の設定、測定結果の活用方法について改めて検討す
ることが必要であろう。

� （中島 泰）

資資料：沖縄県ホームページをもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-8-7	指標の最新データの計測年

■2018～■2017■～2016

経済指標 観光客指標

県民指標 環境指標

83.3%

33.3%

0.0%

0.0%

60.0%

100.0%

0.0%

8.3％

66.7％

40.0％

8.3％

資資料：沖縄県ホームページをもとに（公財）日本交通公社作成

図Ⅳ-8-8	指標の計測値の変動（過去10年比較）

■良化 ■横ばい ■悪化

経済指標 観光客指標

県民指標 環境指標

83.3%

75.0%

0.0%

20.0%

40.0%

71.4%

14.3%

14.3%

22.2％

25.0％

40.0％

0.0%
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─国立公園等での持続可能な利用のあり方に関する
議論やルールづくりが進展

（1）自然公園の利用及び指定状況
①利用者の推移

2018年の自然公園全体の利用者数は9億513万人（対前年
比99.6％）でほぼ横ばいであった（図Ⅳ-9-1）。これを公園種
別に見ると国立公園（34ヶ所）は3億7,150万人（同101.1％）、
国定公園（56ヶ所：）は2億8,810万人（前年比98.6％）、都道
府県立自然公園（311ヶ所）は2億4,552万人（前年比98.5％）
であった（図Ⅳ-9-1）。個別の国立公園ごとに見ると、10％以
上の増減があったのは、白山国立公園（前年比78％）、阿蘇
くじゅう国立公園（前年比112％））、奄美群島国立公園（前
年比111％）、やんばる国立公園（前年比114％）となった。

国立公園に関しては、外国人利用者数の推計も行われて
いる。環境省によると、2018年の外国人利用者数は6,940千
人であった（表Ⅳ-9-1）。そのうち、最も多い国立公園は、
富士箱根伊豆国立公園の2,991千人、次に支笏洞爺国立公
園の1,068千人、阿蘇くじゅう国立公園の1,034千人であった。

②公園区域及び公園計画の変更
●中央アルプス国定公園─新規指定

2019年3月に長野県知事からの申し出を受け、2020年1月27
日付けで中央環境審議会より「中央アルプス国定公園」の新
規指定について答申がなされ、3月27日付で中央アルプス国定
公園が国内で57か所目の国定公園として指定された。

中央アルプスは長野県南部に位置し、東に天竜川が流れ
る伊那谷、西に木曽川が流れる木曽谷に挟まれた東西約
20km、南北約100km に走る木曽山脈の通称名である。国
定公園の指定は2016年3月の京都丹波高原国定公園（京都
府）以来、約4年ぶりとなった。
●奄美群島国立公園、やんばる国立公園及び西表石垣国立
公園─公園区域及び公園計画を変更
2020年1月27日付けで中央環境審議会より答申を受け、2月

25日付けで奄美群島国立公園、やんばる国立公園及び西表
石垣国立公園の公園区域の拡張及び保護規制計画の変更
が官報で告示された。
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然

遺産登録を目指す中で、これら国立公園の既存の公園区域
及びその周辺地域において、新たに資質が評価・確認され
た地域について、公園区域及び公園計画の変更が行われた。

変更内容は、次の通り。奄美群島国立公園及びやんばる
国立公園において、固有かつ希少な野生動植物の生育・生
息が確認され、良好な照葉樹林となっている地域が公園区
域へ編入された。西表石垣国立公園においては、固有種や
希少種を含む陸水性魚類の多様性が非常に豊かであること
や、イリオモテヤマネコを始めとした固有で希少な動植物の重
要な生息・生育地となっていることが再評価されたことを踏ま
え、河川流域の保護規制計画が変更された。

（2）自然公園の活性化に関する動向
①自然公園制度のあり方検討会の開催

環境省は、2010年4月の改正自然公園法の附則に、法律
の施行後5年を経過した場合において、法の施行状況を勘案
し、必要があると認めるときは、法の規定について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると定
められていることも踏まえ、2019年度に、自然公園法の施行状
況の点検を行うとともに、今後の自然公園制度のあり方につい
て、検討を行った。

9名の委員から構成される「自然公園制度のあり方検討会」
と、各4名で構成される2分科会（「利用のあり方分科会」「公
園事業・集団施設地区のあり方分科会」）を設置し、計6回
の会議を開催した（表Ⅳ-9-2）。前回の改正自然公園法施
行から9年が経過し、東日本大震災の発生・復興、協働型

Ⅳ-9  自然

資料：自然公園等利用者数調（環境省）

図Ⅳ-9-1	自然公園の利用推移（2009-2018年、10年間）

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

09 10 11 12 13 14 15 16 （年）1817

（単位：千人）

都道府県立自然公園国定公園国立公園

表Ⅳ-9-1	 国立公園の訪日外国人利用者数（2018年、上位10）
（単位：千人）

順位※2 国立公園名 16年 17年 18年
1 富士箱根伊豆国立公園 2,577 2,580 2,991 
3 支笏洞爺国立公園 827 901 1,068 
2 阿蘇くじゅう国立公園 675 926 1,034 
4 瀬戸内海国立公園 310 387 676 
5 中部山岳国立公園 351 382 376 
6 上信越高原国立公園 265 322 341 
7 日光国立公園 241 271 304 
8 霧島錦江湾国立公園 79 129 142 
9 大雪山国立公園 83 60 80 

10 吉野熊野国立公園 59 67 63 
合計（推計実利用者数） 5,457 6,001 6,940 
訪日外客数全体※1 24,039 28,691 31,192 

※1　出典：日本政府観光局「訪日外客数」
※2　2018年度上位10位以内にあった各国立公園
資料：国立公園訪日外国人利用者数の推計について（環境省）をもとに（公財）日本交通公社作成
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管理運営の推進、国立公園満喫プロジェクト（後述②）の展
開等、社会情勢や自然公園行政を取り巻く状況の変化を踏ま
え、同検討会は、提言を行った（表Ⅳ-9-3）。

②国立公園満喫プロジェクト有識者会議
環境省は、2016年3月30日に政府がとりまとめた「明日の日本

を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水
準の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図ることを目標に、
「国立公園満喫プロジェクト」を実施している。

2019年度は、計2回の有識者会議が開催された（表Ⅳ-9-
4）。第11回会議では、2021年以降の方向性検討の流れ、主
なポイントにかかる意見交換が行われた。それを踏まえて、

第12回会議では、国立公園満喫プロジェクト（2016～2020年）
の総括や国立公園満喫プロジェクトの2021年以降の取組方
針案（たたき台）が示され、議論が行われた。

③分譲型ホテル等を認可等する際の審査基準の設定
環境省では、近年の分譲型ホテル導入のニーズの高まり

等を踏まえ、国立公園内における上質な宿泊体験の提供や、
賑わいが失われている地域の再活性化等が期待されることか
ら、今般、要件に合致する分譲型ホテル（コンドホテル及び
会員制ホテル）及び企業保養所を国立公園事業として認可
等することとし、自然公園法施行規則を始め関係通知類の一
部を改正した。

なお、分譲型ホテル等については、国立公園利用者に対す
る公平な利用機会の提供ができないという理由から、これまで
国立公園事業としての執行を認可する対象にしていなかった。

④その他
環境省では、国際観光旅客税を財源として2019年度から

新たに「国立公園等資源整備事業費補助金」を活用した事
業を実施した。例えば、国立公園における集団施設地区等
の利用拠点においては、滞在環境の上質化を図るための地
域関係者による計画策定、及び当該計画に基づく上質化に
係る整備を行い、外国人訪問者の地域における体験滞在の
満足度を向上させる取組に対して支援を行う事業（国立公園
利用拠点滞在環境等上質化事業）を実施した。

また、外国人訪問者を対象とした、野生動物を観察するツ
アーの開発やそれらツアーのプロモーション等を行う野生動物
観光促進事業を行い、外国人訪問者の地域における体験滞
在の満足度を向上させる取組に対して支援を行う事業（野生
動物観光促進事業）も実施した。

そのほか、国立公園の自然資源等に関する先進的・高次
元な多言語解説の整備を行い、外国人訪問者の地域におけ
る体験滞在の満足度を向上させる取組に対して支援を行う事
業（国立公園多言語解説等整備事業）も実施した。

表Ⅳ-9-2	自然公園制度のあり方検討会の委員構成
検討委員
愛甲 哲也（北海道大学農学研究院　准教授）
大黒 俊哉（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）
海津 ゆりえ（文教大学国際学部国際観光学科　教授）
下村 彰男（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）　＜座長＞
高田 真由美（長野県　環境部長）
德永 哲雄（弟子屈町長）
新美 育文（明治大学　名誉教授）
涌井 史郎（東京都市大学　特別教授）
渡邉 綱男（自然環境研究センター　上席研究員）
分科会委員

（1）利用のあり方分科会
愛甲 哲也（北海道大学農学研究院　准教授）
海津 ゆりえ（文教大学国際学部国際観光学科　教授）
下村 彰男（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）＜座長＞
渡邉 綱男（自然環境研究センター　上席研究員）

（2）公園事業・集団施設地区のあり方分科会
浅野 聡（三重大学大学院工学研究科建築学専攻　准教授）
下村 彰男（東京大学大学院農学生命科学研究科　教授）＜座長＞
高田 洋平（高田法律事務所　弁護士）
新美 育文（明治大学　名誉教授）

資料：環境省資料より（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-9-3	自然公園制度のあり方に関する提言（概要）
基本的な方向性
少子高齢化・人口減少社会や旅行ニーズの変化等の中、自然公園制度
は大きな転換期。国立公園満喫プロジェクト3年間の成果を踏まえ、国
立公園の最大の魅力である自然そのものを保護しつつ、地域資源とし
ての価値を活用・向上させる「好循環」を生み出す政策に転換していく
ことが重要。
→地域の特質に応じた「活用の方針」を打ち立て、利用を適切にマネジ

メント及びコントロールしつつ、世界水準の「質」の高い自然を満
喫できるツーリズムを促進する。これにより、地域社会の発展とイ
ンバウンド推進にも寄与。また、自然公園の管理体制の充実強化、
気候変動への適応、地域循環共生圏の創出を提言。

国立・国定公園の利用環境の充実
（1）�国立・国定公園のテーマやストーリーを踏まえた望ましい利用の

あり方の検討のため、地域とともに利用のゾーニング（区域分け）
の検討が必要。

（2）�従来の利用施設整備に加え、公園計画に基づき、自然体験プログ
ラムの促進等のための事業計画を新設。受け入れ体制整備や自然
体験プログラムの提供・開 発促進等を国・自治体及び民間団体が
実施。 

（3）�地域の自主ルールでは対応しきれない行為の規制（動物への餌付けや
ドローンの飛行等）。より良い利用環境の維持のための利用調整地区。

（4）�利用者負担の仕組みづくりの検討。
公園事業・集団施設地区の再生・上質化

（1）�集団施設地区など公園利用の拠点となるエリアの廃屋化・機能低
下が進行。地域とともに、エリアの再生・上質化のためのマスター
プランを作成し、廃屋撤去、新たな投資、機能充実、景観デザイ
ンの統一等を推進。

（2）�新たな廃屋化の防止のため、中小企業庁等と適切な連携体制を構
築し、公園事業者の事業再生、円滑な事業終了の支援等。

（3）�権原の譲渡や所有・経営・運営の分離に対応するため、権原の譲
渡の手続き新設と地位承継、措置命令。

資料：環境省資料より（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-9-4	有識者会議（2019年度）の概要（資料タイトル）

第11回（令和元年9月3日（火））

資料1-1	 国立公園満喫プロジェクトの取組状況と今後の予定
（別紙1、2）国立公園利用拠点等上質化事業の実施状況について
資料1-2	 国立公園満喫プロジェクト等推進事業の
		  2020年度概算要求について
資料2	 国立公園満喫プロジェクトの 
		  2021年以降の取組の方向性検討について

第12回（令和2年3月4日（水））

資料1	 国立公園訪日外国人利用者数（2019年中間推計）
資料2	 質の指標に係る2019 年度の調査結果
		  （国立公園訪問者アンケート）について
資料3	 国立公園満喫プロジェクトの先行8公園の成果について
資料4	 国立公園満喫プロジェクトの取組成果と今後の予定
資料5-1	 国立公園満喫プロジェクト（2016～2020 年）の総括
資料5-2	 国立公園満喫プロジェクトの2021 年以降の取組方針案
		  （たたき台）

資料：環境省資料より（公財）日本交通公社作成
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（5）その他の動向
①自然ガイドに関する動き─竹富島観光案内人条例の動き

竹富町は、2019年9月20日に竹富町観光案内人条例を制定
した。同条例は、「自然観光事業の適正化を図り、かつ観
光案内人に自然環境保全への積極的参画を推進することで、
竹富町の自然環境に対する過剰利活用の防止、とりわけ西
表島等におけるかけがえのない優れた自然環境及びその生
態系の保全に寄与し、もって自然環境資源が観光資源として
持続可能性をもって適正に利活用され、かつそれが永続的
な地域振興にも資すること」を目的としている。同条例に基づ
く免許申請は、2020年4月1日によりスタートする。

②利用ルール導入に関する動き
●三宅村雄山における東京都版エコツーリズムの実施

三宅島雄山は2000年の噴火後、立入禁止となっていたが、
警戒レベルの低下を機に、三宅村は東京都と雄山周辺の自
然に配慮しながら安全に利用してもらうためのルールを定めた
東京都版エコツーリズムを実施することとして、「三宅村雄山
一帯における自然環境保全促進地域の適正な利用に関する
協定」を2019年6月14日に締結した。具体ルールの内容は、
以下の通り（表Ⅳ-9-6）。協定締結後には、東京都自然ガイ
ドの養成講座の実施と認定を行い、2020年度からの本格実施
を目指している。

●奄美大島における利用ルール導入の動き
奄美大島利用適正化連絡会議（国・奄美市・民間事業

者・県等で構成）では、2019年2月27日から「金作原（きんさく
ばる）」（奄美市）において奄美大島の貴重な自然環境を保全
するための利用ルールの試行を行っている（表Ⅳ-9-7）。世
界自然遺産推薦地となっている金作原では、近年、来訪者
が増加しており、同ルールは、多人数利用等による自然環境
への負荷を低減させるとともに、質の高い自然体験の提供を
図るために導入するものである。法令に基づかない自主ルー
ルとして運用を行いながら改善を図り、法令に基づく規制の
導入を目指すとされている。

また、「湯湾岳（ゆわんだけ）」山頂エリアには希少動植物
が多く生息する。同エリアにおける利用ルールの策定、試行
実施に向けて、意見交換会が環境省奄美群島国立公園管
理事務所によって開催された。

（3）エコツーリズム推進法に基づく動向
①エコツーリズム推進全体構想の認定

2019年7月11日付けで認定されたエコツーリズム推進全体
構想は1件、11月16日付けで認定されたエコツーリズム推進全
体構想は1件（表Ⅳ-9-5）であり、これにより全体構想の認定
は全国で17件となった。

（4）世界自然遺産の動向
①「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界遺
産一覧表への記載に係る国際自然保護連合（IUCN）によ
る現地調査
日本政府は、2017年に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部

及び西表島」（鹿児島県、沖縄県）を国連教育科学文化機
関（ユネスコ）に対して世界自然遺産として正式推薦したが、
2018年5月に世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保
護連合（IUCN）から世界遺産一覧表への「記載を延期」す
ることが適当と勧告された。それを受けて、同年6月に一度推
薦を取り下げ、関係行政機関や地域関係者と連携し、有識
者の意見を伺いながら、再推薦に向けた準備を進めた。

日本政府は、世界遺産条約に基づく2020年の世界遺産委
員会における世界遺産登録審査に向けて、「奄美大島、徳
之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産候補地を改
めて推薦候補とすることを2018年11月に決定し、2019年2月
に、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」を世界
遺産条約に基づく世界遺産一覧表に記載するための推薦書
をユネスコ世界遺産センターに再提出した。それを受けて、
IUCNの専門家による現地調査が同年10月に実施された。

表Ⅳ-9-5	エコツーリズム推進全体構想の概要

阿蘇エコツーリズム推進全体構想（令和元年7月）

協議会名	 ：	阿蘇ジオパーク推進協議会
推進する地域	：	阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、

西原村、山都町の8つの市町村
【基本的な考え方】阿蘇地域の自然環境を保全しつつ、それを活かし、地
域固有の魅力を伝えていくことは、地震からの復興、そして活力ある持続
的な地域づくりへとつながるものと考える。

【主な自然観光資源】カルデラと阿蘇五岳を中心とする地域ならではの自
然（阿蘇カルデラ、中岳火口、草千里ヶ浜などの地形・地質。野焼きによ
り維持されてきた草原景観。白川水源、池山水源などの湧水、内牧、黒川
などの温泉郷。ミヤマキリシマ群落、ハナシノブ、ヒゴタイ、ツクシマツ
モト、オオダイガハラサンショウウオ、オオルリシジミなどの希少動植物
ほか）

【主なエコツアー】阿蘇の野焼き/阿蘇ジオパークガイド/草原トレッキング
/門前町散策と水基めぐり/ホーストレッキング/カヌー体験 など

吉野川紀の川 源流ツーリズム推進全体構想（令和元年11月）

協議会名	 ：	吉野川紀の川源流ツーリズム推進協議会
推進する地域	：	奈良県川上村

【基本的な考え方】自然と一体となった産業を育んで山と水を守り、 都市や
平野部の人たちが、 川上の豊かな自然の価値に触れ合って
もらえるような仕組みづくりを行う。

【主な自然観光資源】（自然環境に係るもの）吉野川源流−水源地の森、滝、
渓流、青根ヶ峰、白鬚山、伯母谷覗、星空、イヌワシ、クマタカ、ナガレ
ヒキガエル、カジカガエル、ゴイシツバメシジミ、ギフチョウ、蘚苔類 
など（風俗習慣、伝統的な生活文化に係るもの）吉野林業と関連する文化、
土倉庄三郎関連史跡、後南朝の歴史と伝承、伝統食（柿の葉寿司、とちも
ち等）、山の神信仰 など

【主なエコツアー】水源地の森ツアー（原生林の保全・継承）/星空観察会（自
然の夜の魅力伝達）、キャニオニング（源流域での清流体験を通した学び）
/苔観察トレッキング（小さな生命の観察と環境意識醸成）/洞窟探検（自然
の中での冒険）など

資料：環境省ホームページより（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-9-6	三宅島での主な具体ルール
・立ち入り制限区域（自然環境保全促進地域及び利用経路）
・東京都自然ガイド1人あたりの利用上限 10名
・1日あたりの最大利用者 40人
・利用期間 4月から11月
・最大利用時間 2時間／回
・災害発生時に備えたルール（入山時の装備や気象データの確認など）

資料：東京都資料より（公財）日本交通公社作成
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③地域自然資産法に基づく入域料導入に向けた動き
「地域自然資産法（正式名称：地域自然資産区域における

自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律）」
（2014年6月制定、2015年4月施行）に基づき、入域料を導
入する地域の動きが確認される。
●竹富島での入域料の徴収開始

竹富町は、「竹富島地域自然資産協議会」（2017年9月発
足）委員長からの答申（2018年5月）を受けて、2019年9月1日
より竹富島へ入島した観光客から任意の協力金として300円
を徴収している。

同仕組みの導入に向けて、2019年5月に「一般財団法人竹
富島地域自然資産財団」を設立、同年6月には「竹富町地域
自然環境保全事業及び自然環境トラスト活動に関する条例」
を制定、8月には「竹富島地域自然資産地域計画」を策定し
た。入域料の徴収業務は、町からの委託で竹富島地域自然
資産財団が実施し、券売機で徴収している。同財団による
と、地域計画に掲げた事業内容の理解促進のため、主な環
境保全活動を3項目24活動に分類し『アピール24』と名付け、
優先順位の高い活動から、順次進めていくこととしている。
●妙高山・火打山で自然環境保全に向けた社会実験

妙高山・火打山の美しい自然を保全し、次の世代に継承し
ていくため、自然環境保全にかかる500円の協力金を、登山
者の方に任意でお願いする社会実験を妙高市と環境省が協
力して実施した。2018年に協力率75.1％という成果が得られた
ことを受けて、入域料の本格導入に向けて、2019年度に登山
シーズンを通じた社会実験を実施した（期間は2019年7月1日
～10月31日）。笹ヶ峰、燕温泉、新赤倉登山口の3箇所の登
山口にて、収受員による収受や協力金箱による収受、昨年

度に引き続きアンケートが行われた。
生命地域妙高環境会議入域料検討部会では、2か年にわ

たる社会実験の結果を受けて、国立公園妙高の貴重な自然
環境の保全と持続可能な利用を目的に、地域自然資産法に
基づく「妙高山・火打山地域自然資産地域計画」（案）に関
する検討が行われた。同計画については、パブリックコメント
を行った上で計画を策定し、2020年7月1日からの入域料収受
の仕組みを本格導入する。

④日本エコツーリズム協会設立20年・	
（一社）日本エコツーリズム協会設立記念フォーラムの開催
日本エコツーリズム協会（1998年3月設立）は、設立20年を

機に、一般社団法人日本エコツーリズム協会を設立した。持
続可能な観光の仕組みを国内に広め、日本人の環境意識の
底上げを図ることを目的とするもので、設立を記念してフォー
ラム「日本型エコツーリズムがつくる未来～豊かな地域と環境
づくりをパートナーシップで実現～」を2019年12月2日（月）、3日
（火）に開催した。初日は基調講演のもと、「エコツーリズム
による未来への挑戦」、2日目は「現場から問われるエコツーリ
ズム発展の方向性」というテーマで、発表、討議が行れた。

⑤日本ジオパークの動向
2019年度に、第37、38回日本ジオパーク委員会が開催され、

現地調査の上、ユネスコ世界ジオパーク国内再認定、日本
ジオパーク新規認定等の審査が行なわれた。2019年に実施
されたユネスコ世界ジオパーク再認定審査の結果は表Ⅳ-9-8
の通り。

ユネスコ世界ジオパークにおいては、再認定が3件、1件は
国内推薦見送りとなった。日本ジオパークにおいては、新規
認定1件、再認定6件、条件付き再認定4件、新規認定保留
1件、新規認定見送り1件であった。結果、日本ジオパークは 
44 地域となった（ユネスコ世界ジオパークは9地域を含む）。 

� （後藤健太郎）

表Ⅳ-9-7	金作原利用適正化試行ルール（2019年10
月1日時点）

①ガイド同行

自然環境への負荷を低
減した適正な利用の推
進、自然体験の質の向
上（満足度の向上）、安
全確保

認定ガイドを利用するよう要請
車両1台につき認定ガイド1名の同行が必要
認定ガイド・貸切バスは、事前に利用時間・
人数を登録

②車両台数・人数の調整

自然環境への負荷を低
減、自然体験の質の向
上（混雑感の解消）
アクセス時やツアー時
の安全管理、交通渋滞
解消、自然環境への負
荷（離合時の踏圧など）
低減

・�認定ガイド車両は、同時間帯の利用台数を8
台以下

・�貸切バスは、同時間帯の利用台数を2台以下
・�認定ガイド・貸切バスの駐車時間は、1回あ
たり120分以下を目安

・�認定ガイド・バス事業者は事前に利用時
間・人数を登録、利用予定については関係
者間で共有

・�認定ガイド・バス事業者は他の事業者の利
用予定等を踏まえ、利用の分散に留意した
予定の調整を自主的に行う

・�認定ガイド1名あたりの案内人数は15名以
下

③通行規制

アクセス時の安全管
理、交通渋滞解消、自
然環境への負荷（離合
時の踏圧など）低減

「①ガイド同行」ルールにより、金作原利用は
認定ガイド車両及び貸切バスのみとなり、金
作原アクセス道路の通行量は抑制されるた
め、特に制限は設けない。

資料：奄美大島利用適正化連絡会議事務局資料（鹿児島県WEBページ）より作成

表Ⅳ-9-8	ジオパークの認定審査結果（2019年度）

ユネスコ世界ジオパーク認定

再認定
洞爺湖有珠山ユネスコ世界ジオパーク、室戸ユネ
スコ世界ジオパーク、アポイ岳ユネスコ世界ジオ
パーク

ユネスコ世界ジオパーク国内推薦

見送り Mine秋吉台ジオパーク

日本ジオパーク認定

再認定
Mine秋吉台ジオパーク、恐竜渓谷ふくい勝山ジオ
パーク、白山手取川ジオパーク、佐渡ジオパーク、
三陸ジオパーク、栗駒山麓ジオパーク

条件付き再認定
磐梯山ジオパーク、ジオパーク秩父、男鹿半島・
大潟ジオパーク、三島村・鬼界カルデラジオパー
ク

新規認定保留 桜島・錦江湾ジオパーク（エリア拡大）

新規認定見送り 五島列島の日本ジオパーク
資料：日本ジオパークネットワーク公式ホームページより作成
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国際観光旅客税を活用したインバウンド向け環境整備
世界文化遺産の新規登録

1．文化財保護法に基づく指定状況
文化財保護法の対象となる文化財の類型のうち、観光と

の関連が強い「文化的景観」（地域における人々の生活又は
生業及び当該地域の風土により形成された景観地）と「伝統
的建造物群保存地区」（宿場町、城下町、農漁村等）につ
いては、2020年3月31日現在、「重要文化的景観」65件、「重
要伝統的建造物群保存地区」120地区が選定されている（地
方ブロックごとの選定件数は図Ⅳ-10-1参照）。

2019年度は、「重要文化的景観」として1件、「重要伝統
的建造物群保存地区」として2件が新たに選定された（表Ⅳ
-10-1）。

南さつま市では、2020年3月に発行した「重要伝統的建造
物群保存地区『加世田麓』地区概要書」において、保存地
区を「生きている町並み博物館」と位置づけ、市民学芸員・
子ども学芸員の養成や麓まち歩きなどに取り組むとしている。

また、「南さつま市加世田麓」は、「薩摩の武士が生きた
町～武家屋敷群「麓」を歩く～」の構成文化財として、2019
年に日本遺産に登録された。この日本遺産は鹿児島県内9市

（鹿児島市、出水市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、
南さつま市、志布志市、南九州市、姶良市）にまたがるもので、

Ⅳ-10  歴史・文化

90件以上の構成文化財から成る。「南さつま市加世田麓」の
他、「出水市出水麓」「薩摩川内市入来麓」「南九州市知覧」
の計4件の重要伝統的建造物群保存地区を含む。

南さつま市加世田麓の取り組みの経緯については、表Ⅳ
-10-2の通りである。

2．文化庁の観光関連施策の動向
（1）概要

「明日の日本を支える観光ビジョン」で目標のひとつとして掲
げられた「文化財の観光資源としての開花」を実現するべく、
文化庁では2016年4月に「文化財活用・理解促進戦略プロ
グラム2020（以下、「プログラム2020」）」を策定した。「プロ
グラム2020」では、文化財の観光資源としての魅力を向上さ
せる取り組みを1,000事業程度実施するとともに、日本遺産を
はじめ、文化財を中核とする観光拠点を全国で200箇所程度
整備することを目標に掲げている。

2019年度は、それまでの「文化財の総合的な活用による
観光戦略実行プランの推進」という枠がなくなり、文化庁事
業全体として、観光振興に関連した事業が実施された（表Ⅳ
-10-3）。

※地域区分はp.141参照	 資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
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表Ⅳ-10-2　南さつま市加世田麓の取り組み経緯
南さつま市加世田麓

2008年 旧鯵坂正一郎邸の保存運動が住民等から起こる

2009年 住民・NPO・大学による旧鯵坂正一郎邸の応急修理 
旧鯵坂医院が国登録有形文化財となる

2010年 住民から市に、旧鯵坂正一郎邸の保存について要望が出される

2011年 鮫島（健志）家住宅・鮫島博家住宅が国登録有形文化財となる

2012年 旧鯵坂正一郎邸を市が取得 
町並み保存団体「かせだ歴史まちなみ懇話会」発足

～2013年 南さつま市加世田地区伝統的建造物群保存対策調査実施

2013年 旧鯵坂家住宅（旧鯵坂正一郎邸）が国登録有形文化財となる

2014年 懇話会から発展し、「かせだ歴史まちづくり協議会」発足

2015年 協議会を中心に「加世田麓まち歩き」が始まる

2017年 「南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例」施行 
南さつま市伝統的建造物群保存地区保存審議会発足

2019年 保存地区、保存活用計画決定
資料：南さつま市資料、文化庁資料より（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-10-1　2019年度に新規選定された重要文化的景観・重要伝統的建造物群保存地区
種別 文化財名 所在地 概要 選定年月日

重要文化的
景観

今帰仁村今泊の
フクギ屋敷林と集落景観 沖縄県今帰仁村

海、集落、農地、今帰仁城及び旧集落跡、山地から成る集落景観で、強風か
ら集落や屋敷を守るために植えられた緑豊かな防風林やフクギ屋敷林が特徴
的な、沖縄県の集落の成り立ちを伝える文化的景観

2019年10月16日

重要伝統的
建造物群
保存地区

たつの市龍野 兵庫県たつの市 うすくちしょうゆの発祥地として醸造業で栄えた龍野城下の商家町 2019年12月23日

南さつま市加世田麓 鹿児島県南さつま市 地形を巧みに活かして形成された、生垣が水路に映える鹿児島藩の武家地 2019年12月23日

資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
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（2）文化資源を活用した観光インバウンドのための環境整備
2019年1月から、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡

充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的として、国際
観光旅客税（通称：出国税）の運用が開始された。文化庁
では、国際観光旅客税を活用した事業として「文化資源を活
用した観光インバウンドのための環境整備」を掲げ、文化財
に新たな付加価値を付与して、より魅力的なものとなるよう“磨
き上げ”る取り組みを支援している。

①「日本博」を契機とした文化資源による観光インバウンドの
拡充
2018年3月に閣議決定された「文化芸術推進基本計画（第

1期）」では、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会（以下、「東京2020大会」）は、「スポーツの祭典で
あると同時に文化の祭典でもあり、我が国の文化芸術の価値
を世界へ発信する大きな機会であるとともに、文化芸術による
新たな価値の創出を広く示していく好機である」とされている。
文化庁では、東京2020大会を契機とする文化プログラムを全
国各地で展開しており、「日本博」はその中核事業として位
置づけられている。
「日本博」は、「日本人と自然」という総合テーマの下に、

縄文時代から現代まで続く「日本の美」を体現する美術展、
舞台芸術公演、文化芸術祭等を全国で展開するとともに、
国内外への戦略的プロモーションを推進し、文化による国家
ブランディングの強化、観光インバウンドの飛躍的・持続的拡
充を図ることを目的としている。

2019年度も全国各地で「日本博」を冠した様 な々プロジェク
トが実施された。

【総表】

表Ⅳ-10-3　2019年度文化庁予算の概要� （単位：百万円）

前年度 
予算額

2019年度
予算額 比較

108,229 116,709 8,481

事項 前年度 
予算額

2019年度
予算額 比較

Ⅰ文化資源の“磨き上げ”による好循環の創出 9,783 17,106 7,323

1　魅力ある文化資源コンテンツの創出・展開
  　●�「日本博」を契機とした文化資源による観光イ

ンバウンドの拡充
  　●�Living History（生きた歴史体感プログラム）事

業　他

1,250 7,859 6,609

2　�文化資源を活用した観光インバウンドのための拠
点形成と国際的発信

  　●�日本が誇る先端技術を活用した日本文化の魅力
発信

  　●文化財多言語解説整備事業　他

8,533 9,248 714

Ⅱ�文化芸術立国に向けた文化芸術の創造・発展と人
材育成 23,303 24,617 1,314

1　文化芸術創造活動への効果的な支援 5,984 6,092 109

2　�新たな時代に対応した文化芸術人材の育成及び子
供たちの文化芸術体験の推進 8,227 8,175 △ 52

3　我が国の文化芸術の創造力向上と新たな価値の創出 9,092 10,350 1,257

Ⅲ文化財の確実な継承に向けた保存・活用の推進 47,380 51,799 4,419

1　文化財の適切な修理等による継承・活用等 
  　●歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 
  　●地域の特色ある埋蔵文化財活用事業　他

38,579 38,937 358

2　文化財の公開活用、伝承者養成、鑑賞機会の充実等 
  　●�地域文化財の総合的な活用の推進 

（地域計画等活用拠点形成事業、日本遺産活性
化推進事業、文化財総合活用推進事業）　他

8,801 12,862 4,061

3　文化財防衛のための基盤の整備［再掲］ 24,193 24,778 585

Ⅳ文化発信を支える基盤の整備・充実 33,853 34,370 517

1　国立文化施設の機能強化（美術館、博物館、劇場） 29,166 29,133 △ 33

2　国立文化施設の整備（美術館、博物館） 2,298 2,375 77

3　美術館・博物館活動の充実 
  　●博物館を中核とした文化クラスターの形成　他 1,275 1,150 △ 125

4　生活者としての外国人に対する日本語教育の充実等 221 804 583

5　文化発信を支える基盤の整備・充実 893 908 15

資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成

表Ⅳ-10-4　2019年度「 Living　History（生きた歴史体感プログラム）促進事業」採択一覧
都道府県 補助事業者名 補助事業名 核となる文化財

新潟県 十日町市 芸術を生み出す縄文文化体感プログラム事業 新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器（火焔型土器）

兵庫県 姫路市 姫路城を活かした歴史体感プログラム事業 姫路城

広島県／京都府 旧軍港市日本遺産活用推進
協議会

日本遺産「鎮守府横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体
感できるまち～」の構成文化財を活かした歴史体感プログラム事業

旧呉鎮守府司令長官官舎、舞鶴旧鎮守府倉
庫施設

京都府 Living History in 京都・二
条城 協議会 Living History in 京都・二条城～生きた歴史体感プログラム～ 旧二条離宮（二条城）

石川県 石川県 「文化立県」いしかわの文化資源活用推進プログラム事業 兼六園、金沢城跡、青柏祭の曳山行事、奥
能登のあえのこと

石川県 金沢市 湯涌江戸村の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 旧松下家住宅

石川県 加賀市 加賀市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区

岩手県 矢巾町 矢巾町の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 徳丹城跡

和歌山県 和歌山市歴史体感プログラ
ム活用推進協議会 和歌山市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 和歌山城、和歌山城西ノ丸庭園、和歌山城

岡口門

奈良県 明日香村 明日香村の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 石舞台古墳

福井県 一乗谷朝倉氏遺跡活用推進
協議会 一乗谷朝倉氏遺跡　戦国体感プログラム事業 一乗谷朝倉氏遺跡

島根県 津和野町 津和野藩校養老館を活かした歴史体感プログラム事業 津和野伝統的建造物群保存地区

鹿児島県 仙巌園歴史体感プログラム
活用推進協議会 仙巌園歴史体感プログラム事業 仙巌園附花倉御仮屋庭園、犬追物関係資料、

島津家文書

富山県 高岡市歴史文化推進協議会 高岡市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 勝興寺

京都府 Living History in 京都御所
運営協議会 Living History in 京都御所～生きた歴史体感プログラム～ 西行物語絵巻、融通念仏縁起、桑実寺縁起、

雅楽
� 資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
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②Living History（生きた歴史体感プログラム）事業
「Living History（生きた歴史体感プログラム）促進事業」

では、国指定・選定文化財を核として、文化財の付加価値
を高め、収益の増加等の好循環を創出するため、史料や研
究資料等に基づいた復元行事や展示・体験事業を通じて、
歴史的な出来事や当時の生活を再現することにより、生きた
歴史の体感・体験につなげ、文化財の理解を促進する取り
組みを支援している。

また、「観光拠点整備事業」として、訪日外国人観光客が
多く見込まれる日本遺産や世界文化遺産などにおいて、文化
財の魅力向上につながる一体的な整備や公開活用のための
コンテンツの作成等を行うことで、観光拠点としてのさらなる磨
き上げを図っている。

2019年度の「Living　History（生きた歴史体感プログラ
ム）促進事業」には15件が採択され（表Ⅳ-10-4）、縄文時
代から明治時代まで、様 な々時代をテーマにした歴史体感プ
ログラムの開発が進められている。

③日本が誇る先端技術を活用した日本文化の魅力発信
「日本が誇る先端技術を活用した日本文化の魅力発信」で

は、訪日外国人観光客の観光地における体験滞在の満足度
向上や再訪に結びつけるため、日本の玄関口である主要な
空港や主要な観光地等において、文化財をはじめとする日本
固有の文化資源を、先端技術を活用して効果的に発信する
としている。また、日本文化の多様な魅力・コンテンツに関す
る情報入手を容易にするため、文化遺産・観光コンテンツバ
ンクの構築も挙げている。

2019年度は、仙台空港・広島空港・熊本空港での4K高
精細映像の発信等が行われた。

④文化財多言語解説整備事業
「文化財多言語解説整備事業」では、訪日外国人観光客

の地域での体験滞在の満足度を向上させるため、文化財に
対する多言語で先進的・高次元な言語解説の整備への支援
を、観光施策と連携させつつ実施している。

2019年度の採択件数は50件で、多言語対応音声ガイド整
備、QRコード付き案内板作成、多言語パンフレット制作、解
説アプリ作成、VR ／ AR技術を用いた映像コンテンツ作成、
多言語ウェブサイト構築等が行われた。

（3）観光と文化をテーマとした国際会議
2019年12月12日～13日、京都市で第4回「国連世界観光

機関（UNWTO）/ユネスコ 観光と文化をテーマとした国際
会議」が開催された。「将来世代への投資　～観光×文化×
SDGs ～」を会議全体のテーマとし、閣僚級会合や分科会に
て議論が行われた他、門川京都市長による特別講演が行わ
れた。会議の成果として、今後の観光と文化に関する取り組
み指針となる「観光・文化京都宣言」が採択された。「観光」

「文化」「地域コミュニティ」の関係のマネジメントについて京

都の取り組みが評価され、「京都モデル」として活用を推進
するべきことと明　記された。

３．文化財活用に関する計画策定の動向
（1）�文化財保存活用地域計画・歴史文化基本構想、文化

財保存活用大綱
①文化財保存活用地域計画・歴史文化基本構想

地域に存在する文化財を、指定・未指定にかかわらず幅
広く捉えて的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて、
総合的に保存・活用するための計画である「文化財保存活
用地域計画（以下、地域計画）」は、各市町村が目指す目
標や中長期的に取り組む具体的な内容を記載した、当該市
町村における文化財の保存・活用に関する基本的なアクショ
ンプランとされている。2018年度の文化財保護法の改正に伴
い、それまでの「歴史文化基本構想（以下、基本構想）」を
実効的に発展させ法律に位置づけたもの。「プログラム2020」
では、基本構想や地域計画の策定が、文化財を中核とする
観光拠点整備の基盤のひとつとして位置づけられている。

2020年3月31日現在、9件の地域計画と119件の基本構想が
策定されている。

地域計画や基本構想については、文化庁が「地域文化
財総合活用推進事業」内において「文化財保存活用地域計
画等作成支援事業」を実施し、地域計画や基本構想の策定、
及び改訂に対する支援（基本構想の策定・改訂は、2018年
度採択事業のみ対象）を引き続き実施した（2019年度の採択
件数は、文化財保存活用地域計画作成事業45件、歴史文
化基本構想策定事業16件）。

また、「文化財保存活用地域計画等を活用した観光拠点
づくり事業」を実施し、地域計画等を活用した観光拠点づくり
に資する事業（情報発信、人材育成、普及啓発、公開活
用に資する設備整備等）に対する支援を行った。

②文化財保存活用大綱
文化財保護法の改正に伴い新たに制度化された「文化財

保存活用大綱（以下、大綱）」は、都道府県における文化
財の保存・活用の基本的な方向性を明確化するもので、域
内の文化財の総合的な保存・活用の方針や複数の市町村に
またがる広域的な取り組み、市町村への支援の方針などに
ついて定められる。

2020年3月31日現在、16府県で策定されている。
大綱についても文化庁が「地域文化財総合活用推進事

業」内において「文化財保存活用大綱作成支援事業」を
実施し、各都道府県で作成に向けた作業が進められている

（2019年度の採択件数は21件）。

（2）日本遺産
文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の

文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」
として認定している。ストーリーを語る上で不可欠な、魅力あ
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る有形・無形の文化財群を地域が主体となって総合的に整
備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の
活性化を図ることを目的としている。「プログラム2020」に掲げ
る文化財を中核とする観光拠点の代表例と位置づけられてい
る。

2019年度は、新たに16件が認定され（表Ⅳ-10-5）、2020
年3月31日現在、83件のストーリーが認定されている（地方ブ
ロックごとの認定件数は図Ⅳ-10-2）。

日本遺産については文化庁が「日本遺産魅力発信推進事
業」「観光拠点整備事業（地域文化財総合活用推進事業）」

「文化遺産観光拠点充実事業」「日本遺産プロモーション事
業」を実施し、日本遺産認定後に行う情報発信、人材育成、
普及啓発、調査研究、公開活用のための整備、構成文化
財の魅力向上等の事業に対して財政支援を行うとともに、各
認定地域が抱える個別の課題に対して指導・助言を行う日本
遺産プロデューサーの派遣等を行っている。

（3）歴史的風致維持向上計画
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」

（愛称：歴史まちづくり法）は、現代社会において失われつ
つある地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを支
援するもので、文化庁、農林水産省、国土交通省の共管と
なっている。市町村が作成した「歴史的風致維持向上計画」
に対して国の認定がなされると、歴史まちづくり法に基づく様々
な特別の措置や国による支援が受けられるようになる。

2019年度は、内子町（愛媛県）、大分市（大分県）、津
島市（愛知県）、佐渡市（新潟県）、長崎市（長崎県）の5
件が新たに認定され、2020年3月31日現在、81件が認定されて
いる。

４．世界文化遺産に関する動向
（1）世界文化遺産
①「百舌鳥・古市古墳群─古代日本の墳墓群─」の世界遺
産登録
2019年6月30日から7月10日にかけてアゼルバイジャン共和国

のバクーで開催された第43回世界遺産委員会において、「百
舌鳥・古市古墳群─古代日本の墳墓群─」が、新たに世界
遺産一覧表に記載された。

本資産は全45件の構成資産からなり、日本最大の古墳で
ある仁徳天皇陵古墳（大仙古墳）、第2位の大きさである応
神天皇陵古墳（誉田御廟山古墳）など、49基の古墳が含まれ
る。世界遺産に登録されるためには、申請案件が「顕著な
普遍的価値（Outstanding Universal Value、OUV）」を備
えている必要があるが（表Ⅳ-10-6）、本資産は評価基準 （ⅲ）
と（ⅳ）を満たしていると決議された。群をなす墳墓の規模と
形によって政治・社会の秩序を表現するという日本古墳文化
の典型的かつ代表例という点（ⅲ）、規模及び形態が多様な

図Ⅳ-10-2　�地方ブロックごとの日本遺産認定件数 
（2020年3月31日現在）

資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
※地域区分はp.141参照
※複数地域にまたがるものがあるため、地方別の合計は認定件数と合致しない
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表Ⅳ-10-5　2019年度に新規認定された日本遺産（2019年5月20日認定）
都道府県 申請者（◎は代表自治体） ストーリーのタイトル

北海道 ◎赤平市、小樽市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、三笠市、栗
山町、月形町、沼田町、安平町 本邦国策を北海道に観よ！ ～北の産業革命「炭鉄港」～

宮城県・岩手県 宮城県（気仙沼市、南三陸町、◎涌谷町）、岩手県（平泉町、陸前高田市） みちのくGOLD浪漫 ─黄金の国ジパング、産金はじまりの地をたどる─
群馬県 館林市 里沼（SATO-NUMA） ─「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上げた館林の沼辺文化─

福井県 ◎福井県（福井市、勝山市） 400年の歴史の扉を開ける旅 ～石から読み解く中世・近世のまちづくり  越前・
福井～

愛知県 名古屋市 江戸時代の情緒に触れる絞りの産地 ～藍染が風にゆれる町  有松～
三重県 ◎鳥羽市、志摩市 海女（Ama）に出逢えるまち 鳥羽・志摩 ～素潜り漁に生きる女性たち
滋賀県・岐阜県・
京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・
和歌山県

滋賀県（◎大津市、長浜市、近江八幡市）、岐阜県（揖斐川町）、京都府（宇治市、
京都市、亀岡市、宮津市、舞鶴市）、大阪府（和泉市、藤井寺市、茨木市、箕面市）、
兵庫県（宝塚市、加東市、加西市、姫路市）、奈良県（高取町、明日香村、桜井
市、奈良市）、和歌山県（那智勝浦町、和歌山市、紀の川市）

1300年つづく日本の終活の旅 ～西国三十三所観音巡礼～

大阪府 泉佐野市 旅引付と二枚の絵図が伝えるまち ─中世日根荘の風景─
大阪府 河内長野市 中世に出逢えるまち ～千年にわたり護られてきた中世文化遺産の宝庫～
兵庫県 赤穂市 「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂
鳥取県・兵庫県 鳥取県（◎鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）、兵庫県（香美町、新温泉町） 日本海の風が生んだ絶景と秘境 ─幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因幡・但馬」

島根県 ◎浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉
賀町 神々や鬼たちが躍動する神話の世界 ～石見地域で伝承される神楽～

岡山県・香川県 岡山県（◎笠岡市）、香川県（丸亀市、土庄町、小豆島町） 知ってる!? 悠久の時が流れる石の島 ～海を越え、日本の礎を築いた せとうち
備讃諸島～

徳島県 徳島市、吉野川市、阿波市、美馬市、石井町、北島町、◎藍住町、板野町、上
板町 藍のふるさと  阿波 ～日本中を染め上げた至高の青を訪ねて～

鹿児島県 ◎鹿児島県（鹿児島市、出水市、垂水市、薩摩川内市、いちき串木野市、南さ
つま市、志布志市、南九州市、姶良市） 薩摩の武士が生きた町 ～武家屋敷群「麓」を歩く～

沖縄県 ◎沖縄県（那覇市、浦添市） 琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」
資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
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古墳によって日本列島の古代王権形成・発展過程の独特な
歴史段階が示されている点（ⅳ）が評価されている。

本資産の世界遺産登録により、2020年3月31日現在、日本
国内の世界遺産数は全23件（文化遺産19件、自然遺産4件）
となった。

本資産は都市部に位置しており、世界遺産委員会の決議
文では、将来的な開発計画について遺産影響評価の手法を
開発し実施することなどが勧告された。

全長840mの仁徳天皇陵古墳をはじめ、規模の大きい古墳
が広範囲に点在しているため、地上からはその全体像を把
握するのが難しく、また宮内庁が管理する陵墓は内部公開さ
れていないため、世界遺産としての価値の伝達が課題となっ
ている。数年前より、小型飛行機で上空から古墳群全体を
鑑賞する遊覧飛行や、VR技術を用いた疑似体験ツアーが実
施されている他、堺市では気球遊覧の実現に向けて、今後
実証実験等を行う予定としている。

②「富士山─信仰の対象と芸術の源泉─」に対する保全状況
審査

第43回世界遺産委員会においては、保全状況審査の対
象となっている「富士山─信仰の対象と芸術の源泉─」に対
する審査も行われた。2016年開催の第40回世界遺産委員会
において保全状況審査を受けた際、2019年の世界遺産委員
会において優良事例として活動の成果を共有するよう要請を
受けていた。

世界遺産登録時に指摘された「来訪者管理戦略」や「情

報提供戦略」といった6つの追加的勧告の全てについて進展
が見られると評価された。新たな開発規制対策案を含む最新
の保全状況について、2020年12月までに提出することが求め
られた。

③各世界文化遺産の取り組み
世界文化遺産に対しては、文化庁が「地域文化財総合活

用推進事業」「文化遺産観光拠点充実事業」を実施し、人
材育成、普及啓発、調査研究、情報コンテンツ作成、活用
環境整備に対する支援を行った。

2019年は、「古都京都の文化財」が登録25周年、「日光
の社寺」が登録20周年、「紀伊山地の霊場と参詣道」が登
録15周年、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が登録5周年、「長
崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が登録1周年を迎
えた。
「古都京都の文化財」では、第4回「国連世界観光機関

（UNWTO）/ユネスコ 観光と文化をテーマとした国際会議」
と同日に、持続可能な文化観光の推進を掲げた「世界文化
遺産活性化シンポジウム」を開催し、研究者、行政、寺社、
観光事業者等によるパネルディスカッションが行われた。「日光
の社寺」や「紀伊山地の霊場と参詣道」では、記念御朱印
の授与、特別拝観や限定ツアーなど、各構成資産において
特別プログラムが実施された。

④我が国の暫定一覧表記載文化遺産
2020年3月31日時点の我が国の暫定一覧表記載文化遺産

は、全6件となっている（表Ⅳ-10-7）。
2019年12月、日本政府は暫定リストのうち「北海道・北東

北の縄文遺跡群」を世界文化遺産に推薦することを正式決
定し、2020年1月にユネスコに対して推薦書を提出した。2018
年7月に国の文化審議会で推薦候補に選ばれていたが、ユネ
スコの方針で登録審査が1国1件に限定される中、2018年度は
自然遺産（「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」）
が推薦資産となったため、2019年7月の文化審議会で改めて
推薦候補に選ばれていた。

今後は、2020年9月頃にICOMOSによる現地調査が行わ
れ、2021年5月頃に登録の可否を勧告、夏に開かれる第45回
ユネスコ世界遺産委員会で最終的に登録の可否が判断され
る予定。

表Ⅳ-10-6　�顕著な普遍的価値の評価基準（「世界遺産
条約履行のための作業指針」より）

(i) 人間の創造的才能を表す傑作である。

(ii)
建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価
値観の交流を示すものである。 

(iii)
現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明
の存在を伝承する物証として無二の存在（少なくとも希有な存在）で
ある。 

(iv) 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、
あるいは景観を代表する顕著な見本である。 

(v)

あるひとつの文化（又は複数の文化）を特徴づけるような伝統的居住
形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本であ
る。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である。（特
に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの ）

(vi)
顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、
芸術的作品、あるいは文学的作品と直接又は実質的関連がある。（こ
の基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい）

(vii) 最上級の自然現象又は類まれな自然美・美的価値を有する地域を包
含する。 

(viii)
生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、
あるいは重要な地形学的又は自然地理学的特徴といった、地球の歴
史の主要な段階を代表する顕著な見本である。 

(ix)
陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において、
重要な進行中の生態学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見
本である。 

(x)
学術上又は保全上、顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのある
種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自
然の生息地を包含する。 

資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成

※拡張

表Ⅳ-10-7　�わが国の暫定一覧表記載文化遺産
NO. 遺産名 所在地 記載年
1 古都鎌倉の寺院・神社ほか 神奈川県 1992
2 彦根城 滋賀県 1992
3 飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群 奈良県 2007

4 北海道・北東北の縄文遺跡群 北海道・青森県・
岩手県・秋田県 2009

5 金を中心とする佐渡鉱山の遺産群 新潟県 2010

6 平泉-仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び
考古学的遺跡群- 岩手県 2012

資料：文化庁資料より（公財）日本交通公社作成
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５．その他の動向
（1）首里城火災

2019年10月31日、首里城跡で火災が発生し、復元された
首里城正殿等、8棟の建造物が焼損した。出火原因は電気
系統による可能性が高いとされているが、特定には至らなかっ
た。

政府は、首里城復元のための関係閣僚会議を設置し、同
年12月に「首里城復元に向けた基本的な方針」を決定した。
基本方針には、前回復元時の考え方を踏襲し、1712年再建
の首里城正殿を復元すること、防火対策を強化すること、沖
縄の伝統技術活用のための支援をすること、などが盛り込ま
れた。正殿は2026年までの復元が目指されており、復元工事
の様子を公開しながら作業が進められている。

文化庁では、首里城及び2019年4月15日に発生したフラン
ス・パリのノートルダム大聖堂の火災を受けて、国宝・重要
文化財の緊急状況調査を実施した。本調査結果等を踏まえ、

「文化財の防火対策ガイドライン」及び「世界遺産・国宝等
における防火対策５か年計画」を策定、今後この計画に沿っ
て防火対策を進めていくとしている。

（2）寺泊をめぐる近年の動き
観光庁では、城泊・寺泊による歴史的資源を活用した観

光まちづくりの推進に取り組んでおり、「観光ビジョン実現プロ
グラム2019」には、訪日外国人観光客に向けた「地域の新し
い観光コンテンツの開発」の一環として、城泊や寺泊などの、
泊まって楽しむ体験型宿泊コンテンツの開拓が盛り込まれた。
様々な文化体験が可能な寺を活用したユニークな体験型宿
泊コンテンツを開発することで、訪日外国人観光客の地方誘
客を促進し、長期滞在や旅行消費額の増加等が目指されて
いる。2020年度からは、「城泊・寺泊による歴史的資源の活
用事業」という支援事業も行っている。

法隆寺では2019年9月、世界遺産の緩衝地帯である門前
地区に門前宿「和空 法隆寺」が開業した。斑鳩町は、法
隆寺のみを拝観して帰る「拠点・通過型観光」から、「散策・
回遊・滞在型観光」への転換を図っており、2014年10月に「法
隆寺周辺地区特別用途地区内における建築物の制限の緩
和に関する条例」を施行し、新たな施設立地を促していた。
当宿泊施設が規制緩和後初の宿泊施設開業となる。周囲の
景観に配慮した建物で、茶道、華道、書道、香道などの和
文化体験も可能。

和空シリーズの宿泊施設は、これまでに宿坊型ホテル「和
空 下寺町」（大阪府大阪市、2017年4月）、宿坊「和空 三井
寺」（滋賀県大津市、2018年8月）が開業しており、一般社団
法人全国寺社観光協会が監修、株式会社和空プロジェクト
が運営を手がけている。また、宿泊可能な全国の寺を検索・
予約できるウェブサイト「テラハク」も開設している。

2019年7月には、「Temple Hotel正伝寺」（東京都港区）
が開業した。開業の背景には、人口減少による寺院の檀家
減少と、寺院における業務煩雑化とIT活用余地の大きさがあ
るという。24時間完全無人の宿坊で、宿泊者はテレビ電話で
チェックイン・チェックアウトを完了できる。数珠やお守り作りの
ワークショップ、写経体験も可能。

「お寺ステイ（OTERA STAY）」を運営する株式会社シェ
アウィングと日蓮宗 松流山 正傳寺とのパートナーシップにより
開業したもので、株式会社シェアウィングでは、これまでに5軒
の宿坊を開業しており、「Temple Hotel正伝寺」が6軒目とな
る。

� （門脇茉海）
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新・湯治推進プランの展開
チーム新・湯治の活動本格化

（1）温泉地利用状況
①2018年度の温泉利用状況

環境省の「温泉利用状況」によると、2018年度（2019年3月
末現在）、温泉地を有する市町村は1,453団体（前年度比1ヵ
所減）、温泉地数（宿泊施設のある温泉地）は全国で2,982ヵ
所（同1ヵ所減）であった（表Ⅳ-11-1）。

源泉総数は27,283ヵ所（同14ヵ所減）で、このうち利用源
泉数が17,085ヵ所（自噴4,128ヵ所、動力12,957ヵ所）となって
いる。前年度に比べて自噴44ヵ所の減少・動力78ヵ所の減少
となった。

宿泊施設数は12,875軒（同15軒増）、収容定員は1,323,011
人（ 同21,943人 減 ）となった。 延 べ 宿 泊 利 用 人 員は
130,563,552人となり、前年度より4,230人減少した。

温泉法（昭和23年法律第125号）に基づき環境大臣が指
定した「国民保養温泉地」の延べ宿泊利用人員は、9,698,308
人（同476,171人増）であった。

温泉地数を都道府県別にみると、北海道が246ヵ所と最も
多く、以下、長野県210ヵ所、新潟県144ヵ所、福島県136ヵ所、
青森県125ヵ所と続き、東日本が上位を占めている。

源泉数では、大分県が4,445ヵ所と突出しており、以下、
鹿児島県2,755ヵ所、静岡県2,252ヵ所、北海道2,173ヵ所、
熊本県1,352ヵ所、青森県1,081ヵ所と続く。

②2018年度入湯税額
総務省の「入湯税に関する調」によると、2018年度の課税

市町村数は992市町村（前年度11市町村増）、入湯客数は
186,055,476人（同3,728,503人減）、入湯税額（決算額）は
約224億円（同2億円減）であった。

税率採用状況をみると、906団体（全市町村に占める割合
91.3％）で150円の標準税率が採用されている（表Ⅳ-11-2）。
2018年度に150円を超える税率を適用していた市町村は5団
体で、岡山県美作市・大阪府箕面市では200円、三重県桑
名市の一部ホテル・旅館では210円、北海道釧路市・北海
道上川町の一部ホテル・旅館では250 円が徴収されている。

なお、2019年度からは大分県別府市も入湯税額を引き上
げ、宿泊料金又は飲食料金に応じて6,001円以上50,000円以
下では250円、50,001円以上では500円が徴収されている。

（2）温泉地活性化に向けた動向
①新・湯治の推進

2017年7月、温泉地保護利用推進室（環境省）が開催した
「自然等の地域資源を活かした温泉地の活性化に関する有

Ⅳ-11  温泉

表Ⅳ-11-1	 温泉利用状況の経年変化

年度 市町村数 温泉地数 計 宿泊施設数 収容定員 年度延べ
宿泊利用人員

温泉利用の
公衆浴場数

国民保養温泉地
年度延べ

宿泊利用人員
A 利用源泉数 B 未利用源泉数

自噴 動力 自噴 動力
2008 1,470 3,133 28,033 4,874 13,997 3,149 6,013 14,787 1,415,597 132,677,295 7,913 10,498,930
2009 1,445 3,170 27,825 4,711 13,930 3,225 5,959 14,294 1,407,164 127,929,516 7,913 10,479,554
2010 1,440 3,185 27,671 4,460 13,476 3,325 6,410 14,052 1,411,884 124,925,272 7,902 9,563,332
2011 1,436 3,108 27,532 4,413 13,396 3,296 6,426 13,754 1,394,107 120,061,329 7,717 8,976,989
2012 1,436 3,085 27,221 4,286 13,354 3,232 6,346 13,521 1,373,508 124,695,579 7,771 8,823,770
2013 1,439 3,098 27,405 4,260 13,394 3,348 6,403 13,358 1,377,387 126,422,229 7,816 8,951,999
2014 1,434 3,088 27,367 4,142 13,181 3,484 6,560 13,278 1,377,591 127,974,837 7,883 8,726,377
2015 1,461 3,084 27,213 4,075 13,081 3,530 6,527 13,108 1,371,063 132,064,038 7,864 8,856,161
2016 1,449 3,038 27,421 4,117 13,100 3,549 6,655 13,008 1,354,607 130,127,812 7,898 8,870,292
2017 1,454 2,983 27,297 4,172 13,035 3,453 6,637 12,860 1,344,954 130,567,782 7,935 9,222,137
2018 1,453 2,982 27,283 4,128 12,957 3,458 6,742 12,875 1,323,011 130,563,552 7,936 9,698,308

※1　温泉地数は宿泊施設のある場所を計上。� 資料：環境省「温泉利用状況」よりJTBF作成
※2　宿泊利用人員は参考数値。

表Ⅳ-11-2	 入湯税の税率採用状況（2018年度）

税率（円） 20 40 50 70 80 100 120 130 150
（標準） 200 210 250 合計

市町村数  2  5  13  3  3  50  2  3  906  2  1  2  992 

構成比（％） 0.2 0.5 1.3 0.3 0.3 5.0 0.2 0.3 91.3 0.2 0.1 0.2 100.0 
※1　市町村数は、2018年度中に入湯税の現年度調定済額があった団体の数である。� 資料：総務省「入湯税の概要」よりJTBF作成
※2　標準とする税率の他に不均一課税を行っている場合には、標準とする税率採用団体として計上している。
※3　東京都特別区は、23区をそれぞれ1団体として計上している。
※4　表中の数値は表示単位未満四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。
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識者会議」にて、現代のライフスタイルに合った温泉地の過ご
し方「新・湯治」が提言された。2019年度には、同提言中の
「新・湯治推進プラン」実現のために2018年度に策定された
ロードマップ（2018～2022年度（5年間））に基づき、主に次
の事業が展開された。

●新・湯治コンテンツモデル調査事業
チーム内の取り組みとして期待されるコンテンツをモデル調

査として行い、その効果と有用性を発信することを目的として
実施された。チーム員から6件の応募があり、うち湯村温泉（兵
庫県美方郡新温泉町）の「温泉地×温熱×リラックス」、東鳴
子温泉（宮城県大崎市）の「温泉地×身近なマイノリティ」、
伊豆修善寺温泉（静岡県伊豆市）の「温泉地×Business 
Woman＆オープンイノベーション」）が採択され、事業の途中
経過が発信された（表Ⅳ-11-3）。

●全国「新・湯治」効果測定調査プロジェクト
温泉地滞在で得られる療養効果を全国統一的なフォーマッ

トにて把握・発信することで温泉地のにぎわい創出・温泉地
の価値向上を目指す取り組みとして、2018年度に全国20カ所
の温泉地を対象とした効果測定調査が行われ、2019年度には
その結果が発表された。約4000件のサンプルを得て分析した
ところ、温泉地訪問後は心身に良い変化がみられること、温
泉地で周辺観光等のアクティビティに参加すると症状改善効
果が高いことが明らかとなり、新・湯治の療養効果が数値的
に確認された。

●新・湯治に関するセミナー等の開催
チーム員を主な対象とした「チーム　新・湯治セミナー」が

2018年度のチーム新・湯治立ち上げから2019年度末までに
計7回実施され、温泉地活性化に向けたチーム員の活動や
環境省の事業等について報告された（表Ⅳ-11-4）。また、
2020年1月には、地方公共団体や温泉事業者に向けた温泉
熱の有効活用促進セミナーが実施され、「温泉熱有効活用
に関するガイドライン」の普及及び温泉熱の有効活用に関す
る情報提供が図られた。

②第４回全国温泉地サミット、及び第1回チーム新・湯治全
国大会の開催
2019年10月4日（金）、温泉地保護利用推進室（環境省）

が主催する第4回全国温泉地サミット、及び第1回チーム新・
湯治全国大会が、浜松町コンベンションホール（東京都港区）
にて同時開催された。全国から首長等18名、チーム新・湯
治チーム員75団体（125名）を含む194名が参加し、活発な
議論が交わされた。

サミットにおいては、国民保養温泉地の指定（新規指定：
あつみ温泉・山形県鶴岡市、拡充指定：湯布院温泉郷・大
分県由布市）がなされた。事例紹介においては、兵庫県新
温泉町より温泉を活かして健康長寿を目指す取り組みについ
て発表があったほか、大分県竹田市からは国民のための健
康づくり・予防医療を推進する取り組みについて説明された。

チーム新・湯治全国大会では、発足より一年ほど活動して
きたチーム員からの報告やコメントがあった。また、環境省は
新・湯治の今後の展開について、チーム員間の連携を進め
るための具体的方策の提案、継続的な新しい話題提供が重
要だとした上で、暮らしの中・経済活動の中にいかに温泉の
持つ力を取り込んでもらえるかを考えること、また働き方改革・
休み方改革等の社会の動きや国の施策と連動して進めること
が重要であるとの考えを示した。具体的には、温泉地での企
業活動を誘致するための手引きの作成や普及、全国の「新・
湯治」を体現するプログラムへのロゴマーク付与及びロゴマー
ク付きプログラムを集約・ＰＲするための仕組みの構築等が検
討されている。

表Ⅳ-11-4	 「チーム新・湯治」セミナーのテーマ

第1回 温泉地でのイマドキの湯治を考える（2018.12.5）

第2回 温泉地を『リフレッシュできる環境』に再生する（2019.1.25）

第3回 温泉地×企業で、新しいスタイルの滞在を創出する
（2019.3.6）

第4回 全国「新・湯治」効果測定調査プロジェクト結果報告
（2019.6.4）

伊豆半島 温泉地での新しいスタイルの滞在で、伊豆のジオの恵みを
活かす（2019.7.11）

第5回 温泉地に求められるトータルデザイン力（2019.9.12）

雲仙温泉 地域資源としての温泉と今後の町づくりを考える
（2020.2.14）

資料：環境省HPよりJTBF作成

表Ⅳ-11-3	 新・湯治モデルコンテンツ調査概要
■湯村温泉（兵庫県新温泉町）
実施者 新温泉町
テーマ 「温泉地×温熱×リラックス」

内容

「身体を温める」をコンセプトとして、高温で豊富な温泉
と川沿い空間を活かした体験プログラムを開発・提供し、
効果やニーズ等を把握。参加者からは高評価を得た一方、
事前の情報提供の不足、装具の課題等、改善すべき点も
明らかになった。

■東鳴子温泉（宮城県大崎市）
実施者 鳴子ワカモノ湯治
テーマ 「温泉地×身近なマイノリティ」

内容

身近なマイノリティ（LGBT、乳がん手術経験者等）が、
温泉への"入りづらさ"を忘れて心身の休養・保養ができ
る環境づくりを目指し（「ひとにやさしい温泉地プロジェ
クト」）、旅館宿泊者やマイノリティ当事者に対するアン
ケート調査、モニター調査等を実施。プロジェクトへの
理解・賛同を得るとともに、当事者のニーズ等を把握し
た。

■伊豆修善寺温泉（静岡県伊豆市）
実施者 株式会社ベーシック
テーマ 「温泉地×Business Woman＆オープンイノベーション」

内容

様々な企業の業種・部門のBusiness Womanが集い、温
泉や自然を楽しみながら交流することで思考の枠組みを
外すオープンイノベーションミーティングを実施。参加
者からは、温泉地で実施することによってリフレッシュ
でき、さらに企業の垣根を超えて女性リーダーが交流す
ることで女性活躍推進の意欲向上に繋がる、といった声
が挙がった。

資料：環境省HPよりJTBF作成
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③温泉利用型健康増進施設
「温泉利用型健康増進施設」とは、厚生労働省が定める

一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ること
ができる施設のことをいう。1988年に規定が設けられた際は、
温泉利用と有酸素運動を行える設備が同一の施設内にある
必要があったが、2016年3月に基準が緩和され、入浴施設と
運動施設が異なる場合であっても、運営が一体となっており
近接性について一定の要件を満たせば、温泉利用型健康増
進施設（連携型）として認定可能となった。2019年度には、「瀬
戸内温泉たまの湯」（岡山県玉野市）が温泉利用型健康増
進施設（連携型）として新たに認定されている。

（3）国民温泉保養地に関する動向
●指定状況等

国民保養温泉地は、2020年6月末時点で、80カ所が指定さ
れている。2019年度にはあつみ温泉（山形県鶴岡市）が新
規指定されたほか、湯布院温泉郷（大分県由布市）が拡充
指定されている。各温泉地の温泉地計画は表（表Ⅳ-11-5）
のとおりである。

なお、あつみ温泉では、2019年6月18日に起きた山形県沖
地震の影響により7つある温泉旅館のすべてが休業したが、
同年7月1日より宿泊施設の営業を再開するとともに、同月31日
まで山形県・鶴岡市の補助により宿泊料割引キャンペーンを
実施するなど、観光客の呼び戻しを図っていた。同年10月の
国民保養温泉地指定を受け、鶴岡市はより積極的にあつみ
温泉を発信していくとの姿勢を示した。

（4）温泉に関する評価
●にっぽんの温泉100選

旅行会社社員等が選んだ温泉地ランキング「第33回にっぽ
んの温泉100選（2019年度）」（主催：株式会社観光経済新
聞社）では、「草津温泉」（群馬県吾妻郡草津町）が17年連
続で1位となった。2位は「別府八湯」（大分県別府市、昨年
2位）、3位は「指宿温泉」（鹿児島県指宿市、昨年4位）であっ
た。（表Ⅳ-11-6）

●温泉総選挙
2018年度に引き続き、「温泉総選挙2019」（主催：旅して日

本プロジェクト、後援：環境省・観光庁・内閣府・総務省・
経済産業省）が実施された。本事業は、投票を通じて温泉
地の様 な々情報を発信し、来訪者を増やすことを目的としてい
る。2016年度までは温泉総選挙選考委員会（環境省・日本
温泉協会・日本温泉気候物理医学会等から構成される）によ
り全ての賞が選定されていたが、2017年度以降は一般からの
投票も募っている。

各温泉地が9部門のうち1部門を選んでエントリーし、2019年
度は約20万票の一般投票により各部門賞が決定。さらに各
後援省庁の選定基準に基づき省庁賞（4賞）、温泉総選挙選
考委員会により特別賞（8賞）を選出した。（表Ⅳ-11-7）

（5）その他の動向
①温泉地における廃旅館の整備

各地で廃業後の宿泊施設等の管理が課題となっているが、
近年は東山温泉（福島県会津若松市）・旧「高橋館」、山中
温泉薬師町（石川県加賀市）・旧「百峰閣」等、解体・整
備の事例が出てきている。2019年度には、山代温泉（石川

表Ⅳ-11-5	 あつみ温泉、湯布院温泉郷 温泉地計画の概要
■あつみ温泉（山形県鶴岡市）

概要 鶴岡市の南西部、新潟県との県境近くに位置する面積約
20haのエリアに、旅館7軒が建ち並ぶ温泉地である。

特徴

周辺の山々が日本海沿岸まで稜線を伸ばした特異な地形
や温泉街を流れる温海川の清流等、山海に恵まれた自然
環境があり、四季それぞれの風景が温泉情緒を醸し出し
ている。

温泉の状況 【主な泉質】ナトリウム・カルシウム－塩化物・硫酸塩温
泉。無色透明で、僅かに硫化水素臭と塩味がある。

今後の方針

平成12年より行っている「そぞろ歩きの楽しい温泉街」
を目指す取組を継続し、温泉情緒の保全に努め、おもて
なしと楽しさに溢れる温泉街を目指す。また、自然環境
と地域の歴史を融和させたガストロノミーツーリズムの
確立、健康増進と余暇活動の充実を図るためのプログラ
ムと受入体制の整備等により、持続的発展が可能な温泉
地づくりを進める。

■湯布院温泉郷（大分県由布市）

概要

大分県由布市にある、「湯布院温泉」として国民保養温泉
地に指定されていた「由布院温泉」「湯平温泉」に、「塚原
温泉」「庄内温泉」「挾間温泉」を加え、「湯布院温泉郷」と
して拡充指定された。

特徴

大分県由布市内の湯布院地域（由布院温泉、湯平温泉、
塚原温泉）、及び庄内地域、狭間地域から構成される。
由布院温泉は国内源泉数・国内湧出量2位を誇る。湯平
温泉は骨格が江戸後期に出来上がったという歴史的温泉
街。塚原温泉は広大な土地と自然を生かしたリゾート的
な温泉地。庄内地域は神楽等の文化的資源や豊かな水源
を有する。挾間地域は大分市のベッドタウンであるが、
当地にある複数の温泉施設が協働して癒やしの空間提供
等に取り組む。

温泉の状況

【主な泉質】由布院温泉は無色透明・高温な火山性の単純
温泉。湯平温泉は塩化物泉が中心。塚原温泉は強酸性で鉄
イオン・アルミニウムイオンを多く含む。庄内地域は弱
アルカリ性の単純温泉・硫酸化温泉が中心であるが、南
部の南阿蘇地区では単純冷鉱泉が湧出する。狭間地域は
非常に高濃度の溶存成分を含むアルカリ性単純泉が中心。

今後の方針

地域内外の交流や連携によるまちづくりをベースに、第
1次・2次・3次産業を有機的に連携させ由布市に新しい
価値をもたらす”総合産業”としての「滞在型・循環型保
養温泉地」を目指し、多くの観光客や地域住民が温泉の
恵みを享受する、質の高い滞在型保養温泉地づくりを企
図する。

資料：環境省HPよりJTBF作成

表Ⅳ-11-6	 にっぽんの温泉100選ランキング
2019年 2018年 温泉地 所在地

1 1 草津 群馬県草津町
2 2 別府八湯 大分県別府市
3 4 指宿 鹿児島県指宿市
4 6 有馬 兵庫県神戸市
5 5 道後 愛媛県松山市
6 3 下呂 岐阜県下呂市
7 7 登別 北海道登別市
8 9 由布院 大分県由布市
9 17 箱根 神奈川県足柄下郡箱根町
10 10 城崎 兵庫県豊岡市

資料：観光経済新聞よりJTBF作成
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②地域における特徴的な取り組み
●道後温泉「大和屋本館」における「おもてなしマスター・
スマートドア」構想
2019年12月から2020年2月にかけて、道後温泉（愛媛県松

山市）「大和屋本店」にて、入退室管理・顔認証システム「お
もてなしマスター・スマートドア」の実証実験が行われた。チェッ
クインから部屋の入退室、チェックアウトまでを顔認証で行うた
め、物理キーが不要となる。宿泊客自らによる鍵の管理が不
要であることにより安心・安全かつ利便性の高い宿泊体験と
なるほか、サービス提供の効率化によって宿泊施設の負担が
軽減するというメリットがある。今後は本実験に用いた技術を
活かし、温泉街全体での情報一元化、旅館を中核とした地
域コミュニティでのキャッシュレス決済・多言語対応・連携サー
ビスの提供等、地域の活性化に向けた取り組みへ展開してい
く。

●蔵王温泉「株式会社湯50」設立
蔵王温泉（山形県山形市）において、旅館・小売店・温

浴施設等を営む50歳以下の有志が新会社「株式会社湯50」
を設立した。近年のスキー客・団体旅行減少に伴って観光
客数が落ち込んでいる蔵王温泉では、宿泊施設・小売店等
の休廃業や後継者不足が課題となっている。その状況を踏ま
え、同社は蔵王温泉協会等と連携して空き物件のリノベーショ
ンや宿泊・飲食施設誘致等「滞在環境」「集客拠点」の整
備に取り組む。樹氷観光等が人気の冬だけでなく年間を通し
て楽しめる温泉街の実現によって観光活性化を図るとともに、
地域内外からの良質な投資を誘発することにより、蔵王温泉
の発展を目指す。

� （磯貝友希）

県加賀市）、川湯温泉（北海道川上郡弟子屈町）にて廃旅
館整備事業が進められた。山代温泉では、2010年の事業停
止以降、所有者不在のまま放置されていた旧「松籟荘」につ
いて、加賀市が解体工事に着手する方針を示した。外壁や
設備機材の落下・景観への影響等から、地域から解体が求
められていた。川湯温泉においては、国立公園満喫プロジェ
クト（環境省）の阿寒摩周国立公園における事業の一環とし
て、1997年の火事により休止・廃業した旧「華の湯」の解体・
跡地の公園化、及び温泉街の再生が進められている。

表Ⅳ-11-7	 温泉総選挙2019　受賞温泉地
賞 温泉地 所在地

部
門
賞(

一
般
投
票)

リフレッシュ やいづ黒潮温泉 静岡県 焼津市
うる肌 秋川渓谷 瀬音の湯 東京都 あきる野市
スポーツ・ 
レジャー ひよし温泉 京都府 南丹市

健康増進 肘折温泉 山形県 最上郡大蔵村
ファミリー 十勝川温泉 北海道 河東郡音更町

歴史・文化 南紀勝浦温泉 和歌山県 東牟婁郡那
智勝浦町

女子旅 四万温泉 群馬県吾妻郡中之条町
外国人おもてなし 竜王ラドン温泉 山梨県 甲斐市

絶景 みはらしの丘
みたまの湯

山梨県 西八代郡市川
三郷町

省
庁
賞

環境大臣賞 湯村温泉 兵庫県 美方郡新温泉町
地方創生 
担当大臣賞 旭温泉 島根県 浜田市

総務大臣賞 肘折温泉 山形県 最上郡大蔵村
観光庁長官賞 ひよし温泉 京都府 南丹市

特
別
賞

審査員特別賞

菊池温泉 熊本県 菊池市
びえい白金温泉 北海道 上川郡美瑛町
海門温泉・花いろ温泉 大分県 豊後高田市
伊香保温泉 群馬県渋川市
犬吠崎温泉 千葉県 銚子市

おもてなし賞 ぬかびら源泉郷 北海道 河東郡上士幌町
クールジャパン賞 妙高高原温泉郷 新潟県 妙高市
キャッシュレス賞 山代温泉 石川県 加賀市

資料：温泉総選挙2019「温泉総選挙2019　最終結果発表」よりJTBF作成
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・	「観光ビジョン」及び「観光ビジョン実現プログラム」に基
づき、各府省庁で横断的に観光関連施策を実施。

・	日本政府観光局と地域（地方公共団体・観光地域づくり法
人）の役割を明確化したうえで、両者の連携を強化。

・	国際観光旅客税の導入により大幅に財源が増加。主に出入
国システムの高度化や受け入れ環境整備等を中心とした
施策に充当。

（1）政府の観光政策の概観
①観光ビジョン実現プログラム

政府は、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」（2016
年3月）で掲げられた目標の確実な達成に向け、短期的（1年
間）な行動計画として、各年度の「観光ビジョン実現プログラ
ム」を策定している。2018年度8月から2019年度5月にかけて
計10回開催された「観光戦略実行推進会議」での議論を受
けて、「観光ビジョン実現プログラム2019」（観光ビジョンの実
現に向けたアクション・プログラム2019）が決定された。実現
プログラム2019では、2016年度に策定された「観光ビジョン」
に掲げられている3つの視点による整理ではなく、表V-1-1に
示す①～④の分類によって整理されている。

また、2020年7月14日には、2020年度の行動計画として「観
光ビジョン実現プログラム2020」が策定されている。

②観光庁関連予算
2019年度の観光庁当初予算は665.6億円（前年度比242％）

であった。前年度からの大幅な増加は、2019年の1月に運用が
開始された国際観光旅客税によるものであり、初めて年度を
通じて税収の見込まれる2019年度は、予算全体の約7割にあ
たる485.0億円が国際観光旅客税から充当されることとなった。
使途の内訳は、「ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整
備」が278.9億円（前年度比230％）、「我が国の多様な魅力
に関する情報の入手の容易化と観光産業の基幹産業化」が
148.8億円（前年度比138％）、「地域固有の文化、自然等を
活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足
度向上」が224.4億円（前年度比641％）等となっている。

さらに、2019年12月に成立した第1次補正予算では、「オリ
パラ開催を起爆剤にした訪日プロモーション」に50.0億円、「観
光地における新規市場の開拓・多角化に向けた実証事業」
に1.8億円、「訪日外国人旅行者受け入れ環境整備緊急対
策事業」に3.2億円が計上された。

（2）各府省庁による観光政策
観光ビジョンで掲げられた①～④の分類ごとに、2019年度

の各府省庁の（主に新規に始まった）取り組みを概観していく。

①外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境整備
●観光地
〇キャッシュレスの飛躍的改善

2019年10月より政府が開始したキャッシュレス・ポイント還元
事業では、消費者がキャッシュレス決済の利便性を実感する
きっかけを創出することを目的とし、決済額の5％を還元する
取組が実施された。また、事業者に対しては、端末費用を
実質ゼロにすることや、決済事業者に支払う手数料を実質
2.17％以下とすることで、中小店舗のキャッシュレス決済導入
の負担が軽減された。
〇通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

2019年度末までに、「短文逐次翻訳技術」が12言語で対
応可能となり、日常会話がほとんど支障なく行えるレベルの精
度に達している。2018年度には多言語音声翻訳システムの効
果検証事業が行われており、2019年度はその結果を踏まえ、
有効性について各地方運輸局を通じて地方公共団体等に周
知するとともに、各種補助制度の活用が推進された。

また、ICTを活用したスマートシティの推進を目的とした「デー
タ利活用型スマートシティ推進事業」では、交付が決定した
5団体のうち1団体について、安全・安心分野でのカメラで収
集された情報を観光分野へ活用したり、「地域IoT実装推進
事業」では、全国の3団体について、観光クラウドシステムの

Ⅴ-1  国による観光政策

表Ⅴ-1-1	 2019年度に講じた施策について
①外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境整備
　観光地
　交通機関
　文化財・国立公園
　農泊

②地域の新しい観光コンテンツの開発
　文化財
　国立公園
　公的施設・インフラ
　古民家や城泊・寺泊等
　農泊
　観光地・交通機関

③�日本政府観光局と地域（地方公共団体・観光地域づくり法人）の適切
な役割分担と連携強化

④地方誘客・消費拡大に資するその他主要施策
　出入国の円滑化
　ビザの戦略的緩和
　空港
　MICE・IR
　持続可能な観光地域づくり
　国際kン港旅客税の活用
　アウトバウンド・国内観光
　東北の観光復興
　「観光立国ショーケース」の形成の推進
　観光統計

資料：観光庁「令和2年版観光白書」をもとに（公財）日本交通公社作成
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構築を支援する等、観光分野におけるIT技術の活用が推進
された。

その他、観光案内拠点の充実、シェアサイクルの導入促進、
道の駅の通信環境等の受け入れ環境整備が2018年度に引き
続き実施された。
〇日本の良好な治安等を体感できる環境整備

警察官が携行する高度警察情報通信基盤システムについ
て、多言語翻訳機能が2020年3月に導入され、全国で運用
が開始した。
〇民間のまちづくり活動等による「観光・まち一体再生」の
推進

「人々が集い、多様な活動を繰り広げる、賑わいのある道路
空間を構築するための指定制度（歩行者利便増進道路の指
定制度）」の実現を目的とし、2020年2月に「道路法（昭和27年
法律第180号）」の一部を改正する法律案が閣議決定。
〇宿泊業の生産性向上

東北、関東、東京、関西、北陸信越の5地域において、
宿泊業者を対象にマーケティングの基礎や顧客価値の分析
等を学ぶワークショップが開催されたほか、山形県、岩手県、
石川県の3地域では、海外販路拡大に向けたRPAの導入等
のモデル事業が実施された。
〇産業界ニーズを踏まえた観光経営人材の育成・強化

観光経営を担う人材育成を目的とし、観光庁、一橋大学、
京都大学等を中心とした、産学連携による継続的な経営人
材育成体制の構築が図られた。また、「観光MBA」取得者
のフォローアップのためのガイドライン策定や、産学の有識者
を中心とした協議会及びワーキングの開催、一橋大学と京都
大学が実施した調査・ヒアリングに基づく今後のカリキュラムの
検討が行われた。

さらに、即戦力となる地域の実践的な観光人材の育成強
化の取組として、全国3地域での共同採用説明会や、旅館
体験プログラム、キャリアアップ研修等が実施されたほか、外
国人材受け入れのためのプラットフォーム構築を目的とし、2019
年10月から2020年2月の期間において、全国10箇所で宿泊
事業者向けセミナー等が開催された。

●交通機関
〇「地方創生回廊」の完備

2019年9月から、訪日外国人旅行者向けのICカードである
「Welcome Suica」及び「PASMO PASSPORT」が発売
開始されたほか、2018年度に引き続き、新幹線全駅における
観光拠点機能強化や高速道路ナンバリングの整備推進が行
われた。

また、粟島～新潟航路を始めとする5航路について、訪日
外国人旅行者を始めとする観光需要が見込まれ、周辺の旅
客船事業者に悪影響を及ぼさないと判断した上で、2019年度
に新たに創設された「インバウンド船旅振興制度」の対象とし、
新サービスの創設支援等が行われた。

〇公共交通利用環境の革新
訪日外国人旅行者のストレスフリーな交通利用環境の実現

を目的に、「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観
光の振興に関する法律」に基づく「外国人観光旅客利便増
進措置」として、全国305の公共交通事業者等が作成した実
施計画を取りまとめ、各事業者における交通利用環境の整備
が推進された。

また、外国人目線での観光地型MaaS実装の推進として、
「新モビリティサービス推進事業」の公募を行い、観光地型
MaaSとして全国8箇所を先行モデル事業として選定し、実証
実験に向けた支援が実施された。

●文化財・国立公園
〇文化財等における分かりやすい多言語解説等の充実

3Dプリンターを用いて再現した、触れられる文化財の展示
や多言語によるプロモーション映像の作成等を支援したほか、
AR技術や音声ガイド等を駆使した先進的・高次元な多言語
解説の取組として50件が採択され、支援が行われた。
〇国立公園における多言語解説の整備、充実

観光庁の「地域観光資源の多言語解説整備支援事業」と
連携し、34国立公園の45地域協議会において、英文の解説
が作成されたほか、環境省直轄及び地方公共団体所有の
国立公園案内板等について、Uni-voiceコード等のICTを活
用した多言語解説が整備された。

●農泊
農泊を実践している地域として、2019年度に新たに166地域

が採択され、これまでの累計は515地域となった。昨年度まで
に引き続き、農泊地域の魅力を発信する「農泊ポータルサイト」
の充実や日本政府観光局と連携した海外への情報発信もあ
わせて推進された。

②地域の新しい観光コンテンツの開発
●文化財
〇我が国の文化の国際発信力向上

地域文化創生本部では、九州大学を始めとする11の大学
と共同研究事業を実施し、戦略的な国際交流や海外発信等
の文化行政に求められる新たな政策ニーズについて、実態
の把握や分析等がなされた。また、文化芸術事業をコアとし
て、国際文化芸術拠点を形成する取り組み（11件）や、芸術
団体が行う海外公演等（36件）に対して支援が行われた。
〇東京国立博物館における来館者ニーズを踏まえた整備等

東京国立博物館では、日本文化や歴史になじみのない
訪日外国人旅行者にもわかりやすい内容の多言語解説板を
2019年4月に設置、拡充した。また、日本の四季に合わせた
展示や夜間開館等の取り組みにより、外国人来館者が全体
の3割に増加した。
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●国立公園
〇「国立公園満喫プロジェクト」の推進

2018年度に改訂された「ステップアッププログラム2020」に
基づき、自然体験コンテンツの充実や、国内外へのプロモーショ
ン等の取組について、8公園において先行的に実施された。さ
らに、利用者の満足度や消費額等を把握するため、国立公
園利用者向けアンケート調査が実施された。

また利用者負担による保全の仕組みの調査・検討が西表石
垣国立公園の竹富島を始めとする7国立公園で実施された。

●公的施設・インフラ
〇我が国の歴史や伝統に溢れる公的施設の公開・開放

2018年に引き続き、2019年度も迎賓館赤坂離宮において、
接遇等に支障のない範囲での一般公開が通年で実施され
た。2020年1月1日～3日は、年始の一般公開企画としては初め
ての試みとして、庭園の無料一般公開を実施した。また、天
皇陛下御即位慶祝行事の一環として、祝賀御列の儀で使用
されたオープンカーの展示が2019年11月から2020年1月までの
期間に実施された。

迎賓館赤坂離宮前に整備中であった休憩所については、
2019年4月にカフェ事業者が決定され、2020年3月に施設整備
が完了した。
〇地域振興に資する観光を通じたインフラの活用
「地域活性化に資する灯台活用に関する有識者懇談会」

が2019年6月までに計3回実施され、同年6月に「灯台活用の
拡大に向けた中間とりまとめ」が公表された。さらに、同年10
月には、関係機関と連携したイベント情報等を掲載するポータ
ルサイトが開設された。
〇国民公園の魅力向上

新宿御苑では、2019年3月より開園時間の延長や入園料改
定を行ったほか、八重桜や紅葉のライトアップ等を行い、来
園者の満足度向上やインバウンド対策が図られた。さらに、
園内施設拡充のため、民間カフェの公募を行われ、2020年3
月下旬からカフェが新規に運営を開始した。

京都御苑では、2018年度に多言語化した閑院宮廷跡収納
展示館の解説等について、ウェブサイトに掲載するとともに、
展示館の解説表示が全面的に整備された。

●古民家や城泊・寺泊等
〇古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくりの推進

人材支援・育成の取組として、歴史的資源を活用した観
光まちづくりの担い手育成を行うため、2018年度に実施した内
容の改善や新規講座の追加を行い、2019年度はより実践的な
研修が東京と大阪の2会場で実施された。

また、地方公共団体への情報発信や継続的な支援を行う
ため、全国10ブロックにて開催したブロック会議での情報周知
や、取り組み意欲のある地方公共団体や日本版DMO候補
法人に対するヒアリングをもとにした地域古民家等の活用に向
けた現状把握や解決策の検討が行われた。

さらに、地域金融機関による金融支援等の促進のため、
企業アンケート調査結果に基づいた分析等を踏まえた上で、
地域金融機関との対話などが進められた。また、人的支援
等の促進のため「地域おこし企業人交流プログラム」や「地
域おこし協力隊クラウドファンディング官民連携事業」の具体
的な活用事例等について、地域おこし協力隊や地方公共団
体担当者へ周知された。
〇泊まって楽しむ体験型宿泊コンテンツ開拓の取り組み推進

2020年1月から2月にかけて全10会場で開催された、総務
省主催の地域経済好循環拡大推進会議において、城泊や
寺泊の取組が周知された。

また、2020年3月までに、5国立公園において、民間事業者と
の連携によりグランピング事業が実施されたほか、多様な宿泊
形態に対応するため、2019年9月に分譲型ホテル等を宿舎事
業として認可する審査基準が作成された。
〇良質で健全な民泊サービスの普及等の促進

2020年3月11日時点での住宅宿泊事業の届出住宅数は
21,158件となり、2018年度末の1.5倍となった。違法民泊の対
策として、海外無登録仲介サイト等の掲載物件情報の集約
や一覧化が可能となる「民泊特定支援システム」が構築され
た。また、ホームステイを通じた地域住民と旅行者の交流の
促進を目的として、イベントホームステイ（イベント民泊）につい
てのガイドラインが2019年12月に改訂された。

●農泊
〇「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定

2019年10月に「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の第6
回選定地区として31地域が決定・公表された。また、同年6
月に、一般市民やこれまでの選定地区が参加するサミットが
開催され、事業のPRや地域同士の連携強化が促進された。
〇インバウンドと農林水産物・食品の輸出の一体的推進

観光庁等が実施した訪日外国人に対する各種調査の結
果等について、日本貿易振興機構（JETRO）のポータルサイ
ト上で公開し、輸出に取り組む事業者等へ提供した。また、
海外バイヤーとの国内外における商談会の開催等、輸出に取
り組む事業者等への総合的な支援が行われた。

●観光地・交通機関
〇新たな観光資源の開拓
「楽しい国　日本」の実現に向けたコンテンツの育成として、

2018年度の事業成果を観光庁ウェブサイトや各地方運輸局
等を通じて周知したほか、2019年度は、最先端観光コンテンツ
インキュベーター事業において、地域固有の文化・自然等を
対象とした展開事業を採択し、有識者によるコーチング支援
等が実施された。

通訳案内士については2019年度に新たに6地域において
制度導入が同意され、2020年3月末までに37地域が導入済み
となった。これまでの累計登録者数は、全国で3,235名となる。

その他、お祭りの訪日外国人旅行者への開放、温泉地の
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観光資源としての更なる活用、ナイトタイム・モーニングタイム
の有効活用、ビーチの観光資源としての活用、VR・AR等
の最新技術の活用等について、調査・検討事業や全国の優
良事例の周知等が行われた。
〇サイクルツーリズムの推進

走行環境や受け入れ環境の整備、魅力づくり等によりサイ
クルツーリズムを推進するため、官民が連携し、2020年3月末
時点で合計56のルートが設定された。また、日本が世界に
誇れるサイクリングロードを国内外へPRすることを目的としたナ
ショナルサイクルルート制度が、2019年9月に新たに創設され、
先行地域であるつくば霞ケ浦りんりんロード、ビワイチ、しまな
み海道サイクリングロードが、第1次ナショナルサイクルルートと
して、同年11月に指定された。
〇通訳案内士 ・ランドオペレーターの質の向上等の推進
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」に

伴い、新たな参入状況やサービスの実態を把握することを目
的とした調査を行った結果、関東や近畿エリアに外国語ガイ
ドが集中している等の課題が明らかとなった。
〇サイクルトレイン・観光列車等の普及促進

サイクリストの受け入れ環境の充実を図るため、2019年8月
に、東北運輸局において、サイクルトレインや駅レンタサイクル
を紹介するウェブサイトが新たに開設された。また、オープントッ
プバス等の観光バスについて、車両導入や改造費用の一部
として、計2台の支援が実施されたほか、日本政府観光局の
ポータルサイト内の観光鉄道を紹介するページにおいて、地
域鉄道事業者による観光列車の情報発信を行った。
〇外国人患者の受け入れ環境整備

観光庁は厚生労働省と連携し、「外国人患者を受け入れ
る医療機関の情報を取りまとめたリスト」を日本政府観光局ウェ
ブサイトにて、多言語で公開した。2020年3月末時点で、全
国で約1,970箇所が指定されており、そのうち約1,400箇所は、
各都道府県によって選出された「外国人患者を受け入れる拠
点的な医療機関」である。また、医療拠点機能の強化に必
要な取組等の周知・指導等を目的とした「医療通訳者、外国
人患者受け入れ医療コーディネーター配置等支援事業」が実
施された。
〇クルーズ船受け入れの更なる拡充

国内クルーズ周遊ルートの開拓を目的として、旅客船事業
者によるインバウンド対応の好事例集の公表が2019年4月に行
われたほか、2019年10月から2020年3月の期間に、フェリーと
レンタカーを連携された広域周遊ルートの造成に向けた調査
事業が実施された。

また、上質な寄港地観光プログラムの造成に向け、クルー
ズ船社と港湾管理者等との商談会が年2回、意見交換会が
年5回、それぞれ開催された。さらに、2019年4月のクルーズ
国際見本市（Seatrade Cruise Global）へのブース出展や、
国際見本市（Seatrade Cruise Asia）におけるクルーズ船誘
致のためのプロモーション等が実施された。

〇景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力
向上
沖縄観光の強化として、特に急増する大型クルーズ船の寄

港需要に対応するため、県内で3港目となる国際クルーズ拠点
となる那覇港新港ふ頭地区の整備が、2019年11月に着手され
た。

また、「沖縄振興特別推進交付金」による外国人観光客
受け入れ体制強化事業（2015年度から継続）や、「沖縄北
部連携促進特別振興事業」による観光客周遊拠点施設等の
整備が行われた。
〇スポーツツーリズムの推進

2020年2月までに武道ツーリズム研究会等が計3回開催さ
れ、同年3月に「武道ツーリズム推進方針」等が策定された。
また、ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催中に、欧米
豪をメインターゲットとして、列車内において武道ツーリズムの
デジタルプロモーションを実施した。

地域スポーツコミッションへの活動支援としては、2019年度は
6団体からの公募があり、5団体の取組が採択された。

③日本政府観光局と地域（地方公共団体・観光地域づくり
法人）の適切な役割分担と連携強化
〇「世界水準のDMO」の形成に向けた取り組み

海外におけるこれまでの先進事例調査等を踏まえ、2020年
3月に観光地域づくり法人（DMO）の登録制度が見直された。
また、観光地域づくり法人の役割等を具体的に解説したガイ
ドラインが公表された。

2020年3月末時点の「DMOネット」における観光地域づく
り法人（DMO）の登録数は、前年度から48件増加し、延べ
226団体となっている。

また、観光地域づくり法人（DMO）に対する人的支援とし
て、DMO的手法で観光地経営をするための人材を育成する
基礎・応用プログラムを、2020年8月に「DMOネット」に再掲し、
観光地域づくり法人（DMO）で働く人材が自主的に学ぶこと
のできる環境の整備等が実施された。
〇地域（地方公共団体・観光地域づくり法人）と日本政府観
光局の適切な役割分担
観光地域づくり法人（DMO）が受け入れ環境整備・地域

の新たな観光コンテンツの開発等の着地整備の役割を担う旨
や、地域（地方公共団体・観光地域づくり法人）と日本政府
観光局の役割分担を明示する観光地域づくり法人（DMO）の
ガイドラインがとりまとめられ、公表された。

これを受けて、日本政府観光局は全国から観光コンテン
ツを募集し、精査や選定を行い、プロモーションパンフレット
「100Experiences in Japan」を作成した。また、地域側の
着地整備や観光資源の磨き上げの支援として、日本政府観
光局が直接現地へ訪問等をしながらコンサルティングを実施。
〇訪日プロモーションの戦略的高度化

2018年度に引き続き、「Enjoy my Japan　グローバルキャ
ンペーン」において欧米豪の9市町をターゲットとしつつも、9市
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場以外の国に居住する欧米豪人についてもターゲットの対象と
し、航空会社等の民間企業と連携した事業等が実施された。
また、欧米豪市場に対し、現地PR会社・コンサルティング会
社の知見等を活用したプロモーションが検討された。

ラグビーワールドカップ2019日本大会の開催にあたっては、
メディア向け観光情報相談窓口を2019年8月に設置されたほ
か、大会取材のために来日したメディア向けのイベントが同年
9月に開催された。

また、「東京2020大会」の開催に向けて、日本全国の魅力
発信を目的とし、都道府県及び政令指定都市の協力により、
海外メディア対応の専用窓口が2019年6月に各地で設置され
たほか、各地と東京都との連携を図るため、「東京都メディア
センターの運営にかかる連携合意書」を締結し、同年11月に
大会専用特設ウェブサイトが開設された。

東アジアからの訪日外国人旅行者の意見については、2018
年度から継続している中国簡体字での調査に加え、新たに
中国繁体字及び韓国語版の「訪日観光意見箱」を活用し調
査・分析が行われた。また、中国、台湾及び香港を対象とし、
有識者へのインタビューや訪日リピーターへのウェブを活用した
定性調査が合わせて実施された。
〇文化財を活用した観光地域の魅力創造の推進

2019年度は新たに16件の日本遺産（Japan Heritage）が
登録された（表V-1-2）。

日本政府観光局ウェブサイトGlobal Home内において、文
化財コンテンツについての多言語解説やアクセス情報等を集
約したウェブサイト「Japan Heritage」が構築され、2020年3月
公開された。
〇「ホストタウン」の推進

2019年度末までに、ホストタウン登録数が423件、地方公
共団体数が492、相手国・地域数は169に拡大した。2019年6
月には、「復興ありがとうホストタウン連絡協議会」が設立され、

「復興ありがとうホストタウン大使」の任命及びスポーツイベン
ト等が開催された。また、同年7月には次回開催都市のパリ
でホストタウンの取組について、PRが行われたほか、同年9月
には次々回開催都市のロサンゼルスで「復興ありがとうホストタ
ウン」の取組についてPRが行われた。

④地方誘客・消費拡大に資するその他主要施策
●出入国の円滑化
〇最先端技術を活用した革新的な出入国審査の実現

2019年12月に羽田空港で、2020年1月に博多港及び比田勝
港において、バイオカードの新規配備が行われた。これにより、
バイオカードの導入は全国20の空港と港湾に拡大した。さら
に、既に導入済みであった成田空港及び中部空港において
も、増配備がなされた。

また、トラスティド・トラベラー・プログラム（ビジネス、観光、
親族訪問等の目的で短期間滞在するために入国するもの及
びその家族のうち、一定の要件を満たす「信頼できる渡航者」
について、「特定登録者カード」によって、自動化ゲートの利

用を可能とする制度）の利用対象者について、現行のビジネ
スマン要件の緩和に加え、「十分な資力信用を有する者」及
び「TTP登録者の配偶者及び子」を対象とするなど、利用
対象者が拡大した。

また、これまで日本人の出帰国手続きで運用されていた顔
認証ゲートを、観光等の目的で入国した外国人も活用できるよ
うシステムの改修を行い、2019年7月に羽田空港、8月に成田空
港、9月に関西空港、10月に福岡空港、11月に中部空港と新千
歳空港で運用が開始された。

表Ⅴ-1-2　�令和元年度「日本遺産（Japan Heritage）」
認定一覧

申請者（◎印は代表自治体） ストーリーのタイトル
◎赤平市，小樽市，室蘭市，
夕張市，岩見沢市，美唄市，
芦別市，三笠市，栗山町，
月形町，沼田町，安平町

本邦国策を北海道に観よ！
～北の産業革命「炭鉄港」～

宮城県（気仙沼市，南三陸町，
◎涌谷町），
岩手県（平泉町，陸前高田市） 

みちのくGOLD浪漫
－黄金の国ジパング，産金はじまりの
地をたどる－

館林市 里沼（SATO-NUMA）
－「祈り」「実り」「守り」の沼が磨き上
げた舘林の沼辺文化－

◎福井県（福井市，勝山市） 400年の歴史の扉を開ける旅～石から
読み解く中世・近世のまちづくり　越
前・福井～

名古屋市 江戸時代の情緒に触れる絞りの産地～
藍染が風にゆれる町　有松～

◎鳥羽市，志摩市 海女（Ama）に出逢えるまち　鳥羽・
志摩～素潜り漁に生きる女性たち

滋賀県（◎大津市，長浜市，近
江八幡市），岐阜県（揖斐川町），
京都府（宇治市，京都市，亀岡
市，宮津市，舞鶴市），大阪府

（和泉市，藤井寺市，茨木市，
箕面市），兵庫県（宝塚市，加
東市，加西市，姫路市），奈良
県（高取町，明日香村，桜井市，
奈良市），和歌山県（那智勝浦
町，和歌山市，紀の川市）

1300年つづく日本の終活の旅
～西国三十三所観音巡礼～

泉佐野市 旅引付と二枚の絵図が伝えるまち－中
世日根荘の風景－

河内長野市 中世に出逢えるまち～千年にわたり護
られてきた中世文化遺産の宝庫～

赤穂市 「日本第一」の塩を産したまち　播州赤
穂

鳥取県（◎鳥取市，岩美町，
若桜町，智頭町，八頭町），
兵庫県（香美町，新温泉町）

日本海の風が生んだ絶景と秘境
－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因
幡・但馬」

◎浜田市，益田市，大田市，
江津市，川本町，美郷町，
邑南町，津和野町，吉賀町 

神々や鬼たちが躍動する神話の世界～
石見地域で伝承される神楽～

岡山県（◎笠岡市），
香川県（丸亀市，土庄町，小豆
島町）

知ってる⁉悠久の時が流れる石の島～
海を越え，日本の礎を築いた　せとう
ち備讃諸島～

徳島市，吉野川市，阿波市，
美馬市，石井町，北島町，
◎藍住町，板野町，上板町

藍のふるさと　阿波～日本中を染め上
げた至高の青を訪ねて～

◎鹿児島県（鹿児島市，出水市，
垂水市，薩摩川内市，いちき
串木野市，南さつま市，志布
志市，南九州市，姶良市）

薩摩の武士が生きた町～武家屋敷群
「麓」を歩く～

◎沖縄県（那覇市，浦添市） 琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝
統的な「琉球料理」と「泡盛」，そして「芸
能」

資料：文化庁ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成
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●ビザの戦略的緩和
2019年は、カタール、ラオス、ロシアに対して、ビザ発給

要件の緩和が実施された（表V-1-3）。

●空港
〇地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航推進

2019年は、中部空港でのLCC専用旅客ターミナル（第2ター
ミナル）の整備、那覇空港での滑走路の増設及び国際線ター
ミナル地域再編事業等が実施された。また、新千歳空港で
は国際線ターミナル地域再編事業が完成し、2020年3月29日か
ら1時間当たりの発着枠が42回から50回に拡大された。さら
に、福岡空港では、国内線ターミナル地域再編事業が完成
し、2020年3月29日から1時間当たりの発着枠が35回から38回
に拡大された。

●MICE・IR
〇MICE誘致の促進
「MICE参加者におけるブレジャー活用促進業務」が2019

年度に実施され、訪日外国人のブレジャー活用実態に関する
調査の実施や、「MICE参加者のブレジャー促進連絡会」の
開催等が行われた。

また、国内でMICE政策に関与している関係機関との連携
を深めるため、インセンティブを積極的に国内で開催している
日系企業にヒアリング等が実施されたほか、「ミーティング・イ
ンセンティブ推進協議会」及び「MICE参加者のブレジャー促
進連絡会」が立ち上がり、経団連や日本商工会議所等と情
報交換を実施しながら、新たな連携体制の構築が図られた。
〇IRに係る法制上の措置の検討

2019年4月に、「特定複合観光施設区域整備法施行令」
が施行された。また、同年9月及び11月に、「特定複合観光
施設区域の整備のための基本的な方針（案）」等について意
見公募手続きが実施されたほか、2020年1月にカジノ管理委員
会が設立された。

●持続可能な観光地域づくり
〇持続可能な観光地域づくりに向けた対策の強化

オーバーツーリズム等の問題が深刻となっている京都市に
おいて、地方運輸局が実施主体となり、スマートフォン等のプッ
シュ通知機能を活用したマナー啓発事業を行ったほか、同

じくオーバーツーリズムの問題が生じている鎌倉市において、
観光に関する住民理解促進事業が実施された。

●国際観光旅客税の活用
2019年度の国際観光旅客税の税収は、基本方針等に基づ

き、出入国手続きの高度化、世界水準の受け入れ環境整備、
地域資源を活用した新たなコンテンツの拡充等に充当された。

●アウトバウンド・国内観光
〇若年層の海外旅行促進

若年層の海外旅行を促進するため、海外渡航経験のない
20歳の若者172名について、アジア各国に派遣するプロジェク
トが実施された。また、2020年2月には、2回目となる「若者のア
ウトバウンド推進実行会議」が開催され、今後の広報戦略の
推進などの取り組みについて意見交換等が行われた。
〇政府系金融機関による観光地の再生及び活性化

株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）や株式会
社日本政策投資銀行（DBJ）等が中心となり組成された観光
関連ファンド等が、宿泊施設を含む観光地の再生・活性化に
取り組んだ。また、地方における訪日インバウンド客の誘致や
地域での消費拡大を図るため、2019年6月に、REVICが新た
に「観光遺産産業化ファンド」を設立した。
〇国内旅行促進による地域活性化に向けた検討
「休み方改革」推進チームの会合が開催され、「リゾートテ

レワーク」や「ワーケーション」に関する先行事例や各府省庁
の取り組みの共有や、官民一体となった取組に向けての課題
や方向性について意見交換等が行われた。

●東北の観光復興
〇東北観光復興対策交付金による重点的な支援

2019年度は、観光資源の磨き上げとして、日本三大樹氷
ブランド化等の取組や、「酒蔵」等をテーマとした旅行商品の
造成等が重点的に支援された。
〇防災学習も含めた教育旅行の再興

ホープツーリズム等、福島ならではの教育プログラムの磨き
上げを図ったほか、福島県外の教育関係者を対象としたモニ
ターツアーを計7回実施する等、支援が行われた。また、台
湾や香港等からの教育旅行の「学校間交流」の拡大を目的と
し、動画の制作等、プロモーションの強化を行った。

●観光統計
〇地域の消費に係る統計の充実

観光統計の推計手法を改善するため、民間のデータ等の
活用に関して、検討を開始した。

（工藤亜稀）

表Ⅴ-1-3　2019年度実施されたビザの緩和
開始日 国名 緩和措置

2019年
4月1日 カタール

①数次ビザの緩和（９０日・５年）
②�商用目的，文化人・知識人数次ビザの緩和（９０
日・５年）

（最長有効期間５年への延長，発給対象者の拡大等）

2019年
8月1日 ラオス

商用目的，文化人・知識人数次ビザの緩和（９０日・
５年）

（最長有効期間５年への延長，発給対象者の拡大等）

2019年
9月1日 ロシア

①�「協力プラン」に関与するロシア企業等の常勤者
等に対する数次ビザ導入

②大学生等に対する一次ビザ申請手続きの簡素化
資料：外務省ウェブサイトをもとに（公財）日本交通公社作成
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インバウンド誘客について
インターネットによる情報発信割合が増加傾向

2020年度予算は大幅に増加
（新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け）

当財団では、自主研究として地方公共団体を対象とする観
光政策に関するアンケート調査を2014年度から継続的に実施
している。2020年度は、2019年度から引き続き、都道府県と
市町村で可能な限り統一した調査票を用いて実施した。調
査項目については、新型コロナウイルス感染症に関連する項
目を新たに設置した上で、2018年度から継続して設定してい
る項目は特に重要と思われるものに絞り、調査を行った。

主な調査項目としては、各都道府県における観光行政にか
かわる基盤整備の状況（職員数、予算、職員の知識・技能）、
2019年度の観光政策・重点施策、市町村との役割分担を設
定した。さらに、新型コロナウイルス感染症拡大に関連した
特別設問も追加した。ここでは、アンケート調査結果の一部
を紹介する*。

*	 2020年9月16日時点までに回答を得た46都道府県（回答率98%）の集計結果。なお、記載した
データは速報値であり、今後の精査次第で最終的な結果が異なる可能性がある。年度によって
回答している都道府県が一部異なる点には留意が必要である。

（1）都道府県の観光行政にかかわる基盤整備の状況
都道府県内に設置されている観光担当部署の職員数・予

算・職員の知識・技能について、その実数（職員数、予算の
み）と過不足に関する感覚を尋ねた。職員数は66.7%の都道
府県が「不足している」（7段階中1、2、3を選択した人の割合、
以下同じ）と回答しているのに対して、予算額や求められる知
識・技能に関しては「不足している」と回答した都道府県はそ
れぞれ40.0%、4.5%であった。この結果は2018・2019年度と同
様であり、観光担当部署としては引き続き、人員の不足が最も
切実な問題であることが考えられる。以下、詳しくみていく。

①	観光担当部署の職員数
各都道府県において観光行政を担当する職員の平均人数

は35人、中央値は33人である。
図Ⅴ-2-1は職員数の分布を示しているとおり、2020年度は

20以上30人未満が最も多く（30.4%）、次いで30人以上40人
未満となっている（28.3%）。50人以上の職員が在籍する都道
府県も21.7%存在する。2018・2019年度と比較すると50人以
上の割合が増え、全体として職員数が多い自治体と少ない自
治体に分かれてきている。

業務の量に比較して、人員が十分であったかどうかを尋ね
たところ、66.7%の都道府県が「不足している」と答え、「十分
である」（7段階中5、6、7を選択した人の割合、以下同じ）と回

答した都道府県は13.3％にとどまった（図Ⅴ-2-2）。2019年度
と比較するとやや解消されているが、依然として多くの都道府
県で業務の量に対する人員の不足を感じていることが分かる。

②	観光担当部署の予算
各都道府県の観光担当部署に対して執行された2020年度

予算の平均額は2,976,036千円、中央値は1,820,743千円であ
る。2019年度の予算平均額2,711,589千円に比べやや増えて
いる（ただし、2019年度は、一部の都道府県で大型観光関連
施設整備に関する予算が含まれている）。また、2019年度の
予算中央値1,100,420千円と比較すると2020年度は約1.7倍に
増加しており、予算の大幅な増加が確認できた。この増加は、
補正予算の増加に起因する割合が大きいが、この補正予算
の増加は新型コロナウイルス感染症に関連した対策のためで
ある都道府県が多い。

Ⅴ-2  都道府県による観光政策

図Ⅴ-2-1	 観光担当部署の職員数（n=46）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
*役職や雇用形態による加重なし。出向受入中の人数を含み、出向中の人数を含まない
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図Ⅴ-2-2	 観光担当部署の職員数に関する不足感（n=45）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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一般に予算額は職員数に比例すると考えられることから、
職員数と予算の両方について回答を得た都道府県のデータを
もとに、職員1人あたりの予算額を算出した。その結果、平
均額は82,734千円/人、中央値は59,569千円/人であった。
図Ⅴ-2-3は1人当たりの予算額の分布を示しており、80,000千
円/人以上が最多（34.8%）、50,000千円/人以上60,000千円/
人未満が次点となっている（17.4%）。2018・2019年度と比較
すると、一人当たりの予算額は全体として多くなっている。

また、観光担当部署に与えられた業務の量に比較して、
予算が十分であったかどうかを尋ねたところ、40.0%の都道府
県が「不足している」、24.4%の都道府県が「どちらでもない」、
35.6%の都道府県が「十分である」と回答した（図Ⅴ-2-4）。
2018・2019年度と比べて、不足感を感じている都道府県の
割合はやや増えている。

③	観光担当部署で求められる知識・技能
観光担当部署に与えられた業務の難易度に比較して、職

員の能力・知識・技能が十分であったかどうかを尋ねたところ、
「不足している」と答えた都道府県は4.5%にとどまった（図Ⅴ
-2-5）。職員数や予算額と比較すると、職員の能力・知識・
技能について、十分であると考える都道府県が多いことが分
かる。2018・2019年度の調査結果と比べて、ほぼ同様の結
果であった。

（2）都道府県における政策・施策
①2019年度の観光政策・重点施策

2019年度に都道府県が実施した事業分野（図Ⅴ-2-6）及
び国際観光の振興に関する事業分野（図Ⅴ-2-7）について、3
つ選択した上で、自由記述で各分野における取り組みの概要
と成果を回答していただいた。

都道府県が実施した事業として、最も多く選択された事業
分野は「e.情報発信」であった（81.8%）。具体的には、「Web
サイトの作成」「旅行博等への出展」「ポスター・チラシ」「動画
の作成」等が挙げられる。

次点で選択された事業分野は「b.旅行目的となる観光資源
のソフト整備」であった（79.5％）。具体的には「旅行商品・周
遊ルート・体験プラン・商品の開発」等が挙げられる。
「b.旅行目的となる観光資源のソフト整備」と「e.情報発信」

の2つの事業分野は、ほぼ全ての都道府県が取り組んでいる
ことが分かる。

3番目に多く選択された事業分野は「f.営業販売」であった
（38.6%）。具体的には「トップセールス」「販路開拓」「FAM 
Tripの実施」「MICEや修学旅行の誘致」等の取り組みが挙
げられる。

これらの結果は2019年度の調査結果と比べてほぼ同様の
結果であった。また、2018・2019年度と比較すると、「b.旅行
目的となる観光資源のソフト整備」を実施した都道府県の割
合にやや上昇傾向がみられた。

また、国際観光に関する事業として、最も多く選択された
事業分野は「e.海外メディア、旅行関係者等の招聘」であっ

図Ⅴ-2-3	 観光担当部署の一人当たりの予算額（n=46）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
*役職や雇用形態による加重なし。出向受入中の人数を含み、出向中の人数を含まない
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図Ⅴ-2-4	 観光担当部署の予算額に関する不足感（n=45）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕

不足している

2018

どちらでもない 十分である

2019

2020

（1） （4） （7）

0 20 40 60 80 100
（％）

30.2 30.2

4.7
1

9.3 14.0
4

7.0

4.7
6 752 3

28.2 33.37.7
1

5.1

20.5
4 52 3

24.4

2.2

22.2

4.4
1

11.1 24.4
4

11.1
6 7

5.1
6

52 3

図Ⅴ-2-5	 観光担当部署で求められる知識・技能に関す
る不足感（n=44）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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た（69.8%）。2番目、3番目に多く選択された事業分野は、そ
れぞれ「b.インターネットによる情報発信」（62.8%）、「d.海外で
開催される見本市・商談会等への参加」（48.8%）であった。
4番目、5番目に多く選択された事業分野は、「a.トップセールス」

「k.外国人向けの観光メニュー（商品）等の設定」であるが、
それぞれ選択したのは27.9%、16.3％の都道府県と、上位3つ
の事業分野とは大きな差がある。

国内での事業と同様に、国際観光に関連した事業分野で
も、情報発信や営業開発等に関連した事業が代表的な事業
とした割合が高かった。

情報発信や営業開発に関連する事業を選択する割合が高
いという点は、2018・2019年度の調査結果とほぼ同様の傾向
であり、やや「b.インターネットによる情報発信」を選択した都
道府県の割合が上昇傾向にある。なお、2018年度時点では、

「m.海外の旅行予約サイトと連携（Expedia、WeChat等）」
「p.キャッシュレス決済システムの整備（クレジットカード、QR
コード等）」の選択肢はなかった。

（3）市町村との役割分担
都道府県が市町村に主導的な役割を期待する専業分野

（図Ⅴ-2-8）について、3つ選択した上で、自由記述にて連携
や役割分担についての課題等を回答していただいた。

都道府県が市町村に主導的な役割を期待する事業分野と
して、最も多く選択された事業分野は「c.受入環境のハード
整備」であった（59.1%）。具体的には「駐車場やトイレの整備」

「二次交通の改善」「Wi-Fi環境の導入」等の取り組みが挙

げられる。
2番目に多く選択された事業分野は「d.受入環境のソフト整

備」であった（50.0%）。具体的には「標識やメニューの多言
語化」「ガイドの育成」「接遇改善」等の取り組みが挙げられ
る。

3番目に多く選択された事業分野は「h.住民向け事業」で
あった（43.2%）。具体的には「理解促進のための広報や説
明会の開催」「観光を体験する機会の創出」等の取り組みが
挙げられる。

2018・2019年度と比較すると、市町村に対して「c.受入環
境のハード整備」に関して主導的な役割を期待する割合がや
や減少し、「d.受入環境のソフト整備」に関して主導的な役割
を期待する割合がやや上昇している。

図Ⅴ-2-6	 2019年度に実施した代表的な事業分野 
（3つ選択して回答、n=44）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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図Ⅴ-2-7	 2019年度に実施した代表的な国際観光に関
連した事業分野（3つ選択して回答、n=43）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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（4）新型コロナウイルス感染症関連の設問
①新型コロナウイルス感染症対策として取り組んだ施策

新型コロナウイルス感染症対策として、都道府県が取り組
んだ施策について尋ね、さらに、選択された施策の中から、
それぞれの施策に必要な予算の内、50%以上を政府から交付
される「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
～脱コロナに向けた協生支援金～」から割り当てる予定のあ
るものについて回答していただいた。

図Ⅴ-2-9は、新型コロナウイルス感染症対策として、都道
府県が取り組んだ施策の中から、観光に特に関連する施策を
示しているが、最も多く選択された施策は「f.自都道府県内居
住者向け需要喚起策」（95.7%）であり、こちらの施策はほとん
どの都道府県が取り組んでいる。新型コロナウイルス感染症
拡大で、需要が大きく減少した観光産業のために、まずは近
場である「自都道府県内居住者向け需要喚起策」を実施して
いることが分かる。

次に多く選択された施策は、「e.自都道府県外居住者向け
需要喚起策」（65.2%）であった。また、政府の交付金を利用
するものとして選択されている施策も上記の2点が多く、交付
金の存在は、各都道府県における需要喚起策の実施に貢献
していることが分かる。

また、「c.販路開拓支援（オンライン配信等）」「g.家で楽し
める観光地の動画配信」も、それぞれ56.5%、52.2%の都道府
県が選択していた。販路開拓支援によって対面での売り上げ
を補うことを援助したり、動画配信によって実際に現地に訪れ

ることができない消費者を自地域のファンとしてとどめたりする
施策によって、観光産業を支援していたことが分かる。

②国内で地域を限定しない観光プロモーション再開条件
新型コロナウイルス感染症拡大とそれに伴う緊急事態宣言

によって、2020年4月、5月は日本全国で観光客の移動がほぼな
くなった。その状況を踏まえて、国内で地域を限定せずに観
光プロモーションを再開する/した際に、考慮する/した条件に
ついて、重要度の高い順に3つ選択していただいた。

図Ⅴ-2-10の示す通り、最も多く選択された条件は「a.緊急
事態宣言が解除された」（45.7%）であり、次いで「b.自都道
府県の外出自粛要請が解除された」（39.1%）であった。この
ことから全国的な国内プロモーションについては、国の指針
が大きく影響を与えていることが分かる。

また、次いで「l.その他」を選んだ都道府県が多く（34.8%）、
自由回答記述では感染状況に応じて検討していくという趣旨
の記述が目立った。

③インバウンド誘客に関する観光プロモーション再開条件
2020年8月時点において、国レベルでのインバウンド誘客再

開の目途は立っていない。その状況において、インバウンド誘
客のターゲットとしている国・地域に対し、観光プロモーション
を再開する際に考慮する条件、重要度の高い順に3つ選択し
ていただいた。

図Ⅴ-2-11の示す通り、最も多く選択された条件は「c.ター
ゲットとする国との渡航制限が解除された」（82.2%）であり、ほ
とんどの都道府県が渡航制限を目安にしていることが分かっ
た。

図Ⅴ-2-8	 市町村が主導的な役割を期待する事業分野 
（3つ選択して回答、n=44）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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図Ⅴ-2-9	 都道府県が実施する観光に関連した新型コロナウイルス
感染症に関する対策（全て選択して回答、n=46）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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また、次に多く選択された条件は「e.JNTOがプロモーショ
ンを再開した」（46.7%）であり、JNTOの動向を目安にしてい
る都道府県が半数近い。「d.東アジアの感染拡大が収まった」
「i.外国人観光客受け入れに対する地域住民の抵抗感が弱
まった」を選択する都道府県も多く、それぞれ28.9%、26.7%と
なった。

④観光振興に関する見直し状況
新型コロナウイルスに関連して、観光振興に関する計画と

ターゲット層の見直しを検討しているかどうかについて尋ねた。
図Ⅴ-2-12の示す通り、都道府県の観光計画については

「b.これから見直しをする予定」を選択した割合が最も高く、
44.4%が選択した。自由回答記述では、新型コロナウイルスと
関係なしに計画を見直す時期であったことや、新型コロナウイ
ルス感染拡大が収まった後を見据えて計画を見直す予定であ
ること、といった回答が目立った。

地域連携DMOや地域DMOに関する観光振興の見直し
状況については、「現状では分からない/把握していない」と
の回答が約60%となった。一方で、「これから見直しをする予
定」と回答した都道府県は約20%であったが、自由回答記述
では新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて見直し予定であ
る、との回答が目立った。

また、ターゲット層については、「d.現状ではわからない」を

選択した割合が最も高くなった（34.8%）。「a. 既に見直しをし
ている」「b.これから見直しをする予定」を選んだ都道府県の
自由回答記述では、近隣をターゲットにすることや、消費単
価の高い客層をターゲットとすることについて言及したものが目
立った。

（池知貴大）

図Ⅴ-2-10	 国内で地域を限定しない観光プロモーショ
ン再開条件（全て選択して回答, n=46）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
*自粛期間中のPR等は含まない
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図Ⅴ-2-11	 インバウンド誘客に関する観光プロモーショ
ン再開条件（全て選択して回答, n=45）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
*渡航制限中のPR等は含まない
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図Ⅴ-2-12	 都道府県の観光振興に関する計画等の見
直し状況（n=45）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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図Ⅴ-2-13	 観光客のターゲット層の見直し状況
（n=46）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」〔（公財）日本交通公社〕
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新型コロナウイルス感染症関連施策では、自市町村内及び
自都道府県内の居住者向け需要喚起策を実施

観光担当部署で求められる技能・
知識に関する不足感は改善傾向

当財団では、自主研究として地方公共団体を対象とする観
光政策に関するアンケート調査を2014年度から継続的に実施
している。2020年度は、2019年度から引き続き、都道府県と
市町村で可能な限り統一した調査票を用いて実施した。調
査項目については、新型コロナウイルス感染症に関連する項
目を新たに設置した上で、2018年度から継続して設定してい
る項目は特に重要と思われるものに絞り、調査を行った。市
町村を対象とする調査については、各地の観光動向を勘案
し、政令指定都市20市を含む180市町村を対象として選定し
た。

主な調査項目としては、各市町村における観光行政に関
わる基盤整備の状況（職員数、予算、職員の知識・技能）、
2019年度の観光政策・重点施策、都道府県との役割分担、
新型コロナウイルス感染症の流行に対する施策等について質
問した。ここでは、アンケート調査結果の一部を紹介する*。
＊　�2020年9月16日時点までに回答を得た123市町村（回答率68.3%）の集計結果。なお、記載し

たデータは速報値であり、今後の精査次第で最終的な結果が異なる可能性がある。

（1）主要市町村の観光行政に関わる基盤整備の状況
主要市町村に設置されている観光担当部署の職員数・予

算・職員の知識・技能について、その実数（職員数・予算のみ）
と過不足に関する感覚を尋ねた。

①	観光担当部署の職員数
観光担当部署に在籍する職員数について、政令指定都市

16市を含む123市町村から回答を得た。職員数の平均値は
14.2人、中央値は12.0人であり、昨年から大きな増減は見ら
れなかった。

職員数の分布は図V-3-1に示す通りである。10人以上20
人未満が50市町村（40.7％）と最も多く、10人未満が46市町村
（37.4％）、20人以上30人未満が17市町村（13.8％）、30人以
上40人未満が8市町村（6.5％）であった。このうち政令指定
都市についてみると、回答を得た16市のうち10人未満の自治
体が1市、10人以上20人未満が4市、20人以上30人未満が6
市、30人以上40人未満が3市、40人以上が2市であった。

続いて、観光担当部署における業務の量や難易度と比較
した職員数の過不足度について、「不足している」を1、「ど
ちらでもない」を4、「十分である」を7とした7段階による評価
を求めた。結果は図V-3-2に示す通りである。1～3を選ん

Ⅴ-3  主要市町村による観光政策

だ自治体が47市町村（38.2％）、4を選んだ自治体が48市町村
（39.0％）、5～7を選んだ自治体が28市町村（22.8％）であっ
た。2018年度、2019年度の結果と比較すると、1～3と回答し
た市町村が減少し、4（どちらでもない）と回答した市町村が増
加している一方で、5～7と回答した市町村の割合はほぼ変化
が見られないことから、職員の不足感はやや改善傾向にある
ものの、依然として十分な水準にある市町村は限られている
ことがうかがえる。

また、政令指定都市のみを見てみても、5市が1～3を、7市
が4を、3市が5～7を選択しており、そのほかの市町村と同様
の傾向にあることがわかった。

②	観光担当部署の予算
各市町村の観光担当部署に対して執行された2020年度の

平均予算額は728,770千円、中央値は443,345千円であった。
一般に予算額は職員数に比例すると考えられることから、

職員数と予算額の両方について回答を得た120市町村（政

図Ⅴ-3-1	 観光担当部署の職員数

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
*役職や雇用形態による加重なし。出向受入中の人数を含み、出向中の人数を含まない
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図Ⅴ-3-2	 観光担当部署の職員数に関する不足感

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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令指定都市15市を含む）について、職員一人当たりの予算
額を算出した。その結果、平均値は46,817千円／人、中央
値は35,786千円／人であり、2019年度と比較すると平均値で
20.0％、中央値で17.7％の増加が見られた。職員一人当たり
の予算額の分布は図V-3-3に示す通りである。20,000千円
以上30,000千円未満が32市町村（26.7％）と最も多く、次いで
30,000千円/人以上40,000千円未満及び40,000千円/人以上
50,000千円/人未満がいずれも15市町村（12.5％）という結果
となった。2018年度、2019年度と比較すると、20,000千円／人
未満の市町村が減少した一方で、80,000千円／人以上の市
町村の割合が大きく増加するなど、職員一人当たりの予算も
全体として増加していることがわかる。

また、政令指定都市16市の2020年度の職員一人当たりの
予算額については、平均値が62,383千円／人、中央値が
52,604千円／人であり、そのほかの市町村と比較して多い傾
向にある。他方で、分布を見てみると30,000千円／人未満が
3市、30,000千円／人以上60,000千円／人未満が6市、60,000
千円／人以上が7市とばらつきがあり、政令指定都市が必ず
しも潤沢な観光予算を有するわけではないといえる。

また、観光担当部署における業務量と比較した予算の過
不足度について、同様に7段階で質問した。結果は図V-3-4
に示す通りである。1～3を選んだ自治体が43市町村（35.2％）、
4を選んだ自治体が33市町村（27.0％）、5～7を選んだ自治体
が46市町村（37.7％）であった。この結果を見ると、全体とし
て予算が十分であるとはいえず、不足感を感じていることが
わかる。また、2018年度、2019年度と比較すると、職員一人
当たりの予算額は増加しているにもかかわらず、業務量と比
較した予算の過不足度に対する評価に経年での大きな変化
は見られなかったことから、予算の増加にともない、新型コロ
ナウイルス対策等の追加的な業務量も増加していることがうか
がえる。

③	観光担当部署で求められる技能・知識
続いて、観光担当部署における業務の量と比較した、職

員の能力・知識・技能が十分であるか質問し、同様に7段
階で評価を求めた。結果は図V-3-5に示す通りである。1～
3を選んだ自治体が20市町村（16.3％）、4を選んだ自治体が41
市町村（33.3％）、5～7を選んだ自治体が61市町村（49.6％）で
あった。この結果から、全体として職員の技能・知識に対す
る不足感を感じている自治体が多いものの、職員数や予算の
不足感と比較するとその程度は小さいものと考えられる。特に、
政令指定都市についてみてみると、1～3を選択したのが1市、
4を選択したのが7市、5～7を選択したのが8市であり、業務に
対する職員の知識・技能の不足感に関しては、そのほかの
市町村と比較して政令指定都市では少ない傾向にあることが
わかる。

また、過去の結果と比較すると、2018年度には22.3％であっ
た1～3を選択した市町村の割合が、2020年度には5.9ポイント
減少している一方で、38.0％であった5～7を選択した市町村の
割合は12.0ポイント増加しており、観光担当部署で求められる
職員の技能・知識に関する不足感は、全体としてやや改善
の傾向にあるといえる。

図Ⅴ-3-3	 観光担当部署の一人当たりの予算額

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
*役職や雇用形態による加重なし。出向受入中の人数を含み、出向中の人数を含まない
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図Ⅴ-3-4	 観光担当部署の予算額に関する不足感

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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図Ⅴ-3-5	 観光担当部署で求められる知識・技能に関す
る不足感

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2019）」（公財）日本交通公社
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（2）主要市町村における2019年度の観光政策・重点施策
2019年度に市町村が実施した事業について、12の分野のう

ち代表的なものを3つ選択するよう求めた。
結果は図V-3-6に示す通りである。最も多かったのは「e. 

情報発信」で80市町村（65.0％）が選択し、「j. 観光イベント
の開催」が55市町村（44.7％）、「c. 受入環境のハード整備」
が44市町村（35.8％）であった。

政令指定都市についてみると、最も選択されたのが「e. 情
報発信」で、11市が事業を実施したと回答した。さらに「j. 観
光イベントの開催」を8市が、「f. 営業販売」を7市が選択して
おり、そのほかの市町村と同様の傾向がみられた。

2018年度、2019年度の結果と比較すると、最も多く選択さ
れた施策が「e.情報発信」であることは同様であるが、その
割合が増加傾向にあることがわかる。また、「j. 観光イベント
の開催」についても増加傾向にある。

（3）都道府県との役割分担
市町村が都道府県に主導的な役割を期待する事業分野に

ついて、13の分野から特に重要なものを3つ選択した上で、連
携や役割分担に関する課題等について自由記述による回答
を求めた。

結果は図V-3-7に示す通りである。最も多かったのは、「c.受
け入れ環境のハード整備」で60市町村（48.8％）が選択した。
次いで、「k. 予算・財源」を55市町村（44.7％）、「f. 営業販売」
を45市町村（36.6％）が選択した。

また、2018年度、2019年度の結果と比較すると、2018年度に
約7割の市町村が選択した「k. 予算・財源」の割合が、2019
年度と2020年度で5割以下に減少していることがわかる。この
理由については、2018年頃から宿泊税等の導入を行うケース
が全国各地で見られはじめたこと等により、市町村が自ら財源
を確保するための議論が活発になっていることが考えられる。

（4）新型コロナウイルス感染症関連の設問
①新型コロナウイルス感染症対策として取り組んだ施策

新型コロナウイルス感染症対策として、市町村が取り組ん
だ施策について尋ね、さらに、選択された施策の中から、そ
れぞれの施策に必要な予算の内、50%以上を政府から交付さ
れる「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金～
脱コロナに向けた協生支援金～」から割り当てる予定の施策
についても回答を求めた。

図V-3-8は、市町村が新型コロナウイルス感染症対策とし
て取り組んだ施策のうち、観光に関連する項目についての結
果を示したものである。最も回答が多かったのは、「g.自市町
村内居住者向け需要喚起策」で84市町村（68.9％）が選択し
た。また、政府からの交付金を利用する予定の市町村の数
もこの施策が最も多く、48市町村（39.3％）であった。次いで
回答が多かったのは、「f.自都道府県内居住者向け需要喚起
策」の61市町村（50.0％）、「e.自都道府県外居住者向け需
要喚起策の46市町村（37.7％）で、政府からの交付金を活用
する予定と回答した割合は、それぞれ32.0％、26.2％であった。

図Ⅴ-3-6	 2019年度に実施した代表的な事業分野 
（3つ選択して回答）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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図Ⅴ-3-7	 都道府県が主導的な役割を期待する事業分野
（3つ選択して回答）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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この結果から、新型コロナウイルス感染症の流行によって大き
な打撃を受けた観光産業への支援策として、旅行クーポン等
による需要喚起策が多くの市町村で最も重視されており、ま
た対象とする消費者の居住範囲は、まずは市町村内を対象と
し、徐々に都道府県内、都道府県外の居住者へと対象を広
げる傾向がうかがえる。

②国内で地域を限定しない観光プロモーション再開条件
新型コロナウイルス感染症拡大を防止の観点から、政府

は2020年4月から6月にかけ、都道府県をまたぐ移動の自粛を
要請したこと等を受け、各市町村による観光プロモーションは
一時休止状態となった。そこで、市町村が国内客を対象に、
地域を限定せずに観光プロモーションを再開する際に重視す
る条件について回答を求めた。

結果は図V-3-9に示す通りである。最も回答が多かったの
は、「b. 自都道府県の外出自粛要請が解除された」で44市
町村（35.8％）が選択した。次いで、「a. 緊急事態宣言が解
除された」及び「k. 自都道府県が国内プロモーションを始め
た」が42市町村（34.1％）であった。一方で、「d. 地域医療
の逼迫が収まった」や「f. 自都道府県内の感染者がゼロになっ
た」を選択した市町村は少なく、地域内であまり感染の拡大
していない地方部においては、地域内での感染状況ではな
く、政府や都道府県の方針や都市圏での感染状況をプロモー
ション再開の判断材料としていることが考えられる。一方で、「i. 
国内観光客の受け入れに対する地域住民の抵抗感が弱まっ
た」を選択した市町村は40（32.5％）と比較的多く、地域住民
からの理解も重視される条件であることがわかる。

③観光振興に関する見直し状況
新型コロナウイルス感染症の流行を受け、観光振興に関す

る計画などとターゲット層の見直しを検討しているかについて
回答を求めた。

市町村による観光振興に関する計画等の見直し状況につ
いては、図Ⅴ-3-10に示す通りである。「d. 現状ではわからな
い」が最も多く61市町村（50.4％）であった。また、「a. 既に見
直しをしている」と「b. これから見直しをする予定」という市町
村を合わせると、34.7％であった。

また、観光客のターゲット層の見直し状況については、図
Ⅴ-3-11に示す通りである。市町村の計画などの見直しと同
様に、「d. 現状ではわからない」が最も多く60市町村（49.2％）
であり、「a. 既に見直しをしている」と「b. これから見直しをす
る予定」という市町村を合わせると、41.0％であった。
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a. 既に見直しをしている b. これから見直しをする予定
c. 見直しはしない d. 現状ではわからない

50.411.6 23.1 14.9

図Ⅴ-3-10	 市町村の観光振興に関する計画等の見直
し状況 （n=120）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社

図Ⅴ-3-8	 市町村が実施する観光に関連した新型コロナウイルス
感染症に関する対策（全て選択して回答、n=121）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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図Ⅴ-3-9	 国内で地域を限定しない観光プロモーション
再開条件（全て選択して回答, n=122）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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ほぼゼロになった

i. 国内観光客の受け入れに対する
地域住民の抵抗感が弱まった

j. 治療薬やワクチンが確立された

k. 自都道府県が
国内プロモーションを始めた
l. 自都道府県内の他市町村が
国内プロモーションを始めた

0 10 20 30 40
（％）

m. GoToキャンペーンが始まった

n. その他

o. 特に条件はない

34.1

35.8
15.4

3.3

5.7

3.3

30.9

23.6

32.5

27.6

34.1

10.6

23.6

4.9

1.6
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（5）都道府県に対する調査結果との比較
本書前項で取り上げた都道府県に対する調査と、本項で

取り上げた主要市町村に対する調査は、一部を除き設問の
構成を統一し、比較可能な形式となっている。以下、比較
結果の一部を紹介する。

①主導的な役割を果たすことを期待する事業分野
都道府県が市町村に対して主導的な役割を担うことを期待

する事業分野として、最も多く選択されたものは「受け入れ環
境のハード整備」（59.1％）であり（図V-2-8）、一方、市町村
が都道府県に対して主導的な役割を担うことを期待する事業
分野で最も多く選択されたものも、「受け入れ環境のハード整
備」（48.8％）であったことから（図V-3-7）、都道府県と市町
村の双方が、もう一方に対して「受け入れ環境のハード整備」
を期待していることがわかる。また、この傾向は2018年度以
降継続していることから、二次交通の改善やWi-Fi環境の導
入などの施策について、都道府県と市町村の連携による適切
な役割分担を行うことが期待される。

②新型コロナウイルス感染症関連の設問
新型コロナウイルス感染症対策として取り組んだ施策とし

て、都道府県と市町村の双方において、自地域の居住者を
対象とした需要喚起策や、販路開拓支援が重視されるという
共通の結果が得られた。この設問は都道府県及び市町村が
独自に取り組んでいる施策について複数回答で全て選択して
いただくよう求めたものであったが、都道府県の方が全体的
に選択する項目の数が多く、市町村は少ない結果となった。
このことから、全国での感染拡大を受けて、ほぼ全ての都道
府県で独自の対策が検討されている一方で、市町村単位で
は、独自の施策として幅広い対策を検討している自治体はま
だ少ない現状が把握できた。

国内で地域を限定せずに観光プロモーションを再開する条
件について聞いた設問では、「大都市での感染者がほぼゼロ
になった」という項目について、都道府県では17.4％が選択し
たのに対し、市町村は30.9％が選択したほか、「国内観光客
の受け入れに対する地域住民の抵抗感が弱まった」という項
目については、都道府県では17.4％が選択したのに対し、市
町村では32.5％が選択するなど、両者で差が見られた。この
結果について、都道府県よりも現場での対処を求められる市
町村の方が、都市圏からの観光客の受け入れに慎重であっ
たり、住民からの抵抗感を考慮したりする傾向があると考えら
れる。

（工藤亜稀）

0 20 40 60 80 100
（％）

a. 既に見直しをしている b. これから見直しをする予定
c. 見直しはしない d. 現状ではわからない

49.224.6 16.4 9.8

図Ⅴ-3-11	 観光客のターゲット層の見直し状況
（n=121）

出所：「観光政策に関するアンケート調査（2020）」（公財）日本交通公社
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ここでは、わが国の観光の発展に寄与する学術面で
の「観光研究の動き」を概観する。

（1）日本国内の観光関連学会
データベース「学会名鑑」（日本学術会議、公益財団

法人日本学術協力財団、国立研究開発法人科学技術
振興機構）によると、2020年8月現在、国内主要学術団体

（2062件）のうち、学会名称に「観光」「ツーリズム」「旅
行」「リゾート」「余暇」「レジャー」「レクリエーション」「ホス
ピタリティ」のいずれかの語を含む学会（以下「国内の観
光関連学会」）は、合計で12団体である（表 付記-1）。

この他、「学会名鑑」には掲載されていないものの、
観光関連の学会活動を行っている団体には、日本旅行
医学会（02年設立）、日本環太平洋観光学会（07年）、
ものがたり観光行動学会（09年）、国際観光医療学会

（10年）、長期滞在型・ロングステイ観光学会（16年）
などがある。

①	全国大会
主な国内観光関連学会の大会テーマは、「インバウン

ドの高まりとオーバーツーリズム」（日本観光学会）、「ス
マホ世代の子どもとあそび」（日本レジャー・レクリエー
ション学会）、「情報技術の進展が余暇ツーリズム産業
にもたらす影響」（余暇ツーリズム学会）、「地方創生と
ホスピタリティ・マネジメント」（日本ホスピタリティ・マネジ
メント学会）、「地域連携・高大連携の進化と観光ホス
ピタリティ教育（コロナ禍により中止）」（日本観光ホスピタ
リティ教育学会）、「オリンピック、スポーツ、ツーリズム」（観
光学術学会）などであった。

②	機関誌・学会誌
各学会が発行する機関誌・学会誌は合計13誌であ

る。18年度に発行された機関誌・学会誌の中で特集
テーマが設定されていたものとしては、「平成をふりかえ
る」（日本観光研究学会）、「観光まちづくりとDMO」（観
光情報学会）、「オリンピック・パラリンピック、スポーツ、
ツーリズム」、「伝統芸能と観光」（観光学術学会）など
があった。

（2）大学・大学院
「観光」「ツーリズム」「ホスピタリティ」のいずれかの語

を含む学部、学科を有する大学は43、大学院は11存
在している（表 付記-2）。

2019年度は、城西国際大学が観光学部ウェルネス
ツーリズム学科を「観光学科」に改称。観光関連資格
の対策科目や、鴨川市の施設との連携授業など、実践
的かつ具体的な知識と体験を得ることができるカリキュラ
ムとした。また、ノースアジア大学が法学部観光学科を

「国際観光学科」に改称。グローバル化が進展する社
会で求められる専門知識と技能を身につけた高度な人
材の育成を意識したカリキュラム編成となった。

観光産業における人材育成が課題となっているなか、
観光庁では、宿泊業をはじめとした地域の観光産業の
経営力強化や生産性向上を目指して、全国13大学に
て「社会人向け講座」（募集人員各大学20名程度、受
講料原則無料）を開講した（表 付記-3）。

（3）科学研究費助成事業における観光学の扱い
2019年度の科学研究費助成事業（以下、科研費）

「観光学関連」（小区分80020）における新規採択件
数は85件（交付84件、採択1件）、研究種目の内訳は、
基盤研究（B）9件、基盤研究（C）55件、若手研究18件、
特別研究員奨励費2件、国際共同研究加速基金（国
際共同研究強化（A）1件であった（表 付記-4）。

配分される科研費の合計は4億532万円、その内訳
は、100万円未満が1件、500万円未満が74件、1千万円
未満が2件、5千万円未満が8件であった。

研究のキーワードとしては、観光（9件）を筆頭に、観
光資源（5件）、観光行動（4件）、インバウンド（3件）、マー
ケティング（3件）、着地型観光（3件）、観光まちづくり（3
件）、関係人口（3件）と続く。2件は、DMO、おもてなし、
アクションリサーチ、イノベーション、オーバーツーリズム、
カジノ、グリーンツーリズム、コンテンツツーリズム、サー
ビス、スポーツツーリズム、ツーリズム、フードツーリズム
となっている。

新規採択件数を研究機関別にみると、和歌山大学が
5件（総配布額23,530千円）、九州産業大学が4件（同
11,830千円）、琉球大学が4件（同16,250千円）、3件で首
都大学東京、北海道大学、立教大学と続く（表 付記-5）。
� （吉澤清良）

表 付記-2	日本の観光関連大学・大学院の数
大学 学部 学科 大学院

2019年度 43 16 43 11
2018年度 43 16 45 11
2017年度 42 17 44 9

（注）�大学の場合は学部・学科名に、大学院の場合は研究科・専攻名に「観光」「ツーリ
ズム」「ホスピタリティ」という言葉を含むもののみをカウント。

資料：文部科学省「年度別開設大学等一覧」、各大学サイトより（公財）日本交通公社作成
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表 付記-1	国内の観光関連学会の概要 （設立年順）
学会名・会員数 会長、本部/事務局、支部 活動内容 学会誌（機関誌）、大会論文集

1

日本観光学会

Japan Academic Society of 
Tourism（JAST）

○正会員　197名
〇�準会員（大学院生・学部生）
37名

○賛助会員　2団体
（2020年7月現在）

【会長】
神頭広好（愛知大学）

【本部/事務局】
青山学院大学社会情報学部　
長橋研究室内

【支部】
東北・北海道支部、関東支部、
中部支部、関西・中四国支部、
九州・沖縄支部

○全国大会の開催（年1回、研究報告、シンポジウム、学会総会等）
（2019年度第113回全国大会テーマ：インバウンドの高まりとオー

バーツーリズム）
○支部会（研究発表会、支部総会）の開催
○第3回学生観光プレゼン大会（関東支部主催）
○機関誌の発行（『日本観光学会誌』、年1回）
○学会賞の授与

【学会誌】
『日本観光学会誌』（1996年～、年１回）
（前身『日本観光学会研究報告』1961～
1995年）
（2019年度：第60号　論文3本、研究ノー
ト2本、調査資料1本、書評1本）
【大会論文集】
『研究発表要旨集』（年1回）

2

日本レジャー・レクリエー
ション学会

Japan society of Leisure and 
Recreation Studies（JSLRS）

○正会員　290名
○購読会員　20団体
（2020年7月現在）

【会長】
前橋明（早稲田大学）

【本部/事務局】
早稲田大学人間科学学術院　
前橋明研究室内

【支部】
なし

○学会大会（年1回、地域研究、基調講演、シンポジウム、研究発表、
ワークショップ、総会等）

　（2019年度第49回学会大会テーマ：スマホ世代の子どもとあそび）
○研究会・講演会等の開催
○機関誌の発行（『レジャー・レクリエーション研究』）
○学会ニュースの発行（年2～3回）
○学会賞の授与（日本レジャー・レクリエーション学会賞（学会賞、

研究奨励賞、支援実践奨励賞、貢献賞）、2007年～）
○研究の助成（研究助成金制度、2011年～）
○内外の諸団体との連絡と情報の交換（世界レジャー機関、全米レク
リエーション・公園協会との情報交換、ホームページのリンク等）

【学会誌】
『レジャー・レクリエーション研究』
（1992年～、年3回）
（前身『レクリエーション研究』1965～
1991年）
（2019年度：第88号　 原著4本、 総説1本 
／ 第89号　第49回学会発表論文集 ／ 第
90号　原著1本、研究資料1本、第49回
学会大会基調講演1本、シンポジウム4本、
ワークショップ3本、地域研究1本）

【大会論文集】
なし（学会誌に発表要旨を掲載）

3

余暇ツーリズム学会

The Association for Leisure 
and Tourism Studies

○研究者　143名
○実務家　84名
○大学院生　30名
○賛助会員　7名
（2020年3月現在）

【会長】
長谷川惠一（早稲田大学）

【本部/事務局】
早稲田大学商学学術院　長谷
川惠一研究室内

【支部】
関東支部、九州支部

○学会大会の開催（年1回、自由論題報告、会員総会、統一論題報告・
討論等）

　（2019年度全国大会テーマ：情報技術の進展が余暇ツーリズム産
業にもたらす影響）

◯支部大会の開催（年1～2回、研究発表等）
○研究部会の開催（ライフスタイル研究部会、観光地域ストーリー

研究部会、ヘルス・スポーツツーリズム研究部会、飲料サービ
ス研究部会、レジャー・スタディーズ研究部会、エンタテイン
メント・ツーリズム研究部会、ブライダル研究部会、ツーリズ
ム心理研究部会、学生教育研究部会）

○学会誌の発行（『余暇ツーリズム学会誌』）
○ニュースレターの発行（年数回）
○図書の編集（『余暇学を学ぶ人のために』『余暇事業論ー多様化す

る余暇事業の未来予測』等、合計4冊）
○受託研究
○会員の研究活動支援
○学会賞の授与（2016年～）

【学会誌】
『余暇ツーリズム学会誌』（前身『余暇学研
究』1998～2013年）
（2014年3月～、年1回）
（2019年度：第7号　論文2本、研究ノー
ト4本、特別寄稿論文（統一論題）1本、
発表要旨（統一論題）1本）
【大会論文集】
『余暇ツーリズム学会大会研究報告予稿
集』（2013年～、年1回）

4

日本観光研究学会

Japan Institute of Tourism 
Research（JITR）

○正会員　1,068名
○準会員　6名
○名誉会員　9名　
○賛助会員　6団体
○特別会員　8団体
（2020年7月現在）

【会長】
梅川智也（國學院大學）

【本部/事務局】
豊島区西池袋4-16-19 コン
フォルト池袋106

【支部】
関西支部（2003年7月設立）
九州・韓国南部支部（2007年
4月設立）
東北支部（2015年3月設立）

○全国大会の開催（年1回、講演会、シンポジウム、研究発表等） 
（2019年度第34回全国大会シンポジウムテーマ：持続可能な観光
のあり方を考える－沖縄の取り組みと課題から－）

○総会の開催（年1回、講演、学会賞表彰、シンポジウム）
○研究分科会の設置、助成
○研究懇話会（年2回、1月と7月）の開催
○支部の活動
○機関誌の発行（『観光研究』）
○観光学全集の発行
○会務報告の発行（『会務報告』、年2回）
○メールニュースの配信
○特別研究の助成
○学会賞の授与（論文奨励賞、観光著作賞、2007年度～）
○優秀論文賞の授与
○図書の監修（『観光学全集』全10巻予定）
○観光研究に関する外国諸団体との交流　　等

【学会誌】
『観光研究』（1987年～、年2回）
（2019年度：Vol.31 No.1　 論文10本、研
究ノート2本、学会活動報告等 ／ Vol.31
No.2　論文6本、書評1本、特集（平成を
ふりかえる）8本、学会活動報告等）
【大会論文集】
『全国大会学術論文集』（1986年～、年1
回）

5

日本国際観光学会

Japan Foundation for 
International Tourism
（JAFIT）

○正会員　387名
○�学生会員（大学院・大学・
短期大学・専門学校生）　
40名

○名誉会員　2名
○賛助会員　2団体
（2020年6月現在）　

【会長】
島川崇（神奈川大学）

【本部/事務局】
渋谷区神宮前6-19-3　東邦ビ
ル5階

【支部】
なし

○全国大会の開催（年1回、基調講演、研究発表等）
（2019年度第23回全国大会特別講演テーマ：選ばれ続ける地域とは

～自立・持続可能な観光・リゾート経営）
○例会の開催（研究発表、講演、年5回）
○論文集の発行（『日本国際観光学会論文集』）
○産学協同セミナー「ツーリズム・フォーラム」の開催（2003年～）
○自由論集の発行（年１回）
○テーマ別研究部会による活動（①観光への知的財産権活用、②宿

泊関連、③持続可能な戦跡観光、④精神性の高い観光、⑤福祉
観光、⑥おもてなし文化、⑦航空マネジメント、⑧オーバーツー
リズム、⑨観光交通、⑩デステネーション＆プライスブランディ
ング、⑪ワーケーション、⑫観光マネジメント）

○国内外でのシンポジウム開催
○国際観光研修旅行の実施
○教科書・学術書の出版
○懸賞論文の実施（太田記念国際観光懸賞論文）
○国際観光に関する学術調査及び研究
○内外の企業、団体、個人からの委託研究
○関連学会、協会との連絡及び交流

【学会誌】
『日本国際観光学会論文集』（1993年～、
年1回）
（2019年度： 第27号　論文8本、 研究ノー
ト6本、旅工房・日本国際観光学会助成
研究プロジェクト報告1本）
『日本国際観光学会自由論集Vol.3』（34
本）
【大会論文集】
『全国大会梗概集』（2001年～、年1回発
行）

6

日本ホスピタリティ・マネ
ジメント学会

Japan Academic Society of 
Hospitality Management
（JASH）

○正会員　237名
○学生会員　10名
○名誉会員　6名
（2020年3月現在）

【会長】
山本壽夫（日本大学）

【本部/事務局】
日本大学生産工学部　山本壽夫
研究室内

【支部】
関東支部、関西支部、九州支部

○全国大会の開催（年1回、研究発表、年次総会、基調講演、パネ
ルディスカッション等） 
（2019年度第28回全国大会テーマ：地方創生とホスピタリティ・
マネジメント）

○研究専門部会の開催（適宜）
○研究発表会（各支部それぞれ年2回）
○学会誌の発行（『HOSPITALITY』『INTERNATIONAL JOURNAL OF 

JAPAN ACADEMIC SOCIETY OF HOSPITALITY MANAGEMENT』）
○図書・報告等の発行
○学会賞の授与（日本ホスピタリティ・マネジメント学会大賞等）
○内外の学会、その他関連団体との連絡

【学会誌】
『HOSPITALITY』（1993年～2012年度：年
1回、2013～2015年度：年2回、2016年度
～：年1回）
（2019年度：第30号　論文16本、研究
ノート4本）
『INTERNATIONAL JOURNAL OF JAPAN 
ACADEMIC SOCIETY OF HOSPITALITY 
MANAGEMENT』
（2012年～、年1回（2013年は年2本））
（2019年度：Vol.6 No.1　論文4本、研究
ノート1本）
【大会論文集】
なし

7

総合観光学会

The Japan Society for 
Interdisciplinary Tourism 
Studies

○正会員　195名
○学生会員　43名
○法人会員　5団体
（2020年3月現在）

【会長】
山下晋司（帝京平成大学）

【本部/事務局】
日本大学　商学部内

【支部】
なし

○全国学術研究大会の開催（年2回、研究発表、シンポジウム、特
別講演、自由論題報告、パネルディスカッション、視察研究等）

○学会誌の発行（『総合観光研究』）
○会報の発行
○海外の研究者との交流
○研究成果を著書として発刊
○観光関連の文献・データの収集

【学会誌】
『総合観光研究』（2002年～、年1回）
【大会論文集】
なし
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学会名・会員数 会長、本部/事務局、支部 活動内容 学会誌（機関誌）、大会論文集

8

観光まちづくり学会

The Society of Tourism and 
Community Design

○正会員　119名
○学生会員　4名
○法人会員　4団体
○名誉会員　6名
（2020年7月末現在）　

【会長】
細野昌和（北海商科大学）

【本部/事務局】
（一社）岩手県土木技術セン
ター内

【支部】
北海道支部（2008年～）

○役員会、総会の開催
○研究大会の開催（年1回、基調講演、研究発表、会員総会等）
　（2019年度第18回研究発表会基調講演テーマ：北海道の観光とモ

ビリティを考える―エコ・モビリティの可能性とその展開―）
○講演会、講習会の開催
○調査研究、視察会の開催
○学会誌の発行（『観光まちづくり学会誌』）
○学会賞の授与（学術論文賞・優秀発表賞）

【学会誌】
『観光まちづくり学会誌』（2003年～、年
1回）
（2019年度：第16号　論文2本、報告2本）
【大会論文集】
なし（学会誌及び学会ホームページに掲
載）

9

日本観光ホスピタリティ教
育学会

The Japanese Society of 
Tourism and Hospitality 
Educators（JSTHE）

○正会員　169名
○準会員　10名
○特別会員　１団体
○名誉会員　3名
（2020年7月現在）

【会長】
小畑力人（大阪初芝学園）

【本部/事務局】
杏林大学外国語学部内

【支部】
なし

○全国大会の開催（年1回、講演、事例報告、教育実践報告・研究
教育論文発表、ワークショップ等）

　（2019年度第19回全国大会テーマ：地域連携・高大連携の進化と
観光ホスピタリティ教育－新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い中止－）

○総会・シンポジウムの開催（年1回）
○研究会の開催（年1～3回）
○機関誌の発行（『観光ホスピタリティ教育』）
○学術論文集の発行（『全国大会論文集』）
○Newsletterの発行（年3回程度）

【学会誌】
『観光ホスピタリティ教育』（2006年～、
年1回）
（2019年度：第13号　論文2本、教育実
践報告1本、書評3本、全国大会報告、総
会報告）
【大会論文集】
『全国大会論文集』（年1回）

10

観光情報学会

Society for Tourism 
Informatics

○正会員　179名
○学生賛助会員　11名
○ゴールド賛助会員　7名
○個人賛助会員　7名
○企業・団体会員A　2団体
○企業・団体会員B　4団体
（2020年7月1日現在）

【会長】
大薮多可志（日本海国際交流
センター）

【本部/事務局】
北海道大学大学院情報科学研
究科内

○全国大会の開催（年1回、基調講演、パネル討論、学術講演セッショ
ン、総会等）

（2019年度第16回全国大会公開シンポジウムテーマ：物語と観光）
○研究発表会の開催（年2回、研究発表、エクスカーション）
○観光情報学研究会の開催（さっぽろ、はこだて、かが・のと、た

いせつカムイ、ちゅうしこく、いわて、オホーツク圏、とうかい、
きゅうしゅう、さんいんさんよう）

○学会誌の発行（『観光と情報』）
○賞の授与（大会優秀賞、大会奨励賞、研究発表会優秀賞、研究発

表会奨励賞、功労賞）
○メールニュースの配信
○情報提供事業、コンサルティング、活動支援　　等

【学会誌】
『観光と情報』（2005年度～、年1回）
（2019年度：第15巻　特集記事（観光ま
ちづくりとDMO）4本、学術研究論文3本）
【大会論文集】
『全国大会講演予稿集』（2004年度～、年
1回）
『研究発表会講演論文集』（2009年度～、
年2回）

11

コンテンツツーリズム学会

The Academy of Contents 
Tourism（ACT）

○正会員　100名
○学生会員（大学院生）　17
名
（2020年3月現在）

【会長】
増淵敏之（法政大学）

【本部/事務局】
法政大学大学院政策創造研究科
増淵敏之研究室内

○論文発表大会（年1回、特別講演、論文発表、講評等）
　（2019年度第7回全国大会特別講演テーマ：地霊（ゲニウス・ロ

キ）としてのシャーロック・ホームズ）
○学会論文集の発行（『コンテンツツーリズム学会論文集』）
○シンポジウムの開催（年1回）（2019年度基調講演テーマ：東アジ

ア文化都市2019豊島はらはら、どきどき、文化がいっぱい。／
パネルディスカッションテーマ：豊島区インバウンドとコンテ
ンツツーリズム）

○研究会（不定期開催）
○アニメ聖地巡礼本即売会への出展（2回）

【学会誌】
『コンテンツツーリズム学会論文集』
（2014年度～、年1回）
（2019年度：論文4本、研究ノート3本、
調査報告1本、その他1本）
【大会論文集】
なし

12

観光学術学会

Japan Society for Tourism 
Studies（JSTS）

○正会員（一般）　367名
○正会員（院生）　78名
○正会員（シニア）　2名
○準会員　2名
○名誉会員　1名
（2020年7月現在）　

【会長】
橋本和也（京都文教大学）

【本部/事務局】
（有）CR-ASSIST（大阪府）

【支部】
なし

○全国大会の開催（年1回、基調講演、フォーラム、大学院生育成
セミナー、学生ポスターセッション、一般研究発表等）

　（2019年度第8回全国大会シンポジウムテーマ：オリンピック、
スポーツ、ツーリズム）

○研究集会の開催（2019年度第7回研究集会テーマ：観光と都市再
編――ツーリズム・ジェントリフィケーションの諸相）

○機関誌の発行（『観光学評論』）
○学会賞の授与（著作賞、論文賞、教育・啓蒙著作賞など8種、2013

年度～）
○図書等の刊行
○観光学の研究調査
○国内外の学術団体、学会との連絡・交流

【学会誌】
『観光学評論』
（2012年度～、年1回／2013年度～、年2
回）
（2019年度：vol.8 No.1　萌芽論文2本、
特集論文（オリンピック・パラリンピッ
ク、スポーツ、ツーリズム）5本、書評2
本／ vol.7 No.2　 原著論文5本、展望論
文1本、萌芽論文1本、特集論文（伝統芸
能と観光）4本）
【大会論文集】
『全国大会発表要旨集』（2012年度～、年
1回）

（注）�データベース「学会名鑑」（日本学術会議、公益財団法人日本学術協力財団、国立研究開発法人科学技術振興機構、http://gakkai.jst.go.jp/gakkai/）に収録されている国内の主要
学術団体（2020年8月16日現在、2,062件）のうち、学会名称に「観光」「ツーリズム」「旅行」「リゾート」「余暇」「レジャー」「レクリエーション」「ホスピタリティ」のいずれかの語が
含まれる学会を「国内の観光関連学会」として抽出した。

資料：データベース「学会名鑑」、各学会ホームページ、各学会への聞き取り調査から（公財）日本交通公社作成（2020年9月現在）

表 付記-3	地域の観光産業を担う中核人材育成講座の
テーマ（2019年度）

大学 講座テーマ
横浜商科大学 MICE ビジネス中核人材育成講座 2019

信州大学 山岳観光資源を生かしたユニバーサルツーリズム推進人材育成プログラム

北陸先端科学技
術大学院大学 地域観光のイノベーション推進人材の育成

滋賀大学 滋賀大学ウエルネスツーリズムプロデューサー養成講座

神戸山手大学 ツーリズムプロデューサー養成課程

愛媛大学 愛媛県・四国の儲かる観光サービス業を担う中核人材育成プログラム

小樽商科大学* 観光産業の中核を担う経営人材育成講座アドバンスコース

青森大学* 体験型観光商品企画担当者セミナー

明海大学* 地域観光強化を担う宿泊施設のためのミドルマネジメント育成

東洋大学* ビジネスリーダーを目指す女性のための「最新・観光学講座」

和歌山大学* 観光カリスマ講座

大分大学* 宿泊業の人材育成講座

鹿児島大学* 鹿児島の地域資源とインバウンド旅行客

（注）*：観光庁の支援が終了し、各大学主体で実施した大学。
資料：観光庁ホームページより（公財）日本交通公社作成

表 付記-5	科研費「観光学関連」の採択件数の上位研究
機関（2019年度）

研究機関 採択件数 総配布額（千円）
和歌山大学 5 23,530 

九州産業大学 4 11,830 

琉球大学 4 16,250 

首都大学東京 3 8,450 

北海道大学 3 38,610 

立教大学 3 16,900 

岩手県立大学 2 7,020 

金沢大学 2 7,930 

静岡大学 2 5,590 

筑波大学 2 21,710 

東海大学 2 7,020 

東京大学 2 7,280 

日本大学 2 8,580 

阪南大学 2 5,200 

三重大学 2 21,320 

龍谷大学 2 8,840 

早稲田大学 2 6,130 

（注）�審査区分において「小区分80020：観光学関連」、また研究期間の開始年度が2019年度のも
のを対象としている。

資料：科学研究費助成事業データベースより（公財）日本交通公社作成
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表 付記-4	科研費「観光学関連」の新規採択研究課題（2019年度～）
研究課題 研究種目 代表研究機関

スポーツイベントのレガシー効果に関する観光地理学的研究 基盤研究（B） 県立広島大学
観光誘致のためのVR映像の効率的な利活用に関する実証研究 基盤研究（B） 国立研究開発法人情報通信研究機構
離島地域における住民の資源化に伴う観光地域社会の創出に関する地理学的研究 基盤研究（B） 筑波大学
自然災害からの復興過程における観光の役割に関する研究 基盤研究（B） 文教大学
観光資源としての文化的景観の保全と活用に関する研究 基盤研究（B） 北海道大学
コンテンツツーリズムにおける「戦争」の消費と歴史理解に関する国際比較研究 基盤研究（B） 北海道大学
オーバーツーリズムでの持続可能な地域メカニズムに関する研究 基盤研究（B） 三重大学
スマート・ツーリズムにみる観光の変容 基盤研究（B） 立教大学
観光目的地の競争優位性：訪日客の増加を契機とするDMOマネジャーの役割の変容 基盤研究（B） 和歌山大学
海面利用実態を考慮した遊漁船業の津波防災計画策定手法の開発 基盤研究（C） 愛知工業大学
プラス要因・マイナス要因を考慮した実時間型観光スポット推薦システムの研究 基盤研究（C） 岩手県立大学
野外ミュージアムの特質を踏まえたデジタルマーケティング手法の実践的研究 基盤研究（C） 岩手県立大学
主催者意識及び立地環境をパラメーターとしたオープンガーデンの観光基盤モデルの完成 基盤研究（C） 江戸川大学
地域団体商標による温泉地ブランドの構築と競争優位性の比較研究 基盤研究（C） 大分大学
高精度位置情報データを活用したスポーツツーリズムの動態調査研究 基盤研究（C） 大阪経済大学
伝統工芸を対象とした自然に基づく文化多様性と観光マネジメント 基盤研究（C） 金沢大学
インバウンドの振興と地域発展の相互補完的関係－ソーシャル・キャピタルの視点から 基盤研究（C） 九州産業大学
旅行者と旅行先との関係構築プロセスの解明：顧客エンゲージメント理論を援用して 基盤研究（C） 九州産業大学
インバウンド訪日観光客が満足する旅館でのおもてなしとそのマネジメント 基盤研究（C） 九州産業大学
シェイクスピア生誕地のLiterary Tourism―マリー・コレリを中心に 基盤研究（C） 京都府立大学
地域内での美術館の集積を活用したアートによる観光振興の可能性に関する研究 基盤研究（C） 杏林大学
気候変動によるビーチの浸食が利用者の厚生と地域経済に与える影響の評価 基盤研究（C） 甲南大学

「自然」が文化資源化されるマスツーリズム的状況の観光人類学的研究 基盤研究（C） 公立小松大学
観光資源の発掘・再評価 -機械学習による写真共有SNS分析を軸として- 基盤研究（C） 四国大学

「観光のダイナミズム」下での持続可能な観光地実現のための財政的基盤に関する研究 基盤研究（C） 静岡大学
統合型リゾート（ＩＲ）が地域経済・社会に与える影響と規制のあり方 基盤研究（C） 静岡大学
ワーケーションを推進するための地域観光資源の活用に関する研究 基盤研究（C） 実践女子大学
大規模災害からの観光復興に関する考察―電源地域・主に原子力の事例から― 基盤研究（C） 淑徳大学
観光者の環境配慮行動を誘発する他者行動：旅の恥をかき捨てない観光者行動の為に 基盤研究（C） 首都大学東京
ツーリズム・レクリエーション利用者による支払いのあり方についての研究 基盤研究（C） 上智大学
中国国内でのコンテンツツーリズムの萌芽－観光行動の現地化と再帰性－ 基盤研究（C） 大正大学
意識分析にもとづく国外旅行意向の国際比較研究 基盤研究（C） 筑波大学
アフターオリンピックにおける観光政策の課題 基盤研究（C） 東海大学
地域内マネーフローの向上に資する森林バイオマス利活用と観光産業との融合 基盤研究（C） 東海大学
劇場を活用した観光客誘致による地域再生策の構築 基盤研究（C） 東京藝術大学
都市空間における集客学の計画理論構築と観光への応用に関する研究 基盤研究（C） 東京都市大学
カジノを核とするIR（統合型リゾート）の経済的効果と社会的コスト 基盤研究（C） 東洋大学
ホスピタリティ産業における国境を越えた知識移転の構造と促進要因の解明 基盤研究（C） 常葉大学
個人に適応して自動車旅行を支援する車載器 基盤研究（C） 鳥取大学
農山漁村と都市住民の意識変化に対応したグリーンツーリズムの方策・評価モデルの開発 基盤研究（C） 中村学園大学
旅行者属性を考慮した着地型観光行動の分析および誘客手法の研究 基盤研究（C） 名古屋学院大学
バリと沖縄の楽園観光地に生きる観光サバルタンの事例考察を通した観光リスク論の探究 基盤研究（C） 南山大学
地域連携プラットフォームのライフサイクルの把握とマネジメント・モデルの構築 基盤研究（C） 新潟大学
民泊の生活体験型観光の規模と運営に関する研究－イタリア アルベルゴデフーゾを基に 基盤研究（C） 日本大学
地域の食文化を対象とした観光の形成手法と波及効果に関するアクションリサーチ 基盤研究（C） 日本大学
地方創生のための伝統工芸産業の産地戦略：磁器産地の観光まちづくりの事例を通して 基盤研究（C） 函館大学
イタリアの農村ツーリズムにおける地域毎の推進状況の分析と有効な支援策の検証 基盤研究（C） フェリス女学院大学
世界遺産候補「百舌鳥・古市古墳群」の天皇陵古墳の意味をめぐる葛藤 基盤研究（C） 福岡大学
観光行動力導出による高齢者の旅行促進に関する研究 基盤研究（C） 北陸学院大学短期大学部
聖地研究　甲子園ー聖地の生成と象徴性再生産プロセスに対する住民評価の研究 基盤研究（C） 武庫川女子大学
鉄道とヘリテージ・ツーリズムに関する日英比較史研究 基盤研究（C） 明治大学
インバウンド観光における観光土産のリピート購買促進のためのブランド認知の研究 基盤研究（C） 桃山学院大学
都市部における着地型観光事業者と地域住民との協働に関する研究 基盤研究（C） 横浜商科大学
複合現実体験としての聖地巡礼：ルルドをはじめとする19世紀西欧における虚実の融合 基盤研究（C） 立教大学
道の駅を拠点とした観光振興モデルの構築と経済効果に関する研究 基盤研究（C） 立教大学

「おもてなし」に対する海外消費者の態度に関する研究　ー米・中・台 地域を中心に－ 基盤研究（C） 立正大学
デスティネーション・マーケティングにおけるPPMの有為性の検証ー沖縄県を事例にー 基盤研究（C） 琉球大学
クルーズ船上のゲスト＆ゲスト：旅行者間の関係と旅行経験における相互作用の研究 基盤研究（C） 琉球大学
辺境観光地域における社会的DMO成立要件に関する観光経営社会学的分析 基盤研究（C） 琉球大学
包摂的観光戦略の構築：国際観光都市におけるオーバーツーリズムの分析を通して 基盤研究（C） 龍谷大学
観光資源の景観特徴化に基づく観光情報推薦システム 基盤研究（C） 龍谷大学
地方都市におけるプレイスメイキングと交流型観光の連係手法に関する研究 基盤研究（C） 和歌山大学
我が国の庭園観光の適切かつ持続的な推進に向けた研究 基盤研究（C） 和歌山大学
リビングヘリテージとその活用の多様性に関する比較研究 基盤研究（C） 早稲田大学
視線情報を用いた観光資源に対する潜在的注目度調査システムの開発に関する研究 若手研究 秋田大学
Tourist satisfaction - loyalty and resident perception in over-tourism context: Possible policies to promote tourism and enhance community 
satisfaction 若手研究 一般財団法人運輸総合研究所総合研究部

Challenges and Potentials of Transnational Film/Contents Tourism: A Case Study of Japanese Fan Tourists in Germany 若手研究 金沢大学
対人サービス企業におけるサービス提供の仕組みの最適化に関する研究－旅館業の事例－ 若手研究 九州産業大学
観光回遊行動の実践的調査・分析フレームワークの構築と地域マネジメントへの活用 若手研究 首都大学東京
観光振興主体・空港・航空会社間のリスクシェアリング・メカニズムに関する研究 若手研究 首都大学東京
真に言語バリアフリーな観光情報システム 若手研究 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
旅行者の地域づくりへの参加を促すスタディツアーの研究 若手研究 東京大学
Real-time Disaster Self-evacuation with LBS and AR Enhanced Analogue Disaster Maps for Foreign Tourists--System Design and Effectiveness Tests 若手研究 東京大学
旅館の体質改善に向けたサービスマネジメントの研究 若手研究 阪南大学
ミュージアムの特性を活かした「観光プログラム」の構築に関する研究 若手研究 阪南大学
観光客の属性と旅行形態が観光周遊行動に与える影響に関する研究 若手研究 佛教大学
持続可能な観光開発の基礎となる住民の認識を明らかにする国際比較研究 若手研究 北海道大学
子どもの外遊び空間の創出に資するアウトドア・レジャーの拠点形成に関する研究 若手研究 三重大学
多様化するインバウンド観光の計量マーケテイング分析 若手研究 山口大学
持続可能な開発指標（SDGｓ）と地域住民を含んだ観光まちづくり：首里景観形成地域 若手研究 琉球大学
世界遺産の参詣道「熊野古道」を歩くことで得られる意味深い心理的経験の実証研究 若手研究 和歌山大学
山岳地域における環境変化と観光資源レジリアンスの包括的分析 若手研究 和歌山大学
観光客の災害の備えの改善：より精緻なリスクコミュニケーションのための実証的研究 特別研究員奨励費 京都大学
ブラジル北東部海岸地域におけるコミュニティツーリズム：エンパワーメントの視点から 特別研究員奨励費 早稲田大学

食と農村地域の文化遺産化：テロワール産品の日仏比較研究から 国際共同研究加速基金（国際
共同研究強化（A）） 大阪市立大学

（注）審査区分において「小区分80020：観光学関連」、また研究期間の開始年度が2019年度のものを対象としている。
資料：科学研究費助成事業データベースより（公財）日本交通公社作成
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資料ｰ1　旅行年表
月日 一般社会・海外情勢

1.7 「国際観光旅客税（出国税）」徴収始まる。一人1000円。
日本人、外国人問わず2歳以上。航空券等に上乗せ。

1.8 吉田沙保里選手、引退を表明

1.16 第160回芥川賞は上田岳弘氏の「ニムロッド」と町屋良平氏
の「1R1分34秒」、直木賞は真藤順丈氏の「宝島」

1.16 2018年の訪日外国人客数（推計値）は3119万1900人。
前年比8.7%増。日本政府観光局（JNTO）が発表。

1.17 阪神淡路大震災から24年

1.26 大坂なおみ選手、全豪オープン女子シングルス優勝。世
界ランキング1位も確定。

1.27 嵐、2020年いっぱいでグループ活動休止を発表

2.1 日本と欧州連合（EU）の経済連携協定（EPA）が発効

2.2 細田守監督の『未来のミライ』が、第46回アニー賞長編
インディペンデント作品賞受賞

2.12 マケドニア、国名を「北マケドニア」に

2.22 探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」への着陸に成功

2.22 プレミアムフライデー開始から2年

2.27 羽田空港の乗降客数が8733万と過去最高に。2018年。
前年から200万人増。国際線が1796万人とインバウンド
好調

3.5 政府、NHKによるTV番組のインターネット同時配信を可
能にする放送法改正案を閣議決定

3.5 2019年の米プリツカー賞に磯崎新氏

3.11 東日本大震災から8年

3.21 イチロー選手、現役引退を表明

3.30 アメリカ、世界最大の産油国に。アメリカのエネルギー
情報局（EIA）が2018年の統計を発表

4.1 新元号は「令和」。政府、閣議決定。出典は「万葉集」

4.1 仲邑菫さん、プロ棋士に。10歳0か月。

4.5 探査機はやぶさ２、小惑星リュウグウで人工クレーター
作製に成功。

4.9 政府、2024年に紙幣デザイン刷新を発表。1万円札渋沢
栄一、5000円札津田梅子、1000円札北里柴三郎

4.10 福島県大熊町の全域に出されていた避難指示の一部が
解除

4.10 国際共同研究プロジェクト「イベント・ホライズン・テレ
スコープ（EHT）」、ブラックホール撮影に成功と発表。
史上初

4.30 天皇陛下、退位。平成最後の日

5.1 新天皇陛下、即位。令和最初の日

5.4 北海道の「インターステラテクノロジズ」、小型観測ロケット
「宇宙品質にシフトMOMO」3号機の打ち上げに成功

5.9 東京オリンピック、チケットの申込受付開始

5.10 改正子ども・子育て支援法成立。10月1日から。大学等修
学支援法も成立。2020年4月から。

5.15 改正健保法、参院本会議で可決、成立。マイナンバーカー
ドが健康保険証として利用可能に。2021年3月から

5.26 東名高速道路、全線開通から50年

5.29 気象庁、防災気象情報に5段階レベルの公表の運用開始

5.31 食品ロスの削減推進に関する法律（食品ロス削減推進法）公布

6.1 新しいふるさと納税制度開始

6.3 政府、スーパー、コンビニなどでのレジ袋無償配布を一律
に禁じる法令を制定する方針を表明。2020年4月有料化へ

6.7 サニブラウン・ハキーム選手（フロリダ大）、男子100ｍで
9秒97の日本新。全米大学選手権で。

6.20 ゴンザガ大の八村塁選手が1巡目9位でウィザーズから指
名。米プロバスケットボール協会（NBA）ドラフト会議

6.21 2018年の地方での訪日客の消費額1兆円超。21日公表の
観光白書で。

6.24 ヨーロッパ全土で猛暑。広範囲で40度超。

7.1 改正健康増進法施行。学校、病院や公共施設などでは原
則敷地内禁煙。

7.6 百舌鳥・古市古墳群（大阪府）世界文化遺産に登録決定

7.11 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の探査機「はやぶさ2」、
小惑星「リュウグウ」に2回目の着陸

7.17 第161回芥川賞は今村夏子氏の「むらさきのスカートの
女」、直木賞は大島真寿美氏の「渦　妹背山婦女庭訓　魂
結び」

7.21 アポロ11号の月面着陸から50年

7.30 厚生労働省、2018年時点の日本人平均寿命発表。女性
87.32歳、男性81.25歳

7.31 総務省、労働力調査を発表。就業者6747万人（男性
55.5％、女性45.5％）。非正規は男性23％、女性55％

8.4 ゴルフ全英女子オープン渋野日向子選手が初出場で優勝。

8.6 広島市平和記念公園で「原爆死没者慰霊式・平和祈念式」

8.9 長崎市平和公園で平和祈念式典

8.15 全国戦没者追悼式

8.22 横浜市、統合型リゾート（IR）誘致を発表。カジノを含む

8.28 九州北部大雨

9.6 北海道単胆振東部地震から1年

9.9 台風15号、首都圏直撃。観測史上最大の暴風。千葉など
で大規模停電と家屋損壊。

9.16 70歳以上の人口21.5％、2715万人。総務省発表。総人口
は前年比26万人減

9.20 ラグビーワールドカップ日本大会開幕。11月2日まで。

月日 観光行政
1.1 外務省、セントクリストファー・ネーヴィスに対し商用目

的、文化人・知識人数次ビザの緩和
1.1 外務省、香港、マカオに対し香港ＤＩ・マカオ旅行証所

持者に対する数次ビザの導入
1.1 外務省、インドに対し数次ビザの発給要件の緩和と申請

手続きを簡素化
1.1 外務省、中国に対し数次ビザの発給要件の緩和と一部大

学生・卒業生の個人観光一時ビザ申請手続きを簡素化
1.7 「国際観光旅客税法」施行
1.23 文化庁、第2期　第5回「文化審議会世界文化遺産部会」

開催
1.24 観光庁、第1回「若者のアウトバウンド推進実行会議」開催
1.28 観光庁、第1回「日本旅館の生産性向上・インバウンド

対応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルの
あり方等に関する検討会」を開催

1.29 観光庁、第2回「日本の魅力発信に向けたクルーズ着地
型観光の充実のための検討会」開催

2.1 外務省、コロンビアに対し商用目的、文化人・知識人数
次ビザの緩和と数次ビザ導入

2.6 観光庁、第5回「世界水準のDMOのあり方に関する検討
会」開催

2.25 観光庁、「ユニークベニューシンポジウム」開催
2.28 観光庁、第6回「世界水準のDMOのあり方に関する検討

会」開催
3.13 観光庁、第7回「世界水準のDMOのあり方に関する検討

会」開催
3.18 厚生労働省、第3回「違法民泊対策関係省庁連絡会議」

開催
3.19 観光庁、第3回「日本の魅力発信に向けたクルーズ着地

型観光の充実のための検討会」開催
3.27 観光庁、「外国人観光旅客を対象とした地方部における

鉄道利用促進に向けたガイドライン」の公表
3.29 観光庁、「日本版DMO」の第5弾登録及び「日本版DMO

候補法人」の第15弾登録を実施
3.29 「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計画」

が閣議決定
4.1 「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律」施行
4.1 外務省、カタールにに対し商用目的、文化人・知識人数

次ビザの緩和と数次ビザ導入
4.1 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を

改訂する法律」施行により、宿泊業も特定産業分野に指
定された

4.1 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律」施行

4.3 観光庁監修の災害時情報提供アプリ「Safety tips」を公開
4.5 観光庁、第2回「日本旅館の生産性向上・インバウンド

対応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルの
あり方等に関する検討会」を開催

4.9 観光庁、第3回「日本旅館の生産性向上・インバウンド
対応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルの
あり方等に関する検討会」を開催

4.11 国土交通省、「ガーデンツーリズム」登録制度を創設
5.20 文化庁、「日本遺産」16件を新たに認定
5.20 文化庁、第3期　第1回「文化審議会世界文化遺産部会」

開催
5.22 観光庁、「テーマ別観光による地方誘客事業」に9件を継

続選定
5.29 観光庁、第4回「グローバルMICE都市・都市力強化対

策本部」開催
6.14 新たに5地域で「地域通訳案内士育成等計画」を策定
6.14 観光庁、「観光ビジョン実現プログラム2019」策定
6.20 文化庁、第3期　第2回「文化審議会世界文化遺産部会」

開催
6.19 （株）地域経済活性化支援機構が「観光遺産産業化ファン

ド」の設立
6.26 観光庁、第4回「日本旅館の生産性向上・インバウンド

対応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルの
あり方等に関する検討会」を開催

7.17 第４回厚労省「違法民泊対策関係省庁連絡会議」開催
7.30 文化庁、第3回「文化審議会世界文化遺産部会」の開催
8.1 観光庁及び厚生労働省、イベント民泊ガイドラインを改訂
8.1 外務省、ラオスに対し商用目的，文化人・知識人数次ビ

ザの緩和（最長有効期間５年への延長，発給対象者の
拡大等）

8.21 観光庁、第１回「持続可能な観光指標に関する検討会」
開催

8.23 第32回「観光戦略実行推進会議」開催
8.28 宿泊分野において在留資格「特定技能１号」への在留資

格の変更が初めて許可
8.30 韓国・仁川において第９回「日中韓観光大臣会合」開催
9.1 外務省、ロシアに対し大学生等に対する一次ビザ申請手

続きの簡素化
9.1 外務省、ロシアに対し「協力プラン」に関与するロシア企

業等の常勤者等に対する数次ビザ導入
9.11 UNWTOの第23回総会にて、日本のUNWTO理事国の再

選が決定
9.13 観光庁、災害時情報提供アプリ「Safety tips」の対応言

語を11か国語に拡大
9.25 令和元年台風15号による被災宿泊事業者向けの特別相

談窓口の設置
9.27 観光庁、第2回「観光分野における女性活躍推進に向け

た検討会」開催

月日 旅行・観光地動向、イベント動向
1.1 高崎だるま市（群馬県高崎市）開催（～1.2）

1.6 出初式（東京都江東区）開催

1.6 少林山七草大祭だるま市（群馬県高崎市）開催（～1.7）

1.19 第50回全国スイーツマラソンin東京（東京都江東区）開催

2.4 第70回さっぽろ雪まつり（北海道札幌市）開催（～2.11）

2.5 長崎ランタンフェスティバル（長崎県長崎市）開催（～
2.19）

2.24 くまファンラン×スイーツマラソンin大阪（大阪府大阪市）
開催

3.3 第13回東京マラソン2019（東京都新宿区、千代田区ほ
か）開催

3.3 RSKテレビ60周年 香川スイーツマラソン2019 inいくしま
（香川県高松市）開催

3.7 ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2019(北海道夕張
市）開催（～3.10）

3.15 東京･春･音楽祭2019（東京都台東区）開催（～4.14）

3.16 TOKYO OUTDOOR WEEKEND 2019（東京都江東区）
開催（～3.17）

3.23 AnimeJapan 2019（東京都江東区）開催（～3.26）

3.30 第28回 東 京 ガ ー ル ズ コレ クション2019SPRING ／
SUMMER（神奈川県横浜市）開催

4.1 第94回高田城百万人観桜会（新潟県上越市）開催（～
4.15）

4.13 砂 の 美 術 館 第12期 展（ 鳥 取 県 鳥 取 市 ）開 催（～
2020.1.5）

4.18 第11回沖縄国際映画祭（沖縄県宜野湾市、那覇市ほか）
開催（～4.21）

4.20 弘前さくらまつり（青森県弘前市）開催（～5.6）

4.27 近江の春びわ湖クラシック音楽祭2019（滋賀県大津市）
開催（～4.28）

4.28 第24回宮崎国際音楽祭（宮崎県宮崎市、串間市ほか）
開催（～5.19）

5.3 博多どんたく(福岡県福岡市）開催（～5.4）

5.3 ひろしまフラワーフェスティバル2019（広島県広島市）開
催（～5.5）

5.3 ラ・フォル・ジュルネTOKYO2019（東京都千代田区、
中央区）開催（～5.5）

5.7 第21回別府アルゲリッチ音楽祭（大分県別府市、大分市
ほか）開催（～6.2）

5.15 神田祭（東京都千代田区）開催

5.16 まんパク2019（東京都立川市）開催（～6.3）

6.1 東北絆まつり（福島県福島市）開催（～6.2）

6.2 第7回秋田リレーマラソン&スイーツマラソン（秋田県秋
田市）開催

6.5 第28回YOSAKOIソーラン祭り（北海道札幌市）開催（～
6.9）

6.15 100万人のキャンドルナイト＠増上寺2019（東京都港区）
開催

7.1 博多祇園山笠（福岡県福岡市）開催（～7.15）

7.14 祇園祭宵山（京都府京都市）開催（～7.16）

7.18 第40回霧島国際音楽祭（鹿児島県霧島市、鹿児島市ほ
か）開催（～8.4）

7.19 アート県庁プロジェクト　ゾンビナイトサガ （佐賀県佐賀
市）開催（～2020.1.31）

7.24 天神祭（大阪府大阪市）開催（～7.25）

7.26 FUJI ROCK FESTIVAL '19（新潟県湯沢町苗場スキー場）
開催（～7.28）

8.2 青森ねぶた祭（青森県青森市）開催（～8.7）

8.3 秋田竿燈まつり（秋田県秋田市）開催（～8.6）

8.3 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019（茨城県ひたちなか市）
開催（～8.4／8.10～8.12）

8.6 仙台七夕まつり（宮城県仙台市）開催（～8.8）

8.9 よさこい祭り（高知県高知市）開催（～8.12）

8.10 富士山河口湖音楽祭2019（山梨県南都留郡）開催（～
8.17）

8.12 徳島市阿波踊り（徳島県徳島市）開催（14・15日は台風で中止）

8.16 RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO（北海道石
狩市）開催（～8.17）※16日は台風で中止

8.17 第40回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル
（群馬県吾妻郡）開催（～8.31）

8.17 2019セイジ・オザワ　松本フェスティバル（OMF）（長野
県松本市）開催（～9.7）

8.31 フィールアース2019 with JEEP Festival（静岡県富士宮
市）開催（～9.1）

9.1 北海道ブックフェス2019（北海道札幌市）開催（～9.30）

9.7 27th Sunset Live 2019（福岡県糸島市）開催（～9.8）

9.7 第29回 東 京ガ ー ルズコレクション2019AUTUMN ／
WINTER（埼玉県さいたま市）開催

9.12 東京ゲームショウ2019（千葉県千葉市）開催（～9.15）

9.13 六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019（兵庫県神戸市）開催
（～11.24）

9.21 ベップ・アート・マンス 2019（大分県別府市）開催（～
11.10）

（2019年1月～9月）
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月日 宿泊施設・観光施設等のオープン
1.11 ホテルルートイン新城（186室、愛知県新城市）
1.15 ホテルインターゲート広島（233室、広島県広島市）
1.17 変なホテル福岡　博多（102室、福岡県福岡市）
1.18 ホテルJALシティ名古屋 錦（216室、愛知県名古屋市）
1.29 さきしまコスモタワーホテル（109室（2020年に371室にな

る）大阪府大阪市）
1.29 THE THOUSAND KYOTO（222室、京都府京都市）
1.29 銀座キャピタルホテル萌木（136室、東京都中央区）
1.30 西鉄ホテル　クルーム　名古屋（242室、愛知県名古屋市）
2.1 Nazuna 京都 御所（7室、京都府京都市）
2.1 JR東日本ホテルメッツ札幌（206室、北海道札幌市）
2.11 都シティ　東京高輪（199室、東京都港区）
2.15 Hamacho Hotel Tokyo（170室、東京都中央区）
2.25 ホテルリブマックス大阪淀屋橋（183室、大阪府大阪市）
2.27 ダイワロイネットホテル大阪心斎橋（206室、大阪府大阪市）
3.16 ホテルインターゲート金沢（166室、石川県金沢市）

3.16 ヴィアイン心斎橋（205室、大阪府大阪市）
3.19 アパホテルプライド〈国会議事堂前駅前〉（500室、東京都

千代田区）
3.26 R&Bホテル京都四条河原町（163室　京都府京都市）
4.1 ダイワロイヤルホテルD-CITY　名古屋伏見（233室、愛知

県名古屋市）
4.3 レム東京京橋（272室、東京都中央区）
4.4 MUJI HOTEL GINZA（79室、東京都中央区）
4.7 ABホテル行橋（126室、福岡県行橋市）
4.9 オリエンタルホテル福岡　博多ステーション（221室、福岡

県福岡市）
4.13 東横INN大阪桜ノ宮駅西口（179室、大阪府大阪市）
4.13 魚河岸テラス（岩手県釜石市）
4.19 大江戸温泉物語TAOYA 志摩（123室、三重県鳥羽市）
4.19 道の駅 あびらD51ステーション（北海道安平町）
4.25 SARASA HOTEL道頓堀（164室、大阪府大阪市）
4.26 湯本豪一記念 日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）

（広島県三次市）
5.1 センチュリーマリーナ函館（286室、北海道函館市）
5.1 しこつ湖鶴雅別荘　碧の座（25室　北海道千歳市）
5.1 リッチモンドホテルプレミア京都駅前（208室、京都府京都市）
5.8 ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU（193室、東京都新宿区）
5.8 大館市観光交流施設「秋田犬の里」（秋田県大館市）
5.15 ホテル阪神アネックス大阪（254室、大阪府大阪市）
5.15 相鉄フレッサイン　神戸三宮（271室、兵庫県神戸市）
5.18 ザ・ビー 大阪 御堂筋（306室、大阪府大阪市）
5.24 京王プレリアホテル　札幌（359室、北海道札幌市）
5.30 ホテルヴィスキオ京都 by GRANVIA（423室、京都市南区）
5.30 ヴィアイン京都八条口（468室、京都府京都市）
6.1 ベッセルホテルカンパーナすすきの（296室、北海道札幌市）
6.7 ザ　ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜（238室、大阪市

中央区）
6.25 ホテルリブマックス日本橋人形町（42室、東京都中央区）
6.27 東横INN大阪阪急十三駅西口2（232室、大阪府大阪市）
6.27 三井ガーデンホテル福岡祇園（300室、福岡県福岡市）
7.1 伝泊 The Beachfront MIJORA（1棟、鹿児島県奄美市）
7.1 ハイヤットプレイス東京ベイ（362室、千葉県浦安市）
7.1 北の庭THE KURETAKESO（250室、静岡県浜松市）
7.1 京料理　箔（1室、京都府京都市）
7.1 THE ROOT2 GITEL（8室、京都府京都市）
7.2 CEN DIVERSITY HOTEL & CAFÉ（44室、東京都新宿区）
7.4 ユニゾイン大阪北浜（291室、大阪府大阪市）
7.11 東横INN熊谷駅北口（245室、埼玉県熊谷市）
7.12 白い恋人パーク（北海道札幌市）
7.20 おやつタウン（三重県津市）
7.25 相鉄フレッサイン大阪なんば駅前（276室、大阪府大阪市）
7.25 ブランシェット南紀白浜（71室、和歌山県白浜町）
7.26 ハレクラニ沖縄（360室、沖縄県恩納村）
7.26 永平寺　親禅の宿　柏樹關（18室、福井県永平寺町）
7.27 ザ ライブリー福岡博多（224室、福岡県福岡市）
8.1 NIPPONIA HOTEL竹原 製塩町（10室、広島県竹原市）
8.2 秘境オーベルジュ星岳・月岳やたけ（4室、熊本県人吉市）
8.3 愛知県国際展示場Aichi Sky Expo 20（愛知県常滑市）
8.8 ファーストキャビン京都二条城（144キャビン、京都市中京区）
8.8 鞆の浦 潮待ちホテル櫓屋（4室、広島県福山市）
8.8 スーパーホテルPremier帯広駅前
8.9 ホテルルートイン矢巾-岩手医大病院-（300室、岩手県矢巾

町）
8.11 箱根ゆとわ（72室、神奈川県箱根町）
8.12 東横INN西船橋原木インター（460室、千葉県市川市）
8.17 NOPPONIA小菅　源流の村（6室、山梨県小菅村）
8.20 THE BLOSSOM日比谷（JR九州）（255室、東京都港区）
8.20 Jesly Villa Tokyo（15室、千葉県木更津市）
8.29 ヴィアイン日本橋人形町（240室、東京都中央区）
9.1 変なホテル東京　浅草田原町（217室、東京都台東区）
9.1 NIPPONIA楢山集落（3室、福島県西会津町）

9.8 門前宿　和空法隆寺（58室、奈良県斑鳩町）
9.1 東横INN　対馬比田勝（243室、長崎県対馬市）
9.11 ホテルルートイン大阪岸和田駅前（231室、大阪府岸和田市）
9.12 The Okura Tokyo（508室、東京都港区）
9.13 KIRO広島 by THE SHARE HOTELS（49室、広島県広島市）
9.14 ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ（66室、沖縄県那覇

市）
9.14 レッドプラネット札幌すすきの中央（212室、北海道札幌市）
9.14 SAKURA MACHI Kumamoto（サクラマチ クマモト）（熊本県

熊本市）
9.20 ホテルJALシティ札幌　中島公園（211室、北海道札幌市）
9.20 アパホテル＆リゾート横浜ベイタワー（2311室、神奈川県横

浜市）
9.22 都ホテル博多（208室、福岡県福岡市）
9.25 ザ　ブラッサム博多プレミア（238室、福岡県福岡市）
9.26 三井ガーデンホテル銀座五丁目（338室、東京都中央区）
9.27 COREDO室町テラス（東京都中央区）

月日 交通・運輸
1.11 ベトジェットエア、成田＝ハノイ線を新規開設
1.30 エアアジアX、関西＝台北線を新規開設
2.1 中国国際航空、関西＝杭州線、中部＝広州線を新規開設
2.1 春秋航空、関西＝広州線を新規開設
2.1 エアアジア・ジャパン、中部＝台北線を新規開設
2.16 タイ・ライオンエア、福岡＝バンコク線を新規開設
2.17 ANA、羽田＝ウィーン線を新規開設
2.17 JAL、羽田＝マニラ線を新規開設
2.23 大井川鐵道、特別臨時列車「サイクルトレイン おおいがわ」

の運行を開始。自転車を解体することなくそのまま車内に持
ち込める。

2.28 海南航空、関西＝海口線を新規開設
3.1 エアアジアX、福岡＝クアラルンプール線を新規開設
3.2 若桜鉄道、若桜鉄道観光列車第2弾「八頭」の運行を開始。

昭和62年の開業時から走る車両「WT-3001」をリニューア
ル。

3.8 高松自動車道、鳴門IC ～高松市境間の全線で4車線化工事が
完成。

3.8 タイ・ライオンエア、中部＝バンコク線を新規開設
3.10 中部横断自動車道、新清水JCT ～富沢間21kmが開通
3.15 ロイヤルブルネイ航空、成田＝バンダルスリブガワン線を新

規開設
3.15 運転免許証の有効期限記載、西暦併記に。まずは警視庁か

ら。
3.17 新東名高速道路、厚木南～伊勢原JCT間4kmが開通
3.17 新名神高速道路、新四日市JCT ～亀山西JCT間23kmが開

通
3.17 東海環状自動車道、大安～東員間6kmが開通
3.17 新名神高速道路、鈴鹿PAがオープン
3.20 東海北陸自動車道、高鷲～ひるがの高原SA間7kmが開通。

これにより白鳥IC ～飛騨清見IC間41kmの4車線化工事が完
成。

3.21 平成筑豊鉄道、「ことこと列車」の運行を開始。沿線の食材を
取り入れたフランス料理を提供するレストラン列車。

3.23 マリンド・エア、新千歳＝クアラルンプール線を新規開設
3.23 ガルーダ・インドネシア航空、中部＝ジャカルタ線を新規開

設
3.23 西日本鉄道、観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」を

運行を開始。キッチン、ダイニング車両など3両編成。
3.28 タイ・ライオンエア、関西＝バンコク線を新規開設
3.31 ルフトハンザ航空、関西＝ミュンヘン線を新規開設
3.31 ティーウェイ航空、新千歳＝大邱線を新規開設
3.31 チェジュ航空、成田＝務安線を新規開設
3.31 JAL、成田＝シアトル線を新規開設
3.31 天津航空、中部＝天津線、中部＝ハルビン線、中部＝長春

線、中部＝大連線を新規開設
4.2 デルタ航空、関西＝シアトル線を新規開設
4.2 ブリティッシュ・エアウェイズ、関西＝ロンドン線を20年ぶり

に再開設
4.6 あいの風とやま鉄道、「一万三千尺物語」を運行。立山連峰

からの富山湾の深海までの高低差 4,000m（一万三千尺） を
テーマとしたダイニング列車。

4.8 ティーウェイ航空、中部＝済州線を新規開設
4.9 上海航空、中部＝広州線を新規開設
4.9 中国東方航空、中部＝西安線を新規開設
4.13 東北中央自動車道、南陽高畠IC ～山形上山IC間24.4kmが

開通
4.17 春秋航空、関西＝合肥、関西＝鄭州線を新規開設
4.25 ピーチアビエーション、新千歳＝ソウル線を新規開設
4.25 Spring Japan、成田＝寧波線を新規開設
5.3 チェジュ航空、新千歳＝釜山線を新規開設
5.5 春秋航空、中部＝深圳線を新規開設
5.10 東日本旅客鉄道、日立製作所、川崎重工業とともに開発・

製造を進めていた新幹線試験車両「E956」、愛称「ALFA-X」
の試験運転を開始

5.13 山東航空、新千歳＝青島線を新規開設
5.14 山東航空、新千歳＝済南線を新規開設
5.26 東名高速道路、全通50年。東海道新幹線より5年遅れて。
6.6 エバー航空、中部＝南台北線を7年ぶりに開設
6.15 吉祥航空、中部＝南京線を新規開設
7.1 海南航空　関西＝西安線新規開設
7.1 フィリピン・エアアジア　関西＝マニラ線新規開設
7.4 タイ・エアアジアX　福岡＝バンコク線新規開設
7.12 ベトジェットエア　成田＝ホーチミン線新規開設
7.19 九州自動車道上り　桜島SA　リニューアルによりショッピング

コーナーの売り場面積を1.3倍に拡張
7.27 JR北海道　「風っこ　そうや号」を7～9月にかけて運行。稚

内～音威子府間および旭川～音威子府間を運行した。
7.29 東北自動車道上り蓮田SA　移転し、NEXCO東日本最大級の

SAとしてリニューアルオープン
8.1 中国南方航空　中部＝長沙線新規開設
8.29 ネパール航空　関西＝カトマンズ線新規開設
9.1 ANA　成田＝パース線新規開設
9.3 JR北海道　キハ40形一般型気動車を観光列車仕様に改造し

た「紫水号」を9月に、「山明号」を10月に運行開始
9.4 西日本旅客鉄道、台風21号の影響でタンカーが関西国際空

港連絡橋に衝突。関西空港線・南海空港線の一部が不通。
9.6 北海道旅客鉄道、胆震東武地震により全線で終日運転を見

合わせ。
9.8 山陰自動車道　長門湯本温泉IC ～俵山北IC5.5km開通
9.23 東九州自動車道上り佐伯弥生PA　新規オープン
9.26 香港エクスプレス　那覇＝香港線新規開設
9.29 タイ国際航空　仙台＝バンコク線新規開設
9.30 東日本旅客鉄道、台風24号の上陸に備え首都圏路線の計画

運休を始めて実施。

月日 旅行業
1.7 JTB、ジャパンタイムズと提携し、訪日スポーツ観戦客向

けプロモーション事業開始

1.10 HIS、カナダの旅行業Red　Label　Vacations買収

1.16 ブッキングドットコム、日本でフェリー宿泊の予約販売開
始

1.17 LINEトラベルjp、国内・海外ツアーの検索比較も開始

2.1 日本旅行、本社と西日本営業本部に「万博推進室」設置

2.5 京王観光、JR乗車券の不正行為でJR券発券停止処分

2.6 HIS、キャンセル保険を販売開始

2.13 ベルトラ、東京トラベルパートナーズと提携し、バリアフ
リーツアーの販売開始

2.17 KNT、東京有明で「ARボルダリング」の新施設の営業開
始

3.7 JTBグローバルマーケティング＆トラベル、「持続可能な
観光」の国際認証「Travelife」取得

3.11 はとバス、初めて男性バスガイド採用

3.22 JTB、観光型MaaSへの本格的な取り組みを狙い、配車
サービス提供企業「未来シェア社」と資本業務提携

3.30 日本旅行、業務提携する宇宙開発企業のロケット打ち上
げ応援ツアー販売開始

4.1 「家庭画報」の世界文化社が第一種旅行業「プレミアム旅
行社」設立

4.1 HIS、地方創生を担う専門部署「パブリックビジネス推進
室」設立

4.1 HIS、JATAの正会員から協力会員へ種別変更

4.1 JTB、首都圏2店舗で旅行相談有料化試行

4.8 トッパントラベルサービス、北米のトラベルリーダーズネッ
トワークと業務提携

4.10 宿泊予約の一休、高級バスツアー「旅学人」取扱開始

4.12 Ctrip、JR東日本と戦略的提携。東日本エリアの鉄道パ
スを訪日客へ

4.23 ホットスプリング「ズボラ旅」、海外旅行取扱い開始

5.7 JTB、新宿の店舗でもリモート接客開始

5.10 タビナカ社、HIS子会社のジャスタビを子会社化

5.21 タビ ナカ 社、 ハ ワイ の 現 地 ツ ア ー 会 社Wakeboard　
School　Hawaiiを子会社化

5.27 日本旅行、国内全店舗でモバイル決済サービス「LINE　
Pay」導入

5.25 JTB連結決算、2009年度以来となる最終赤字

5.30 エボラブルアジア、ハワイ専門旅行会社「セブンフォーセ
ブンエンタープライズ」子会社化

6.6 日本旅行、西日本新聞社と包括的業務提携

6.12 エボラブルアジア「エアトリ」で、「後から決済」の選択肢
に「モノ払い」導入

6.14 東武トップツアーズ、みなと総合研究財団と包括連携協
定し、外国籍クルーズ誘致等で地域活性化促進

6.15 JTB、東京オリンピック公式観戦＆クルーズ船泊ツアーの
抽選エントリー開始

6.24 Ctrip、高知県と国際観光推進に関する協定締結

6.27 LINEトラベルjp、位置情報や天候に応じた情報サービス
「おでかけNOW」開始

6.28 HIS、「たまプラーザ営業所」オープン。図書館を併設し、
ファミリー向けイベントも開催。旅行相談は予約制

7.1 観光庁、海外安全情報提供を行う「ツアーセーフティネッ
ト」運用開始

7.3 ゆこゆこ、別府の廃業旅館を活用したサテライトオフィス
開設

7.19 中南米専門ウニベルツール社事業停止

7.29 西日本鉄道、高級バスツアーの新ブランド立ち上げを発
表

8.8 日本旅行、完全予約制のコンシェルジュ・デスク開設

8.15 ANAセールス、環境省と国立公園オフィシャルパートナー
シップ締結

9.6 HIS、海外Wi-Fiレンタル事業参入

9.12 体験予約のVoyajinと福岡県が訪日客向けの商品開発・
販売で連携

9.13 JATA、ANTA、個人包括旅行運賃対応で新しい旅行業
約款案を作成

9.17 KNT、地域活性化クラウドファンディングで武蔵野銀行、
朝日新聞社と連携

9.19 英大手トーマス・クック社倒産

9.26 KNTが業務受託した東京都アクセシブルツーリズムポー
タルサイト公開

9.30 日本旅行と読売旅行が包括的業務提携発表

9.30 JTB、HIS、KNT、日本旅行4社、北海道での海外旅行
中の除雪代金助成サービスを発表
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10.1 消費税10％に

10.10 吉野彰氏、ノーベル化学賞受賞決定。リチウムイオン電
池の開発で。授賞式は12月10日

10.12 台風19号、東海と関東、東北地方を縦断。記録的大雨
による決壊もしくは氾濫が229河川で。

10.13 ラグビーワールドカップ、日本代表がスコットランドに
28-21で勝利。目標としていた8強に到達

10.26 オーストラリア政府、世界遺産ウルルの登山禁止。先住民・
アボリジニの要望を受けて

11.1 世界文化遺産、首里城(沖縄県那覇市）焼失

11.1 大学入学共通テスト、2020年度からの英語民間試験の導
入を延期。文部科学省発表。

11.1 2020東京オリンピックのマラソンと競歩、札幌開催への
変更が決定

11.9 ベルリンの壁崩壊から30年

11.10 天皇陛下の即位を祝うパレード「祝賀御列の儀」が行わ
れる

11.23 ローマ教皇フランシスコ来日。～26日

11.30 新国立競技場完成。12月15日に竣工式

12.2 流行語大賞発表。大賞は「ONE　TEAM」

12.11 ラグビーワールドカップ日本代表、東京・丸の内でパレー
ド。5万人が祝福

12.12「今年の漢字」は「令」

12.24 2019年の出生者数90万人割れ。1899年の統計開始後
初。前年から5万4000人減。

1.10 2019年度の訪日観光客3188万人、前年比2.2％増で過
去最多。JNTO発表。

1.15 第162回芥川賞に古川真人氏の「背高泡立草」、直木賞
に川越宗一氏の「熱源」

1.17 阪神・淡路大震災から25年

1.17 国際地質科学連合（IUGS）、約77万4000～12万9000
年前の時代を「チバニアン（千葉時代）」と命名。地質学
の年代表記に初めて日本の地名。

1.23 武漢市政府、武漢への出入りを一部制限

2.3 クルーズ船「タイヤモンド・プリンセス」横浜沖に到着

2.17 東京マラソン財団、3.1開催の東京マラソンの一般参加中
止を決定

2.26 政府、大規模イベントの自粛要請。当面2週間

2.27 政府、全国の小中高へ休校要請。3月2日～春休みまで

3.4 福島県双葉町の避難指示、一部解除。大熊町が５日、
富岡町が１０日に一部解除。原発事故から9年で

3.8 大相撲春場所、無観客で開催

3.9 プロ野球、20日からの開幕延期、Ｊリーグも再開延期を
決定

3.11 東日本大震災から9年

3.11 日本高校野球連盟と毎日新聞社、19日からの第92回選抜
大会中止を決定

3.12 世界保健機関（WHO)、新型コロナウイルスについて「パ
ンデミック」と表明

3.14 JR山手線と京浜東北線の新駅「高輪ゲートウェイ駅」開業

3.24 東京オリンピック・パラリンピック、1年延期を決定。2021
年7月23日～

3.26 高松塚古墳（奈良県明日香村）の壁画、修理作業完了

3.27 限界集落（人口の50％超が65歳以上である集落）が2万
カ所超え。

3.29 羽田空港への新飛行ルート運用開始

4.1 政府、全世帯に布マスク2枚配布を発表

4.7 ７都道県に緊急事態宣言発令。コロナ禍で。

4.10
4.14 3月の訪日観光客19万3700人。前年同月比93％減。政

府観光局発表。

4.17 緊急事態宣言、全都道府県に拡大。5月6日まで。

4.20 政府、全国民に一律10万円の特別定額給付を閣議決定。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

4.21 日銀、国債買い入れの上限を撤廃

5.4 緊急事態宣言、5月31日まで延長。政府発表

5.4 日本相撲協会、大相撲五月場所（24日～）の中止を発表

5.12 豊臣秀吉が築いた「京都新城」の遺構、京都仙洞御所内
で見つかる。

5.13 ゴールデンウイーク(4月26日～5月6日）の羽田・成田の
出入国者、前年比99％減。東京出入国在留管理局発表。

5.14 8都道府県を除く39県で緊急事態宣言解除

5.20 日本高校野球連盟と朝日新聞社、高校野球の102回全
国選手権大会と、代表49校を決める地方大会の中止を
発表。

5.25 緊急事態宣言前倒しで全面解除。

6.2 新型コロナ、東京都が初の「東京アラート」

6.3 ZIPAIR Tokyo、貨物専用便で成田～バンコク就航

6.10 高野連、中止となった春のセンバツ大会出場校による交
流試合の開催を発表。甲子園球場で各校1試合。

6.12 国会で第2次補正予算、過去最高の31兆9114億円で成
立。新型コロナウィルス対策を盛り込む。

6.21 夏至の日に部分日食。夏至の日の日食は372年ぶり

6.23 日本のスパコン「富岳」、8年ぶりの計算速度世界一。理
化学研究所と富士通が開発

6.23 沖縄で「慰霊の日」。戦後75年。

（2019年10月～2020年6月）
月日 観光行政

10.1 観光庁、「Ｇ20観光大臣会合ピッチコンテスト」開催
10.1 第33回「観光戦略実行推進会議」開催
10.23 令和元年台風19号による被災宿泊事業者向けの特別相談窓

口の設置
10.25 観光庁、「Ｇ20北海道倶知安観光大臣会合」開催
10.29 観光庁、第１回「非常時における外国人旅行者の安全・安

心の確保に向けた検討会」開催
10.30 観光庁、第２回「持続可能な観光指標に関する検討会」の

開催
11.12 観光庁、第５回「グローバルMICE都市・都市力強化対策本

部」開催
11.13 令和元年台風第15号および第19号観光支援事業費補助金

の創設
11.25 文化庁、第1回「文化施設を中心とした文化観光の在り方に

関する検討会議」開催
11.28 第34回観光戦略実行推進会議が開催
12.6 観光庁、災害時情報提供アプリ「Safety tips」に新機能を追

加　～避難勧告等を多言語で発信～
12.10 観光庁、第３回「持続可能な観光指標に関する検討会」開催
12.10 第35回「観光戦略実行推進会議」開催
12.12 第４回「国連世界観光機関／ユネスコ　観光と文化をテーマ

とした国際会議」開催
12.12 山形県の北庄内地域（酒田市、遊佐町、庄内町）で地域通

訳案内士等育成等計画が策定
12.12 令和２年度税制改正で、「外国人旅行者向け消費税免税制

度の拡充」が決定
12.13 観光庁、インバウンドのレンタカー利用促進による地域振興

を目指し有識者検討会の初会合を開催
12.18 観光庁、｢サービス提供企業ご紹介・交流セミナー～訪日外

国人旅行者の受入お悩み解決～ in東北｣ 開催
12.19 観光庁、第２回「非常時における外国人旅行者の安全・安

心の確保に向けた検討会」の開催
12.20 観光庁、第３回「観光分野における女性活躍推進に向けた

検討会」開催
12.20 観光庁、第1回「スノーリゾートの投資環境整備に関する検

討会」開催
12.25 観光庁・厚生労働省、イベント民泊ガイドラインを改訂
1.1 観光庁及び日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、「Your Japan 

2020」キャンペーンを開始
1.10 観光庁、第２回「スノーリゾートの投資環境整備に関する検

討会」開催
1.15 スポーツ庁・文化庁・観光庁、第４回「スポーツ文化ツーリ

ズムシンポジウム」開催
1.15 観光庁、各地で自由に活用できる訪日外国人旅行者向けマ

ナー啓発動画を作成
1.15 第36回「観光戦略実行推進会議」開催
1.16 第1回「Team Welcome 実行推進会議及びキックオフイベン

ト」開催
1.21 観光庁、第３回「非常時における外国人旅行者の安全・安

心の確保に向けた検討会」開催
1.22 観光庁、｢サービス提供企業ご紹介・交流セミナー～訪日外

国人旅行者の受入お悩み解決～ in 四国｣ の開催
1.30 観光庁、第1回「MICE参加者のブレジャー促進連絡会」開

催
1.30 観光庁、第５回「日本旅館の生産性向上・インバウンド対

応の強化等を加速するための新たなビジネスモデルのあり方
等に関する検討会」開催

1.31 観光庁、感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経
営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓
口の設置

2.3 第２回「若者のアウトバウンド推進実行会議」開催
2.14 観光庁、第４回「持続可能な観光指標に関する検討会」開催
2.18 観光庁、第４回「観光分野における女性活躍推進に向けた

検討会」開催
2.20 観光庁、｢サービス提供企業ご紹介・交流セミナー～訪日外

国人旅行者の受入お悩み解決～ in九州｣ の開催
2.28 観光庁、第４回「非常時における外国人旅行者の安全・安

心の確保に向けた検討会」の開催
3.4 観光庁、第２回「MICE参加者のブレジャー促進連絡会」開催
3.5 新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的

強化に向けた新たな措置」が決定
3.5 観光庁、第３回「スノーリゾートの投資環境整備に関する検

討会」開催
3.17 観光庁、第4回「スノーリゾートの投資環境整備に関する検

討会」開催
3.17 観光庁、災害時情報提供アプリ「Safety tips」の対応言語を

14か国語に拡大
3.19 観光庁、全国通訳案内士が着用するバッジのデザインが決定
3.23 観光庁、感染症等を起因とした旅行者の減少等、状況の変

化に直面している通訳案内士向けの特別相談窓口の設置
4.7 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、

特措法第32条第1項に基づき緊急事態宣言を発出（埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県）

4.15 観光庁、「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドラ
イン」公表

4.16 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、
特措法第32条第3項に基づき、2020年4月7日付けの緊急事
態宣言の全部を変更 （全都道府県）

4.24 臨時G20観光大臣会合（テレビ会合）が実施
5.1 厚生労働省・観光庁、雇用調整助成金の申請方法を分かり

やすく紹介するための動画及び参考資料を公開
5.4 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、

特措法第32条第3項に基づき、2020年4月16日付けの緊急
事態宣言の全部を変更 

5.14 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、
特措法第32条第3項に基づき、2020年5月4日付けの緊急事
態宣言の全部を変更(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県)

5.21 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、
特措法第32条第3項に基づき、2020年5月14日付けの緊急
事態宣言の全部を変更(北海道、埼玉県、千葉県、東京都
及び神奈川県)

5.25 安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)、
特措法第32条第5項に基づき、緊急事態解除宣言を発出

6.19 「第37回観光戦略実行推進会議」開催
6.29 観光庁、第6回「日本旅館の生産性向上・インバウンド対応

の強化等を加速するための新たなビジネスモデルのあり方等
に関する検討会」開催

月日 旅行・観光地動向、イベント動向
10.7 長崎くんち（長崎県長崎市）開催（～10.9）

10.10 NHK音楽祭2019（東京都渋谷区）開催(10.25／11.7）

10.19 ご当地キャラ博in彦根2019（滋賀県彦根市）開催（～
10.20）

10.24 東京ラーメンショー2019　第1幕（東京都世田谷区）（～
10.29）

10.25 第60回東京名物神田古本まつり（東京都千代田区）開催
（～11.4）

10.26 ひろしまフードフェスティバル2019（広島県広島市）開催
（～10.27）

10.28 第32回東京国際映画祭（東京都港区ほか）開催（～
11.5）

10.30　　　　　東京ラーメンショー2019　第2幕（東京都世田谷区）（～
11.4）

10.31 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ2019（佐賀県
佐賀市）（～11.4）

11.9 第14回那須ショートフィルムフェスティバル2019（栃木
県那須郡）開催（～11.17）

11.22 ニッポン全国物産展2019（東京都豊島区）（～11.24）

11.23 世界キャラクターさみっとin羽生2019（埼玉県羽生市）
開催（～11.24）

11.24 第54回全国スイーツマラソンin愛知（愛知県長久手市）
開催

12.6 第25回神戸ルミナリエ（兵庫県神戸市）開催（～12.15）

12.15 ボロ市（東京都世田谷区）開催（～12.16／1.15～1.16）

1.1 高崎だるま市（群馬県高崎市）開催（～1.2）

1.6 出初式（東京都江東区）開催

1.6 少林山七草大祭だるま市（群馬県高崎市）開催（～1.7）

1.24 長崎ランタンフェスティバル（長崎県長崎市）開催（～2.9）

2.4 第71回さっぽろ雪まつり（北海道札幌市）開催（～2.11）

2.29 第30回 東 京 ガ ー ル ズ コレ クション2020SPRING ／
SUMMER（東京都渋谷区）開催［無観客で開催］

3.1 第14回東京マラソン2020（東京都新宿区、千代田区ほ
か）開催［一般市民ランナーの参加無し］

3.13 東京･春･音楽祭2020（東京都台東区）開催（～4.18）［一
部のプログラムは中止、無観客ストリーミング配信］

3.14 TOKYO OUTDOOR WEEKEND 2020（東京都江東区）（～
3.15）［延期（6/13～14の予定だったが9/12・13に延期］

3.21 AnimeJapan 2020（東京都江東区）（～3.24）［中止］

4.1 第95高田城址公園観桜会（新潟県上越市）開催（～4.15）
［イベント(点灯式等)は中止］

4.16 第12回沖縄国際映画祭（沖縄県宜野湾市、那覇市ほか）
開催（～4.19）［イベント内容を縮小して実施］

4.23 弘前さくらまつり（青森県弘前市）（～5.6）［中止］

4.25 近江の春びわ湖クラシック音楽祭2020（滋賀県大津市）
（～4.26）［中止］

4.29 第25回宮崎国際音楽祭（宮崎県宮崎市、串間市ほか）（～
5.17）［中止(8月に延期→中止)］

5.1 ラ・フォル・ジュルネTOKYO2020（東京都千代田区）（～
5.4）［中止］

5.3 博多どんたく(福岡県福岡市）（～5.4）［中止］

5.3 ひろしまフラワーフェスティバル2020（広島県広島市）
（～5.5）［中止］

5.9 第22回別府アルゲリッチ音楽祭（大分県別府市、大分市）
（～5.28）［来年に延期］

5.15 神田祭（東京都千代田区）［中止］

5.15 まんパク2020（東京都立川市）（～6.1）［中止］

5.30 東北絆まつり（山形県山形市）（～5.31）［来年に延期］

6.10 第29回YOSAKOIソーラン祭り（北海道札幌市）（～6.14）
［中止］

6.21 100万人のキャンドルナイト＠増上寺2020（東京都港区）
［オンライン開催］
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月日 宿泊施設・観光施設等のオープン
10.1 カンデオホテルズ大宮（321室、埼玉県さいたま市）
10.1 DOG UP VILLA有馬グランドホテル（9室、兵庫県神戸市）
10.1 コートヤード・バイ・マリオット大阪本町（193室、大阪府大阪市）
10.1 ホテルWBF函館　海神の湯（336室、北海道函館市）
10.4 HOTEL CULTIA太宰府（4室、福岡県太宰府市）
10.5 ＆AND HOSTEL KURAMAE WEST（17室24床、東京都台東区）
10.9 ホテルトラスティ　プレミア熊本（205室、熊本県熊本市）
10.11 アパホテル山手大塚駅タワー（613室、東京都豊島区）
10.25 ランドーレジデンシャルホテル京都スイーツ（60室、京都府京都市）
10.29 東横INN袖ヶ浦駅北口（246室、千葉県袖ケ浦市）
10.30 パークハイアット京都（70室、京都府京都市）
10.30 ホテルシーラックパル郡山（200室、福島県郡山市）
10.31 横浜ハンマーヘッド（神奈川県横浜市）
11.1 京の温所 御所西（1棟、京都府京都市）
11.1 slash川崎（95室、神奈川県川崎市）
11.1 大阪エクセルホテル東急（364室、大阪府大阪市）
11.1 変なホテル関西空港（98室、大阪府泉佐野市）
11.1 天然温泉 扇浜の湯ドーミーイン川崎（386室、神奈川県川崎市）
11.1 アマン京都（26室、京都府京都市）
11.1 アゴーラ・金沢（200室、石川県金沢市）
11.1 ホテルフォルツァ大阪北浜（236室、大阪府大阪市）
11.1 WinerySTAYTRAVIGNE（10室、新潟県新潟市）
11.1 渋谷スクランブルスクエア　東棟（東京都渋谷区）
11.1 Hareza（ハレザ）池袋　ホール棟（東京都豊島区）
11.13 リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

（760室、大阪府大阪市）
11.13 南町田グランベリーパーク（東京都町田市）
11.16 ヨドバシ梅田タワー（大阪府大阪市）
11.22 三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア（362室、東京都

新宿区）
11.27 ホテル阪急レスパイア大阪（1032室、大阪府大阪市）
11.27 からくさホテルグランデ新大阪タワー（396室、大阪府大阪市）
12.1 ラ・ジェンドステイ函館駅前（261室、北海道函館市）
12.3 ホテルビスタ福岡（204室、福岡県福岡市）
12.5 渋谷フクラス（東京都渋谷区）
12.15 HOTEL CLAD（182室、静岡県御殿場市）
12.18 成田空港温泉　空の湯（千葉県成田市）
12.24 レムプラス銀座（238室、東京都中央区）
1.6 ホテル コレクティブ（260室、沖縄県那覇市）
1.18 ホテルWBF新大阪スカイタワー（400室、大阪府大阪市）
1.18 シタディーンなんば大阪（313室、大阪府大阪市）
1.18 アーティゾン美術館（東京都中央区）
1.2 Q Stay and lounge（ドミトリー42床、個室1、東京都台東区）
1.2 パークハイヤット　ニセコHANAZONO（100室、北海道倶知安町）
1.24 ホテルインディゴ箱根強羅（98室、神奈川県箱根町）
2.1 ポルトムインターナショナル北海道（171室、北海道千歳市）
2.1 HOTEL K5（20室、東京都中央区）
2.1 東京イーストサイドホテル櫂会（226室、東京都江東区）
2.7 アパホテル博多東比恵駅前（206室、福岡県福岡市）
2.22 岩槻人形博物館（埼玉県さいたま市）
2.27 東急ステイ大阪本町（256室、大阪府大阪市）
3.1 ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM奈良（226室、奈良県奈良市）
3.1 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート（229室、沖縄県北谷町）
3.1 ザ･ベーシックス福岡（238室、福岡県福岡市）
3.12 星野リゾート 界 長門（40室、山口県長門市）
3.16 ザ　ロイヤルパークホテル　アイコニック大阪御堂筋（352

室、大阪府大阪市）
3.18 THE HIRAMATSU京都（29室、京都府京都市）
3.19 ユニゾイン広島駅前（250室、広島県広島市）
3.19 星野リゾートBEB5土浦（90室、茨城県土浦市）
3.20 ファーストキャビン京都烏丸 for womwn（120室、京都府京都市）
3.22 ザ　ホテル青龍　京都清水（48室、京都府京都市）
3.26 源（GEN)ホテル鎌倉（15室、神奈川県鎌倉市）
3.26 MALIBU HOTEL（11室、神奈川県逗子市）
3.26 MIMARU東京 新宿WEST（76室、東京都新宿区）
3.27 アイランド アイ（福岡県福岡市）
3.28 ホテルWBF横浜桜木町（277室、神奈川県横浜市）
4.1 東急ステイ飛騨高山　結の湯（212室、岐阜県高山市）
4.1 ツキヴィラ（1棟、三重県志摩市）
4.1 Nazuna京都　椿通（23室、京都府京都市）
4.1 ホテルモントレ福岡（302室、福岡県福岡市）
4.3 ホテル京阪 名古屋（259室、愛知県名古屋市）
4.7 Rakuten Stay CONDOMINIUM東心斎橋（35室、大阪府大阪市）
4.7 ホテルモントレ神戸（231室、兵庫県神戸市）
4.13 UMITO PLAGE The Atta Okinawa（9室、沖縄県恩納村）
4.24 ホテルメトロポリタン鎌倉（138室、神奈川県鎌倉市）
4.25 京の温所 丸太町（1棟、京都府京都市）
4.26 フェアフィールド・バイ・マリオット札幌（254室、北海道札幌市）
4.27 メズム東京オートグラフコレクション（265室、東京都港区）
5.18 ホテルメトロポリタン川崎（304室、神奈川県川崎市）
5.25 アパホテル福岡天神西（268室、福岡県福岡市）
5.26 アパホテル新大阪駅前（660室、大阪府大阪市）
6.3 Re:ONcE Shibuya（3室、東京都渋谷区）
6.5 ふふ奈良（30室、奈良県奈良市）
6.5 都シティ　大阪本町（308室、大阪府大阪市）
6.5 横浜東急REIホテル（234室、神奈川県横浜市）
6.5 アパホテルなんば南恵美須町駅（256室、大阪府大阪市）
6.11 エースホテル京都（213室、京都府京都市）
6.16 NIPPONIA HOTEL八女福島 商家町（4室、福島県八女市）、
6.21 宝塚ホテル（200室、兵庫県宝塚市）
6.27 JR東日本ホテルメッツ横浜桜木町（274室、神奈川県横浜市）
7.23 NIPPONIA HOTEL大洲 城下町（11室、愛媛県大洲市）
8.10 三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス（225室、東京都江東区）

月日 交通・運輸
10.5 JR東日本「海里（KAIRI）」を運行開始。ディーゼルハイ

ブリッド車両で4両編成。新潟～酒田間を運行。
10.27 ANA　成田＝チェンナイ線新規開設
10.27 Peach Aviation　成田＝高雄線／成田＝台北線新規開

設
10.27 中国東方航空　関西＝南昌線新規開設
10.27 上海吉祥航空　関西＝武漢線／関西＝温州線／関西＝

常州線／関西＝ハルビン線／成田＝上海線新規開設
10.27 春秋航空　成田＝上海線新規開設
10.27 ノックスクート　新千歳=バンコク線新規開設
10.29 海南航空　関西＝北京線新規開設
10.29 くま川鉄道　「サイクルトレイン」を開始、無料で車内に

持ち込める。運行区間は人吉温泉～湯前間。
10.31 東関東自動車道酒々井PA　リニューアルオープン（店舗）
10.31 ベトジェットエア　羽田＝ダナン線新規開設
11.2 中国国際航空　仙台＝大連＝北京線、7年ぶり再開
11.2 エアアジアX　成田＝クアラルンプール線新規開設
11.7 浙江長竜航空　中部＝西安線新規開設
11.17 中部横断自動車道　富沢IC ～南部IC6.7km開通
11.17 三 遠 南 信自動 車 道（ 飯 喬 道 路 ）　 天 龍 峡IC ～ 龍 江

IC4.0km開通
11.26 中国西部航空　関西＝鄭州線／関西＝重慶線新規開設
11.26 海南航空　関西＝蘭州線新規開設
11.29 スカイマーク　成田＝サイパン線新規開設
12.3 ウルムチ航空　中部=武漢／済南＝ウルムチ線新規開設
12.5 東名高速道路浜名湖SA　下り線にショッピングコーナー

がオープン。8月には上り線にレストランとフードコートも
リニューアルオープン

12.12 SPRING JAPAN　成田＝上海線新規開設
12.14 東海環状自動車道　大野神戸IC ～大垣西IC7.6km開通
12.16 フィンエアー　新千歳＝ヘルシンキ線新規開設
12.18 ノックエア　広島＝バンコク線新規開設
12.21 旭川・紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）遠軽瀬戸瀬IC

～遠軽IC6.8km開通
12.22 東北中央自動車道　相馬IC ～相馬山上IC6.0km開通
12.22 九元航空　関西＝広州線新規開設
12.27 上海航空　中部＝温州線新規開設
1.22 エアアジアX　那覇＝台北（桃園）＝クアラルンプール線

新規開設
2.7 松山道　石鎚山SA（下り）及び伊予灘SAに一般道から利

用できるサイクルオアシス設置
2.24 三陸沿岸道路　気仙沼中央IC ～気仙沼港IC1.7km開通
2.28 JAL　成田＝ウラジオストク線新規開設
3.1 首都高速道路大黒PA　フードコートとしてリニューアルオー

プン
3.1 三陸沿岸道路　久慈北IC ～侍浜IC7.4km開通
3.1 スイスインターナショナルエアライン　関西＝チューリッ

ヒ線開設
3.2 東海環状自動車道　関広見IC ～山県IC9.0km開通
3.2 ネパール航空　成田＝カトマンズ線新規開設
3.7 新東名高速道路　伊勢原JCT ～伊勢原大山IC2.0km開通
3.14 東播丹波連絡道路（国道175号）　寺内ランプ～大伏ラ

ンプ2.1km開通
3.14 JR東日本　特急「サフィール踊り子」を東京～伊豆急下田

間で運行開始。
3.14 近畿日本鉄道　新型名阪特急「ひのとり」を運行開始
3.14 JR山手線と京浜東北線の新駅「高輪ゲートウェイ駅」開

業。山手線の新駅は1971年の西日暮里以来、49年ぶり。
3.16 ANA　成田＝ウラジオストク線新規開設
3.22 根室道路　温根沼IC ～根室IC7.1km開通
3.22 首都高速道路　横浜青葉JCT ～横浜東北JCT7.1km開通
3.22 島原道路　諫早市小船越町～諫早市貝津町1.6km開津
3.25 JR東、山手線内など11駅で、コインロッカー予約サービ

ス「To Locca」開始。
3.28 深川・留萌自動車道（幌糠留萌道路）　留萌大和田IC

～留萌IC4.1km開通
3.29 阪神高速　鉄砲IC ～三宅西IC7.7km開通
3.31 東京メトロ、「お忘れ物検索サービス」開始。ネットで「公

的証明書や記名ＩＣカードなどが含まれたお忘れ物」の
チェックが可能に

4.24 西日本鉄道、スマホアプリ「にしてつバスナビ」で天神大
牟田線の電車走行位置情報の表示を開始。遅延や運休
情報などにも対応

5.3 JR九州、九州新幹線の川内鹿児島中央のトンネル区間
での携帯電話サービスの提供を開始。これにより九州新
幹線全線での携帯通話が可能に。

5.24 中央道　談合坂スマートインタチェンジ開通
5.29 ＪＲ東海、新幹線全17駅の防犯カメラの一元管理、監

視する管理センターを開設。安全性の向上を図る
6.1 株式会社鉄道会館、東京駅の情報を発信するアプリ「東

京ステーションナビ」の配信開始
6.1 大阪高速鉄道が社名変更。大阪モノレールに。
6.6 東京メトロ日比谷線に「虎ノ門ヒルズ駅」開業
6.13 嵯峨野トロッコ列車、運転再開
7.22 東名高速道路下り　海老名SA　EXPASAグランドオープ

ン

月日 旅行業
10.1 JTB、ふるさと納税返礼品「ＪＴＢふるさと納税旅行クー

ポン」の取扱い店舗数拡大

10.7 JTB、Ctrip等と（一社）日中ツーリズムビジネス協会設立

10.8 エボラブルアジア、後払い旅行アプリ「TRAVEL NOW」
をバンク社から事業譲渡

10.11 伊藤忠商事とカタログ大手リンベル、中国富裕層向けの
インバウンド観光事業で業務提携

10.16 ANAセールス、AIチャットボットでの予約サポート開始

10.23 KNT、スカパー JSATとの協業検討開始を発表

10.24 KNT、ツーリズムEXPOジャパンで歩行支援用ロボット
「HIMICO」の体験会実施

10.31 JTB、旅行の相談料金の収受を終了

11.1 体験予約のタビナカ社、Fun　Groupに社名変更

11.1 HIS、創業40周年で企業ロゴ一新

11.1 HIS、店頭でSIMカード提供等、通信事業とのコラボショッ
プを池袋に開業

11.1 JTB、AI通訳機レンタル付きの日本人・在留外国人混乗
ツアー発売

11.7 クラブツーリズム、オリンピック公式観戦ツアー「にっぽ
ん丸」貸切ツアー発売

11.18 KNT、123店舗でスマホ決済「メルペイ」導入

11.28 JATA、ハワイ島での旅行6社による共同運行バスの4月
開始を発表

12.3 ANAセールス、価格変動型のツアー商品の店頭販売と「ス
カイホリデー」と「ハローツアー」の「ANAトラベラーズ」
へのブランド統一を発表

12.5 HIS、プレミアム旅行専門店開業

12.5 関西電力の新会社トラポルが個人向け旅行サービス開始

12.6 エイベックス、会員制旅行予約サイトitoma開始

12.11 JTB、4月からの法人向け人材育成プラットフォーム提供
開始を発表

12.19 JTBパブリッシング、動画投稿プラットフォーム「たびのび」開始

1.1 日本旅行、本社にMaaS事業推進本部とデジタルイノベー
ション推進本部新設

1.1 エボラブルアジア、「エアトリ」へ社名変更

1.8 Trip.com、訪日客向け「ふっこう割（台風15号、19号）」
対象商品の取扱い開始

1.16 放送事業WOWOW、「WOWOWトラベル」（第1種）のサー
ビス開始

1.21 KNT、障がい者インクルージョン推進の国際イニシアティ
ブ「The Valuable 500」加盟

1.23 JTB、Airbnbと協力し、国土交通省の実証事業として訪
日客向け手ぶら観光サービスを開始

1.23 外務省による中国・武漢市の感染症危険情報発出を受
け、JTB、武漢を含むツアーの催行中止（2-3月）

1.28 日本旅行、マレーシアに旅行・出張向けの危機管理サー
ビス会社「TASKAL」設立

2.1 留学斡旋のアイ・エス・アイが「ISIスタディトラベル本部」
を設置し旅行業登録（第３種）

2.6 日本旅行、メールで旅行相談に応じる「旅er(タビラー）」開始

2.22 JTB、特定会員限定店舗2号店「JTBラウンジPlatinum池
袋」オープン

2.25 Trip.com、特別無料キャンセル補償を個人にも適用

2.27 エアトリ、LINEトラベルjpでダイナミックパッケージ商品
掲載開始

3.14 ベルトラ新会社リンクティビティ、訪日旅行のタビナカ素
材販売のプラットフォームを稼働開始

3.24 Trip.com、特別無料キャンセル補償期間を4/30まで延長

3.25 外務省による危険情報が全世界に発出され、各社の海
外募集型企画旅行はすべて催行中止へ

3.31 ANAセールス、価格変動型国内ツアー「ANA　NOW」
を店頭販売開始

3.31 ハナツアー、子会社バス会社「友愛観光バス」事業休止

4.1 日本旅行、グループ２社を統合して店頭専門会社「日本
旅行リテイリング」を設立

4.10 JTB、緊急事態宣言対象地域の店舗営業を一時休止

4.16 JTB、契約宿泊施設と連携し、海外からの帰任者等向け
の宿泊施設確保

4.24 楽天、体験予約のVoyaginを吸収合併を発表

5.4 楽天トラベル、SNS企画「#おうちで旅体験」、旅行各社
とSNSリレー投稿など

5.12 HIS子会社アクティビティジャパン、オンライン体験商品販売開始

5.11 HISアメリカ、無料のバーチャルツアーとオンラインセミ
ナー企画「#うちで過ごそう」実施（～5/31）

6.1 JTB、KNT首都圏、事前予約制で店舗営業再開

6.1 HIS、法人向けに海外リモート出張代行サービス「レンタ
ルHIS」開始

6.10 JTB、企業版ふるさと納税サイト「ふるさとコネクト」でコ
ロナ対応支援

6.19 楽天トラベル、登録宿泊施設のコロナ対策状況を公開開始

6.10 ドイツ大手TUI,ブッキングドットコムとタビナカ予約で提携

6.10 JTB、新会社で国内観光施設向けチケットデジタル化支
援を開始

6.15 Expedia、サイト内でバーチャル旅行ページ開設

6.30 ホワイト・ベアーファミリー社、民事再生法適用申請
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資料-2　付属統計表

年・月

経済関連指標
日経平均

株   価
大型小売店販売額 家計消費支出･収入（二人以上、勤労者世帯） 完全

失業率
（季節調整値）

有効求人
倍率

企業
倒産

国内総生産（実質）
（2005年基準）百貨店 スーパー 消費支出 実収入

円 億円 前年比 億円 前年比 円 前年比 円 前年比 倍 件 10億円 前年比
％ ％ ％ ％ ％ ％

2017年度 20,984.18 65,354 △ 0.4 130,898 1.0 3,756,206 1.2 6,434,930 1.6 2.7 1.54 8,367 532,034 1.9
2018年度 21,972.86 63,981 △ 2.1 131,497 0.5 3,819,397 1.7 6,783,248 5.4 2.4 1.62 8,110 533,408 0.3
2019年度 21,915.70 60,423 △ 5.6 133,005 0.2 3,846,876 0.7 7,068,312 4.2 2.4 1.55 8,631 533,590 0.0

2017暦年 20,202.81 65,529 △ 0.7 130,497 0.4 3,756,689 1.1 6,405,845 1.3 2.8 1.50 8,405 530,898 2.1
2018暦年 22,314.56 64,434 △ 1.7 131,609 0.9 3,783,768 0.7 6,704,612 4.7 2.4 1.61 8,235 532,360 0.3
2019暦年 21,682.27 62,979 △ 2.3 130,983 △ 0.5 3,886,239 2.7 7,033,790 4.9 2.4 1.60 8,383 535,901 0.7

2019.1～3 20,999.68 15,615 △ 2.8 31,591 △ 0.4 977,463 3.8 1,478,430 5.6 2.5 1.63 1,916 135,272 0.8
4～6 21,414.48 14,973 △ 2.0 32,003 0.1 977,862 4.1 1,864,108 6.9 2.4 1.62 2,074 131,604 0.9
7～9 21,269.61 15,614 6.0 33,247 0.3 976,361 4.7 1,605,486 2.7 2.3 1.59 2,182 134,026 1.7

10～12 23,045.31 16,777 △ 8.6 34,142 △ 1.8 954,553 △ 1.6 2,085,766 4.4 2.3 1.57 2,211 134,999 △ 0.7
2020.1～3 21,933.38 13,059 △ 16.4 33,613 2.5 938,100 △ 4.0 1,512,952 2.3 2.4 1.44 2,164 132,961 △ 1.7

2019.1 20,460.51 5,386 △ 4.8 10,941 △ 2.0 325,768 2.6 471,124 6.6 2.5 1.63 666 - -
2 21,123.64 4,604 △ 2.1 9,746 △ 1.2 302,753 4.7 526,271 4.4 2.4 1.63 588 - -
3 21,414.88 5,625 △ 1.5 10,904 2.2 348,942 4.2 481,035 6.0 2.5 1.62 662 - -
4 21,964.86 4,899 △ 2.1 10,460 △ 0.9 337,164 0.7 525,927 6.2 2.4 1.63 645 - -
5 21,218.38 4,854 △ 1.8 10,782 0.6 332,273 6.4 457,376 4.2 2.4 1.62 695 - -
6 21,060.21 5,221 △ 2.1 10,761 0.6 308,425 5.6 880,805 8.9 2.3 1.61 734 - -
7 21,593.68 5,416 △ 3.6 10,830 △ 4.9 321,190 3.6 626,488 3.4 2.3 1.59 802 - -
8 20,629.68 4,578 1.4 11,315 0.7 325,516 1.7 521,571 2.2 2.3 1.59 678 - -
9 21,585.46 5,619 22.2 11,101 5.4 329,655 8.9 457,427 2.2 2.4 1.58 702 - -

10 22,197.47 4,269 △ 17.2 10,303 △ 3.7 305,197 △ 3.3 536,075 4.0 2.4 1.58 780 - -
11 23,278.09 5,453 △ 5.8 10,660 0.1 303,986 0.2 475,548 4.4 2.2 1.57 727 - -
12 23,660.38 7,055 △ 4.7 13,179 △ 1.8 345,370 △ 1.6 1,074,143 4.6 2.2 1.57 704 - -

2020.1 23,642.92 5,211 △ 3.3 10,853 △ 0.8 312,473 △ 4.1 484,697 2.9 2.4 1.49 773 - -
2 23,180.37 4,060 △ 11.8 10,329 6.0 303,166 0.1 537,666 2.2 2.4 1.45 651 - -
3 18,976.85 3,788 △ 32.6 12,431 2.6 322,461 △ 7.6 490,589 2.0 2.5 1.39 740 - -

資料出所 日本経済新
聞社 経済産業省 総務省統計局 厚生労働省 東京商工

リサーチ 内閣府

（注1）2015年7月より、「大型小売店販売額」は「百貨店・スーパー販売額」の名称に変更となっている。
（注2）有効求人倍率は新規学卒者を除きパートを含む。年度ならびに暦年の数値は実数、月ごとの数値は季節調整値。
（注3）企業倒産は、負債総額1,000万円以上の件数。
（注4）国内総生産の四半期は原系列の値。

年・月

旅行・観光関連産業（旅行業･宿泊業）
主要旅行業者総取扱額 全国ホテル客室利用率 シティホテル連盟

加盟施設稼働率国内旅行 海外旅行 外国人旅行 総　額 都市ホテル リゾートホテル
百万円 前年比 百万円 前年比 百万円 前年比 百万円 前年比 ％ 前年比 ％ 前年比 ％ 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 2,988,869 △ 12.2 2,026,034 4.9 215,522 7.9 5,230,425 △ 5.5 - - - - 82.9 1.5
2018年度 2,842,103 △ 4.9 1,947,828 △ 3.9 219,137 1.7 5,009,067 △ 4.2 - - - - 82.8 △ 0.1
2019年度 2,589,423 △ 8.9 1,690,410 △ 13.2 215,282 △ 1.8 4,495,115 △ 10.3 - - - - 76.2 △ 8.0

2017暦年 3,115,100 △ 8.7 2,002,207 4.1 211,299 11.1 5,328,605 △ 3.6 81.2 1.0 68.3 △ 1.0 82.9 2.3
2018暦年 2,851,899 △ 8.4 2,060,211 2.9 229,003 8.4 5,141,114 △ 3.5 82.0 1.0 68.7 0.6 83.0 0.1
2019暦年 2,788,101 △ 2.2 1,853,589 △ 10.0 232,091 1.3 4,873,781 △ 5.2 80.9 △ 1.3 68.0 △ 1.0 82.3 △ 0.8

2019.1～3 630,473 △ 1.5 388,776 △ 22.4 43,169 △ 18.6 1,062,418 △ 11.1 78.1 0.6 63.5 △ 2.0 80.1 △ 0.2
4～6 685,019 △ 0.9 425,635 △ 13.2 60,438 △ 8.7 1,171,091 △ 6.2 82.4 △ 0.6 70.5 3.1 83.1 1.1
7～9 751,401 △ 1.4 580,700 △ 2.8 61,639 14.5 1,393,740 △ 1.1 81.6 △ 2.0 71.5 △ 3.1 83.6 △ 0.7

10～12 721,210 △ 4.9 458,478 △ 2.7 66,844 19.5 1,246,532 △ 9.1 81.4 △ 3.5 66.3 △ 3.1 82.5 △ 3.1
2020.1～3 431,794 △ 31.5 225,597 △ 42.0 26,361 △ 38.9 683,752 △ 38.6 - - - - 57.9 △ 27.7

2019.1 180,153 - 112,949 - 10,385 - 303,487 - 71.1 1.0 57.3 △ 1.9 72.9 0.1
2 198,046 - 128,491 - 12,412 - 338,949 - 80.0 △ 0.9 65.4 △ 3.3 82.4 △ 1.1
3 252,274 - 147,336 - 20,372 - 419,982 - 83.2 1.7 67.9 △ 0.9 84.9 0.2
4 221,927 - 131,097 - 22,760 - 375,783 - 85.5 0.5 72.7 3.9 86.9 0.8
5 242,417 - 130,193 - 18,853 - 391,462 - 81.6 0.0 71.9 5.1 81.8 1.7
6 220,675 - 164,345 - 18,825 - 403,845 - 80.2 △ 2.2 66.8 0.1 80.5 0.6
7 234,914 △ 3.0 178,142 △ 2.6 18,922 6.4 431,979 △ 2.1 81.6 △ 1.6 66.2 △ 5.6 83.0 0.5
8 271,707 △ 6.3 216,491 △ 3.4 19,057 8.5 507,255 △ 4.3 83.0 △ 3.3 78.6 △ 2.8 85.4 △ 1.8
9 244,780 6.5 186,067 △ 2.3 23,659 28.0 454,506 3.7 80.3 △ 1.0 69.7 △ 0.9 82.5 △ 0.7

10 252,237 △ 6.7 187,732 △ 3.5 30,450 29.1 470,419 △ 3.7 82.5 △ 3.8 68.3 △ 6.2 83.8 △ 3.1
11 261,010 △ 3.0 140,320 △ 4.1 22,426 23.5 423,757 △ 11.1 84.9 △ 2.3 70.5 0.3 85.5 △ 2.1
12 207,962 △ 4.9 130,426 0.1 13,968 △ 1.8 352,356 △ 13.2 76.7 △ 4.4 60.0 △ 3.2 78.1 △ 4.3

2020.1 170,999 △ 5.1 105,227 △ 6.8 12,567 21.0 288,794 △ 4.8 - - - - 71.3 △ 2.2
2 169,165 △ 14.6 97,780 △ 23.9 7,977 △ 35.7 274,922 △ 18.9 - - - - 69.5 △ 15.7
3 91,630 △ 63.7 22,589 △ 84.7 5,817 △ 71.4 120,036 △ 71.4 - - - - 32.8 △ 61.4

資料出所 観光庁 （一社）日本ホテル協会 （一社）全日本シティ
ホテル連盟

（注1）2016年4月分より主要旅行業者はＪＴＢグループ等のグループ企業を1社とみなし、これに伴い取扱額もグループ企業内取引を相殺して集計している。
（注2）�主要旅行業者数は現在48社。2016年10月～2017年3月は49社、2017年4月～2018年5月は50社。2018年6月～2019年10月は49社
（注3）直近公表の前年同月値の修正に伴い、暦年・年度・四半期の数値も修正している。
（注4）暦年・年度・四半期の原数値は、四捨五入により各月の積上げ値と必ずしも一致しない。
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年・月

旅行・観光関連産業（運輸業）
ＪＲ旅客数

新幹線旅客数
民鉄旅客数

定期 定期外 定期 定期外
千  人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 9,488,030 1.0 5,773,827 0.8 3,714,203 1.4 378,449 1.6 15,484,578 1.8 8,646,724 2.2 6,837,839 1.4
2018年度 9,555,915 0.7 5,817,136 0.8 3,738,779 0.7 386,249 2.1 15,713,579 1.5 8,810,250 1.9 6,903,349 1.0
2019年度 9,503,181 △ 0.6 5,875,853 1.0 3,627,328 △ 3.0 370,451 △ 4.1 15,686,562 △ 0.2 8,921,439 1.3 6,765,105 △ 2.0

2017暦年 9,466,876 0.8 5,761,695 0.5 3,705,181 1.4 377,205 2.0 15,425,026 1.7 8,605,594 2.1 6,819,426 1.3
2018暦年 9,533,209 0.7 5,805,936 0.8 3,727,273 0.6 384,086 1.8 15,655,331 1.5 8,766,902 1.9 6,888,441 1.0
2019暦年 9,642,414 1.1 5,866,628 1.0 3,775,786 1.3 389,168 1.3 15,964,828 2.0 8,988,259 2.5 6,976,552 1.3

2019.1～3 2,295,542 1.0 1,372,650 0.8 922,892 1.3 92,925 2.4 3,815,180 1.6 2,116,554 2.1 1,698,625 0.9
4～6 2,439,014 0.9 1,488,895 △ 0.1 950,120 2.4 95,595 2.8 4,065,686 1.4 2,295,018 0.6 1,770,660 2.5
7～9 2,482,326 3.0 1,516,944 2.5 965,382 3.7 101,726 2.0 4,132,539 5.2 2,364,808 6.7 1,767,726 3.2

10～12 2,425,532 △ 0.3 1,488,139 1.0 937,392 △ 2.1 98,922 △ 1.7 3,951,423 △ 0.2 2,211,879 0.8 1,739,541 △ 1.4
2020.1～3 2,156,309 △ 6.1 1,381,875 0.7 774,434 △ 16.1 74,208 △ 20.1 3,536,914 △ 7.3 2,049,734 △ 3.2 1,487,178 △ 12.4

2019.1 782,527 0.6 483,999 0.5 298,528 0.7 32,645 1.9 1,283,658 0.9 733,497 1.5 550,161 0.1
2 714,283 1.1 431,841 0.8 282,442 1.6 28,906 1.9 1,215,684 1.9 689,169 1.9 526,515 1.9
3 798,732 1.3 456,810 1.2 341,922 1.5 31,374 3.3 1,315,838 1.8 693,888 2.8 621,949 0.7
4 798,458 0.8 469,408 △ 0.6 329,050 2.8 36,684 4.9 1,334,285 0.8 730,815 △ 1.1 603,465 3.2
5 834,695 0.7 514,023 △ 0.3 320,673 2.4 31,106 1.2 1,377,662 1.6 781,260 0.9 596,402 2.5
6 805,861 1.1 505,464 0.5 300,397 2.1 27,805 2.1 1,353,739 1.7 782,943 1.8 570,793 1.7
7 837,078 2.5 512,067 0.9 325,011 5.3 37,611 3.0 1,359,022 2.7 761,159 1.6 597,860 4.2
8 828,458 1.2 495,625 0.8 332,833 1.9 34,138 △ 0.5 1,327,131 1.4 730,247 1.8 596,882 1.0
9 816,790 5.3 509,252 6.0 307,538 4.2 29,977 3.8 1,446,386 11.4 873,402 16.4 572,984 4.7

10 810,275 △ 1.5 513,314 1.4 296,961 △ 6.0 35,904 △ 3.4 1,318,453 △ 1.8 766,050 0.6 552,400 △ 5.1
11 808,590 0.7 495,248 1.2 313,341 △ 0.2 33,788 △ 1.1 1,346,230 1.3 765,220 2.2 581,011 0.3
12 806,667 0.1 479,577 0.3 327,090 △ 0.2 29,230 △ 0.3 1,286,740 △ 0.0 680,609 △ 0.5 606,130 0.5

2020.1 793,620 1.4 489,792 1.2 303,828 1.8 33,306 2.0 1,310,412 2.1 746,536 1.8 563,874 2.5
2 721,818 1.1 453,658 5.1 268,161 △ 5.1 25,903 △ 10.4 1,210,764 △ 0.4 701,630 1.8 509,133 △ 3.3
3 640,871 △ 19.8 438,425 △ 4.0 202,445 △ 40.8 14,999 △ 52.2 1,015,738 △ 22.8 601,568 △ 13.3 414,171 △ 33.4

資料出所 国土交通省

（注）民鉄とはJR以外の鉄軌道事業者をいう。

年・月

旅行・観光関連産業（運輸業）
鉄道旅客人キロ 大手民鉄16社定期外 高速・有料道路通行台数

JR定期外 新幹線定期外 民鉄定期外 人員 収入 高速道路 一般有料道路
千人キロ 前年比 千人キロ 前年比 千人キロ 前年比 千人 前年比 百万円 前年比 台（平均）/日 前年比 台（平均）/日 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 162,387,933 1.6 97,089,285 1.8 64,624,679 1.5 4,266,230 1.5 949,046 1.7 5,066,208 0.6 2,624,708 1.5
2018年度 164,493,137 1.3 99,226,746 2.2 65,064,727 0.7 4,308,540 1.0 958,977 1.0 5,171,881 2.1 2,717,609 3.5
2019年度 158,029,014 △ 3.9 94,764,625 △ 4.5 63,520,325 △ 2.4 4,222,890 △ 2.0 935,494 △ 2.4 5,170,124 △ 0.0 2,779,328 2.3

2017暦年 161,785,825 1.7 96,645,266 1.9 64,478,643 1.5 4,252,807 1.3 946,079 1.7 5,071,847 1.2 2,628,853 2.4
2018暦年 163,750,170 1.2 98,601,757 2.0 64,893,800 0.6 4,297,814 1.1 955,485 1.0 5,132,670 1.2 2,684,499 2.1
2019暦年 166,457,220 1.7 100,325,878 1.7 65,852,089 1.5 4,354,543 1.3 970,085 1.5 5,217,462 1.7 2,783,025 3.7

2019.1～3 39,876,766 1.9 23,766,498 2.7 16,039,661 1.1 1,063,813 1.0 237,663 1.5 5,002,430 3.2 2,653,409 5.3
4～6 41,101,318 3.7 24,707,996 4.2 16,795,368 3.2 1,106,600 2.5 246,784 3.0 5,195,463 2.5 2,784,378 3.9
7～9 43,229,873 2.5 26,032,867 1.4 16,718,443 3.5 1,100,444 3.4 245,400 3.7 5,431,178 1.9 2,894,058 4.7

10～12 42,249,263 △ 1.3 25,818,517 △ 0.9 16,298,617 △ 1.8 1,083,686 △ 1.5 240,239 △ 2.0 5,240,776 △ 0.9 2,800,254 1.0
2020.1～3 31,448,560 △ 21.1 18,205,245 △ 23.4 13,707,897 △ 14.5 932,160 △ 12.4 203,071 △ 14.6 4,813,079 △ 3.8 2,638,622 △ 0.6

2019.1 14,210,196 1.7 9,004,590 2.7 5,192,661 0.0 345,438 0.1 77,191 0.1 4,743,707 4.6 2,524,302 7.0
2 12,207,423 1.7 7,317,701 2.3 4,920,912 1.9 328,064 1.8 72,853 2.1 4,934,314 3.5 2,610,700 5.2
3 13,459,147 2.2 7,444,207 3.0 5,926,088 1.3 390,311 1.1 87,619 2.2 5,329,268 1.8 2,825,225 3.8
4 16,475,048 6.0 10,607,622 7.1 5,736,310 3.5 378,182 3.1 84,544 3.5 5,282,427 3.4 2,835,113 4.9
5 13,378,033 2.0 7,792,452 1.5 5,723,980 3.9 371,414 2.4 83,446 3.2 5,262,801 3.9 2,798,295 4.4
6 11,248,237 2.5 6,307,922 2.7 5,335,078 2.2 357,004 1.9 78,794 2.3 5,041,160 0.1 2,719,726 2.3
7 16,261,705 3.8 10,512,274 3.4 5,525,868 4.0 371,914 4.5 81,726 4.3 5,264,817 1.7 2,805,537 4.0
8 15,062,083 0.7 8,816,171 △ 0.5 5,738,987 1.2 370,391 1.4 83,561 1.5 5,672,605 △ 0.1 3,034,118 3.6
9 11,906,085 3.0 6,704,422 0.9 5,453,588 5.4 358,139 4.3 80,112 5.3 5,356,113 4.4 2,842,519 6.5

10 15,681,182 △ 2.4 10,333,344 △ 0.9 5,112,198 △ 6.2 341,860 △ 5.7 75,288 △ 6.2 5,138,194 △ 3.5 2,704,596 △ 2.6
11 14,128,836 △ 0.8 8,734,077 △ 1.4 5,503,754 0.2 362,608 0.5 80,891 0.0 5,444,769 0.4 2,903,042 2.7
12 12,439,245 △ 0.5 6,751,096 △ 0.4 5,682,665 0.5 379,218 0.5 84,060 0.2 5,139,365 0.5 2,793,124 3.0

2020.1 14,397,672 1.3 9,160,673 1.7 5,308,661 2.2 354,324 2.6 78,708 2.0 4,827,167 1.8 2,619,997 3.8
2 10,849,215 △ 11.1 6,223,919 △ 14.9 4,696,180 △ 4.6 316,951 △ 3.4 69,328 △ 4.8 4,895,001 △ 0.8 2,680,052 2.7
3 6,201,673 △ 53.9 2,820,653 △ 62.1 3,703,056 △ 37.5 260,885 △ 33.2 55,035 △ 37.2 4,717,068 △ 11.5 2,615,817 △ 7.4

資料出所 国土交通省 （一社）日本民営鉄道協会 （公財）高速道路調査会

（注）民鉄とはJR以外の鉄軌道事業者をいう。
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年・月

旅行・観光関連産業（運輸業）
貸切バス輸送人員 フェリー（自動車航送長距離航路） 航空（国内線）旅客数

全国 旅客 自動車 幹線 ローカル線
千人 前年比 千人 前年比 千台 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 297,318 1.0 2,385 1.3 1,569 2.2 102,119 4.1 43,655 3.2 58,464 4.7
2018年度 298,035 0.2 2,388 0.1 1,586 1.1 103,903 1.7 43,436 △ 0.5 60,466 3.4
2019年度 274,583 △ 7.9 2,349 △ 1.6 1,571 △ 1.0 101,872 △ 2.0 42,494 △ 2.2 59,378 △ 1.8

2017暦年 296,687 0.6 2,407 2.9 1,574 4.4 101,755 4.7 43,553 4.1 58,202 5.2
2018暦年 298,458 0.6 2,352 △ 2.3 1,578 0.2 102,999 1.2 43,351 △ 0.5 59,648 2.5
2019暦年 289,074 △ 3.1 2,498 6.2 1,593 1.0 106,777 3.7 44,659 3.0 62,118 4.1

2019.1～3 63,936 △ 0.7 523 7.2 363 2.4 25,230 3.7 10,789 0.8 14,441 6.0
4～6 76,725 △ 3.7 636 15.9 400 3.4 25,728 4.0 10,715 3.1 15,013 4.6
7～9 71,913 △ 3.1 791 2.5 427 1.6 28,716 5.3 11,923 6.9 16,793 4.3

10～12 76,500 △ 4.7 548 0.7 403 △ 3.1 27,103 1.6 11,231 1.2 15,871 1.9
2020.1～3 49,445 △ 22.7 374 0.0 340 0.0 20,326 △ 19.4 8,624 △ 20.1 11,701 △ 19.0

2019.1 20,598 0.2 150 0.8 112 1.4 8,030 4.2 3,495 2.1 4,535 5.9
2 21,358 0.3 132 6.7 111 3.4 7,841 2.7 3,385 △ 0.7 4,456 5.5
3 21,980 △ 2.3 241 11.9 139 2.4 9,359 4.1 3,909 1.0 5,450 6.5
4 23,376 △ 2.4 232 24.1 139 6.1 8,195 3.3 3,405 1.1 4,790 4.9
5 26,694 △ 4.1 235 16.2 133 3.9 9,038 6.2 3,731 6.4 5,307 6.1
6 26,655 △ 4.3 169 5.9 127 △ 0.0 8,495 2.3 3,579 1.8 4,916 2.8
7 25,661 △ 1.7 252 8.7 144 2.3 9,073 4.9 3,820 5.0 5,253 4.8
8 22,272 △ 6.2 332 △ 3.8 143 △ 2.8 10,374 1.4 4,225 2.0 6,149 1.1
9 23,980 △ 1.5 208 6.6 140 5.9 9,270 10.5 3,878 14.7 5,392 7.7

10 28,425 △ 5.4 188 △ 0.3 141 △ 6.5 9,175 0.3 3,744 0.0 5,431 0.5
11 27,221 △ 5.3 189 1.4 133 △ 1.1 9,333 2.4 3,802 1.7 5,532 2.9
12 20,854 △ 2.8 171 1.0 129 △ 1.4 8,594 2.2 3,686 2.0 4,908 2.4

2020.1 19,884 △ 3.5 147 △ 1.9 108 △ 4.1 8,310 3.5 3,579 2.4 4,731 4.3
2 18,829 △ 11.8 121 △ 8.1 109 △ 1.8 7,674 △ 2.1 3,256 △ 3.8 4,418 △ 0.9
3 10,732 △ 51.2 106 △ 56.0 123 △ 11.5 4,342 △ 53.6 1,789 △ 54.2 2,552 △ 53.2

資料出所 国土交通省

年・月

旅行・観光関連産業（運輸業）
航空（国内線）大手２グループ旅客数 航空（国際線）大手２グループ旅客数

JALグループ ANAグループ 2グループ 計 JALグループ ANAグループ 2グループ 計
千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 34,033 4.5 39,785 2.9 73,818 3.6 8,585 2.3 9,741 6.8 18,326 4.6
2018年度 34,860 2.4 39,813 0.1 74,672 1.2 9,128 6.3 10,093 3.6 19,222 4.9
2019年度 33,784 △ 3.1 38,359 △ 3.7 72,142 △ 3.4 8,278 △ 9.3 9,416 △ 6.7 17,694 △ 7.9

2017暦年 33,867 4.7 39,749 3.4 73,616 3.9 8,489 2.4 9,607 8.4 18,096 5.5
2018暦年 34,552 2.0 39,679 △ 0.2 74,231 0.8 9,084 7.0 10,144 5.6 19,229 6.3
2019暦年 35,546 2.9 40,565 2.2 76,110 2.5 9,025 △ 0.7 10,184 0.4 19,209 △ 0.1

2019.1～3 8,422 3.8 9,449 1.4 17,871 2.5 2,255 2.0 2,451 △ 2.0 4,706 △ 0.2
4～6 8,655 4.3 9,705 1.1 18,359 2.6 2,262 0.5 2,507 △ 0.1 4,769 0.2
7～9 9,352 2.6 11,024 4.8 20,375 3.8 2,320 △ 1.4 2,665 0.1 4,985 △ 0.6

10～12 9,118 1.0 10,387 1.4 19,505 1.2 2,187 △ 3.5 2,561 3.7 4,749 0.2
2020.1～3 6,660 △ 20.9 7,243 △ 23.3 13,903 △ 22.2 1,508 △ 33.1 1,683 △ 31.3 3,191 △ 32.2

2019.1 2,713 4.9 3,002 1.1 5,715 2.9 752 4.5 815 △ 0.5 1,566 1.9
2 2,637 3.1 2,925 0.6 5,562 1.8 712 1.8 761 △ 4.2 1,473 △ 1.4
3 3,072 3.4 3,522 2.4 6,594 2.9 792 △ 0.2 875 △ 1.5 1,667 △ 0.9
4 2,762 4.3 3,069 0.5 5,831 2.3 721 △ 2.5 825 △ 2.7 1,546 △ 2.6
5 3,032 6.9 3,438 3.5 6,470 5.0 757 1.4 834 1.7 1,591 1.6
6 2,861 1.7 3,198 △ 0.8 6,059 0.4 784 2.4 848 0.8 1,632 1.6
7 2,981 2.5 3,423 4.4 6,405 3.5 795 1.3 911 0.6 1,706 0.9
8 3,319 △ 1.4 4,065 1.6 7,384 0.2 806 △ 1.6 933 △ 0.6 1,740 △ 1.1
9 3,051 7.5 3,535 9.2 6,586 8.4 718 △ 4.1 821 0.2 1,539 △ 1.9

10 3,067 △ 0.5 3,537 △ 0.2 6,603 △ 0.3 724 △ 5.6 833 0.2 1,557 △ 2.6
11 3,170 1.7 3,602 2.9 6,772 2.4 730 △ 3.3 855 6.1 1,585 1.6
12 2,881 1.7 3,248 1.6 6,129 1.6 734 △ 1.7 873 4.9 1,606 1.8

2020.1 2,772 2.2 3,075 2.4 5,848 2.3 747 △ 0.6 869 6.7 1,616 3.2
2 2,569 △ 2.6 2,767 △ 5.4 5,335 △ 4.1 554 △ 22.2 569 △ 25.2 1,123 △ 23.7
3 1,319 △ 57.1 1,401 △ 60.2 2,720 △ 58.8 207 △ 73.8 244 △ 72.1 452 △ 72.9

資料出所 各社月報

（注）JALグループの国際線旅客数については、2016年度よりコードシェアによる他社販売分も含む。
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年度
国内旅行動向

温泉入湯客数 温泉地延べ宿泊利用者数 特殊索道旅客数 水浴場延べ利用者数 ゴルフ場延べ利用者数 オートキャンプ参加人口 自然公園利用者数
千人 前年比 千人 前年比 千人 前年比 万人 前年比 千人 前年比 万人 前年比 千人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2015年度 191,347 2.1 132,064 3.2 242,071 △ 18.0 2,769 6.8 87,753 1.4 810 3.8 899,144 3.1
2016年度 187,795 △ 1.9 130,128 △ 1.5 253,153 4.6 2,779 0.4 85,780 △ 2.2 830 2.5 895,010 △ 0.5
2017年度 189,784 1.1 130,568 0.3 265,719 5.0 2,301 △ 17.2 85,538 △ 0.3 840 1.2 909,082 1.6
2018年度 186,055 △ 2.0 130,564 △ 0.0 244,959 △ 7.8 2,225 △ 3.4 84,875 △ 0.8 850 1.2 905,138 △ 0.4
2019年度 - - - - - - - - - - 860 1.2 - -

資料出所 総務省自治税務局 環境省自然環境局 国土交通省 環境省水・大気環境局 （一社）日本ゴルフ場経営者協会 （一社）日本オートキャンプ協会 環境省自然環境局

（注1）特殊索道旅客数は当年度12月から3月まで（スキーシーズン）の数値。
（注2）水浴場延べ利用者数は年間入込１万人以上の水浴場を対象としている。
（注3）ゴルフ場延べ利用者数は当年３月から翌年２月までの値、オートキャンプ参加人口は暦年の数値。

年・月

海外旅行動向
出国者総数 出国者数（地域別）

男性 女性 北海道 東  北 北関東
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 17,976,730 2.8 9,983,076 2.3 7,993,654 3.4 331,292 4.7 429,031 1.2 636,490 0.7
2018年度 19,249,587 7.1 10,395,301 4.1 8,854,286 10.8 352,534 6.4 454,993 6.1 673,774 5.9
2019年度 18,134,084 △ 5.8 9,581,726 △ 7.8 8,552,358 △ 3.4 343,534 △ 2.6 420,525 △ 7.6 608,593 △ 9.7

2017暦年 17,889,292 4.5 9,949,214 3.3 7,940,078 6.0 328,073 6.2 427,358 3.1 637,780 2.8
2018暦年 18,954,031 6.0 10,315,429 3.7 8,638,602 8.8 347,967 6.1 451,070 5.5 664,478 4.2
2019暦年 20,080,669 5.9 10,619,706 2.9 9,460,963 9.5 381,190 9.5 471,820 4.6 683,045 2.8

2019.1～3 4,916,864 6.4 2,590,512 3.2 2,326,352 10.2 100,549 4.8 120,875 3.4 172,846 5.7
4～6 4,625,468 11.1 2,507,493 5.2 2,117,975 19.1 96,294 21.8 106,810 9.8 155,233 5.8
7～9 5,520,211 5.7 2,838,570 3.6 2,681,641 8.0 85,007 10.0 117,720 2.5 182,589 1.1

10～12 5,018,126 1.4 2,683,131 0.1 2,334,995 3.0 99,340 3.8 126,415 3.7 172,377 △ 0.7
2020.1～3 2,970,279 △ 39.6 1,552,532 △ 40.1 1,417,747 △ 39.1 62,893 △ 37.5 69,580 △ 42.4 98,394 △ 43.1

2019.1 1,452,157 2.0 808,168 △ 0.4 643,989 5.2 31,747 0.3 34,124 △ 2.4 49,771 2.8
2 1,534,792 10.4 816,131 7.0 718,661 14.4 27,587 4.8 40,188 8.2 55,438 8.6
3 1,929,915 6.8 966,213 3.2 963,702 10.7 41,215 8.4 46,563 3.8 67,637 5.6
4 1,666,546 22.8 880,574 12.5 785,972 37.0 39,001 41.1 37,899 23.1 52,833 13.4
5 1,437,929 3.9 783,950 △ 0.0 653,979 9.1 29,002 8.9 33,835 2.3 50,141 2.6
6 1,520,993 7.0 842,969 3.1 678,024 12.2 28,291 14.2 35,076 4.9 52,259 2.1
7 1,659,166 6.5 880,041 2.5 779,125 11.4 23,927 11.0 35,138 △ 0.9 54,672 1.7
8 2,109,568 3.7 1,039,100 2.5 1,070,468 5.0 28,497 9.5 41,743 5.0 70,454 3.2
9 1,751,477 7.4 919,429 6.1 832,048 9.0 32,583 9.8 40,839 3.0 57,463 △ 2.0

10 1,663,474 1.0 891,719 △ 1.1 771,755 3.6 34,912 7.2 38,457 △ 1.9 58,243 △ 0.9
11 1,642,333 △ 1.9 898,850 △ 2.6 743,483 △ 0.9 34,671 △ 3.1 45,907 2.4 56,676 △ 5.4
12 1,712,319 5.1 892,562 4.1 819,757 6.2 29,757 8.9 42,051 10.9 57,458 4.6

2020.1 1,380,762 △ 4.9 747,537 △ 7.5 633,225 △ 1.7 31,432 △ 1.0 31,735 △ 7.0 45,046 △ 9.5
2 1,316,820 △ 14.2 660,585 △ 19.1 656,235 △ 8.7 26,328 △ 4.6 32,065 △ 20.2 44,542 △ 19.7
3 272,697 △ 85.9 144,410 △ 85.1 128,287 △ 86.7 5,133 △ 87.5 5,780 △ 87.6 8,806 △ 87.0

資料出所 法務省

（注）出国者数は海外居住者を含む。

年・月

海外旅行動向
出国者数（地域別）

首都圏 甲信越・北陸 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 7,730,728 2.7 625,570 3.5 1,950,827 2.0 3,201,255 3.1 564,602 3.2 236,223 3.9 1,190,164 3.7
2018年度 8,208,562 6.2 656,031 4.9 2,088,993 7.1 3,463,332 8.2 609,386 7.9 238,289 0.9 1,204,719 1.2
2019年度 7,713,742 △ 6.0 599,938 △ 8.6 1,951,887 △ 6.6 3,336,708 △ 3.7 572,510 △ 6.1 243,887 2.3 1,282,394 6.4

2017暦年 7,701,858 4.5 622,072 4.9 1,946,030 3.7 3,174,352 4.7 560,940 5.1 233,767 4.8 1,182,496 6.6
2018暦年 8,108,953 5.3 649,610 4.4 2,053,609 5.5 3,389,707 6.8 600,282 7.0 251,377 7.5 1,333,733 12.8
2019暦年 8,491,551 4.7 678,084 4.4 2,183,029 6.3 3,711,332 9.5 641,077 6.8 272,507 8.4 1,435,257 7.6

2019.1～3 2,039,777 5.1 175,805 3.8 538,740 7.0 916,652 8.7 154,241 6.3 65,711 8.6 350,622 12.9
4～6 1,902,871 9.2 156,749 11.2 511,040 10.3 868,004 16.4 154,443 13.6 66,109 16.8 343,192 17.1
7～9 2,439,897 3.9 172,021 4.5 584,644 5.9 1,004,479 12.8 169,401 7.3 71,836 8.0 368,396 4.0

10～12 2,109,006 1.6 173,509 △ 0.7 548,605 2.5 922,197 1.3 162,992 1.1 68,851 1.6 373,047 △ 0.8
2020.1～3 1,261,968 △ 38.1 97,659 △ 44.5 307,598 △ 42.9 542,028 △ 40.9 85,674 △ 44.5 37,091 △ 43.6 197,759 △ 43.6

2019.1 595,531 1.2 48,142 △ 0.8 152,752 0.3 261,499 3.3 43,057 2.7 18,595 7.6 96,742 10.2
2 653,626 8.6 56,728 8.9 169,426 13.9 280,196 13.9 47,463 11.8 19,847 10.0 104,331 16.3
3 790,620 5.5 70,935 3.2 216,562 7.0 374,957 9.1 63,721 4.9 27,269 8.2 149,549 12.4
4 684,859 20.0 55,877 26.9 181,016 19.4 312,417 32.2 57,688 32.6 23,087 31.7 124,692 36.1
5 586,970 2.6 49,411 3.2 158,668 4.0 271,065 6.2 47,744 2.6 21,390 8.2 108,473 8.3
6 631,042 5.2 51,461 4.9 171,356 7.7 284,522 12.0 49,011 6.7 21,632 12.2 110,027 8.7
7 722,876 5.7 51,844 5.3 174,564 7.0 301,867 8.8 49,893 9.3 20,852 4.8 112,057 11.0
8 930,677 4.0 64,173 6.5 228,927 4.7 383,413 2.5 65,356 4.4 26,983 1.3 139,110 3.4
9 786,344 2.0 56,004 1.6 181,153 6.5 319,199 33.4 54,152 9.0 24,001 20.0 117,229 △ 1.3

10 703,231 1.2 55,312 △ 2.3 185,170 6.0 298,738 0.9 53,876 0.7 21,958 2.9 118,464 △ 4.4
11 683,935 △ 1.4 60,052 △ 3.6 175,639 △ 2.5 302,823 △ 1.6 52,160 △ 2.5 22,585 △ 4.6 123,519 △ 3.5
12 721,840 4.9 58,145 4.3 187,796 4.1 320,636 4.6 56,956 5.0 24,308 7.0 131,064 5.6

2020.1 566,729 △ 4.8 43,956 △ 8.7 140,706 △ 7.9 246,761 △ 5.6 39,114 △ 9.2 17,219 △ 7.4 92,599 △ 4.3
2 570,435 △ 12.7 45,617 △ 19.6 140,480 △ 17.1 247,179 △ 11.8 39,124 △ 17.6 16,823 △ 15.2 90,836 △ 12.9
3 124,804 △ 84.2 8,086 △ 88.6 26,412 △ 87.8 48,088 △ 87.2 7,436 △ 88.3 3,049 △ 88.8 14,324 △ 90.4

資料出所 法務省

（注）出国者数は海外居住者を含む。
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年・月

海外旅行動向
出国者数（性・年齢別）

10代未満男性 10代未満女性 10代男性 10代女性 20代男性 20代女性 30代男性 30代女性
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 326,183 2.7 318,054 3.0 444,482 4.1 605,450 6.0 1,163,189 5.2 1,933,265 5.5 1,757,288 △ 0.2 1,353,088 △ 0.7
2018年度 343,024 5.2 336,285 5.7 491,324 10.5 708,819 17.1 1,261,282 8.4 2,237,946 15.8 1,788,366 1.8 1,435,927 6.1
2019年度 350,759 2.3 342,873 2.0 458,555 △ 6.7 637,724 △ 10.0 1,222,847 △ 3.0 2,173,702 △ 2.9 1,643,891 △ 8.1 1,407,421 △ 2.0

2017暦年 324,669 4.0 316,410 4.4 437,036 5.4 592,067 9.2 1,143,372 6.2 1,901,709 9.1 1,761,995 0.6 1,359,813 1.4
2018暦年 338,214 4.2 331,028 4.6 478,602 9.5 676,827 14.3 1,232,274 7.8 2,148,940 13.0 1,786,075 1.4 1,418,082 4.3
2019暦年 378,007 11.8 369,927 11.8 534,768 11.7 764,646 13.0 1,353,722 9.9 2,444,735 13.8 1,796,995 0.6 1,511,429 6.6

2019.1～3 76,535 6.7 74,937 7.5 137,464 10.2 213,542 17.6 410,148 7.6 742,674 13.6 404,486 0.6 320,670 5.9
4～6 77,233 28.5 75,854 28.7 62,771 42.7 88,068 44.1 248,318 17.3 461,991 30.4 456,545 2.5 383,429 15.2
7～9 140,707 8.3 137,936 8.3 193,727 9.9 283,800 8.3 374,475 9.7 667,236 11.3 465,923 0.8 416,424 4.7

10～12 83,532 9.2 81,200 8.1 140,806 5.4 179,236 4.1 320,781 7.6 572,834 5.8 470,041 △ 1.3 390,906 1.6
2020.1～3 49,287 △ 35.6 47,883 △ 36.1 61,251 △ 55.4 86,620 △ 59.4 279,273 △ 31.9 471,641 △ 36.5 251,382 △ 37.9 216,662 △ 32.4

2019.1 27,596 7.3 26,489 5.7 30,845 5.0 40,296 6.7 84,175 4.5 157,085 12.2 139,521 △ 2.0 111,667 3.1
2 17,530 3.8 16,931 3.8 24,268 9.6 39,839 24.8 159,953 11.0 284,199 17.3 129,001 3.6 99,100 8.5
3 31,409 7.9 31,517 11.4 82,351 12.5 133,407 19.2 166,020 6.0 301,390 11.1 135,964 0.5 109,903 6.5
4 38,134 50.6 37,426 51.4 31,967 77.2 44,091 72.3 92,131 35.2 172,085 55.1 155,634 6.8 142,904 30.0
5 19,762 12.5 19,758 14.7 15,524 19.2 22,563 25.0 73,505 7.7 137,406 15.9 140,696 △ 2.0 114,768 4.6
6 19,337 12.2 18,670 9.9 15,280 18.3 21,414 22.6 82,682 9.7 152,500 22.2 160,215 2.6 125,757 11.0
7 49,011 10.8 48,133 10.4 60,208 11.1 84,322 11.4 82,175 8.0 155,867 17.8 147,997 △ 0.3 128,131 8.3
8 69,333 4.9 68,076 5.1 108,750 7.2 155,971 6.1 144,898 7.7 251,170 7.9 150,911 0.1 147,708 2.3
9 22,363 14.5 21,727 14.8 24,769 20.0 43,507 10.7 147,402 12.8 260,199 10.9 167,015 2.5 140,585 4.2

10 23,978 15.5 23,223 13.7 35,712 2.7 47,848 3.3 103,989 9.1 193,242 6.7 162,633 △ 2.4 133,216 2.5
11 20,789 5.2 20,161 4.8 39,356 3.1 49,116 3.4 105,072 3.6 191,905 2.4 159,675 △ 3.6 126,169 △ 0.9
12 38,765 7.7 37,816 6.7 65,738 8.4 82,272 5.0 111,720 10.2 187,687 8.6 147,733 2.6 131,521 3.3

2020.1 29,408 6.6 28,662 8.2 31,409 1.8 40,653 0.9 84,224 0.1 156,187 △ 0.6 127,513 △ 8.6 107,733 △ 3.5
2 14,721 △ 16.0 14,215 △ 16.0 22,157 △ 8.7 36,692 △ 7.9 152,498 △ 4.7 263,493 △ 7.3 103,208 △ 20.0 92,060 △ 7.1
3 5,158 △ 83.6 5,006 △ 84.1 7,685 △ 90.7 9,275 △ 93.0 42,551 △ 74.4 51,961 △ 82.8 20,661 △ 84.8 16,869 △ 84.7

資料出所 法務省

（注）出国者数は海外居住者を含む。

年・月

海外旅行動向
出国者数（性・年齢別）

40代男性 40代女性 50代男性 50代女性 60代男性 60代女性 70代以上男性 70代以上女性
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 2,375,161 0.0 1,282,308 1.5 2,076,879 4.8 1,143,860 5.2 1,291,698 △ 1.2 925,781 0.2 548,736 13.0 431,848 13.1
2018年度 2,420,440 1.9 1,393,598 8.7 2,174,903 4.7 1,286,997 12.5 1,307,372 1.2 964,928 4.2 608,590 10.9 489,786 13.4
2019年度 2,160,575 △ 10.7 1,345,447 △ 3.5 1,988,621 △ 8.6 1,269,745 △ 1.3 1,175,951 △ 10.1 896,632 △ 7.1 580,527 △ 4.6 478,814 △ 2.2

2017暦年 2,380,616 0.9 1,280,344 3.7 2,065,324 6.0 1,135,109 8.0 1,299,271 △ 0.2 931,623 2.6 537,471 15.7 423,003 16.2
2018暦年 2,414,273 1.4 1,365,970 6.7 2,157,847 4.5 1,255,371 10.6 1,309,351 0.8 963,189 3.4 598,793 11.4 479,195 13.3
2019暦年 2,407,228 △ 0.3 1,482,454 8.5 2,204,474 2.2 1,380,374 10.0 1,301,690 △ 0.6 978,848 1.6 642,822 7.4 528,550 10.3

2019.1～3 566,105 1.1 329,349 9.2 524,852 3.4 308,271 11.4 312,298 △ 0.6 216,142 0.8 158,624 6.6 120,767 9.6
4～6 595,284 0.8 339,179 18.8 544,952 3.4 337,321 17.2 342,319 0.6 278,354 5.9 180,071 8.9 153,779 14.5
7～9 637,151 0.5 452,194 6.3 571,681 2.6 375,448 9.1 312,192 1.3 227,883 3.9 142,714 10.2 120,720 12.5

10～12 608,688 △ 3.4 361,732 2.3 562,989 △ 0.5 359,334 3.6 334,881 △ 3.4 256,469 △ 3.8 161,413 4.1 133,284 4.7
2020.1～3 319,452 △ 43.6 192,342 △ 41.6 308,999 △ 41.1 197,642 △ 35.9 186,559 △ 40.3 133,926 △ 38.0 96,329 △ 39.3 71,031 △ 41.2

2019.1 191,525 △ 2.5 104,672 3.2 176,982 0.5 95,907 7.6 104,479 △ 4.3 70,068 △ 4.7 53,045 2.0 37,805 2.6
2 172,190 5.0 85,503 11.6 163,494 6.8 91,264 15.1 99,293 5.1 65,628 9.0 50,402 16.4 36,197 21.2
3 202,390 1.4 139,174 12.6 184,376 3.2 121,100 12.0 108,526 △ 1.9 80,446 △ 0.2 55,177 3.0 46,765 7.6
4 205,039 5.7 135,579 37.8 188,566 8.9 121,653 35.1 114,108 4.7 86,725 13.1 54,995 10.8 45,509 21.3
5 185,832 △ 3.9 98,607 6.1 172,694 △ 1.6 106,303 7.3 112,706 △ 2.3 97,552 3.4 63,231 9.8 57,022 14.9
6 204,413 0.6 104,993 11.5 183,692 3.0 109,365 10.8 115,505 △ 0.3 94,077 2.4 61,845 6.3 51,248 8.6
7 206,952 △ 0.5 138,707 9.8 182,668 1.1 109,972 11.9 103,081 0.5 74,512 5.8 47,949 8.8 39,481 13.6
8 226,374 △ 0.1 197,550 3.8 199,250 1.5 142,851 6.5 97,252 △ 1.0 69,388 △ 1.0 42,332 5.5 37,754 5.2
9 203,825 2.2 115,937 6.6 189,763 5.1 122,625 9.9 111,859 4.1 83,983 6.5 52,433 15.8 43,485 18.4

10 204,425 △ 5.2 114,460 4.6 188,819 △ 1.9 118,893 4.2 115,030 △ 4.4 91,467 △ 5.3 57,133 2.6 49,406 5.3
11 206,946 △ 5.1 108,640 △ 3.3 191,566 △ 3.0 115,771 △ 2.1 117,926 △ 6.4 87,610 △ 7.0 57,520 1.6 44,111 △ 0.1
12 197,317 0.6 138,632 5.3 182,604 3.9 124,670 8.8 101,925 1.5 77,392 2.2 46,760 9.4 39,767 9.7

2020.1 168,229 △ 12.2 100,576 △ 3.9 160,950 △ 9.1 94,380 △ 1.6 94,958 △ 9.1 67,853 △ 3.2 50,846 △ 4.1 37,181 △ 1.7
2 127,167 △ 26.1 76,751 △ 10.2 124,692 △ 23.7 87,241 △ 4.4 77,436 △ 22.0 56,740 △ 13.5 38,706 △ 23.2 29,043 △ 19.8
3 24,056 △ 88.1 15,015 △ 89.2 23,357 △ 87.3 16,021 △ 86.8 14,165 △ 86.9 9,333 △ 88.4 6,777 △ 87.7 4,807 △ 89.7

資料出所 法務省

（注）出国者数は海外居住者を含む。
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年・月

海外旅行動向
日本からの海外旅行者数 円/ドル

レート
国際収支統計

旅行収支・支払韓国への旅行者数 中国へ 台湾へ　 香港へ　 シンガポールへ ハワイへ　 グアムへ　
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 円 億円 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 2,326,875 △ 3.3 - - 1,915,651 1.0 1,236,883 7.8 799,891 12.8 1,542,014 1.8 587,755 △ 17.8 110.8 20,312 △ 1.2
2018年度 3,113,572 33.8 - - 1,983,935 3.6 1,320,465 6.8 834,669 4.3 1,500,272 △ 2.7 603,170 2.6 110.9 22,998 13.2
2019年度 2,900,376 △ 6.8 - - 1,923,341 △ 3.1 769,550 △ 41.7 786,144 △ 5.8 1,471,667 △ 1.9 638,251 5.8 108.7 21,103 △ 8.2

2017暦年 2,311,447 0.6 - - 1,898,854 0.2 1,230,010 12.6 792,873 16.9 1,561,262 4.9 620,547 △ 16.8 112.2 20,384 1.4
2018暦年 2,948,527 27.6 - - 1,969,151 3.7 1,287,773 4.7 829,676 4.6 1,489,778 △ 4.6 563,386 △ 9.2 110.4 22,323 9.5
2019暦年 3,271,706 11.0 - - 2,167,952 10.1 1,078,836 △ 16.2 884,221 6.6 1,552,386 4.2 684,802 21.6 109.0 23,179 3.8

2019.1～3 794,845 26.2 - - 506,916 3.0 359,337 10.0 220,335 2.3 374,947 2.9 189,769 26.5 110.2 5,856 13.0
4～6 858,841 27.0 - - 472,058 14.5 315,168 8.9 181,054 15.2 365,880 8.3 130,741 16.5 109.9 5,294 5.1
7～9 855,601 7.8 - - 539,660 12.5 243,652 △ 22.2 260,305 6.0 418,653 1.2 183,491 30.7 107.3 6,271 0.6

10～12 762,419 △ 10.2 - - 649,318 11.0 160,679 △ 55.2 222,527 5.2 392,906 5.1 180,801 12.5 108.7 5,758 △ 1.9
2020.1～3 423,515 △ 46.7 - - 262,305 △ 48.3 50,051 △ 86.1 122,258 △ 44.5 294,228 △ 21.5 143,218 △ 24.5 108.9 3,780 △ 35.5

2019.1 206,526 23.6 - - 146,184 △ 9.7 112,565 6.4 66,402 3.6 120,424 7.9 58,021 40.0 109.0 1,746 8.4
2 213,200 26.7 - - 144,923 16.6 92,186 21.0 69,885 2.5 120,658 0.7 58,774 25.2 110.4 1,836 16.9
3 375,119 27.4 - - 215,809 4.8 154,586 6.8 84,048 1.2 133,865 0.6 72,974 18.4 111.2 2,275 13.7
4 290,092 35.7 - - 166,364 30.9 105,400 16.9 65,211 29.8 119,492 13.2 47,725 19.5 111.7 1,885 15.6
5 286,273 26.0 - - 167,157 10.8 115,504 9.5 59,138 10.6 118,254 6.5 41,989 14.8 109.8 1,659 △ 1.2
6 282,476 20.1 - - 138,537 3.3 94,264 0.6 56,705 6.2 128,134 5.7 41,027 14.8 108.1 1,751 1.2
7 274,830 19.2 - - 145,794 12.7 89,908 2.8 71,383 4.8 125,215 △ 0.8 48,103 19.8 108.2 1,900 1.5
8 329,652 4.6 - - 203,510 8.7 89,120 △ 25.2 108,100 7.6 155,779 △ 2.0 75,630 23.4 106.3 2,353 △ 1.7
9 251,119 1.3 - - 190,356 16.7 64,624 △ 39.3 80,822 4.9 137,659 7.3 59,758 53.6 107.4 2,018 2.5

10 248,541 △ 14.4 - - 207,000 13.9 57,179 △ 44.9 80,084 8.2 128,947 4.4 49,218 14.4 108.1 1,910 △ 2.8
11 258,522 △ 13.8 - - 216,968 6.7 52,467 △ 59.2 72,753 △ 1.4 126,961 3.4 63,789 14.5 108.9 1,895 △ 4.4
12 255,356 △ 1.2 - - 225,350 12.6 51,033 △ 59.6 69,690 9.3 136,998 7.3 67,794 9.3 109.2 1,953 1.7

2020.1 203,969 △ 1.2 - - 135,614 △ 7.2 42,592 △ 62.2 57,232 △ 13.8 128,686 6.9 61,088 5.3 109.3 1,624 △ 7.0
2 211,199 △ 0.9 - - 114,053 △ 21.3 6,350 △ 93.1 53,415 △ 23.6 120,210 △ 0.4 60,918 3.6 110.0 1,631 △ 11.2
3 8,347 △ 97.8 - - 12,638 △ 94.1 1,109 △ 99.3 11,611 △ 86.2 45,332 △ 66.1 21,212 △ 70.9 107.3 526 △ 76.9

資料出所 各国政府観光局 財務省･日本銀行

（注）台湾、香港、シンガポール、グアムは居住地基準、その他の国は国籍基準の数値。

年・月

訪日旅行動向
訪日外国人旅行者数 国際収支統計

旅行収支・受取総数 アジア ヨーロッパ 北アメリカ オセアニア
人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 人 前年比 億円 前年比

％ ％ ％ ％ ％ ％
2017年度 29,772,632 19.9 25,680,644 21.4 1,569,875 10.0 1,798,677 11.4 587,604 13.9 40,301 19.7
2018年度 31,626,991 6.2 27,107,992 5.6 1,742,888 11.0 1,992,866 10.8 641,840 9.2 47,264 17.3
2019年度 27,768,079 △ 12.2 23,090,544 △ 14.8 1,838,716 5.5 1,993,190 0.0 688,224 7.2 45,673 △ 3.4

2017暦年 28,691,073 19.3 24,716,396 21.0 1,525,662 7.3 1,756,732 11.9 564,527 11.6 38,197 14.5
2018暦年 31,191,856 8.7 26,757,917 8.3 1,720,064 12.7 1,939,719 10.4 630,527 11.7 46,277 21.2
2019暦年 31,882,049 2.2 26,819,278 0.2 1,986,529 15.5 2,187,557 12.8 721,718 14.5 50,202 8.5

2019.1～3 8,053,797 5.7 6,977,652 5.3 378,061 6.4 472,445 12.7 192,428 6.2 11,854 9.1
4～6 8,579,817 3.6 7,197,823 2.0 539,261 13.5 625,890 12.0 176,090 15.5 13,432 12.0
7～9 7,784,206 2.8 6,546,340 0.7 531,631 16.9 511,423 12.9 146,754 18.1 12,125 8.9

10～12 7,464,229 △ 3.4 6,097,463 △ 7.2 537,576 23.5 577,799 13.6 206,446 19.6 12,791 4.2
2020.1～3 3,939,827 △ 51.1 3,248,918 △ 53.4 230,248 △ 39.1 278,078 △ 41.1 158,934 △ 17.4 7,325 △ 38.2

2019.1 2,689,339 7.5 2,366,944 7.2 92,337 4.7 130,340 11.2 89,476 15.9 3,924 12.7
2 2,604,322 3.8 2,323,258 3.4 99,499 4.3 120,332 12.7 52,965 4.9 3,833 5.6
3 2,760,136 5.8 2,287,450 5.3 186,225 8.5 221,773 13.6 49,987 △ 6.5 4,098 9.2
4 2,926,685 0.9 2,369,734 △ 2.5 240,955 20.1 219,055 16.6 79,852 21.9 4,624 10.3
5 2,773,091 3.7 2,344,872 2.7 164,278 6.5 199,117 11.4 52,878 15.9 4,360 12.7
6 2,880,041 6.5 2,483,217 6.1 134,028 11.6 207,718 8.0 43,360 4.8 4,448 13.1
7 2,991,189 5.6 2,563,058 5.4 178,049 8.3 196,104 6.4 41,553 4.2 4,534 8.3
8 2,520,134 △ 2.2 2,156,004 △ 4.4 165,158 9.3 151,865 13.4 32,459 14.2 3,939 4.5
9 2,272,883 5.2 1,827,278 0.6 188,424 35.4 163,454 21.3 72,742 29.9 3,653 14.8

10 2,496,568 △ 5.5 1,959,436 △ 10.6 248,153 28.5 200,133 7.5 67,955 22.4 4,336 3.2
11 2,441,274 △ 0.4 2,016,676 △ 3.7 165,715 19.6 190,290 18.1 55,834 22.5 4,174 6.4
12 2,526,387 △ 4.0 2,121,351 △ 7.2 123,708 19.6 187,376 16.2 82,657 15.6 4,280 3.0

2020.1 2,661,022 △ 1.1 2,300,366 △ 2.8 102,261 10.7 152,202 16.8 95,027 6.2 4,585 16.8
2 1,085,147 △ 58.3 840,261 △ 63.8 88,104 △ 11.5 94,630 -21.4 53,670 1.3 2,023 △ 47.2
3 193,658 △ 93.0 108,291 △ 95.3 39,883 △ 78.6 31,246 -85.9 10,237 △ 79.5 718 △ 82.5

資料出所 日本政府観光局（JNTO） 財務省･日本銀行
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Ⅱ-3-2 訪日団体パッケージツアーの概況
武智玖海人 同 研究員 Ⅱ-2 訪日旅行に対する意識
中野文彦 同 上席主任研究員 Ⅱ-3-1 日本企業による訪日旅行事業の展開
久保田美穂子 亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 准教授 Ⅲ-1 旅行業
相澤美穂子 公益財団法人日本交通公社 上席主任研究員 Ⅲ-2 運輸業
朝倉はるみ 淑徳大学 経営学部 観光経営学科 教授 Ⅲ-3 宿泊業
外山昌樹 淑徳大学 経営学部 観光経営学科 助教 Ⅲ-4-1 集客交流施設
守屋邦彦 公益財団法人日本交通公社 上席主任研究員 Ⅲ-4-2 ＭＩＣＥ
園部容子 同 研究員 Ⅳ �都道府県別延べ宿泊者数および 

うち外国人延べ宿泊者数
石黒侑介 北海道大学 観光学高等研究センター 准教授 Ⅳ-1 北海道
福永香織 公益財団法人日本交通公社 主任研究員 Ⅳ-2 東北
堀木美告 淑徳大学 経営学部 観光経営学科 准教授 Ⅳ-3 関東
西川　亮 立教大学 観光学部 観光学科 助教 Ⅳ-5 近畿
菅野正洋 公益財団法人日本交通公社 上席主任研究員 Ⅳ-6 中国・四国
野間恵子 一般社団法人九州観光推進機構 企画部 Ⅳ-7 九州
中島　泰 公益財団法人日本交通公社 上席主任研究員 Ⅳ-8 沖縄
後藤健太郎 同 主任研究員 Ⅳ-9 自然
門脇茉海 同 副主任研究員 Ⅳ-10 歴史・文化
磯貝友希 同 研究員 Ⅳ-11 温泉
工藤亜稀 同 研究員 Ⅴ-1 国による観光政策、

Ⅴ-3 主要市町村による観光政策
池知貴大 同 研究員 Ⅴ-2 都道府県による観光政策
吉澤清良 同 主席研究員 付記
泉　佳奈 同 付属統計表
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